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Ⅰ 目的 

淀川水系河川整備計画（以下、河川整備計画という）に基づいて毎年度実施される個々

の事業等がどのように進捗しているかを点検する。 

 

 

Ⅱ 進捗点検の考え方 

・ 進捗点検は、河川管理者が流域全体の視点から実施し、その結果について流域委員

会の意見を聴く。 

・ 河川整備計画の目標に関し、流域の視点に立って、できるだけ効率かつ具体的に進

捗点検できる項目を設定した。 

・ 事務所毎の個別事業等の進捗状況の検証は既存の委員会等を活用して実施すること

を基本とする。 

・ 進捗点検は、河川水辺の国勢調査や定期縦横断測量など定期的に行っている調査

結果や観測データ等を最大限活用して行う。 

・ 進捗点検は、対象となる事業特性や段階に併せてその頻度を設定することとし、個々

の事業等によって、毎年行うものや、一定の成果がまとまった時に行うものがある。 

・ 今回の進捗点検は、平成２２年度の事業等により進捗した施策等を対象として実施す

るものであるが、点検項目によってはそれ以前の内容も考慮した。 

    

 

Ⅲ 河川整備計画の内容と進捗点検の関係 

河川整備計画の進捗点検にあたっては、「Ⅱ進捗点検の考え方」に基づき、点検の対

象とすべき項目を河川整備計画より抽出し、各々の点検項目に対して観点を設定した。 

さらに、設定した観点について、施策の具体な進捗を示すことができる指標を設定した。

点検項目、観点、指標の関係を別表「点検項目と観点及び指標の関係」に示す。 

なお、本報告書では進捗点検の記述の中で、観点は【観点】、指標は［指標］と記載

する。 

また、進捗点検の構成は、 

１．施策の概要 

２．進捗状況 

３．点検結果 

とする。このうち「２．進捗状況」と「３．点検結果」は両者を対比できるように横に

並べて示す。 
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の

生
息

・
生

育
・
繁

殖
環

境
に

配
慮

し
た

工
事

の
施

工
の

実
施

内
容

・
箇

所
数

Ａ

(3
)関

係
機

関
と

の
連

携
に

よ
る

河
川

環
境

や
景

観
の

保
全

・
再

生
関

係
機

関
と

の
連

携
に

よ
る

河
川

環
境

や
景

観
の

保
全

・
再

生
の

実
施

状
況

関
係

機
関

と
の

連
携

に
よ

る
河

川
環

境
や

景
観

の
保

全
・
再

生
の

実
施

内
容

Ａ

(4
)河

川
管

理
者

以
外

の
者

が
管

理
す

る
施

設
に

対
す

る
働

き
か

け
河

川
管

理
者

以
外

の
者

が
管

理
す

る
施

設
に

対
す

る
働

き
か

け
状

況
河

川
管

理
者

以
外

の
者

が
管

理
す

る
施

設
に

対
す

る
働

き
か

け
の

実
施

内
容

・
河

川
保

全
利

用
委

員
会

開
催

数
Ａ

(5
)河

川
環

境
の

保
全

と
再

生
の

た
め

の
人

材
育

成
河

川
環

境
の

保
全

と
再

生
の

た
め

の
人

材
育

成
状

況
河

川
環

境
の

保
全

と
再

生
の

た
め

の
人

材
育

成
の

実
施

内
容

・
回

数
Ａ

(6
)流

域
管

理
に

向
け

た
環

境
情

報
に

関
す

る
調

査
研

究
の

推
進

流
域

管
理

に
向

け
た

環
境

情
報

に
関

す
る

調
査

研
究

の
実

施
状

況
流

域
管

理
に

向
け

た
環

境
情

報
に

関
す

る
調

査
研

究
の

推
進

の
実

施
内

容
Ａ

水
質

負
荷

と
環

境
影

響
に

つ
い

て
の

流
域

的
な

現
状

把
握

状
況

(2
)魚

が
の

ぼ
り

や
す

い
川

へ
の

再
生

(1
)流

域
対

策
と

連
携

し
た

水
質

の
保

全

流
域

の
土

砂
生

産
・
移

動
・
堆

積
の

実
態

把
握

状
況

流
域

視
点

に
よ

る
水

質
対

策
の

実
現

状
況

整
備

計
画

の
目

次

(1
)人

と
川

を
つ

な
ぐ

4
.1

.人
と

川
と

の
　

　
　

　
つ

な
が

り

4
.1

.4
.上

下
流

の
連

携
の

構
築

(2
)川

と
ま

ち
・
地

域
を

つ
な

ぐ

4
.1

.2
.日

常
か

ら
の

川
と

人
の

つ
な

が
り

の
構

築

4
.1

.3
.洪

水
・
災

害
時

の
人

と
川

と
の

つ
な

が
り

の
構

築

4
.2

.6
.流

域
管

理
に

向
け

た
継

続
的

な
施

策
展

開

(2
)土

砂
移

動
の

連
続

性
の

確
保

4
.2

.5
.流

域
の

視
点

に
立

っ
た

水
循

環
・
物

質
循

環
系

の
構

築

(1
)水

位
変

動
リ

ズ
ム

の
回

復

4
.2

.河
川

環
境

4
.2

.2
.多

様
な

生
態

系
を

有
す

る
淀

川
水

系
の

再
生

と
次

世
代

へ
の

継
承

4
.2

.3
.河

川
の

連
続

性
の

確
保

4
.2

.4
.川

本
来

の
ダ

イ
ナ

ミ
ズ

ム
の

再
生

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

進
捗

状
況

情
報

発
信

方
法

の
検

証

憩
い

、
安

ら
げ

る
河

川
を

目
指

し
た

河
川

事
業

の
実

施
状

況

河
岸

-
陸

域
の

連
続

性
の

確
保

状
況

破
堤

氾
濫

に
備

え
た

被
害

の
軽

減
対

策
，

避
難

体
制

の
整

備
状

況
　

琵
琶

湖
・
淀

川
水

系
の

生
態

系
の

固
有

性
お

よ
び

多
様

性
の

価
値

に
関

す
る

保
全

状
況

外
来

種
対

策
の

実
施

状
況

流
況

・
位

況
（
流

量
・
水

位
の

変
動

様
式

）
の

改
善

状
況

日
常

か
ら

の
川

と
人

の
つ

な
が

り
の

構
築

洪
水

・
災

害
時

の
人

と
川

と
の

つ
な

が
り

の
構

築

上
下

流
の

連
携

の
構

築

(2
)在

来
種

を
脅

か
す

対
策

の
推

進

(2
)良

好
な

生
物

の
生

息
・
生

育
・
繁

殖
環

境
の

保
全

・
再

生

多
様

な
生

態
系

を
有

す
る

淀
川

水
系

の
再

生
と

次
世

代
へ

の
継

承

河
川

の
連

続
性

の
確

保

川
本

来
の

ダ
イ

ナ
ミ

ズ
ム

の
再

生

流
域

の
視

点
に

立
っ

た
水

循
環

・
物

質
循

環
系

の
構

築

.流
域

管
理

に
向

け
た

継
続

的
な

施
策

展
開

(3
)良

好
な

景
観

の
保

全
・
創

出

(1
)水

辺
や

河
原

の
保

全
・
再

生

2



別
表

　
「
点

検
項

目
と

観
点

及
び

指
標

の
関

係
」

点
検

項
目

観
　

点
指

　
標

点
検

頻
度

整
備

計
画

の
目

次

災
害

体
験

者
か

ら
の

災
害

状
況

の
聞

き
取

り
及

び
そ

の
情

報
発

信
内

容
Ａ

自
治

体
、

水
防

団
、

マ
ス

メ
デ

ィ
ア

等
と

の
情

報
共

有
化

の
た

め
の

情
報

伝
達

体
制

の
基

盤
整

備
内

容
・
情

報
共

有
団

体
数

【
重

複
】

Ａ

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
の

作
成

内
容

・
作

成
済

み
市

町
村

数
Ａ

ま
る

ご
と

ま
ち

ご
と

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
,浸

水
実

績
及

び
想

定
表

示
看

板
設

置
内

容
・
設

置
数

【
重

複
】

Ａ

災
害

時
要

援
護

者
に

配
慮

し
た

避
難

勧
告

・
指

示
の

発
令

基
準

の
明

確
化

及
び

周
知

体
制

整
備

の
内

容
Ａ

地
下

空
間

の
利

用
者

及
び

管
理

者
へ

の
情

報
伝

達
体

制
整

備
内

容
Ａ

水
防

団
の

高
齢

化
に

対
す

る
支

援
の

内
容

・
講

演
、

出
前

講
座

実
施

回
数

Ａ

水
防

拠
点

整
備

の
内

容
・
箇

所
数

Ａ

公
共

施
設

の
耐

水
化

の
内

容
Ａ

災
害

対
応

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

作
成

内
容

Ａ

水
害

に
強

い
地

域
づ

く
り

協
議

会
実

施
内

容
・
開

催
回

数
［
重

複
］

Ａ

流
域

に
お

け
る

保
水

・
貯

留
機

能
確

保
の

内
容

・
貯

留
量

Ａ

洪
水

氾
濫

時
被

害
軽

減
の

た
め

の
土

地
利

用
規

制
・
誘

導
施

策
の

内
容

Ａ

河
川

整
備

計
画

と
都

市
計

画
と

の
調

整
の

内
容

　
Ａ

H
W

L
以

下
、

浸
透

、
侵

食
対

策
実

施
内

容
・
延

長
Ａ

堤
防

天
端

以
下

、
侵

食
対

策
実

施
内

容
・
延

長
Ａ

堤
防

天
端

舗
装

実
施

内
容

・
延

長
Ａ

側
帯

整
備

実
施

内
容

・
延

長
Ａ

上
下

流
バ

ラ
ン

ス
の

状
況

実
績

降
雨

、
計

画
規

模
降

雨
に

お
け

る
上

下
流

水
位

の
変

化
内

容
B

実
績

降
雨

、
計

画
規

模
降

雨
に

お
け

る
越

水
及

び
Ｈ

Ｗ
Ｌ

超
過

内
容

・
超

過
延

長
Ｂ

新
設

ダ
ム

の
効

果
内

容
・
洪

水
位

低
下

量
Ａ

(4
)高

規
格

堤
防

（
ス

ー
パ

ー
堤

防
）
の

整
備

高
規

格
堤

防
（
ス

ー
パ

ー
堤

防
）
の

整
備

ハ
ー

ド
に

よ
る

超
過

洪
水

対
策

の
実

施
状

況
高

規
格

堤
防

の
整

備
内

容
・
延

長
【
重

複
】

Ａ

土
砂

移
動

抑
制

策
（
砂

防
堰

堤
、

山
腹

工
）
の

実
施

内
容

・
箇

所
数

Ａ

土
砂

を
下

流
へ

流
す

こ
と

が
で

き
る

砂
防

え
ん

堤
の

設
置

内
容

・
設

置
数

（
砂

防
施

設
）
【
重

複
】

Ａ

流
域

の
土

砂
生

産
・
移

動
・
堆

積
の

実
態

把
握

状
況

河
床

変
動

等
の

土
砂

動
態

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
、

総
合

土
砂

管
理

方
策

の
検

討
内

容
（
既

設
ダ

ム
）
【
重

複
】

Ａ

(6
)既

設
ダ

ム
等

の
運

用
検

討
既

設
ダ

ム
等

の
運

用
の

検
討

河
道

流
下

能
力

の
増

大
、

洪
水

調
節

の
効

果
的

な
実

施
に

よ
る

洪
水

位
の

低
減

状
況

既
存

ダ
ム

の
効

果
内

容
・
洪

水
位

低
下

量
Ｂ

橋
梁

の
嵩

上
げ

内
容

・
箇

所
数

Ａ

陸
閘

操
作

の
改

善
内

容
・
箇

所
数

【
重

複
）

Ａ

河
川

管
理

施
設

の
耐

震
対

策
実

施
内

容
・
箇

所
数

Ａ

緊
急

用
河

川
敷

道
路

の
整

備
内

容
・
延

長
Ａ

津
波

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
作

成
支

援
内

容
・
作

成
市

町
村

数
Ａ

津
波

情
報

提
供

設
備

の
設

置
内

容
・
設

置
数

Ａ

陸
閘

操
作

の
改

善
内

容
・
箇

所
数

【
重

複
】

Ａ

土
砂

対
策

高
潮

対
策

地
震

・
津

波
対

策

危
機

管
理

体
制

の
構

築

堤
防

強
化

の
実

施

川
の

中
で

洪
水

を
安

全
に

流
下

さ
せ

る
た

め
の

対
策

4
.3

.3
.高

潮
対

策

破
堤

氾
濫

に
備

え
た

被
害

の
軽

減
対

策
，

避
難

体
制

の
整

備
状

況

河
川

に
集

中
さ

せ
て

き
た

洪
水

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

抑
制

/
分

散
対

策
の

実
施

状
況

4
.3

.4
.地

震
・
津

波
対

策

4
.3

.2
.淀

川
水

系
に

お
け

る
治

水
・
防

災
対

策

(2
)津

波
対

策

4
.3

.治
水

・
防

災

(5
)土

砂
対

策

(3
)川

の
中

で
洪

水
を

安
全

に
流

下
さ

せ
る

た
め

の
対

策

(1
)危

機
管

理
体

制
の

構
築

高
潮

被
害

軽
減

策
の

実
施

状
況

津
波

対
策

事
業

の
実

施
状

況

地
震

対
策

事
業

の
実

施
状

況
(1

)地
震

対
策

河
道

流
下

能
力

の
増

大
、

洪
水

調
節

の
効

果
的

な
実

施
に

よ
る

洪
水

位
の

低
減

状
況

(2
)堤

防
強

化
の

実
施

堤
防

の
強

化
対

策
の

実
施

状
況

土
砂

移
動

の
制

御
の

実
施

状
況

3



別
表

　
「
点

検
項

目
と

観
点

及
び

指
標

の
関

係
」

点
検

項
目

観
　

点
指

　
標

点
検

頻
度

整
備

計
画

の
目

次

水
利

権
の

見
直

し
、

転
用

の
実

施
状

況
見

直
し

と
転

用
の

た
め

の
ル

ー
ル

作
り

の
内

容
・
件

数
Ａ

慣
行

水
利

権
の

許
可

水
利

権
化

の
実

施
状

況
慣

行
水

利
権

の
許

可
水

利
権

化
の

内
容

・
件

数
Ａ

渇
水

対
策

会
議

の
機

能
拡

大
、

会
議

構
成

員
拡

大
及

び
常

設
化

（
利

水
者

会
議

）
の

実
現

に
向

け
た

内
容

・
ﾋ
ｱ

ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ回

数
Ａ

住
民

・
事

業
所

等
に

対
す

る
啓

発
内

容
・
回

数
Ａ

(3
)既

存
水

資
源

開
発

施
設

の
環

境
に

配
慮

し
た

効
率

的
運

用

(4
)水

利
権

が
見

直
さ

れ
た

場
合

の
既

存
水

源
の

活
用

(5
)安

定
し

た
水

利
用

が
で

き
て

い
な

い
地

域
の

対
策

安
定

し
た

水
利

用
が

出
来

て
い

な
い

地
域

の
対

策
状

況
新

規
水

源
の

確
保

内
容

Ａ

(1
)渇

水
調

整
の

円
滑

化
水

需
要

抑
制

の
実

施
状

況
渇

水
対

策
会

議
の

機
能

拡
大

、
会

議
構

成
員

拡
大

及
び

常
設

化
（
利

水
者

会
議

）
の

実
現

に
向

け
た

内
容

・
ﾋ
ｱ

ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ回

数
Ａ

(2
)渇

水
対

策
容

量
の

確
保

渇
水

対
策

容
量

の
必

要
性

と
確

保
手

法
の

検
討

状
況

渇
水

対
策

容
量

を
確

保
す

る
こ

と
に

よ
る

想
定

被
害

減
少

の
検

討
内

容
Ａ

(1
)舟

運
舟

運
の

取
り

組
み

内
容

・
水

制
工

整
備

数
Ａ

(2
)水

面
利

用
の

促
進

(3
)水

面
利

用
の

適
正

化

(4
)安

全
利

用
の

た
め

の
対

策
川

の
安

全
利

用
施

策
の
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Ⅳ 進捗点検結果 
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容 

4.1.人と川とのつながり 

 
河川整備計画の 

該当箇所 

4.1.2.日常からの川と人のつながりの構築 

点 検 項 目 日常からの川と人のつながりの構築 

１．施策の概要 

（１） 人と川をつなぐ 

１）住民参加推進プログラムの作成、実践 
川は、地域と共に歩み育んできた特有の歴史・文化を有し、地域にとって貴重な共有の財産で

あることに鑑み、流域のあらゆる関係者が、流域的視点に立って情報や問題意識を共有しながら
日常的な信頼関係を築き、連携しながら河川整備を進めていく必要がある。 

その際、川が生物の生息・生育・繁殖環境として地域に残された貴重な自然環境であることを
地域の共通認識として、できるだけ多くの人々に川に関心を持っていただき、川に直接ふれてい
ただき、川のことを自ら考え、行動していただけるよう、住民参加型の取り組みを推進する。 

そのために、これまでの情報発信、住民参加の取り組みに加え、「川に関心を持ってもらう」、
「川にふれてもらう」、「川をともに考える」をキーワードに、「住民参加推進プログラム」を作
成し、実践していく。 

また、科学的知見に基づいた客観的な判断を行うため、河川管理者は学識経験者と連携してデ
ータの収集や共同研究を行う。 
 

２）淀川水系に関わる住民・住民団体(NPO 等)との連携 
河川整備にあたっては、検討段階から住民・住民団体(NPO 等)、関連する様々な分野の学識経

験者との情報共有を積極的に行う。また、地域固有の情報や河川に関する知識を有している住
民・住民団体（NPO 等）や学識経験者と連携し、河川に係わる人材育成の支援や環境教育を推進
する。 

その際、双方はお互いの責任、役割分担等を常に確認するとともに、合意形成を目指して、日
常的な信頼関係を築くよう努める。 

情報共有にあたっては、従来から実施しているインターネットによる情報公開を充実させ、情
報検索機能の向上を図るとともに、情報交換ができるような方法について検討して実施する。ま
た、河川整備に関して学識経験者及び住民間における意見交換が行えるような機会を必要に応じ
て設ける。 

河川に係わる人材育成の支援や環境教育の推進にあたっては、伝統工法などの技術の保存・伝
承についても積極的に取り組む。 
 

３）河川レンジャーの充実 
河川管理者は、地域固有の情報に精通し、河川に関する基礎的な知識を習得した個人を「河川

レンジャー」として任命する。河川レンジャーは行政と住民との間に介在して、住民が河川に関
心を持つような活動に取り組むとともに、個別事業の検討段階における住民意見の聴取や、住民
の河川にかかわるニーズの収集を行う。当面は、河川にかかる環境学習等の文化活動や動植物の
保護活動、河川利用者への安全指導等の活動を試行する。また河川レンジャー自らが住民と行政
をつなぐテーマについて、試行も含めて、活動の充実を図る。 

将来的には、地域住民と河川管理者とが連携しながら河川整備を進めていく上で、住民と河川
管理者との橋渡し役となることも期待される。 

河川レンジャーの活動拠点として、当面は、既存施設である淀川資料館、河川公園サービスセ
ンター、水のめぐみ館ウォーターステーション琵琶、遊水スイスイ館、中央流域センター、上流
域流域センター、木津川出張所管内流域センター等を試行的に活用する。また、自治体とも連携
して河川レンジャー活動への支援や広報を行う。 
 

４）子ども達の関わりの促進 
子ども達と川との関わりを促していくことは、持続的な川と人との関わりを構築していく上で

重要である。また、子どもの参加により親や地域の関わりが促される。そこで学校等と調整し、
学校教育において川に対する関心を高める工夫を行う。 

・学校教育の中で活用できるような環境教育用のプログラムの作成、「危険を知って川に親し
む」ための教育ツールの作成 
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点 検 項 目 日常からの川と人のつながりの構築 

１．施策の概要 

・子ども達を対象としたシンポジウムや体験学習の実施 
・琵琶湖と田んぼを結ぶ連絡協議会での「お魚ふやし隊」への支援 
・川で子ども達が安全に楽しく遊ぶための指導者育成支援 
・淀川検定の実施、淀川博士号の認定、川遊びマニュアルの作成 

 
５）淀川に関する日頃の情報発信 

多くの人々が河川に関心を持ち、川に訪れるよう、河川に関する情報を様々な手段で発信する
取り組みを進めていく。具体的には、河川と関連する流域の歴史や文化に係る素材を掘り起こし、
データの蓄積を図り、それらのデータを用いて、地域の情報を携帯電話等で得られるシステムの
開発を行う。また、訪れた人々に淀川やその周辺のことを知ってもらうため、ユビキタス型のガ
イドシステムを整備し、携帯電話のＷＥＢサイトで観光名所や生息する生物等に関する情報提供
を行う。 

さらに、マスメディアを通して河川に係わる身近な情報（工事情報や河川のライブ映像等）を
タイムリーに、また定期的に発信できるようにする。その際、情報については、難解なものや専
門的な表現は避け、図表等を用いてできる限りわかりやすくする。 

あわせて、地域住民に対して河川への関心を高めるため啓発活動等を行い、その際は既存の資
料館等の活用や住民・住民団体(NPO 等)との連携を行う。 
 

（２） 川とまち・地域をつなぐ 
川と人との関係を改善し、地域の共有の財産としてその魅力を高めていくためには、多くの

方々が川に関心を持ち、川に訪れることを促す環境の整備が必要である。そこで、次のような施
策をハード・ソフトの両面から関係機関と連携して進めていく。 

 
１）小径（散策路）、「歴史文化の薫る散歩道(仮称)」の整備 

歩行者等が河川に沿って容易に移動でき、安全に水辺に近づけるよう、小径（散策路）の整備
を継続して実施する。小径（散策路）の計画にあたっては、できるだけ川の両岸に沿うものとす
る。なお、自転車と歩行者との安全な利用について検討するほか、河川の距離標の表示を見やす
くするなど利用者の利便性の向上を図る。 

また、数十キロに及ぶ長大な河川空間を活かし、変化する水辺の風景を楽しむことや、和歌に
詠まれ、古戦場ともなった淀川周辺における史跡、文化財等を巡ることができるように川沿いの
市町村と共同で「歴史文化の薫る散歩道(仮称)」として、川とまち・地域間の小径（散策路）の
ネットワークを形成する。  

 
２）憩い、安らげる河川の整備 

川を子どもや高齢者でも安心して利用でき、多くの人が気軽に集うことができる場として、地
元自治体とも連携して、ベンチ、木陰、スロープ及び清潔な水洗トイレ等の整備を実施する。そ
の際、住民団体等が維持管理を行う仕組みづくりや、自治体で行われている地域住民中心の管理
制度について検討する。特にトイレについては、快適なものとなるよう、検討の上、整備する。
また、歩行者のみならず、サイクリングを楽しむ人々にも役立つよう河川の距離標を見やすくす
る。 

河川利用の施設整備にあたっては、バリアフリー化を進める。また、自転車や車椅子等の快適
な通行を確保するため、河川敷及び堤防上面のバイク止めについては構造・設置方法について検
討して実施する。 

瀬田川では、水辺のあり方について検討するため、河川管理者、河川利用者や周辺自治会の代
表者等で構成される瀬田川水辺協議会の提言「瀬田川のあるべき姿」に基づき、緑の連続性に配
慮するなど周辺環境に調和した親水性のある水辺の散策路整備を継続して実施する。（名神高速
道路瀬田川橋梁下流～瀬田川洗堰区間） 

川や湖が持つ自然の変化や、川や湖と人の暮らしとの歴史的なつながりによって形成されてき
た淀川水系を特徴づける景観等に配慮し、コンクリート護岸の覆土や堤防の緩傾斜化により川ら
しい景観を復元するとともに、生物の生息・生育・繁殖環境の再生を図る。 
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点 検 項 目 日常からの川と人のつながりの構築 

１．施策の概要 

３）三川合流部の整備 
淀川三川合流域は、壮大な景観や豊かな自然環境に恵まれるとともに、歴史の舞台ともなった

交通の要衝である。そこで、桂川、宇治川、木津川の三川合流域の豊かな自然や歴史・風土に根
ざした景観、歴史的文化資源を保全しつつ、京阪神都市圏の住民が、人と自然の関わりを総合的
に学ぶ環境学習機能等を備える新しいタイプの地域間の交流拠点を整備し、さらには鉄道・道
路・舟運等のネットワークを構築する「淀川三川合流域地域づくり構想」の実現に向け、関係自
治体等との協議会で検討して実施する。 

 
４）良好な水辺まちづくり 

淀川において、川沿いの自治体、関係機関と連携し、高規格堤防の整備にあわせて水辺に良好
な都市空間を形成していく。 

現在整備中の高見、海老江、大庭地区において、早期の完成を目指すとともに、下島、津之江、
大宮、淀川左岸線地区などにおいては、早期の事業着手を目指し調整を継続する。 
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点 検 項 目 日常からの川と人のつながりの構築 

１．施策の概要 

 
 ＜観点と指標＞  
 

 
「日常からの川と人のつながりの構築」に関する進捗状況の点検については、以下に示す【観点】を

取り上げ、それぞれに［指標］を設定し実施した。 
 人と川をつなぐ 

【観点】「住民参加推進プログラム」の策定状況 
［指標］住民参加推進プログラムの検討内容 
 

【観点】住民・住民団体（NPO 等）との連携状況 
［指標］河川愛護活動等の実施内容・回数 

 

【観点】河川レンジャーの進捗状況 

［指標］河川レンジャー選任システム・在籍人数 
［指標］河川レンジャーと住民・住民団体との交流内容・回数 

 
【観点】子ども達の関わりを促進する取り組みの実施状況 

［指標］環境教育等の実施内容・回数 
 

【観点】情報公開の状況  
［指標］情報公開の内容・件数 

 
【観点】情報発信方法の検証 

［指標］HP、携帯サイトの内容・利用件数 
［指標］HP、携帯サイトにおける新着情報の内容・アップ数 

 
【観点】情報公開・発信に関する職員の意識向上 

［指標］研修等の内容・開催数 
 

【観点】意見聴取手法の開発に向けた取り組み 
［指標］住民、住民団体との交流内容・回数 

 
 川とまち・地域をつなぐ 
  【観点】小径（散策路）、「歴史文化の薫る散歩道（仮称）」の整備状況 

［指標］小径（散策路）の整備内容・延長 
 
  【観点】憩い、安らげる河川を目指した河川事業の実施状況 
   ［指標］バリアフリー化の内容・実施箇所数 
   ［指標］河川を安心して利用できる整備内容・箇所数 
 
  【観点】三川合流部の整備状況 
   ［指標］三川合流部交流拠点の整備内容 
 
  【観点】良好な水辺まちづくりに資する河川事業の実施状況 

［指標］高規格堤防の整備内容・延長 
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点 検 項 目 日常からの川と人のつながりの構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】「住民参加推進プログラム」の策定状況 
［指標］住民参加推進プログラムの検討内容 

平成 22 年度は、淀川河川事務所管内では、7月に淀川住
民参加推進プログラム（案）に対するパブリックコメント
を実施し、淀川住民参加推進プログラムを策定した。 
琵琶湖河川事務所管内では、所内の住民連携推進グルー

プ（各課から選出されたメンバー）において、住民の皆さ
んと行政が話し合い、協力し合い、出来ることから川づく
りを進めることを目的とした住民参加推進プログラム（案）
を作成。 
木津川上流河川事務所管内では、平成 21 年度に引き続き

河川レンジャー活動において、主に児童を対象とした「河
川に親しみを持ってもらう」メニューとして、水生生物調
査、水質調査等の活動（試行）を行った。 
猪名川河川事務所管内では、平成 21 年度に引き続き水環

境をテーマに住民と行政からなる分科会を設立し方向性と
目標案を策定した。 

 
 

 

各事務所管内で住民参加推進プログ
ラムの策定に向け着実に検討を進め
ている。 

 

引き続き、住民参加推進プログラムの
検討・推進を進めていく。 

 

【観点】住民・住民団体（NPO 等）との連携状況 
［指標］河川愛護活動等の実施内容・回数 

住民・住民団体（NPO 等）との連携状況を示す指標とし
て、平成 18 年度～平成 22 年度における河川愛護活動等の
実施回数を以下に示す。 

平成 22 年度は、流域全体で 108 回の河川愛護活動等を実
施した。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

平成 22 年度の代表事例を以下に示す。 
淀川河川事務所管内では、平成 21 年度に引き続き淀川わ

んどクリーン大作戦や嵐山地区水草除去等を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
琵琶湖河川事務所では、平成 21 年度に引き続き住民と行

政の協働草刈り作業、瀬田川一斉清掃を行った。 

 

住民・住民団体（NPO 等）との連携
としては、河川愛護活動等の実施回数
が着実に増加し、河川愛護活動等を通
じて情報共有が積極的に行われてい
る。 
 
今後、さらに連携を強化する取り組

みを行っていくとともに、河川に係わ
る人材育成の支援や環境教育を推進
する。 

 

 

 

 
 
 

 

（淀川わんどクリーン大作戦の様子） （嵐山地区水草除去の様子）
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点 検 項 目 日常からの川と人のつながりの構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木津川上流河川事務所では、名張川クリーン大作戦を行
った。 
猪名川河川事務所では、尼崎市等が主催して市内全域で

実施している「10 万人わがまちクリーン運動」の中で、猪
名川・藻川を清掃対象としている「園田地区わがまちクリ
ーン運動」に参加。猪名川おいては約 2,000 名の参加があ
り、可燃ゴミ等が 2,750kg、資源ゴミ 20kg が収集された。
淀川ダム統合管理事務所では、瀬田川クリーン作戦を行

った。 
 
 

【観点】河川レンジャーの進捗状況 
［指標］河川レンジャー選任システム・在籍人数 
河川レンジャーの選任については、各事務所とも概ね以

下の流れにより選任し、任命している。 
① HP 等により、広く一般から公募する。 
② 選任は、河川レンジャー代表者会議等の機関が、審
査要領等に基づいて、公平な審査のもと実施する。 
③ 選任されたレンジャー予定者は、事務所長等より任
命される。 
 

河川レンジャーの充実を示す指標として、平成 18年度～
平成 22 年度における河川レンジャーの在籍人数を以下に
示す。 
平成 22 年度の河川レンジャーの在籍人数は、流域全体で

41 人となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
以下具体的な運営状況を示す。 
【河川レンジャー代表者会議・運営会議】（淀川河川事務所）

学識経験者や地元見識者、自治体、河川管理者等で構成さ

れた中立の立場の「代表者会議」では河川レンジャーの仕

組みづくり及び基準づくり、｢運営会議｣においては、河川

 
 

河川レンジャー在籍人数は、毎年増
加し、平成 22 年度で 41人となってお
り、河川レンジャーの選任システムは
定着しつつある。 
河川レンジャーは、防災意識啓発、

自然観察会、河川関連施設の見学会
等、多種多様な活動を行っており、河
川レンジャーと住民・住民団体との交
流回数は平成 20年度および平成 21年
度には約 500 回となり、平成 22 年度
は 434 回となっている。 
河川レンジャーは、『川と人（住民）、

人（住民）と人（行政）を結ぶコーデ
ィネーター（橋渡し役）』としての役
割を十分担っていると考えられる。 
 
今後、さらに交流の機会を増やす取

り組みを行っていくとともに、地域住
民と河川管理者とが連携しながら河
川整備を進めていく上で、河川レンジ
ャーが住民と河川管理者の橋渡し役
となるよう活動を支援する。 

 

 

（住民と行政の協働草刈り作業の様子） 
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点 検 項 目 日常からの川と人のつながりの構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

レンジャーの活動計画、活動報告、及び今後の展開計画（案）

の審議並びに河川レンジャーの任命・再任などを行ってい

る。 

平成 22年度は、河川レンジャー代表者会議の審議を経て、

「淀川管内河川レンジャー（試行）運営要領」の改正を行

った。また、河川レンジャー希望者の審査を行った。河川

レンジャー運営会議では、新たに 3 名の河川レンジャーの

任命及び 13 名の再任の妥当性の確認及び活動計画、展開計

画の承認を行った。 

 

【河川レンジャー制度運営委員会】（琵琶湖河川事務所） 

河川レンジャーの育成、運営、支援についての具体的な
議論・検討を進めていくために設置された委員会（学識委
員３名、公募により任命された住民委員４名、河川管理者
２名）を４回開催した。この委員会においては、河川レン
ジャーの中立性を確保するために、任命も行っている。 
平成 22 年度は、河川レンジャー制度の充実を図る事を目

的に、河川レンジャー制度運営委員会に有識者登録制度Ｗ
Ｇを設置し、議論を進めた。また、新たに１名の河川レン
ジャーの任命及び３名の再任の妥当性の確認が行われた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【木津川上流管内河川レンジャー会議】（木津川上流河川事
務所） 
河川レンジャーの年間活動計画の決定、活動報告の受理、

事業計画の決定、河川レンジャーの任命、再任などを行っ
ている。 
平成 22 年度は、木津川上流管内河川レンジャー会議で新

たに 1 名の河川レンジャーの任命及び 3 名の河川レンジャ
ーの再任の妥当性の確認が行われた。 
 

【猪名川河川レンジャー運営検討委員会】（猪名川河川事務
所） 
学識者、河川レンジャー及び行政で構成され、活動報告、

継続・発展に向けた取り組み及びレンジャー活動の効果の
検証を行っている。 
平成 22 年度は、昨年に引き続き河川レンジャーの継続・

発展に向け、河川レンジャーを様々な形でサポートする「サ
ポートレンジャー」という形態で募集を継続。猪名川の河
川レンジャー活動は流域団体との関わりが強く、流域団体
の人しか務まらない特異性を踏まえ、一般公募ではなく、
多くの流域団体が参加する流域意見交換会（主催：河川レ

（河川レンジャー制度運営委員会の様子） 

12



 

 

点 検 項 目 日常からの川と人のつながりの構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

ンジャー）のメンバーから募集を行い、約４名の方が集ま
った。 

 [指標] 河川レンジャーと住民・住民団体との交流内容・回数 
河川レンジャーが主体となって、交流会、現地案内及び

出前講座等を行うことにより、住民・住民団体との交流を
図っている。 
河川レンジャーの充実を示す指標として、平成 18年度～

平成 22 年度における河川レンジャーと住民・住民団体との
交流回数を以下に示す。 
平成 22 年度は、流域全体で 434 回、河川レンジャーと住

民・住民団体との交流が実施された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

平成 22 年度の代表事例を以下に示す。 
淀川河川事務所管内では、河川レンジャーが沿川地域住

民、桂川を利用する各種団体に呼びかけ組織された「桂川
クリーン大作戦実行委員会」主催で『第 4 回桂川クリーン
大作戦』が桂川全川で実施された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
琵琶湖河川事務所管内では、従来、河川管理者だけで行

っていた安全利用点検を河川レンジャーの呼びかけにより
地域住民とともに行った。また、地域住民と行政職員の意
見を交換する場「意見交換会」が開催され、瀬田川に対す
る思いをお互いに伝え合う貴重な場が用意された。 
木津川上流河川事務所管内では、木津川の水生生物調査

を行うことにより、川に生息する生物から川の状態を観察
することにより、水質保全の大切さを学習してもらった。
猪名川河川事務所管内では、猪名川流域 24 箇所におい

て、同日に一斉に清掃活動「猪名川クリーン作戦」を実施。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事例：第 4 回桂川クリーン大作戦の活動状況） 
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点 検 項 目 日常からの川と人のつながりの構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

当日は 1000 人を超える参加者があった。収集したゴミは、
後日、自治体や河川管理者が回収。 
河川レンジャーの役割としては、清掃活動への参加と共

に、参加団体との連絡調整や自治体・河川管理者とのゴミ
収集に関する調整、河川管理者への道具提供依頼といった
行政と住民間のコーディネートを担った。 
 
 
 

【観点】子ども達の関わりを促進する取り組みの実施状況 
［指標］環境教育等の実施内容・回数 

子ども達の関わりの促進を示す指標として、平成 18 年度
～平成 22 年度における出前講座や小学生等への現地案内
による環境教育等の実施回数を以下に示す。 

平成 22 年度は、流域全体で 107 回の環境教育等を実施し
た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 22 年度の代表事例を以下に示す。 

平成 22 年度の代表事
例として、淀川河川事務
所管内では、流域の小学
校、中学校に対し出前講
座を実施した。講座では、
淀川流域の河川の水質の
変化や、外来種の増加、
天然記念物の保護活動に
ついて説明するととも
に、嵯峨中学校近隣の嵐
山地区の環境問題について詳しく紹介した。 

木津川上流事務所管内では、名張川の環境について流域
の小学校へ出前講座を行った。名張川の水質、生息する生
物を説明することを通して、川の水をきれいにする事の大
切さについて学習してもらった。 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然観察会や出前講座、レンジャー
活動、小学校、中学校の総合学習への
協力を継続的に実施しているが、実施
回数は平成 21 年度は 113 回に比べ、
平成 22年度は 107 回と減少している。
環境教育は日頃、川へ近づく機会が

減少している子ども達に対し、川への
関心を持ってもらう良いきっかけに
したいという協力要請が多い。 
 
今後も継続して子ども達との関わ

りを持つ取り組みを実施していくこ
とにより、次世代を担う子ども達が、
川に対する関心を高めることができ
る工夫を行い、持続的な川と人とのつ
ながりや地域とのつながりの構築に
つなげていく。 

 

平成 22年度の事例： 

嵯峨中学への出前講座の様子
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点 検 項 目 日常からの川と人のつながりの構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】情報公開の状況 
［指標］情報公開の内容・件数 
平成 18 年度～平成 22 年度における行政文書の情報開示

に係る文書数を以下に示す。 
平成 22 年度の淀川水系に関する行政文書の開示請求文

書数は 423 文書あり、その内、1 文書は不開示、６文書は
資料不存在であり、残り 416 文書について開示を行った。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 資料不存在数とは、元々存在しない文書資料について開示請

求された文書数 

 

 

 
 
資料が存在しない文書を除き、全て

の開示請求に対し開示を行っており、
適切に対応している。 
 
今後も、制度に基づき適切に対応し

ていく。 
 

【観点】情報発信方法の検証 
［指標］ HP、携帯サイトの内容・利用件数 
河川に係わる身近な情報（工事情報や河川のライブ映像

等）をホームページや携帯サイトで公開している。日頃の
情報発信を示す指標として、平成 18 年度～平成 22 年度に
おけるホームページや携帯サイトへのアクセス数（利用件
数）を以下に示す。 
平成 22 年度のホームページや携帯サイトへのアクセス

数（利用件数）は約 580 万件あった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［指標］HP、携帯サイトにおける新着情報の内容・アップ数 
委員会の開催情報や河川愛護モニターからの報告などの
新情報をホームページ上に「新着情報」としてわかりや

すく、タイムリーにお知らせしており、日頃の情報発信を
示す指標として、平成 18 年度～平成 22 年度におけるホー
ムページや携帯サイトへの新着情報のアップ数を以下に示
す。 
平成 22 年度は、ホームページや携帯サイトの新着情報へ

のアップを約 300 件行った。 

 
 
ホームページや携帯サイトの利用

件数については、平成 21 年度までは
年間約 300万件程度の利用実績となっ
ていたが、平成 22 年度は 580 万件と
なっており、多くの方々に利用いただ
いている。また、新着情報も平成 21
年度は 312 件、平成 22 年度は 302 件
と適切に公開している。 
 
今後も、多くの人々が河川に関心を

持ち、川に訪れるよう、河川に関する
情報を様々な手段で発信する取り組
みを進めていく。 

 

 
 
 
 

HP、携帯サイトの利用件数
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点 検 項 目 日常からの川と人のつながりの構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【観点】情報公開・発信に関する職員の意識向上 
［指標］研修等の内容・開催数 

平成 21 年度は、『まちづくりとコミュニケーション』や
『広報のあり方について』等をテーマに職員等を対象とし
た「コミュニケーション研修」を 1 回実施しており、情報
発信について職員の意識の向上に努めた。 
平成 22 年度は、「コミュニケーション研修」は実施して

いないが、他の研修の中で情報公開や発信に関する意識向
上につながるよう指導している。 
 
 

 
 
住民参加のしくみづくりや河川の

広報事例を用いた広報のあり方等に
ついて、職員に対して研修を実施し
た。 
 
今後も職員の意識の向上に取り組

む。 

【観点】意見聴取手法の開発に向けた取り組み 
［指標］住民、住民団体との交流内容・回数 

平成 18 年度～平成 22 年度における事業説明会、工事説
明会、ワークショップ等の開催回数を以下に示す。 

平成 22 年度は、流域全体で 59 回の事業説明会、工事説
明会、ワークショップ等を実施した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 22 年度の代表事例を以下に示す。 
淀川河川事務所管内の桂川では、河道整備に際し、より

親しみのある桂川を目指し、地域の方々の意見を広く反映
させるため、桂川下流域ワークショップを 4 回開催した。
桂川の将来あるべき姿について沿川地区の代表者の皆さ

んからご意見を伺い、これらのご意見については、今後の
河道改修に活かしていく予定である。 
 
 
 

 
 
住民、住民団体との意思疎通の場は

平成 21 年度に 50 回、平成 22 年度は
59 回と増加してきている。 
 
今後も、住民等の意見を聞きながら

意見聴取の手法の開発に取り組む。 
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点 検 項 目 日常からの川と人のつながりの構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

淀川ダム統合管理事務所管内では、天ヶ瀬ダム低周波調
査結果の説明を行った。 
 
 
【観点】小径（散策路）、｢歴史文化の薫る散歩道（仮称）｣の整
備状況 
［指標］小径（散策路）の整備内容・延長 

小径は、水辺の風景や川沿いの文化財をめぐる散策路の
ネットワークによる川とまちをつなぐ連続性の確保を目的
に整備している。 
全体計画 96.7km のうち、宇治川の左岸 37.2～39.2k 等や

瀬田川の右岸 70.6k～71.3k 等で整備を進めてきた。 
小径（散策路）の整備状況を示す指標として、平成 22

年度までの整備済み延長の累計を以下に示す。 
平成 22 年度は、流域全体で約 0.7km の小径を整備した。
また、琵琶湖・淀川流域圏再生推進協議会において整備

が進められている「みずべプロムナード」ネットワークは、
小径を含め約 571km（H22 現在）が整備されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点検項目「憩い、安らげる河川の整備」の［指標］小径（散策路）の整

備内容・延長と重複掲載 

 

 

【観点】憩い、安らげる河川を目指した河川事業の実施状況 
［指標］バリアフリー化の内容・実施箇所数 
［指標］河川を安心して利用できる整備内容・箇所数 
憩い、安らげる河川の整備を示す指標として、平成 22

年度までに整備を実施してきたトイレ及びスロープの設置
数の累計を以下に示す。 
平成 22 年度は、トイレの存置数は前年度と同数となって

いる。また、スロープの新規設置は行っておらず、設置数
の変化はない。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小径（散策路）の整備は、平成 21

年度は 2.1km、平成 22年度は 0.7km 実
施し、平成 22 年度末までに 10.3km が
整備され、水辺を散策する人々の姿が
多く見られるようになった。 
今後も、各整備箇所の特性を考慮し

た整備内容を検討し、推進を図り、川
とまち・地域間の水辺のネットワーク
の形成に努めるとともに、琵琶湖・淀
川流域圏再生推進協議会において、関
係機関と広域的な水辺の散策路ネッ
トワークの整備について調整を図り、
利用者の視点に立った活用促進方策
について検討していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
川を子どもや高齢者でも安心して

利用でき、多くの人が気軽に集うこと
ができる場となるよう、トイレを 92
箇所、スロープを 15 箇所設置してい
るが、平成 22 年度は進捗していない。
今後も河川を安心して、気軽に利用

できる場として整備を進めるととも
に、施設整備にあたってはバリアフリ
ー化を進める。 

（平成 22年度の事例：「桂川下流域ワークショップ」 
（桂川の将来像等についてグループ討議）） 
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点 検 項 目 日常からの川と人のつながりの構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
点検項目「憩い、安らげる河川の整備」の［指標］バリアフリー化の内

容・実施箇所数と重複掲載 

 

 

【観点】三川合流部の整備状況 
［指標］三川合流部交流拠点の整備内容 

平成 19 年 11 月には「淀川三川合流域地域づくり構想」
が策定され、平成 18 年から平成 22 年にかけては、構想で
検討されている舟運や歴史・環境学習といった利用形態を
試験的に再現し、集客人員や住民ニーズを把握するため、
「淀川ふれあい交流イベント」を毎年実施しており、平成
22 年度は 8 月に「第 2 回七夕まつり」として開催している。
平成 21 年 3 月には、「淀川三川合流域地域づくり構想」

の実現に向けた国、府、市町による行動計画が策定され、
行動計画に記載された事業及びその他三川合流域の地域活
性化に資する事業の効果的な事業効果の発現、事業の早期
実現を図るため現場レベルでの調整を行うことを目的に平
成 21 年 10 月「淀川三川合流域事業調整連絡会」を設立。
淀川三川合流域事業調整連絡会では、三川合流域活性化

に向けた検討として、５つの検討内容（アクセス・景観・
ネイチャー・歴史文化観光・イベント）に分けそれぞれの
グループ内で事業進捗に向けた検討を行っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点検項目「まちづくり・地域づくりとの連携」の［指標］三川合流部の

拠点の整備内容と重複掲載 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「淀川三川合流域地域づくり構想」

の実現に向けて、交流活動や関係機関
との調整を着実に実施している。 

 
今後さらに「淀川三川合流域地域づ

くり推進協議会」にて自治体間や地域
との連携を深めつつ、「淀川三川合流
域地域づくり構想」の実現に向け、三
川合流部の整備の具体化に向けて関
係自治体・民間事業者等と連携した実
証実験・意見交換会を実施し、検討を
推進する。 
 

（事例：三川合流周遊＜宇治川＞） 
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点 検 項 目 日常からの川と人のつながりの構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】良好な水辺まちづくりに資する河川事業の実施状況 
［指標］高規格堤防の整備内容・延長 
平成 22 年度までに 21 地区で整備した高規格堤防の整備

延長の累計を以下に示す。 
平成 21 年度までに 4.85km、平成 22年度は高見地区にお

いて 0.08km 整備した。 
平成22年度まで整備済み延長は4.93kmとなっており、整

備率は5.5％である。 
平成22年度は、整備中の４地区において、早期の完成を

目指し、以下の取り組みを行っている。 
 １）高見地区：高規格堤防盛土の整備が完了。 
 ２）海老江地区：高規格堤防盛土に着手。 
 ３）大庭地区：共同事業者（大阪府庭窪浄水場）による

改築事業を継続実施。 
 ４）大宮地区：共同事業者（常翔学園高等学校）による

校舎建替事業を実施。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

点検項目「高規格堤防(スーパー堤防)の整備」の［指標］高規格堤防の

整備内容・延長と重複掲載 

 

 

 

 

 

 

 
 

高規格堤防の整備により、良好な水
辺まちづくりに向けて、着実に進めら
れている。 
 
今後、引き続き関係者と調整を進め

るとともに、更なる効率的・効果的な
事業実施方策等の検討を進める。 
 
 
 
 

 

高規格堤防整備延長（累計）
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容 

4.1.人と川とのつながり 
河川整備計画の 

該当箇所 

4.1.3.洪水・災害時の人と川とのつながりの構築 

点 検 項 目 洪水・災害時の人と川とのつながりの構築 

１．施策の概要 

１）「まるごとまちごとハザードマップ」等の分かり易い情報発信 
個々の住民が日頃より洪水に対する危険性を具体的に意識できるよう、近年発生した洪水等に

ついて浸水実績水位及び発生原因、浸水想定区域や避難経路・避難場所等を市街地に表示する「ま
るごとまちごとハザードマップ」を推進する。また、居住地の住所等を入力することで、各居住
地の浸水被害に対する危険度が確認できるようなソフトの開発や洪水の模擬体験ができるシステ
ムの構築を行うなど、淀川における治水、防災に関する情報をわかりやすく発信し、洪水時にお
ける住民と淀川の関わりについても理解を深めていただくよう努める。 
 
２）様々な媒体による防災情報の発信 
日常よりマスメディアを通して河川に係わる身近な情報をタイムリーに、また定期的に発信で

きるようにしているが、さらに、洪水時・災害時の情報を広く伝達できるよう、ラジオ・テレビ
放送・地上デジタル放送・防災無線・インターネット・携帯電話・CATV・河川情報盤等の多様な
媒体を活用し、映像や音声により河川情報や避難勧告・指示をわかりやすく確実に提供するため
のシステム整備を進める。その際、情報については、難解なものや専門的な表現は避け、図表等
を用いてできる限りわかりやすくする。 
 
３）関係機関との連携 
豪雨災害等の総合的な水害・土砂災害対策を進めるために国、府県等により構成される「総合

流域防災協議会」や水質汚濁防止連絡協議会のメンバー等により構成される「琵琶湖・淀川流域
水質管理協議会(仮称)」等において関係機関等と連携し、洪水・災害時の情報共有などの取り組
みを進める。あわせて、関係機関等との連携の進捗状況や連携を進めるにあたり生じた課題は、
必要に応じて一般にも広く公表する。 
さらに、上下流の利害等の調整を円滑に進めるために、河川管理者（国・自治体）同士が議論

を深めていくとともに、淀川流域全体の市町村が一堂に会し、水源地の保全や水害に強いまちづ
くりなど流域の市町村が一体となって取り組むべき様々な課題について意見交換できる場を設置
する。 
また、琵琶湖・淀川流域圏として一体的・総合的な施策を展開するため、第６次都市再生プロ

ジェクト「琵琶湖・淀川流域圏の再生」を通じて流域圏の様々な関係機関と連携した取り組みを
実施する。 
なお、府県が管理する区間の河川整備計画を策定する際には、本計画と相互に整合が図られる

よう、河川管理者間で調整する。 
  
＜観点と指標＞  
 

 
「洪水・災害時の人と川とのつながりの構築」に関する進捗状況の点検については、以下に示す【観

点】を取り上げ、それぞれに[指標]を設定して点検を実施した。 
 
【観点】破堤氾濫に備えた被害の軽減対策、避難体制の整備状況 

［指標］まるごとまちごとハザードマップ、浸水実績及び想定表示看板設置内容・設置数 

［指標］自治体、水防団、マスメディア等との情報共有化のための情報伝達体制の基盤整備内 

容・情報共有団体数 

 

【観点】関係機関との連携 

［指標］協議会等の設置状況 
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点 検 項 目 洪水・災害時の人と川とのつながりの構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】破堤氾濫に備えた被害の軽減対策、避難体制の整備状
況 
［指標］まるごとまちごとハザードマップ、浸水実績及び想定表
示看板設置内容・設置数 

平成 22 年度末時点での浸水想定区域表示看板とまるごと
まちごとハザードマップの設置箇所数を以下に示す。 
 
浸水想定区域表示看板(26 箇所) 
（大阪市、京都市、草津市(試行)等） 

まるごとまちごとハザードマップ(104 箇所) 
（八幡市（4）、宇治市（57）、大山崎町(4)、長岡京市(6)
尼崎市(10)、伊丹市(5)、池田市(4)、川西市(14)） 
 
平成 22 年度は、八幡市で 3 箇所、長岡京市で 6 箇所のま

るごとまちごとハザードマップを設置した。 
 
点検項目「危機管理体制の構築」の［指標］まるごとまちごとハザードマップ、浸

水実績及び想定表示看板設置内容・設置数と重複掲載 

 
 
［指標］自治体、水防団、マスメディア等との情報共有化のため
の情報伝達体制の基盤整備内容・情報共有団体数 

自治体、水防事務組合、テレビ局、地元ケーブルテレビ等
へ光ファイバー等を接続し、河川情報や画像情報を提供して
いる。 
情報提供している団体数について平成 22 年度までの累計

を以下に示す。 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
平成 22 年度は、流域全体で新規に 1 団体へ情報提供を始

めた。 
 平成 22年度までの累計では、39 団体と増加している。 

また、平常時から危機管理能力の向上を図るため、堤防の
決壊を想定したシミュレーション訓練、総合防災演習及び陸
閘の操作訓練を自治体や水防団と連携して実施した。 

自治体や水防団と水防連絡会を開催し、沿川の危険箇所や
災害時の連絡体制等について情報交換を行った。 
 
点検項目「危機管理体制の構築」の［指標］自治体、水防団、マスメディア等と

の情報共有化のための情報伝達体制の基盤整備内容・情報共有団体数と重

複掲載 

 

 
 
 
 
万一の堤防決壊に備え、避難誘導と

危機意識の醸成に資するため、まるご
とまちごとハザードマップ及び浸水実
績表示看板等の設置が進んでいる。 
また、関係機関へ光ファイバー等を

接続することにより、河川情報や画像
情報を確実に提供でき、情報提供して
いる団体数も増加している。 
 
今後も関係自治体等と連携してさら

に避難体制の基盤整備の支援や情報共
有の促進に取り組んでいく。 
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点 検 項 目 洪水・災害時の人と川とのつながりの構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】関係機関との連携状況 
［指標］協議会等の設置状況 
施設能力を上回る洪水の発生を想定し危機管理体制を構

築、強化することにより、いかなる洪水に対しても氾濫被害
を出来る限り 小化するため、関係者の連携のもと水害に強
い地域づくり協議会を設立している。各事務所における水害
に強い地域づくり協議会の設置状況について、下記に示す。
 

・淀川河川事務所管内においては、全 26 市町が参画し、毎
年延べ 10回程度協議会及びワーキングを開催している。 
 平成 22年度には、首長会議 2回、ワーキング 10 回を開催
し、各自治体職員の研修会を大阪・京都併せて、15 回実施
し水害に対する各自治体での情報共有を図った。 
 
・琵琶湖河川事務所管内においては、滋賀県下において琵琶
湖湖南流域、湖北圏域、東近江圏域、甲賀圏域の 4 ブロック
全 19市町のうち 13市町で協議会を年に１～2回開催してい
る。 
 平成 22 年度は湖北圏域、東近江圏域、甲賀圏域で一回開
催した。 
 
・猪名川河川事務所管内においては、全 10 市町が参画し、
毎年ワーキングループ(年 1～3 回)、専門部会(年 1 回)を開
催している。 
平成 22 年度はワーキングループ 2 回、専門部会 1 回を開

催した。 
また、流域の都市化に伴い治水の安全度が低下している猪

名川流域において、土地の適正な利用計画等、総合的な治水
対策のための諸施策を協議のうえ策定し、かつその施策を推
進することにより水害を防止し、また軽減を図ることを目的
に、猪名川流域総合治水対策協議会が設立されている。 
平成 22 年度は今後の整備目標を検討するため、協議会、

幹事会を各１回開催した。 
 
・木津川上流河川事務所管内においては平成１８年度に２
度、準備会として実施した。 
平成 22 年度は、正式の協議会発足に向けて調整を行って

おり、今後早急に設立すべく準備中である。 
 
点検項目「危機管理体制の構築」の［指標］水害に強い地域づくり協議会

実施内容・開催回数と重複掲載 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

各事務所管内において、水害に強い
地域づくり協議会の設立が進んでお
り、淀川河川事務所では、各自治体職
員の研修会を実施するなど関係機関と
の連携が進められている。 
また、猪名川流域においては、今後

の整備目標について猪名川流域総合治
水対策協議会において議論が進められ
るなど関係機関との連携が進められて
いる。 
 
今後も、定期的に各協議会を開催す

ることにより、関係自治体との連携を
強化していく。 
なお、協議会が未設置の地域では、

早期設置を図る。 
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容 

4.1.人と川とのつながり 
河川整備計画の 

該当箇所 

4.1.4.上下流の連携の構築 

点 検 項 目 上下流の連携の構築 

１．施策の概要 

水源地域は、河川の水量・水質の保全に大きな役割を有するとともに、下流の治水・利水両面の
重要施設であるダムが存在しているという観点に立てば、水源地域の活性化は流域全体にとって
重要な課題である。そのため、水源地域やダムに対する理解と協力を得るための施策を支援・実
施する。また、上下流の交流・連携を一層進め、相互の理解を深めることで、下流域は上流域に
感謝し、上流域は下流域のことを気遣うような関係を構築していく。 
１）水源地域ビジョンを推進する。 

天ヶ瀬ダム、高山ダム、青蓮寺ダム、室生ダム、布目ダム、 
比奈知ダム、日吉ダム、一庫ダム 

 
２）「ダム水源地ネットワーク」として、ダム水源地の役割や重要性の理解を得るための情報発

信を今後とも継続するとともに、水源地と下流域の人々の交流を促進するため、河川管理者
が橋渡しとなり、下流域の人々にダム水源地での植樹等、水源地域を訪れることのできる機
会を設ける。 
また、「森と湖に親しむ旬間」等の行事を通じて交流を促進する。 

天ヶ瀬ダム、高山ダム、青蓮寺ダム、室生ダム、布目ダム、 
比奈知ダム、日吉ダム、一庫ダム 

 
 

 ＜観点と指標＞  
 

 
「上下流の連携の構築」に関する進捗状況の点検については、以下に示す【観点】を取り上げ、それ

ぞれに［指標］を設定し実施した。 
 

【観点】水源地域ビジョンの推進状況 
［指標］水源地域ビジョン策定とその後の活動内容・回数 
 

【観点】上下流交流を促進するための活動状況 

［指標］交流（水源地ネットワーク）実施内容・回数 
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点 検 項 目 上下流の連携の構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】水源地域ビジョンの推進状況 
［指標］水源地域ビジョン策定とその後の活動内容・回数 
水源地域ビジョンは天ヶ瀬ダム、高山ダム、青蓮寺ダム、

室生ダム、布目ダム、比奈知ダム、日吉ダム及び一庫ダムの
８ダムで策定された。また、各々のダムにおいて、水源自治
体、関係行政機関、ダム管理者等から成る協議会あるいは連
絡会が設立され、水源地域ビジョンの実行を図っている。 
平成 22 年度の水源地域ビジョンの取り組みとして、貯水

池周辺清掃、施設見学会、ホタル鑑賞会等が行われている。
参加者数を以下に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
水源地域ビジョンを策定し連絡会等

により各施策が実施され、各行事には
多数の参加者が訪れており、水源地域
への理解が深まっているといえる。 
また、ダム周辺では施設整備が進めら

れ利用者の利便性が向上するととも
に、湖面利用が促進されている。 
 
今後も関係機関と連携しダム施設見

学会、ダム湖周辺におけるマラソン大
会、水源地域の植林活動、間伐材の利
用促進、水質保全対策の実施や不法投
棄対策の実施など水源地域ビジョンの
取り組みを継続的に推進する。 
また、ダム周辺施設の整備や湖面利

用促進策を進めていく。 
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点 検 項 目 上下流の連携の構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

平成 22 年度の代表事例を以下に示す。 
・一庫ダムにおいて、水源地域ビジョン推進協議会による廃

棄物の有効活用やゴミの減量への意識を高める事を目的
に、ダム湖に流入した流木を利用した美しい猪名川 流木
ペインティング大会を実施。（８月） 

・天ヶ瀬ダム水源地域ビジョンでは部会を開催し、今後の進
め方について意見交換を行った。（２月） 
また、天ヶ瀬ダムの観光資源としての活用について、宇治
観光ボランティアガイドクラブとの連携を図るため、平成
２２年１２月に意見交換会、平成２３年２月に現地勉強会
を実施した。 

 

点検項目「水源地域の活性化」の［指標］水源地域ビジョン策定とその後

の活動内容・回数と重複掲載 

 
 
 
【観点】上下流交流を促進するための活動状況 
［指標］交流（水源地ネットワーク）実施内容・回数 

｢淀川水系ダム水源地ネットワーク｣は、上流の魅力をたく
さんの人に知って頂くための情報発信を通じ、交流、水源地
の環境保全や地域づくりを目指すため、淀川上流域の 14 市
町村が連携して、平成 11 年 7 月に発足した。 
平成 18 年度～平成 19年度は、水のふるさとフェアや水の

ふるさと交流ツアーをそれぞれ１回づつ開催した。 
平成 22 年度は、平成 20・21 年度に引き続き、「淀川水系

ダム水源地ネットワーク｣で示された上流域の魅力をたくさ
んの人に知って頂くための情報発信や交流を行うという活
動方針に基づき、個々のダムにおいて、マラソン大会（布目
ダム、日吉ダム等）やダム施設見学会（一庫ダム、比奈知ダ
ム等）、自然体験学習（青蓮寺ダム）、スタンプラリー（天
ヶ瀬ダム）等を実施し、交流を深めた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
引き続き、各種交流イベントが開催

されており、上下流交流の促進が期待
される。 
 

今後も、淀川水系ダム水源地ネット
ワークの活動を推進し、さらなる上下
流交流の促進を目指す。 
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園
部

川

N

淀川水系の淀川水系の河川環境類型区分河川環境類型区分図図

【下流域】(感潮区間) 淀川

河口～淀川大堰

スナガニ等の底生動物が生息し、これらを
シギ・チドリ類が採餌し休息地として利用
する干潟を有する区間
・干潟の保全・再生
・汽水域の生物に配慮した淀川大堰による

水位操作の改善の検討

【下流域】(湛水区間) 淀川
淀川大堰～枚方大橋

淀川大堰による湛水区間で、イタセンパラ
をはじめタナゴ類やイシガイ、ドブガイ等の二
枚貝が生息するワンド・たまり群を有する
区間
・干陸化した河川敷の切り下げ等によるワ
ンド・たまりの保全・再生
・淀川大堰による水位操作の改善の検討

【下流域】(流水区間) 淀川

枚方大橋～三川合流

河岸沿いに鵜殿に代表されるヨシ原が広が
りオオヨシキリをはじめ多数の野鳥が生息
し、河岸には発達した寄り州が見られ、水域
にはオイカワ・モツゴ等が生息する区間
・干陸化した河川敷の切り下げ等による

ヨシ原・ワンド・たまりの保全・再生

【中流域】宇治川

三川合流～天ヶ瀬ダム付近

向島付近ではオオヨシキリの繁殖地やツバ
メのねぐら等野鳥の生息地となっている広
大なヨシ原が形成され、宇治橋付近では河
床材料が礫質かつ流量の安定した流水域を
好むとされる絶滅危惧種のナカセコカワニ
ナが生息する区間
・ヨシ原の保全・再生
・ナカセコカワニナの生息・生育・繁殖環

境の保全・再生

【上流域】(山間部)宇治川～瀬田川

天ヶ瀬ﾀﾞﾑ付近～瀬田川洗堰

オイカワやシマトビケラ類等の流水域を好
む生物が生息し鹿跳渓谷に代表される渓流
と天ヶ瀬ダムを有する区間
・鹿跳渓谷の景観・自然環境の保全や親水

性の確保

【上流域】(湛水区間)瀬田川（野洲川
含む)

瀬田川洗堰～琵琶湖及び野洲川

【上流域】(盆地～源流部) 木津川

岩倉橋付近～源流部

水際にはヨシなどの抽水植物群落が見られ、
上野盆地の水田地帯を緩やかに流下する区
間とオオサンショウウオが生息する源流部
を有する区間
・上野遊水池内の生物の生息環境と河川と

の連続性の維持・回復
・オオサンショウウオの生息・繁殖環境に

適した河川環境の再生・創出方法の検討

【上流域】(山間部) 木津川

笠置地区～岩倉橋付近

水際には自然裸地があり、ツルヨシが群生
し、岩倉峡に代表される山間渓谷を蛇行し
て流下する区間
・魚がのぼりやすい川への再生
・既設ダムにおける弾力的運用等の検討

【上流域】（山間部）名張川・宇陀
川・青蓮寺川

名張川の木津川合流点～源流部

カワヨシノボリ、オイカワ等が生息しツル
ヨシ群落が見られ、山間部を蛇行して流下
する区間
・魚がのぼりやすい川への再生
・既設ダムにおける弾力的運用等の検討

【中流域】桂川

三川合流地点～嵐山地区

オイカワやウグイ、ドンコ等が生息し、井堰によ
り流水域と湛水域が交互に連続する区間
・魚がのぼりやすい川への再生
・嵐山地区の景観・歴史に配慮した河川整

備計画の検討

【下流域】感潮区間) 猪名川

神崎川合流点～上津島床固（猪名川）
及び大井井堰（藻川）

水際にはヨシなどの抽水植物群落や塩性植
物のシオクグも見られる感潮区間
・水辺や河原の保全・再生

【中流域】猪名川

上津島床固（猪名川）及び大井井堰

（藻川）～古江地区上流

イカルチドリが生息し水際にヨシ群落が形
成され、井堰により流水域と湛水域が交互
に連続し一部には中州も見られる区間
・魚がのぼりやすい川への再生
・水辺や河原の保全・再生
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三 重 県

・河川整備計画の取り組みが、河川環境の現状と課題に応じた保全・再生の方向

に向かっているかを評価するため、河川環境類型区分を行った。

・類型区分は、河川の流程で大きく下流域、中流域及び上流域に分けるとともに、

汽水域と淡水域、山付き渓谷区間と盆地区間および三川合流等の河川環境が

大きく異なる区間で分類した。

・河川環境類型区分毎に「河川事業の計画段階における環境影響の分析方法の

考え方（平成14年12月）」に基づき、流域的視点に立って現状分析を行った上で、

現状と歴史的変遷、課題、対応の抽出を行った。

・河川環境類型区分毎の範囲とその特徴及び主な保全・再生の方向を図に示す。

野
洲
川

琵琶湖

【中流域】木津川

淀川合流点～笠置地区

類型区分境

流域界

ニゴロブナなど琵琶湖固有種が生息し、水
際にはヨシ等の抽水性植物の群落形成が見
られ洗堰の湛水区間及び琵琶湖を有する区
間
・水辺や河原の保全・再生
・瀬田川洗堰による水位操作の改善と水位

低下緩和方策の検討

大

阪

府

河原には砂を中心とした広い自然裸地が形
成され、イタセンパラをはじめタナゴ類が
生息するたまりを有する区間
・周辺樹木の伐木や干陸化した河川敷の切

り下げ等によるたまりの保全・再生
・砂河川の再生ならびに現存する良好な砂

州の保全

平成22年度版
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【凡例】 

直轄管理区間： 

流域界   ： 

県境    ： 

類型区分  ： 

4.河川整備の方針と具体的な整備内容 河川整備計画での
記載箇所 4.2.河川環境 

河川環境の類型区分 

・河川整備計画の取り組みが、河川環境の現状と課題に応じた保全・再生の方向に向かっているかを 

評価するため、河川環境類型区分を行った。 

・類型区分は、河川の流程で大きく下流域、中流域及び上流域に分けるとともに、汽水域と淡水域、 

山付き渓谷区間と盆地区間および三川合流等の河川環境が大きく異なる区間で分類した。 

・河川環境類型区分毎に「河川事業の計画段階における環境影響の分析方法の考え方（平成 14 年 12 月）」

に基づき、流域的視点に立って現状分析を行った上で、現状と歴史的変遷、課題、対応の抽出を行った。 

 

・上記を踏まえ河川整備計画の取り組みについて、点検項目毎の【観点】と［指標］に基づき進捗点検を行った。
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点 検 項 目 類型区分 【下流域】（感潮区間）淀川 

１．現況の分析 
 

①現状と歴史的変遷 

[現状] 

淀川の感潮区間は、河口から淀川大堰（約 9.8km）までの区間で、セグメントは 3、平均河床勾配は、約

1/17,000 となっている。 

【河口～海老江地区下流（4.2km）付近】河口部の低水路幅は約 800ｍ～900ｍ程度と広く、直線的な河

道となっており、捨石や根固めブロックといった人工的な護岸が続く。高度経済成長期の地盤沈下によ

って干潟が消失し、単断面に近い河道形状となっているが、水際部ではシオクグ、ウラギクといった塩

性植物が見られる。 

【海老江地区下流（4.2km）付近～淀川大堰（9.8km）付近】低水路幅は約 400m 程度で、ほぼ直線的な

河道となっている。河道形状は複断面となり高水敷は主にグラウンドなどに利用され、河道内には一部

自然の干潟や再生された干潟が広がる。潮の干満により、穏やかな流れが生じる。 

[環境の特徴と歴史的変遷］ 

明治時代、河川改修工事により、淀川は旧淀川から毛馬で分離され、現在の位置に新淀川が開削された。

その後、高度経済成長期の地盤沈下等によって多くの干潟が消滅した。 

 

②課題 

淀川の河口域全域に広がっていた干潟は、ほとんどその姿を消し（写真－１、表－１）、汽水域の生物の生

息・生育・繁殖の貴重な場が減少した。（図－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③対応 

干潟については、昭和 20 年代に存在していたすべての地点において、検討の上、保全・再生を図る。また横

断方向の河川形状の修復方法等について検討して実施する。 

淀川大堰においては、河川環境を配慮し、淀川大堰下流の汽水域の生物に配慮した放流量やアユ等の遡

上を促す放流量及び有効な堰操作方式等について検討する。 

 

出典：近畿地方整備局事業評価監視委員会資料 

図－１ 干潟のはたらきのイメージ 

出典：近畿地方整備局事業評価監視委員会資料 

表－１ 汽水域干潟面積の推移 

かつて存在

していた 

干潟の減少

出典：淀川水系河川整備計画基礎案に係る整備内容シート

写真－１ 大淀地区干潟・ヨシ原の変遷 
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点 検 項 目 類型区分 【下流域】（感潮区間）淀川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

●環境保全・再生の取り組み 
 
【観点】河岸-陸域の連続性の確保状況 
[指標]干潟・ヨシ原の保全・再生内容・面積 
・干潟特有の生物の生息・生育・繁殖環境の保全・再生のた
めに、平成 16 年からの 5 年間で汽水域の干潟を約 10ha 再生
した。平成 22 年度は干潟再生を実施していない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点検項目「河川の連続性の確保」の［指標］干潟・ヨシ原の保全・再生内

容・面積と重複掲載 

 
 
●治水・利水等の取り組みによる環境への影響 
 
【観点】生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工状況
［指標］生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工の実
施内容・箇所数  

平成 22 年度においても以下の取り組みを実施。 
・河川工事における使用機械については、全て低騒音・低振
動対策型機械及び排ガス規制対応型機械を採用し、工事中の
振動や騒音等を 小限に抑えている。 
・福町、姫島地区の堤防強化工事では、淀川環境委員会のス
クリーニング会議において指導・助言を受けながら環境に配
慮して工事を実施している。 
 
点検項目「流域管理に向けた継続的な施策展開」の［指標］生物の

生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工の実施内容・箇所数と

重複掲載 

 
 
 
 
今後は干潟やヨシ原の再生を淀川環境

委員会等の指導・助言を得ながら検討して
実施する必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

工事実施にあたっては、淀川環境委員
会の指導・助言を受けて生物の生息・生
育・繁殖環境に配慮した施工を実施してい
る。 
 

今後も引き続き、淀川環境委員会の指
導・助言を得ながら、生物の生息・生育・繁
殖環境に配慮し適切に工事を施工する必
要がある。 
 

 

 

●環境保全・再生の類型区分毎の点検結

果 

当該類型の河川環境について、治水・
利水等の取り組みを含め、環境の保全・
再生に向けて、施策の実施や配慮に努め
ている。 
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点 検 項 目 類型区分 【下流域】（湛水区間）淀川 

１．現況の分析 
 

①現状と歴史的変遷 

[現状] 

淀川大堰の湛水区間は、淀川大堰（約 9.8km）から枚方大橋付近（約 25.0km）までの区間で、セグメントは

2-2、平均河床勾配は、約 1/4,700～1/2,000 となっている。 

【淀川大堰上流（約 9.8km）～枚方大橋（約 25.0km）付近】低水路幅は約 200ｍ～400ｍで、河道は穏や

かに蛇行しており、淀川大堰と河川改修に伴う低水路整備によって、増水時の水位変動が小さい。水

際河岸には城北や庭窪のワンド群、豊里のたまり群等があり、イシガイ、ドブガイをはじめとして、琵琶

湖・淀川水系の固有種で、絶滅危惧種のオグラヌマガイ、レンズヒラマキガイや、イタセンパラ（写真－

１）をはじめとするタナゴ類などの魚貝類がみられる。また、両岸の高水敷は、公園・グラウンドとして人

工的な利用が広くおこなわれている。 

[環境の特徴と歴史的変遷］ 

昭和 46 年以降、低水路の拡幅や河床掘り下げが実施され、加えて河川敷の高度利用化を図るため、広範

囲にわたって高水敷が造成された。また、昭和 58 年には、淀川大堰が竣工し、低水路拡幅と取水位確保のた

めに水位変動幅が減少した。近年城北ワンド群などでは、外来種の増加等でイタセンパラ（写真－１）が確認さ

れておらず、危機的状況にある。 

 

②課題 

低水路拡幅と高水敷の造成によりワンドやたまりが減少するとともに、低水護岸、河川敷の段差により冠水

帯が減少し（写真－２）、固有種をはじめとする在来種の生息数が減少している。 

低水路拡幅に伴う増水時の水位変動の減少に加え、淀川大堰湛水区間は、取水位確保のため平常時水位

を高めに維持していることにより、ワンドと本流との水の交換が減少し、ワンド内の水質や底質が悪化してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③対応 
イタセンパラを淀川中下流域の環境再生の代表的な目標種とし、干陸化した河川敷の切り下げ等によりワ

ンド群やワンド・たまりの保全・再生を実施する。また横断方向の河川形状の修復方法等について検討して実
施する。 

淀川大堰湛水域の取水施設を改良し、春季から夏季にかけての平常時水位を現行より約 50cm 低く維持し
自然の水位変動に近づける。 

改修前 昭和 35 年当時       改修後 平成 9 年

かつて存在してい

たワンド群の減少

低水路断

面の拡大

低水路断

面の拡大

写真－２ 淀川下流部のワンドの変遷 

かつて存在し

たワンド群 

写真－１ イタセンパラ（天然記念物） 
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点 検 項 目 類型区分 【下流域】（湛水区間）淀川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

●環境保全・再生の取り組み 
【観点】琵琶湖・淀川水系の生態系の固有性および多様性の価
値に関する保全状況 
［指標］イタセンパラを目標種とした淀川中下流域での環境再生
の実施内容・個体数  
イタセンパラについては、淀川環境委員会等の指導・助言

を得ながら、 も多くの生息数が確認されていた淀川下流の
城北地区だけでなく、赤川地区、楠葉地区等においてもワン
ドの再生等、生息・生育・繁殖環境の整備を行っている。ま
た、琵琶湖・淀川流域圏再生推進協議会において、関係機関
とともにワンドの再生等の内容や効果・課題等をとりまとめ
公表している。 
以下には、淀川下流域におけるイタセンパラの稚魚の個体

数調査結果を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成18年度以降、イタセンパラの稚魚が確認されていない。

このことを受け、イタセンパラの野生での再定着に向けた対
策として、平成 21 年度に淀川へのイタセンパラの再導入を試
行的に実施し、平成 22年度は、133 匹を確認した。 
 
点検項目「多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承」

の［指標］イタセンパラを目標種とした淀川中下流の環境再生の実

施内容個体数と重複掲載 

 
【観点】河岸-陸域の連続性の確保状況 
[指標]ワンドやたまりの保全・再生内容・整備箇所数  

平成 18年度末時点で 46個あったワンドを平成22年度末現
在 62 個まで増加した。 
平成 22 年度には 2 個のワンドを整備した。また、現在ある

ワンド、たまりを保全するため周辺の樹木の伐採を実施した。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点検項目「河川の連続性の確保」の［指標］ワンドやたまりの保全・再生・

整備箇所数と重複掲載 

 
 
 
 
 

 イタセンパラは、城北地区での稚魚調
査において平成 18 年度以降確認されて
いない。このため、イタセンパラを含め
た在来生物の生息・生育・繁殖環境の改
善についてワンド整備の優先順位や整
備形状などを淀川環境委員会等の指
導・助言を得ながら検討し、また、再導
入を試行的に実施するなど、積極的な取
り組みが進められている。 

 
今後も引き続き淀川環境委員会等の

指導・助言を得ながらワンド整備を行う
と共に、再導入したイタセンパラの定着
状況をモニタリングし、その結果を踏ま
えて生息・生育・繁殖環境の保全・再生
が必要である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
淀川下流において平成 20 年 3 月現在

51 個あるワンドを概ね 10 年間で 90 個
以上とするワンド倍増計画を着実に実
施している。 
 
今後は、淀川環境委員会等の指導・助

言を得ながら、その効果を再確認した上
でさらに引き続きワンドの整備を実施
する必要がある。 
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点 検 項 目 類型区分 【下流域】（湛水区間）淀川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】内湾-汽水域-河川の連続性の確保状況 
[指標]既設の堰・落差工の改良内容（淀川大堰）  
①魚類や底生生物の遡上・降下を容易にし、河川の連続性を
確保するために淀川大堰の階段式魚道について平成19年～21
年度に改良を行った。 
 平成 22年度は、淀川支川芥川の１号井堰において、上下流
の分断が生じていた箇所に魚道を設置した。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

淀川大堰アユ遡上期における遡上実態調査結果を以下に示
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
平成 19 年度から平成 21 年度まで淀川大堰の魚道改良工事

のため片側交互の利用であったが、平成 22 年度は、左右岸で
91,831 尾のアユの遡上が淀川大堰で確認されている。 
 

②内湾－汽水－河川の連続性の確保状況を示す資料として、
淀川で確認された回遊魚の種類を以下に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（※ 平成 21、22年度は調査未実施） 
点検項目「河川の連続性の確保」の［指標］既設の堰・落差工の改良内容（淀川

大堰）と重複掲載 

 
 
淀川大堰、芥川 1 号井堰については、

モニタリング調査等を進め、魚道改良の
効果を把握していく必要がある。 
 
今後も他の横断構造物の改良を淀川

環境委員会等の指導・助言を得ながら進
め河川の縦断方向の連続性の確保を図
っていく必要がある。 
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H15年度：64,872尾（3/21～7/2の内56日間）

H17年度：14,949尾（3/9～6/8の内57日間）

H18年度：148,845尾（3/13～6/16の内56日間 左右岸計 1242時間）

H20年度：16,120尾（4/17～6/9の内40日間 左右岸計 948時間）

H21年度：31,983尾（4/8～6/13の内47日間 左右岸計 531 時間）

H22年度：91,831尾（4/13～6/17の内43日間 左右岸計 714 時間）
H22年度調査結果

5月11日4月11日 5月21日5月1日4月21日 6月10日5月31日 6月20日 6月30日

（※）遡上計測実数（尾）：
目視（10分目視・10分休憩の繰り返し）により遡上尾数を計測した実測値

淀川大堰アユ遡上期における遡上実態調査結果

淀川における回遊魚の確認種数
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点 検 項 目 類型区分 【下流域】（湛水区間）淀川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】流況・位況（流量・水位の変動様式）の改善状況 
[指標]淀川大堰による水位操作の改善内容  

淀川大堰上流のワンドの浅場域を拡大させ、コイ・フナ類
やタナゴ類などの繁殖・成育環境を改善するため、淀川大堰
上流の水位 O.P.+2.8m を目標に水位操作可能な範囲で、以下
の期間について試験的に淀川大堰の運用を行った。 
 城北ワンド群では水位が O.P.+3.0m から O.P.+2.8m にな

ると浅場（50cm 以下）面積が約 1 割（約 1,000m2）拡大した
と推定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コイ・フナ類の孵化する時期に城北ワンド群の浅場域では、
多数の産卵が確認されている。また、平成 22年度の稚魚調査
でも城北地区 34 号北･35 号北ワンドにおいて、100 匹以上の
コイ・フナ類の稚魚が確認された。一方、シロヒレタビラな
どタナゴについては、確認が少なかった。 
 

点検項目「川本来のダイナミズムの再生」の［指標］淀川大堰によ

る水位操作の改善内容と重複掲載 

 
●治水・利水等の取り組みによる環境への影響 
 
【観点】生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工状況 
［指標］生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工の実
施内容・箇所数  

平成 22 年度においても以下の取り組みを実施。 
・河川工事における使用機械については全て低騒音・低振動
対策型機械及び排ガス規制対応型機械を採用し工事中の振動
や騒音等を 小限に抑えている。 
・伐木における自然環境への配慮 
樹木伐採について、伐採時期は野鳥の繁殖期を避けるなど生
物の生息・生育・繁殖環境を保護するように努めている。又、
 

 
 
在来魚の孵化する時期に淀川大堰の

運用を行ったことで、城北地区の実験ワ
ンドにおいては、浅場域が拡大し、繁
殖・成育環境が改善したと考えられる。
 
淀川大堰上流のワンド全体での効果

や効果の継続性については十分把握出
来ておらず、今後、淀川環境委員会等の
指導・助言を得ながら、淀川大堰による
水位操作の改善について検討する必要
がある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
工事実施にあたっては、淀川環境委員

会の指導助言を受けて生物の生息・生
育・繁殖環境に配慮した施工を実施して
いる。 
 
今後とも淀川環境委員会等の指導・助

言を得ながら生物の生息・生育・繁殖環
境に配慮し適切に工事を施工する必要
がある。 

 城北地区実験ワンドにおける稚魚確認個体数 

淀川大堰上流（毛馬水位観測所）水位変動図 
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○　試験運用期間

34号北ワンド 35号北ワンド
カネヒラ 0 4
シロヒレタビラ 0 3
タイリクバラタナゴ 0 1
コイ・フナ 100以上 100以上
モツゴ 100以上 100以上
オオクチバス 0 0
ブルーギル 0 0
カダヤシ 10以上 10以上
カムルチー 1000以上 1000以上

34号北ワンド 35号北ワンド
カネヒラ 2 7
シロヒレタビラ 2 75
コイ･フナ 3 100以上
モツゴ 100以上 50以上
オオクチバス 0 0
ブルーギル 0 0
カダヤシ 50以上 2

（調査日：H21.5.11） 
（調査日：H22.5.15）
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点 検 項 目 類型区分 【下流域】（湛水区間）淀川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

実施の際には、野鳥や植物などへの影響に関して専門家の指
導を受けてから施工するとともに、必要以上に生息・生育・
繁殖環境を踏み荒らさないよう配慮している。 
・庭窪地区の取水施設築造工事では、淀川環境委員会のスク
リーニング会議での指導・助言により、庭窪ワンドの影響に
ついてモニタリング調査を実施するなど環境に配慮して工事
を実施した。 
 
点検項目「流域管理に向けた継続的な施策展開」の［指標］生物の生息・生育・

繁殖環境に配慮した工事の施工の実施内容・箇所数と重複掲載 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●環境保全・再生の類型区分毎の点検結

果 

 当該類型の河川環境について、治
水・利水等の取り組みを含め、環境の保
全・再生に向けて、施策の実施や配慮に
努めている。 
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点 検 項 目 類型区分 【下流域】（流水区間）淀川 

１．現況の分析 
 

①現状と歴史的変遷 

[現状] 

淀川の流水区間は、枚方大橋付近（約 25.0km）から三川合流までの区間で、セグメントは 2-2、平均河床勾

配は、約 1/2,000 となっている。 

【枚方大橋付近（約 25.0km）～三川合流】低水路幅は約 300ｍで、河道は水量が豊かで、穏やかに蛇

行している。鵜殿地区に代表される広大なヨシ原が河岸沿いに広がっており、オオヨシキリをはじめと

する多数の野鳥が生息し、トビ、チュウヒ等の猛禽類も見られる。また、河岸には発達した寄り洲もみら

れるほか、楠葉地区では、近年再生したワンド群がみられる。なお、両岸の高水敷は、公園・グラウンド

及びゴルフ場として、人工的な利用が広くおこなわれている。 

[環境の特徴と歴史的変遷］ 

昭和 46 年以降には、低水路の拡幅や河床掘り下げが実施され、加えて河川敷の高度利用化を図るため、

広範囲にわたって高水敷が造成された。また、河床低下により、高水敷への冠水頻度が減少（図－１）し、鵜殿

地区等においてはヨシ原が衰退（図－２）した。 

 

②課題 

低水路の拡幅と高水敷造成に伴う低水路と河川敷の段差によって、冠水帯が減少（図－１）し、河床低下に

より高水敷の干陸化が進み、ヨシ等の抽水性植物が衰退（図－２）しているとともに、ワンドやたまりが減少（写

真－１）しており、固有種をはじめとする在来種の生息数が減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③対応 

イタセンパラを淀川中下流域の環境再生の代表的な目標種とし、自然に水位変動が起こっている淀川大堰

湛水域より上流の流水区間において、干陸化した河川敷の切り下げ等により、ワンドやたまりの保全・再生を

実施する。また鵜殿地区におけるヨシ原の保全・再生を図る。 

ワンドが干し上がり、干陸化が進行
かつて形成されていたワンド群 

楠葉地区では、水位の低下

や冠水頻度の減少によっ

てワンドが干し上がり、干

陸化が進行 

鵜殿地区では、河

床低下により高

水敷の干陸化が

進行し、ヨシ等の

抽水性植物が衰

退 

写真－１ 干陸化したワンド（楠葉地区） 

図－１ 鵜殿地区 断面と年間水位の経年変化  図－２ 鵜殿地区 主要な植生の群落面積の経年変化
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点 検 項 目 類型区分 【下流域】（流水区間）淀川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

●環境保全・再生の取り組み 
【観点】琵琶湖・淀川水系の生態系の固有性および多様性の価
値に関する保全状況 
［指標］イタセンパラを目標種とした淀川中下流域での環境再生
の実施内容・個体数 
イタセンパラについては、淀川環境委員会等の指導・助言

を得ながら、 も多くの生息数が確認されていた淀川下流の
城北地区だけでなく、赤川地区、楠葉地区等においてもワン
ドの再生等、生息・生育・繁殖環境の整備を行っている。ま
た、琵琶湖・淀川流域圏再生推進協議会において、関係機関
とともにワンドの再生等の内容や効果・課題等をとりまとめ
公表している。 
以下には、淀川下流域におけるイタセンパラの稚魚の個体

数調査結果を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 18 年度以降、イタセンパラの稚魚が確認されていな

い。このことを受け、イタセンパラの野生での再定着に向け
た対策として、平成 21 年度に淀川へのイタセンパラの再導
入を試行的に実施し、平成 22 年度は、133 匹を確認した。 
 
点検項目「多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承」の［指

標］イタセンパラを目標種とした淀川中下流域での環境再生の実施内容・個体

数 

 
【観点】河岸-陸域の連続性の確保状況 
[指標]ワンドやたまりの保全・再生内容・整備箇所数  

平成 18 年度末時点で 46 個あったワンドを平成 22 年度末
現在 62 個まで増加した。 
平成 22 年度には 2 個のワンドを整備した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点検項目「河川の連続性の確保」の［指標］ワンドやたまりの保全・再生内容・整

備箇所数と重複掲載 
 

 
 
 
 
 
 
イタセンパラは、城北地区での稚魚調

査において平成 18 年度以降確認されて
いない。そのため、イタセンパラを含め
た在来生物の生息・生育・繁殖環境の改
善についてワンド整備の優先順位や整
備形状などを淀川環境委員会等の指
導・助言を得ながら検討し、また、再導
入を試行的に実施するなど、積極的な取
り組みが進められている。 

 
今後も引き続き淀川環境委員会等の

指導・助言を得ながらワンド整備を行う
と共に、再導入したイタセンパラの定着
状況をモニタリングし、その結果を踏ま
えて生息・生育・繁殖環境の保全・再生
が必要である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
淀川下流において平成 20 年 3 月現在

51個あるワンドを概ね10年間で90個以
上とするワンド倍増計画を着実に実施
している。 
 
今後は、淀川環境委員会等の指導・助

言を得ながら、その効果を再確認した上
でさらに引き続きワンドの整備を実施
する必要がある。 
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点 検 項 目 類型区分 【下流域】（流水区間）淀川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

[指標]干潟・ヨシ原の保全・再生内容・面積  
・鵜殿地区においては干陸化しつつあるヨシ原の保全を図る
ために、高水敷の切り下げを実施。 

平成 22 年度実施面積：約 0.13ha 
 平成 18～22 年度実施面積：約 8ha 
 
点検項目「河川の連続性の確保」の［指標］干潟・ヨシ原の保全・再生内容・面積

と重複掲載 

 
●治水・利水等の取り組みによる環境への影響 
 
【観点】生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工状況
［指標］生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工の実
施内容・箇所数  

平成 22 年度においても以下の取り組みを実施。 
・河川工事における使用機械については全て低騒音・低振動
対策型機械及び排ガス規制対応型機械を採用し工事中の振動
や騒音等を 小限に抑えている。 
・伐木における自然環境への配慮 
樹木伐採について、伐採時期は野鳥の繁殖期を避けるなど

生物の生息・生育・繁殖環境を保護するように努めている。
又、実施の際には、野鳥や植物などへの影響に関して専門家
の指導を受けてから施工するとともに、必要以上に生息・生
育・繁殖環境を踏み荒らさないよう配慮している。 
 
点検項目「流域管理に向けた継続的な施策展開」の［指標］生物の生息・生育・

繁殖環境に配慮した工事の施工の実施内容・箇所数と重複掲載 

 

 
ヨシ原の再生を着実に実施している。
今後も引き続きヨシ原の再生を淀川

環境委員会等の指導・助言を得ながら検
討して実施する必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
生物の生息・生育・繁殖環境に配慮し

工事を実施している。 
 
今後とも淀川環境委員会等の指導・助

言を得ながら生物の生息・生育・繁殖環
境に配慮し適切に工事を施工する必要
がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 

●環境保全・再生の類型区分毎の点検結

果 

当該類型の河川環境について、治水・
利水等の取り組みを含め、環境の保全・
再生に向けて、施策の実施や配慮に努め
ている。 

37



点 検 項 目 類型区分 【中流域】宇治川 

１．現況の分析 
 

①現状と歴史的変遷 

[現状] 

宇治川は、三川合流から塔の島上流（約 52km）までの区間で、セグメントは 2-1 となっており、平均河床勾配

は、約 1/2,900～1/640 となっている。 

【三川合流～山科川（45.6km）付近】低水路幅は約 100m で、河道は穏やかに蛇行しており、底質は砂

礫質となっている。向島付近では、広大なヨシ原が形成され、オオヨシキリをはじめとする鳥類の生息・

繁殖地となっている。 

【山科川（45.6km）付近～宇治橋（50.6km）付近】低水路幅は約 150m で、河道は穏やかに蛇行してい

る。河床材料は砂礫質で、単列砂州が形成されている。 

【宇治橋（50.6km）付近～塔の島上流】低水路幅は約 100～150m で、河道は穏やかに蛇行している。河

床材料は礫質で、流量の安定した流水域を好むとされる絶滅危惧種のナカセコカワニナ（図－１）が生

息する。塔の島周辺は、歴史・文化遺産に恵まれ、鵜飼等に利用されている。 

[環境の特徴と歴史的変遷］ 

洪水調節、京都府への上水供給、発電を目的とした天ヶ瀬ダムが建設（昭和 39 年竣工）され、瀬田川洗堰と

連動した流量調整を実施している。また宇治川では、山科川合流点付近より下流部で河床低下の傾向を示し

ており、天ヶ瀬ダムによる土砂の補捉や淀川本川の河川掘削による影響と考えられ、川沿いの撹乱域や湿地

帯が減少しているとともに、グランド造成等の人為的かく乱によってヨシ原が減少している。 

 

②課題 

河床低下に伴う低水路と河川敷の段差によって、冠水帯が減少し、河川敷の干陸化が進み、向島のヨシ群

落（写真－１）をはじめとする、ヨシ等の抽水性植物が衰退している。また、塔の島地区では、絶滅危惧種ナカ

セコカワニナが生息し、優れた景観が形成されていることに鑑み、景観、自然環境の保全や親水性の確保など

の観点を重視した整備が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③対応 

水辺に棲む生物の生息・繁殖に重要なヨシ原の保全再生を図るため手法も含め検討して実施する。また宇

治川にはナカセコカワニナの模式産地があり、その生息・繁殖環境として望ましい河川環境の再生方策を検討

して実施する。 

出典：平成 12年度淀川生態環境調査検討業務 

図－１ ナカセコカワニナ確認分布図 

出典：淀川水系河川整備計画基礎案に係る整備内容シート  

 写真－１ 向島地区のヨシ原          
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点 検 項 目 類型区分 【中流域】宇治川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

●環境保全・再生の取り組み 
 
【観点】琵琶湖・淀川水系の生態系の固有性および多様性の価
値に関する保全状況 
［指標］ナカセコカワニナの生息・繁殖環境として望ましい河川環
境の再生方策の検討内容 
ナカセコカワニナの模式産地がある宇治川において平成

20 年度に三川合流付近から天ヶ瀬ダム下流までの間で分布
範囲の調査を行った。結果を以下に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平成 22年度は工事箇所（宇治橋下流右岸）で、ナカセコカ
ワニナの移殖を実施した。 
 
点検項目「多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承」の［指

標］ナカセコカワニナの生息・繁殖環境として望ましい河川環境の再生方策の検

討内容と重複掲載 

 
【観点】関係機関との連携による河川環境や景観の保全・再生
の実施状況 
[指標] 関係機関との連携による河川環境や景観の保全・再生
の実施内容  
・塔の島地区の改修について、塔の島付近の景観や自然環境
に十分配慮するとともに、新たな景観創出も含めた防災や地
域社会に貢献できる整備案の検討を目的とした、学識経験者
や地元関係者による塔の島地区河川整備に関する検討委員会
を設立し、平成17年度以降で報告会も含め7回開催している。
平成21年度にはこれまで検討された事業計画を踏まえ構造や

デザインに関する詳細について検討することを目的とした塔の島
地区景観構造検討会を設立し、3 回開催している。 
 平成 22 年度も引き続き塔の島地区景観構造検討会を 1 回開催
している。 
 
点検項目「流域管理に向けた継続的な施策展開」の［指標］関係機関との

連携による河川環境や景観の保全・再生の実施状況と重複掲載 

 
 

 
 
 
 
 
 
ナカセコカワニナについては宇治川

での生息範囲調査の結果、淀大橋から天
ヶ瀬ダム下流まで分布が確認されてい
る。 

 
今後、生息が確認されている箇所で河

川整備を行う際は、淀川環境委員会等の
指導・助言を得ながら十分配慮する必要
がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地元観光協会、学識経験者、地元自治

体と連携し、河川環境や景観に配慮し、
地域社会に貢献できる整備案について
検討を進めている。 
 
引き続き連携して検討する必要があ

る。 
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点 検 項 目 類型区分 【中流域】宇治川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

●治水・利水の取り組みによる環境への影響 
 
【観点】生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工状況
［指標］生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工の実
施内容・箇所数  

平成 22 年度においても以下の取り組みを実施。 
・河川工事における使用機械については全て低騒音・低振動
対策型機械及び排ガス規制対応型機械を採用し工事中の振動
や騒音等を 小限に抑えている。 
・伐木における自然環境への配慮 
樹木伐採について、伐採時期は野鳥の繁殖期を避けるなど生
物の生息・生育・繁殖環境を保護するように努めている。又、
実施の際には、野鳥や植物などへの影響に関して専門家の指
導を受けてから施工するとともに、必要以上に生息・生育・
繁殖環境を踏み荒らさないよう配慮している。 
・塔の島地区の河道掘削工事ではナカセコカワニナの繁殖環
境の再生・保全に配慮して施工しており、工事箇所（宇治橋
下流右岸）でナカセコカワニナの移植を実施した。 
 
点検項目「流域管理に向けた継続的な施策展開」の［指標］生物の生息・

生育・繁殖環境に配慮した工事の施工の実施内容・箇所数と重複掲載 

 
 
 
 
 
塔の島地区ではナカセコカワニナの

移殖等生物の生息・生育・繁殖環境に配
慮し工事を実施している。 
 また、水際部の緩傾斜化等の生物の生
息・生育・繁殖環境に配慮した施工が計
画されている。 
 
今後とも淀川環境委員会等の指導・助

言を得ながら生物の生息・生育・繁殖環
境に配慮し適切に工事を施工する必要
がある。 

 
 

 
 
 
 

●環境保全・再生の類型区分毎の点検結

果 

 当該類型の河川環境について、治水・

利水等の取り組みを含め、環境の保全・

再生に向けて、施策の実施や配慮に努め

ている。 

40



点 検 項 目 類型区分 【中流域】桂川 

１．現況の分析 
 

①現状と歴史的変遷 

[現状] 

桂川の中流域は、三川合流地点から嵐山地区（約 18.6km）までの区間で、セグメントは三川合流地点から１

号井堰下流付近（約 6.8km）までが 2-2、6.8km から 12.2km までが 2-1、12.2km から 18.6km までが 1 となって

おり、平均河床勾配は約 1/3,400～1/380 となっている。 

【三川合流～１号井堰下流（6.8km）付近】川幅は約 100m～150m 程度で、河道は蛇行している。河床材

料は砂礫質で単列砂州が形成されており、河床勾配は比較的緩やかで、高水敷にはセイタカヨシ群落

やオギ群落が見られるほか、左岸側には耕作地が広がる。 

【１号井堰下流（6.8km）～6 号井堰（17.8km）付近】川幅は約 160m～200m 程度で、河道は穏やかに蛇

行する。河床材料は砂礫質となっており、堰下流に砂州が形成されている。井堰・床止め工（7 箇所）に

より流水域と湛水域が交互に連続する環境になっている。 

【6 号井堰（17.8km）～嵐山地区（18.6km）付近】川幅は約 130m～150m 程度であり、河床材料は砂礫質

で、低水護岸が整備されている。嵐山地区一帯は、国の史跡名勝となっており、多くの観光客が訪れ、

散策や舟遊びなどに利用されている。 

[環境の特徴と歴史的変遷］ 

昭和 20 年代後半ごろから昭和 30 年代にかけて、治水、利水等の目的で、8 カ所の井堰・床止め工が建設さ

れ、水域は井堰の存在により流水域と湛水域が交互に連続する環境となっている。 

 

②課題 

魚類の自由な遡上・降下を阻害する堰等の河川横断工作物（写真－１）により、縦断方向に不連続となって

いる。 

嵐山地区の河川整備にあたっては、嵐山地区の優れた景観と自然環境の保全、親水性の確保及び伝統的

な行事などの観点を重視した整備が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③対応 

魚類等の遡上・降下が容易にできるよう、既設の河川横断工作物（堰・落差工）について、効用や効果、その

影響を点検し、撤去や魚道の設置・改善を検討する。嵐山地区の河川整備にあたっては、学識経験者の助言

を得て、景観、自然環境の保全、親水性の確保、伝統的な行事などの観点を重視した河川整備の計画につい

て調査・検討する。 

写真－１ 魚類等の移動阻害の例 （1 号井堰） 

1 号井堰では、魚道から溢

流が発生し、魚道入口から

水叩き下流端までが長い

ため、入口への誘導が不十

分である可能性がある。 
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点 検 項 目 類型区分 【中流域】桂川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

●環境保全・再生の取り組み 
 
【観点】横断構造物（貯水ダム・砂防ダム・井堰など）による遮断
対策の実施状況 
［指標］既設の堰・落差工の改良内容・魚道設置数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
平成 22 年度までに、桂川では既設の堰・落差工の改良は実

施していない。 
 

点検項目「河川の連続性の確保」の［指標］既設の堰・落差工の改良内容・魚道

設置数と重複掲載 

 
 ●治水・利水の取り組みによる環境への影響 
 
【観点】生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工状況 
［指標］生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工の実
施内容・箇所数  

平成 22 年度においても以下の取り組みを実施。 
・河川工事における使用機械については全て低騒音・低振動
対策型機械及び排ガス規制対応型機械を採用し工事中の振動
や騒音等を 小限に抑えている。 
・伐木における自然環境への配慮 
樹木伐採について、伐採時期は野鳥の繁殖期を避けるなど

生物の生息・生育・繁殖環境を保護するように努めている。
又、実施の際には、野鳥や植物などへの影響に関して専門家
の指導を受けてから施工するとともに、必要以上に生息・生
育・繁殖環境を踏み荒らさないよう配慮している。 
 
点検項目「流域管理に向けた継続的な施策展開」の［指標］生物

の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工の実施内容・箇所数

と重複掲載 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
桂川については、淀川環境委員会等の

指導・助言を得ながら河川の縦断方向の
連続性の確保を図っていく必要がある。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
桂川の改修については、景観、自然環

境の保全や親水性の確保などの観点を
重視した河川整備の計画について調
査・検討する必要がある。 
工事実施にあたっては、淀川環境委員

会等の指導助言を受けて小動物の移動
を分断させないようにするなど環境に
配慮した施工を実施している。 

 
今後とも淀川環境委員会等の指導・助言
を得ながら生物の生息・生育・繁殖環境
に配慮し適切に工事を施工する必要が
ある。 
 
 
 
●環境保全・再生の類型区分毎の点検結

果 

当該類型の河川環境について、治水・

利水等の取り組みを含め、環境の保全・

再生に向けて、施策の実施や配慮に努め

ている。 

桂川の横断工作物の設置状況
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点 検 項 目 類型区分 【中流域】木津川 

１．現況の分析 
 

①現状と歴史的変遷 

[現状] 

木津川の中流域は、淀川合流点から笠置（約 37.2km）までの区間で、セグメントは三川合流部から開橋上流

（約 20.0km）までが 2-2、20.0km から笠置（約 37.2km）が 2-1 となっており、平均河床勾配は約 1/1,100～1/800

となっている。 

【三川合流～恭仁大橋（31.0km）付近】低水路幅は 100～200m 程度で、河道は緩やかに蛇行している。

河床材料は砂質から砂礫質で、河道は交互砂州が発達しており、瀬と淵が形成されている。たまりが

点在し、これらの水域にはタナゴ類等が生息する。11.0km 付近から上流の河道内に形成する河畔林の

一部は、水害防備林として指定されている。 

【恭仁大橋（31.0km）～笠置（37.2km）付近】低水路幅は 100～200m 程度で、河道は蛇行しており、河床

材料は礫質で複列砂州が形成されている。周辺の地形は山地となっており、河道内にはマダケ群落を

はじめとする河畔林が広がり、カヌーなどによる水面利用が見られる。 

[環境の特徴と歴史的変遷］ 

木津川の上流域には高山ダムはじめとするダム等の建設により洪水調節が実施されている。また、昭和４０

年代まで河川の砂利採取が実施され河床低下が進行した。木津川は、砂州が発達しており、たまりが多く存在

しているが、昭和４０年頃から一部区間では冠水頻度の低下により、低水路部の固定化、砂州の樹林化等が

みられる。 

 

②課題 

淀川本川の河床掘削等に伴う河床の低下により、砂州の樹林化やみお筋の固定がみられ、発達した交互

砂州や瀬と淵、たまりなど木津川の特徴でもある良好な砂州環境が損なわれつつある。（写真－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③対応 

たまり周辺の樹木の伐木や干陸化した河川敷の切り下げ等により、たまりの保全・再生を実施する。河道内

砂州の掘削等を行い、かつての砂河川の再生並びに現存する良好な砂州の保全を図る。 

出水時の水位上

昇により、たまり

が水につかって

いた。 

出水時

平常時

過去

たまりが形成 
みお筋の固定化により河

床が下がり、出水時でも

たまりが水につからず乾

燥している。 

 

出水時

平常時

現在

たまりが乾燥 
河床が低下 

出典：平成 20年度 淀川水系整備計画河道検討業務計画書

写真－１ 砂州の変遷

図－１ 木津川たまりの変遷

砂州の変遷 

昭和 46年 平成 14年
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点 検 項 目 類型区分 【中流域】木津川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

●環境保全・再生の取り組み 
 
【観点】琵琶湖・淀川水系の生態系の固有性および多様性の価
値に関する保全状況 
［指標］イタセンパラを目標種とした淀川中下流域での環境再生
の実施内容・個体数  
木津川では平成 22 年度の稚魚調査でイタセンパラが確認

されていない。 
 

点検項目「多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承」の［指標］

イタセンパラを目標とした淀川中下流域での環境再生の実施内容・箇所数と重

複掲載 

 
【観点】河岸-陸域の連続性の確保状況 
[指標]ワンドやたまりの保全・再生内容・整備箇所数  
 平成 22 年度は木津川でのワンド・たまりの整備を実施して
いない。現在あるたまりを保全するため、たまり周辺の樹木
の伐木を実施した。 
 
点検項目「河川の連続性の確保」の［指標］ワンドやたまりの保全・再生

内容・整備箇所数と重複掲載 

 
●治水・利水等の取り組みによる環境への影響 
【観点】生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工状況 
［指標］生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工の実
施内容・箇所数  
平成 22 年度においても以下の取り組みを実施。 
・河川工事における使用機械については全て低騒音・低振動
対策型機械及び排ガス規制対応型機械を採用し工事中の振動
や騒音等を 小限に抑えている。 
・伐木における自然環境への配慮 
樹木伐採について、伐採時期は野鳥の繁殖期を避けるなど

生物の生息・生育・繁殖環境を保護するように努めている。
又、実施の際には、野鳥や植物などへの影響に関して専門家
の指導を受けてから施工するとともに、必要以上に生息・生
育・繁殖環境を踏み荒らさないよう配慮している。 
・木津川下流での堤防強化対策（浸透対策）を実施する際に、
堤防上に生育する貴重植物などの移植や復元を実施するとと
もに、工事実施後のモニタリングにより生育状況を確認した。
移植（復元）状況 
平成 20 年度 ｲﾇﾅｽﾞﾅ(京都府 RDB：準絶滅危惧種)  
平成 21 年度 ｵｵﾊﾞｸｻﾌｼﾞ(京都府 RDB：絶滅寸前種)、ｱﾏﾅ 
平成 22 年度 ﾚﾝﾘｿｳ(京都府 RDB：絶滅寸前種) 

 
点検項目「流域管理に向けた継続的な施策展開」の［指標］生物の生息・

生育・繁殖環境に配慮した工事の施工の実施内容・箇所数と重複掲載 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
過去には木津川においてもイタセン

パラの生息が確認されていたことから、
イタセンパラの生息・生育・繁殖環境の
保全・再生について淀川環境委員会等の
指導・助言を得ながら検討する必要があ
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
工事実施にあたっては、淀川環境委員

会の指導助言を受けて貴重植物を移植す
るなど環境に配慮した施工を実施してい
る。 

 
 
堤防強化工事の実施に際して、木津川

堤防に残る良好な草地環境を保全するた
めに、その対策手法についてまとめた手引
書を作成し、堤防上に生育する貴重植物
などの移植や復元を実施するとともに、工
事実施後のモニタリングにより生育状況を
確認している。 

 
今後とも淀川環境委員会等の指導・助

言を得ながら生物の生息・生育・繁殖環境
に配慮し適切に工事を施工する必要があ
る。 

 
 
 
 

●環境保全・再生の類型区分毎の点検結果

当該類型の河川環境について、治水・
利水等の取り組みを含め、環境の保全・
再生に向けて、施策の実施や配慮に努め
ている。 
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点 検 項 目 類型区分 【上流域】（山間部）宇治川～瀬田川 

１．現況の分析 

①現状と歴史的変遷 

[現状] 

塔の島上流付近（52km 付近）から瀬田川洗堰下流（70km 付近）までの区間で、セグメントは天ヶ瀬ダム

（53.4km 付近）までが 2-1、天ヶ瀬ダム（53.4km 付近）から鹿跳橋上流付近（68.0km 付近）まではＭ、鹿跳橋上

流付近（68.0km 付近）から瀬田川洗堰下流（70km 付近）までが 2-2、平均河床勾配は約 1/160～1/4,440 とな

っている。 

【塔の島上流（52km）付近～天ヶ瀬ダム（53.4km）付近】低水路幅は６０m 程度、河道は流れが緩やかで

岩が露出し、渓谷の下流端に位置する。 

【天ヶ瀬ダム（53.4km）付近～湛水区間上流端（65.6km）付近】貯水池幅約 80～220m 程度、天ヶ瀬ダム

の湛水区間となっている。 

【湛水区間上流端（65.6km）付近～鹿跳橋上流（68.0km）付近】川幅は約 40～260m、鹿跳渓谷は自然

河岸となっており、水量は洗堰の放流量に左右されるが、流れは急で早瀬と淵が連続している。 

【鹿跳橋上流（68.0km）付近～瀬田川洗堰下流（70km）付近】低水路幅は約 100ｍであり、コンクリート

の低水護岸の単断面に近い河道が続く。水量は洗堰の放流量に左右されるが、全体的に流れは緩や

かで、平瀬状の様相を呈している。 

[環境の特徴と歴史的変遷］ 

大正 13 年に大峰ダムが建設される前までは渓流河川であったが、大峰ダムにより一部が湛水区域となり、

さらに昭和 39 年の天ヶ瀬ダムの完成により鹿跳渓谷より下流は大部分が湛水区域となった。湛水区域内に

は、ダム湖の環境に適応した魚類、底生動物が生息し、現在は、特定外来生物であるブルーギル、オオクチバ

スが侵入している。湖面はオシドリ、カワウ等の水鳥に利用されている。 

明治時代に旧瀬田川洗堰が完成し、流量調節がはじまり、昭和 36 年に現在の瀬田川洗堰が完成した。ま

た、明治時代に瀬田川の河道の浚渫工事が始まり、現在に至るまで何度も浚渫が繰り返し行われた。 

鹿跳渓谷にはヤマセミ等に代表される渓流環境を好む種も見られる。 

 

②課題 

ダムにより土砂移動の連続性が阻害され、また、貯水池の水位変動域の斜面が裸地化している。 

流下能力確保の為の河川改修では、優れた景観を形成している鹿跳渓谷の景観（写真－１、写真－２）、自

然環境の保全や親水性の確保などの観点を重視した河川整備が必要となる。また、大戸川合流点から鹿跳渓

谷までの河床掘削では、琵琶湖固有種を含む在来種への配慮が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    写真－１ 鹿跳渓谷（景勝地）           写真－２ 米かし岩（滋賀県自然記念物） 

 

③対応 

ダム湛水区間では、土砂移動の連続性を確保する方策を検討し、斜面裸地対策を実施する。 

優れた景観を形成している鹿跳渓谷については、学識経験者の助言を得て、景観、自然環境の保

全や親水性の確保などの観点を重視した河川整備について検討して実施する。 

大戸川合流点から鹿跳渓谷までの河床掘削では、セタシジミ等の琵琶湖固有種への保全措置を実

施する。 

鹿跳渓谷（景勝地） 米かし岩（滋賀県自然記念物）
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点 検 項 目 類型区分 【上流域】（山間部）宇治川～瀬田川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

●環境保全・再生の取り組み 
 
【観点】ダム貯水池の斜面裸地対策、ダム周辺における構造
物等の景観対策の実施状況 
［指標］ダム貯水池の斜面裸地対策、ダム周辺における構
造物等の景観対策の実施内容・対策箇所数  
天ヶ瀬ダムにおいてダム貯水池斜面における水位変動

域の裸地対策として、平成 20 年度にダム貯水池内 5 箇所
において、さし木や播種による緑化対策試験施工を実施
し、平成 21・22 年度は定着を確認するため 1 回/月の観
測を実施し、経過を観察した。 

平成 22 年度は、ダム周辺における構造物等の景観対策
は実施していない。 
 
点検項目「多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承」の

［指標］ダム貯水池の斜面裸地対策、ダム周辺における構造物等の景観

対策の実施内容・対策箇所数と重複掲載 

 
【観点】流域の土砂生産・移動・堆積の実態把握状況 
［指標］河床変動等の土砂動態のモニタリング、総合土砂管理方
策の検討内容（既設ダム）  

淀川水系全体の総合土砂管理方策については、淀川水系全
体の土砂収支を把握するための長期シミュレーション、土砂
動態マップの検討などについて、淀川水系総合土砂管理検討
委員会の指導・助言を得ながら、既設ダムを管理する水資源
機構と連携し検討を進めている。 
平成 22 年度は、土砂動態の実態把握のためのモニタリング

を継続した。 
天ヶ瀬ダムの堆砂については、平成 22 年度末で堆砂率が約

72％となり、堆砂が著しく進行している。しかし、ダム完成
後 10 年程度で堆砂が大きく進んだものの、近年約 20 年間は
比較的堆砂量の増加傾向が小さい。堆砂量については今後も
監視を行い、ダム機能の維持のため排砂の検討を行っていく。

 
点検項目「流域の視点にたった水循環・物質循環系の構築」の［指標］河

床変動等の土砂動態のモニタリング、総合土砂管理方策の検討内容（既

設ダム）と重複掲載 

 
 

 
 
 
 
 
 

天ヶ瀬ダムにおいては試験施工の状況
を踏まえて、より確実な緑化工法を検討し
ている。 

今後とも、近畿地方ダム等管理フォロー
アップ委員会の助言に基づき適切なダム
周辺の景観対策等を実施する必要があ
る。 
 
 

 

 
  
 
 
 
総合土砂管理については、淀川水系総

合土砂管理検討委員会の指導・助言を得
ながら、まずは実態把握に努めている。
 
今後も、引き続きモニタリングを行

い、淀川水系総合土砂管理検討委員会の
指導・助言を得ながら、総合土砂管理方
策の具体化を図り、行動に移す必要があ
る。 
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点 検 項 目 類型区分 【上流域】（山間部）宇治川～瀬田川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

●治水・利水等の取り組みによる環境への影響 
 
【観点】生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工
状況 
[指標] 生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工
の実施内容・箇所数 

平成 22 年度においても以下の取り組みを実施。 
・河川工事における使用機械については全て低騒音・低

振動対策型機械及び排ガス規制対応型機械を採用し工
事中の振動や騒音等を 小限に抑えている。 

・瀬田川での河道内工事におけるセタシジミ等への保全
措置として工事の施工区間内においては施工前に生物
調査を実施し影響区間にセタシジミ等を見つけた場合
には、影響区間外へ移殖を実施している。 
セタシジミの移殖状況（移殖実施工事件数） 

平成 22 年度 2 件 
平成 18～22 年度 延べ 12 件 
 
点検項目「流域管理に向けた継続的な施策展開」の［指標］生物

の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工の実施内容・箇所

数と重複掲載 

 
 
 
 
 
 
生物の生息・生育・繁殖環境に配慮し

工事を進めている。 
 

今後もセタシジミの定着状況のモ
ニタリング結果等を踏まえ、環境委員
会等の指導・助言を得ながら生物の生
息・生育・繁殖環境に配慮し適切に工事
を施工していく。 
 

 

 

 

 

 

 

●環境保全・再生の類型区分毎の点検結果
当該類型の河川環境について、治水・利
水等の取り組みを含め、環境の保全・再
生に向けて、施策の実施や配慮に努めて
いる。 
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点 検 項 目 類型区分 【上流域】（湛水区間）瀬田川（野洲川含む） 

１．現況の分析 
 

①現状と歴史的変遷 

[現状] 瀬田川洗堰～「琵琶湖」 

瀬田川洗堰（70km 付近）からＪＲ東海道本線瀬田川橋梁上流付近（75.0km 付近）の直轄管理区間上流端ま

では、セグメントは 2-2、平均河床勾配は約 1/2,280 となっている。琵琶湖は、湖面積 674km2、容量 275 億 m3

という日本 大の淡水湖で、直接流入する河川だけでも118本を数える。その流域面積は 3,848km2（琵琶湖含

む）で淀川流域の約 47%を占める。 

瀬田川洗堰上流区間は、洗堰の湛水区間となっており、掘込河道で単断面に近い河道が続く。低水路

幅は約 100m 程度で、低水護岸は捨石構造で整備されている。瀬田川の上流には、日本 大の淡水湖で

ある琵琶湖がある。琵琶湖は、約 400 万年前にできたといわれる世界でも有数の古代湖であり、ビワコオ

オナマズ、ビワマス、セタシジミ等の 50 種を超える固有種をはじめ、1000 種以上の生物が生息・生育・繁殖

している。特に沿岸帯は生物層が豊かであり、水際にはヨシ等の抽水性植物の群落形成が見られ、コイ・

フナ類をはじめ、多くの魚類の生息・産卵の場となっている。 

 

[現状] 野洲川 

野洲川は、流域面積 387km2 で琵琶湖に流入する県下 大の河川である。 

河口から幸浜大橋上流付近（2.0km 付近）の区間までは、セグメントは 2-2、平均河床勾配は約 1/1,240、幸

浜大橋上流付近（2.0km 付近）から石部頭首工上流付近（13.8km 付近）の直轄管理区間上流端までは、セグメ

ント 2-1 及び 1、平均河床勾配は約 1/630～1/380 となっている。 

【河口～幸浜大橋上流付近（2.0km 付近）】約 300m 程度の開放水面が広がっており、低水護岸は矢板護岸

若しくはコンクリート護岸となっている。琵琶湖背水区間であり、琵琶湖と一体となった止水に近い環境とな

っている。ヒシなどの浮葉植物群落や、中洲には、ヨシやタチヤナギが広がり、その水際はウキヤガラ－マ

コモ群集やヒメガマなどの湿性草本群落となっている。魚類では、ニゴロブナ、ゲンゴウロブナなどの琵琶

湖固有種も見られる。 

【幸浜大橋上流付近（2.0km 付近）～石部頭首工上流付近（13.8km 付近）】低水路幅は約 200m～300m であ

り、低水護岸は、連続したコンクリート護岸となっている。低水敷は比較的広く、瀬や淵が連続して存在し 

河原や中洲が広がっている。大部分がオギなどの乾性草地群落にタチヤナギ群集などが混在した環境と

なっている。高水敷はグランド等で利用され、また、竹林や樹林が見られる。魚類では、アユなどの在来種

のほか、ビワマス、ウツセミカジカなどの琵琶湖固有種も見られる。 

 

[環境の特徴と歴史的変遷］ 瀬田川洗堰～「琵琶湖」 

明治時代に旧瀬田川洗堰が完成し、瀬田川洗堰上流は、湛水区間となり、洗堰により流量調節がはじまっ

た。昭和 36 年に現在の瀬田川洗堰が完成した。また、明治時代に瀬田川の河道の浚渫工事が始まり、何度も

浚渫が繰り返し行われた。 

昭和 47 年から琵琶湖開発事業が開始され、平成 4 年に完了した。現在、平成 4 年に制定された瀬田川洗堰

の操作規則により琵琶湖の水位管理を行っている。 

これらによる水位変動パターンの変化、魚類の移動経路の遮断また、外来種の増加など様々な要因により、

固有種をはじめとする在来種の生息数の減少を招いている。 

[環境の特徴と歴史的変遷］ 野洲川 

落差工から下流は、南流、北流に分派し琵琶湖に流入していた。野洲川放水路を建設する工事が、昭和 46

年に着工し、昭和 54 年 6 月 2 日に野洲川放水路が通水された。南流・北流は天井川であったが、野洲川放水

路は天井川を解消するため深く掘られた。 

これらによるヨシ帯の消失、水陸移行帯の分断、瀬淵の減少、魚類の移動経路の遮断また、外来種の増加

など様々な要因により、固有種をはじめとする在来種の生息数の減少を招いている。 

48



 

点 検 項 目 類型区分 【上流域】（湛水区間）瀬田川（野洲川含む） 

②課題 

瀬田川洗堰の水位操作により、季節的な水位変動パターンが変化し、魚類等に影響を与えている恐れがあ

る。また、水田等の陸域との自由な魚の行き来が琵琶湖の水位低下や湖岸堤・湖岸道路等によって阻害され

ている（図-１）。野洲川においては、低水護岸により横断方向の連続性が分断され（写真-１）、ｼﾅﾀﾞﾚｽｽﾞﾒｶﾞﾔ

などの植生の侵入により陸域化・樹林化が進行したため流路の固定化（写真-２）により瀬淵が形成できない区

間がある。これら水位変動の変化、連続性の分断等により固有種をはじめとする在来種の生息数が減少して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③対応 

河川の流水中に生息・生育・繁殖する水生生物や水辺等に生息・生育・繁殖する陸生生物にとって、水位や

流量の変動などの川のダイナミズムによって生じる水辺の冠水や攪乱などが重要なことから、堰による水位操

作の改善など必要な方策を関係機関と協議・調整した上で実施する。また、生物・生態系のつながりなどを回

復するため、河川の横断方向及び縦断方向の連続性、湖や河川と陸域との連続性を徹底して確保することを

目指す。 

 

水位低下

分断・障害

水位低下水位低下

分断・障害

水位の低下によりヨシ原が
干出し、魚類の産卵・生息
に影響を与えている恐れ
がある。

図-１ 水位低下による魚類への影響 

矢板護岸 野洲川 0.3km付近右岸

矢板護岸による水域と

陸域との連続性の分断 

放水路工事前の南流(1961) 野洲川4.0km付近(2003)  

レキ河原 
大きく蛇行 

低水路陸化
流れが直線的

写真-１ 横断方向の連続性の分断 

写真-２ 流路の固定化 
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点 検 項 目 類型区分 【上流域】（湛水区間）瀬田川（野洲川含む） 

２．進捗状況 ３．点検結果 

●環境保全・再生の取り組み 
 
【観点】琵琶湖・淀川水系の歴史・文化多様性の価値の保全状況
［指標］瀬田川の水辺のあり方に関する取り組み内容・整備延長 
・瀬田川では、水辺のあり方について検討するため、河川管
理者、河川利用者や周辺自治会の代表者等で構成される瀬田
川水辺協議会の提言「瀬田川のあるべき姿」に基づき、緑の
連続性に配慮するなど周辺環境に調和した親水性のある水辺
の散策路整備を継続して実施している。 
平成 22 年度 完成延長：0.7km 
平成元年～平成 22 年度まで延べ完成延長：4.2km 
（内平成 18 年～平成 22年度までの完成延長：1.7km） 
左岸：大津市瀬田 5 丁目地先～大津市黒津 1 丁目地先 
右岸：大津市石山寺 1丁目地先～大津市南郷 1丁目地先 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

瀬田川散策路整備状況 
             （大津市稲津 1 丁目地先） 
 
点検項目「多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承」の［指標］

瀬田川の水辺のあり方に関する取り組み内容・整備延長と重複掲載 

 
【観点】河岸-陸域の連続性の確保状況 
[指標]干潟・ヨシ原の保全・再生内容・面積  
・野洲川河口部において、琵琶湖とつながる川のヨシ帯の再
生を実施。 
平成 21 年度  実施面積：約 0.9ha 
平成 22 年度 実施面積：0.0ha（基盤整備のみ実施） 
延べ         実施面積：約 0.9ha 
 

点検項目「河川の連続性の確保」の［指標］河岸－陸域の連続性の確保状況と

重複掲載 

 
【観点】横断構造物（貯水ダム・砂防ダム・井堰など）による遮断
対策の実施状況 

[指標]既設の堰・落差工の改良内容・魚道設置数  
 

河川名 改良した堰・落差工名 供用年度 
野洲川 落差工（7.2k） 平成 20 年度 
野洲川の直轄管理区間において、魚類等の遡上・降下が困

難な横断工作物は、野洲川落差工（7.2k 付近）１箇所である。
平成 20 年度に野洲川落差工の魚道改良を実施した。 

 
 
 
 
 
水辺の散策路整備により、市民がより

瀬田川の水辺に親しむ機会が増加して
いる。 
 
今後も引き続き景観に配慮し瀬田川

散策路の整備を進める。 
また、琵琶湖・淀川流域圏再生推進協

議会においても、関係機関と広域的な水
辺の散策路ネットワークの整備につい
て調整を図り、利用者の活用推進方策に
ついて検討していく。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ヨシ原の再生が着実に進められた。 
 
今後も引き続きヨシ原の再生を進め

ていく。 
 

 

 

 

 
 
魚道の設置や構造物の改良により生

物の遡上環境が着実に改善されている。
 
今後も取り組みを進めるとともに、改

良された横断構造物ではモニタリング
等を行い、効果を検証する必要がある。
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点 検 項 目 類型区分 【上流域】（湛水区間）瀬田川（野洲川含む） 

２．進捗状況 ３．点検結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

魚道の設置状況 
 

平成 22 年度は、野洲川落差工魚道のモニタリングを実施した。
 モニタリング結果を以下に示す。 
 

【アユ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 魚道改築後、中央魚道(新魚道)で多くのアユの遡上が確認
できた。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野洲川の横断工作物の設置状況 
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点 検 項 目 類型区分 【上流域】（湛水区間）瀬田川（野洲川含む） 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【ビワマス】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 魚道改築後、中央魚道(新魚道)で多くのビワマスの遡上を
確認できた。 
 
【ウツセミカジカ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ウツセミカジカについては、調査期間中(H21,H22)左岸魚道
(旧魚道)で確認されただけであった。左岸魚道を利用する理
由としては、本種は礫間を好む種であり、左岸魚道内に堆積
している礫が遡上を促進した可能性が考えられる。 
 
点検項目「河川の連続性の確保」の［指標］既設の堰・落差工の改良内容・魚道

設置数と重複掲載 

 
【観点】琵琶湖-内湖・流入河川間の連続性の確保状況 
[指標]水域と陸域との連続性の確保と修復内容・箇所数 
 琵琶湖及び周辺河川環境に関する専門家グループ制度の水
陸移行帯ワーキングにて検討されている。 

・平成 16 年度より高島市において、うおじまプロジェクトを
実施。高島市針江及び深溝において、琵琶湖と陸域との連続
性の検討の資料を得るため試験施工を実施した。 

・針江地区では、分断された湿地奥部と琵琶湖及び琵琶湖に
流入する水路を繋ぎ、流入する水路を堰上げ導水し連続性を
確保する試験施工を実施した。 

・深溝地区では、分断された湿地奥部と琵琶湖及び琵琶湖に
流入する水路を繋ぎ、流入する水路からポンプアップにより
導水し連続性を確保する試験施工を実施した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
うおじまプロジェクトの実施により

水域と陸域の連続性の確保が進められ
ている。 
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点 検 項 目 類型区分 【上流域】（湛水区間）瀬田川（野洲川含む） 

２．進捗状況 ３．点検結果 

平成 16～19 年度 延べ整備箇所数：２箇所（針江・深溝）
 
平成 22 年度は、試験施工の効果を検証するため、モニタリ

ングを実施した。 
 

【モニタリング結果】 
○ 針江地区 
仔稚魚調査の結果、取り残され干出した仔稚魚はごく僅

かであった。（平成 17年：0.0%、平成 18 年度：0.0%、平成
19 年度：0.0%、平成 20年度：0.8%、平成 21 年度：1.7%、
平成 22 年度：0.0%） 

 
○ 深溝地区 
仔稚魚調査の結果、仔稚魚の成長は確認されたものの琵

琶湖への回帰は確認できなかった。これは、仔稚魚の推定
生息数が少なかった（平成２０年： 大 43,077 個体、平成
２１年： 大 1,119 個体、平成２２年： 大 2,190 個体）
ことから、回帰個体もわずかであったためと考えられる。

 
点検項目「河川の連続性の確保」の［指標］水域と陸域との連続性の確保と修復

内容・箇所数と重複掲載 

 
【観点】流況・位況（流量・水位の変動様式）の改善状況 
［指標］瀬田川洗堰による水位操作の改善内容  

琵琶湖周辺で産卵・成育する魚類を保護するために、洪水
期前において、治水・利水に影響を与えない範囲で、平成 15
年度より、瀬田川洗堰の試行操作を行っている。 
 
平成 22 年度は、以下の瀬田川洗堰の試行操作を行った。 

 
・降雨による琵琶湖水位上昇後の急激な水位操作の改善を行
った。 

魚卵の干出を緩和するため、草津市新浜、高島市針江、
湖北町延勝時のいずれかの調査地点で10万個以上の魚類の
産着卵を確認した場合、または予測された場合、5 日間の水
位維持を行うことを操作方針として、操作の改善に取り組
んだ。 
 

・水位移行期の急激な水位操作の改善を行った。 
5 月中旬頃から約１ヶ月の間に、洪水期に備え琵琶湖水位

をB.S.L+30cmから B.S.L-20cmに約 50cm急激に低下させて
いた操作を、6 月 8 日までの間は B.S.L±0cm 以上を目標と
した緩やかな水位低下となる操作の改善に取り組んだ。 

 
・産卵環境の改善 

5月31日以降に10万個以上の産卵が確認できないことか
ら、できる限り B.S.L±0cm 以上を保持し、産卵環境の改善
に取り組んだ。 

 
 

 
今後も引き続きモニタリングを実施

し、環境委員会等の指導・助言を得なが
ら効果を検証しつつ、取り組みを進めて
いく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
急激な水位変動の改善を行うことに

より、魚類の卵の干出は低く抑えること
ができたものと考えられる。5 月 31 日以
降の産卵環境の改善については、極力
B.S.L±0cm 以上の保持を行ったものの
10 万個以上の産卵を確認することはで
きなかった。 
  
 
今後も引き続き試行操作を行い水位

操作の改善を検討するとともに、洪水期
における降雨後の水位上昇後の急速な
水位低下については、弾力的な操作方法
の確立を目指し、操作方法の改善を検討
していく。 
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点 検 項 目 類型区分 【上流域】（湛水区間）瀬田川（野洲川含む） 

２．進捗状況 ３．点検結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 22 年度の試行操作の結果、コイ・フナ類の産着卵の干

出率は、調査地点である針江で約 5％、延勝寺で約 11％、新
浜町で約 2％、3 地点合計で約 4％と低い干出率に抑えること
ができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平成 21、22 年度は、5月 31 日以降の産卵環境の改善に取り
組んだが、10 万個以上の産着卵は確認できなかった。 
 
点検項目「川本来のダイナミズムの再生」の［指標］急激な水位低下による魚卵の

干出の緩和及び産卵環境の改善内容と重複掲載 
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点 検 項 目 類型区分 【上流域】（湛水区間）瀬田川（野洲川含む） 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】流況・位況（流量・水位の変動様式）の改善状況 
［指標］琵琶湖における水位低下緩和方策の検討内容  

日常管理においてダムと連携して琵琶湖の水位低下緩和に
努めている。 
 平成 22 年度も引き続き、琵琶湖の水位及び各ダムの残容
量・河川の流況・下流での水利用を把握し、琵琶湖の水位低
下を緩和するよう瀬田川洗堰から下流へ用水補給のためのき
め細かな操作を行った。 
 
点検項目「川本来のダイナミズムの再生」の［指標］琵琶湖における水位低下緩

和方策の検討内容と重複掲載 

 

●治水・利水等の取り組み 
 
【観点】生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工状況 
[指標] 生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工の実
施内容・箇所数  
平成 22 年度においても以下の取り組みを実施。 

・河川工事における使用機械については全て低騒音・低振動
対策型機械及び排ガス規制対応型機械を採用し工事中の振動
や騒音等を 小限に抑えている。 
・野洲川での伐木における野鳥への配慮 
野洲川での樹木伐採について、伐採時期は野鳥の繁殖期（4

月頃～8月頃）を避けるとともに、伐木基準を設けて野鳥の生
息・生育・繁殖環境を保護するように努めている。又、実施
の際には野鳥に関する専門家の指導を受けてから施工すると
ともに、必要以上に生息・生育・繁殖環境を踏み荒らさない
よう配慮している。 
平成 22 年度も引き続き、野鳥に配慮し、伐木を実施した。

・瀬田川での河道内工事におけるセタシジミ等への保全措置
瀬田川河道内での工事において施工区間内においては施工

前に生物調査を実施し影響区間にセタシジミ等を見つけた場
合影響区間外へ移殖し施工を実施している。今後セタシジミ
の定着状況をモニタリング調査する。 
セタシジミの移殖状況（移殖実施工事件数） 
平成 22 年度 2件 
平成 18～22 年度 延べ 12 件 

・瀬田川散策路施工での捨石護岸の施工及び船舶による捨石
の運搬 
瀬田川散策路低水護岸部には捨石を採用し、動植物の生

息・生育・繁殖環境に配慮している。また、捨石護岸施工時
に台船を使用し環境に配慮している。 
 平成 22年度の工事においても、捨石を採用し、また、施工
時には台船を使用し環境に配慮した。 
 
点検項目「流域管理に向けた継続的な施策展開」の［指標］生物の生息・生育・

繁殖環境に配慮した工事の施工の実施内容・箇所数と重複掲載 

 

 
 
 

今後も引き続き、ダム群との統合運用
を含めた瀬田川洗堰の水位操作に努め
ていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生物の生息・生育・繁殖環境に配慮し
工事を進めている。 
 

今後もセタシジミの定着状況をモ
ニタリング結果等を踏まえ、環境委員
会等の指導・助言を得ながら生物の生
息・生育・繁殖環境に配慮し適切に工事
を施工していく。 
 
瀬田川散策路施工においては、今後も

捨て石工等の工法を採用し、水辺環境に
配慮していく。また、実施状況について
は瀬田川水辺協議会で報告する。 
 
今後とも生物の生息・生育・繁殖環境

に配慮し、環境委員会等の指導・助言を
得ながら適切に工事を施工していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

●環境保全・再生の類型区分の点検結果

当該類型の河川環境について、治水・
利水等の取り組みを含め、環境の保全・
再生に向けて、施策の実施や配慮に努め
ている。 
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点 検 項 目 類型区分 【上流域】（山間部）木津川 

１．現況の分析 
 

①現状と歴史的変遷 
[現状] 
木津川の山間部は、木津川の笠置橋（約 37.2km）から岩倉大橋（約 57.4km）までの区間で、セグメントはＭ、

平均河床勾配は約 1/480～1/170 となっている。 

【笠置橋（37.2km）付近～名張川合流点（46.8km）付近】河幅は 100m 程度であり河床材料は砂礫を主体に
巨石が交じり、平瀬・早瀬・トロが分布する。水際には自然裸地があり、ツルヨシ群落が広く分布する。陸域
にかけては低木が散在し、纏まった竹林が分布する。名張川より上流に建設されたダム群の下流に位置
する。 
【名張川合流点（46.8km）付近～岩倉大橋（57.4km）付近】木津川流域を代表する狭窄部として岩倉峡が存
在し、河幅は50mから100m程度であり河床材料は巨石・礫が多く、早瀬と淵が連続的に分布する。水際は
岩盤が露出し、草本はツルヨシ群落が局所的に分布する。山地が迫る場所が多いため、山地と同様のコナ
ラ林やアラカシ林などが分布するほかササ類の群落や竹林が散在する。 
【布目ダム湛水域付近】布目ダムの流域は 75km2 であり、上流部は大和高原と呼ばれ、流域内は丘陵地
が多く茶畑を中心とした農業が営まれている。また、ダム周辺の植生は、スギ・ヒノキの植生の他、コナラ林
等の代償植生が多くを占めている。流域からの栄養塩の流入負荷量が多く、淡水赤潮、アオコの発生が見
られる。 

 
［環境の特徴と歴史的変遷］ 
大正８年に大河原取水堰、昭和３年に相楽取水堰、平成３年に支川の布目川に布目ダムが建設され、湛水

域と流水域が交互に連続する環境となっている。また、名張川には昭和４４年に高山ダムを始め４箇所のダム
が建設され、それらのダムによって用水補給と洪水調節が実施されている。 

 
②課題 

ダムや堰等の河川横断工作物により、縦断方向の連続性が不連続になり、魚類等の遡上・降下を阻害して
いるところがある。（図－１）また、ダム等による中小洪水の貯留等が流況の平滑化を招き、川本来の水位変動
や攪乱を減少させている。このため、ダム下流では、アユ等の餌料となる藻類の生育が妨げられているなど生
態系に影響を与えているところがある。また、ダム湖では、滞留時間の長期化や流入負荷に伴う富栄養化現
象、深層部での貧酸素化現象が見られるほか、ダムからの放流水の下流環境への影響等が問題となってい
る。（写真－1） 
 
③対応 

魚類等の遡上・降下ができるよう、既設の河川横断工作物について、効用や効果、その影響を点検し、撤去
や魚道の設置・改善など改良方策を検討する。 

既設ダムにおいては、流況の平滑化等に伴う河川環境に対する影響を改善するために、水位変動や攪乱の
増大を図る試験操作を実施し、適切な運用に向けて検討する。また、下流河川環境への影響を調査した上で、
必要に応じて下流への土砂供給を実施するなど、その障害を軽減するための方策を実施する。 

ダム貯水池の水質保全対策については、汚濁メカニズムの調査検討をふまえ、各種の対策を継続的に実施
する。アオコ・淡水赤潮による水質障害や、放流水温・水質に起因すると考えられる生物の生息・生育・繁殖環
境への影響を軽減するため、曝気装置や選択取水設備等による水質保全対策を実施する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

図－１ 類型区分【上流域】（山間部）木津川の位置図 写真－１ 布目ダムのアオコ発生状況
（平成 19 年 8 月） 
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淀川        木津川       相楽取水堰     大河原取水堰                         

                                                                 服部川 

                                                                上野遊水地 

                                                                     木津川

 

               布目川         ナルミ井堰        名張川            

                                                                       

        宇陀川                                    高岩井堰               川上川

             キトラ井堰                 鹿高井堰 

                                                                    前深瀬川

                    内牧川                            青蓮寺川      名張川 

川上ダム【大内橋付近】
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点 検 項 目 類型区分 【上流域】（山間部）木津川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

●環境保全・再生の取り組み 
 
【観点】横断構造物（貯水ダム・砂防ダム・井堰など）による遮
断対策の実施状況 
[指標]既設の堰・落差工の改良内容・魚道設置数  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

類型区分【上流域】（山間部）木津川では、魚類等の遡上・
降下ができるよう、既設の河川横断工作物について、効用
や効果、その影響を点検し、撤去や魚道の設置・改善など
改良方策を検討している。 
 平成 22年度は、木津川上流河川環境研究会の指導・助言
を基に、相楽及び大河原取水堰下流において採補したアユ
の耳石分析を行った結果、44 検体の中で海産系アユの特性
を有する個体は見られなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点検項目「河川の連続性の確保」の［指標］水域と陸域との連続性の確保と修

復内容・箇所数と重複掲載 

 
【観点】地形変化を促すための検討状況 
［指標］既設ダムにおける弾力的運用等の検討内容・魚類確認数
粗粒化している下流河川環境改善のために、細粒分の土

砂を供給するための土砂供給試験として置土を実施し、置
土の流出状態をモニタリングしている。 
・布目ダム（平成 16 年度～土砂供給試験） 
平成 22 年度は、土砂供給試験（置土 500m3）を実施し、

出水により約 120m3流出したが、下流への影響は確認されな
かった。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 海からの連続性の現状を把握するため
に、天然遡上アユの調査を進めている。 
 
 今後も、魚道の改善など魚類等の遡上・
降下について、木津川上流河川環境研究会
の指導・助言を得ながら検討する必要があ
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
布目ダムの土砂供給試験など地形変化

を促す取り組みが着実に進められている。
今後も河川環境改善対策については継

続実施していくとともに、併せてモニタリ
ングも実施し、これらの対策効果について
の検証を行っていく。 

 
 
 

木津川 

名張川 

青蓮寺川 

内牧川 

宇陀川 

布目川 

① ② 

③ 
④ 

⑤ 

⑥ 

三重県 

奈良県 

京都府 凡  例 

 

：整備中 

：整備済 

：整備残 

 

①：相楽取水堰 

②：大河原取水堰

③：高岩井堰 

④：鹿高井堰 

⑤：ナルミ井堰 

⑥：キトラ井堰 

魚道整備状況平面図 

布目ダム 

高山ダム 

室生ダム 

比奈知ダム 

青蓮寺ダム 

遊水地 

木津川上流河川の横断工作物の設置状況 

相楽取水堰下流 大河原取水堰下流

平成19年度 2　個体 －

平成20年度 0　個体 0　個体

平成21年度 1　個体 ※1

平成22年度 0　個体 0　個体

※1：耳石分析不可（アユの確認が出来なかった為。）

耳石分析による海産系アユの個体数
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点 検 項 目 類型区分 【上流域】（山間部）木津川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

 
布目ダム土砂供給試験の概要 
年   度 置土時期 流出時期 置土量 流出量 

H16 年度 2004/9/28 2004/9/29 190m3 190m3

H17 年度 2005/8/9 2005/10/4,5 540m3 80m3

H18 年度 - 2006/7/19,21 (460m3) 370m3

H19 年度 2007/8/9 2007/8/23,29 720m3 810m3

2008/6/27 2008/7/8 100m3 35m3

2008/8/7 
2008/9/5 

2008/9/19 
100m3 100m3H20 年度 

2008/11/12   500m3 0m3

- 2009/8/2 (500m3) 500m3

H21 年度 
2009/10/2 2009/10/7,8 500m3 500m3

H22 年度 2010/8/4 2010/8/10 500m3 120m3

   ※（ ）は昨年度置土量の流出残 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

布目ダム出水後の土砂状況 
点検項目「川本来のダイナミズムの再生」の［指標］既設ダムにおける弾力的

運用等の検討内容・魚類確認数と重複掲載 

 

【観点】水質負荷と環境影響についての流域的な現状把握状況 
［指標］ダム貯水池の水質保全対策の取り組み内容・対策実施数
 平成 22 年度は、布目ダムの水質保全対策として深層曝気
設備を 1 基追加した。また、ダム貯水池の水質保全対策に
ついては、汚濁のメカニズムの調査検討をふまえ、下記の
対策を継続的に実施している。 
 
布目ダム（副ダム、浅層曝気循環設備１基、深層曝気設

備 2 基、選択取水設備） 
 

点検項目「流域の視点に立った水循環・物質循環系の構築」の［指標］ダム貯

水池の水質保全の取り組み内容・対策実施数と重複掲載 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

貯水池への栄養塩の流入防止や曝気に
よるアオコ対策を行うなど、貯水池水質保
全対策を実施している。 
 
今後も引き続き効果を検証しながら貯

水池水質保全対策を実施していく。 
 
 
 
 
 
 
●環境保全・再生の類型区分毎の点検結果

当該類型の河川環境について、治水・利
水等の取り組みを含め、環境の保全・再生
に向けて、施策の実施や配慮に努めてい
る。 
 

平成22年度

流出量　約１２０m3
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点 検 項 目 類型区分 【上流域】（盆地～源流部）木津川 

１．現況の分析 
 

①現状と歴史的変遷 
[現状]  

木津川の盆地～源流部は、木津川の岩倉大橋（約 57.4km）から上流の区間で、盆地部でセグメントは 2-1、
平均河床勾配は約 1/860 となっており、源流部に向かって平均河床勾配は約 1/260～1/70 と変化する。 

【岩倉大橋（57.4km）付近～大内橋（62.2km）付近、服部川・柘植川の一部を含む】岩倉峡上流に位置するこ
とから氾濫原となっている上野盆地を貫流し、川幅は 150m 程度と広く、河床材料は砂泥主体で礫が混じ
る。河道形状は複断面となっており、低水路内をみお筋が分離・合流を繰り返し州が発達しており、平瀬とト
ロ、淵が連続的に分布している。また中州と高水敷の比高が同程度となっており、オギやセイタカアワダチ
ソウなどの高茎の多年生草本群落が主に分布し、水際にはヨシ等の抽水植物群落が見られる。 

 【大内橋(62.2km)付近～上流】大内橋付近より前深瀬川合流点付近は、田園地帯となっており、川幅は
100m 程度であり河床材料は砂礫が多く、１０箇所以上の灌漑用井堰により湛水域と流水域が交互に連続す
る。河原はツルヨシ群落が広がり、湖畔林はサギ等の集団営巣地となっている。支川前深瀬川及び川上川
においては、河幅は 50m 程度と狭く河床材料は砂礫・丸石が多く早瀬が連続する。河原や河床はツルヨシが
繁茂しており、特別天然記念物オオサンショウウオの生息・繁殖が確認されている。 
 
［環境の特徴と歴史的変遷］ 

 岩倉峡上流に位置することから上野盆地は氾濫原となっており、昭和 40 年代より上野地区の浸水対策として
遊水地事業が着手され、堤防や樋門・水門等が設置されている。また、源流部付近では川上ダムが建設され
る予定となっている。 
 
②課題 
 上野遊水地においては、遊水地内の生物の生息環境と河川との縦断方向の連続性が分断されているところ
がある。（写真―１）木津川支川前深瀬川及び川上川においては、特別天然記念物オオサンショウウオが生息
しており、その生息・繁殖環境の保全・再生が課題となっている。 
 
③対応 

上野遊水地においては、遊水地内の生物の生息環境と河川との連続性の維持・回復を目指す。 
木津川支川前深瀬川及び川上川においては、専門家の意見を聞きながらオオサンショウウオの生息実態を

調査し、人工巣穴の設置、井堰等におけるオオサンショウウオの移動経路の確保など、その生息・繁殖に適し
た河川環境の再生・創出方法を検討して実施する。 
 

写真－１ 支川との落差の例（上野遊水地）

（盆地部） 

水路側落差 本川側落差 

図－１ 類型区分【上流域】（盆地～源流部）木津川の位置図 

縦断方向の連続性が分

断されているところがある

布目ダム 

【笠置大橋付近】 

【岩倉大橋付近】

【黒田橋付近】 

【夏秋橋付近】 

当該類型区分

室
生
ダ
ム 

青蓮寺ダム 比奈知ダム

高山ダム

桂川                 琵琶湖                                     

     宇治川 

                                                              柘植川 

淀川        木津川       相楽取水堰     大河原取水堰                         

                                                                 服部川 

                                                                上野遊水地 

                                                                     木津川

 

               布目川         ナルミ井堰        名張川            

                                                                       

        宇陀川                                    高岩井堰               川上川

             キトラ井堰                 鹿高井堰 

                                                                    前深瀬川

                    内牧川                            青蓮寺川      名張川 

川上ダム【大内橋付近】
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点 検 項 目 類型区分 【上流域】（盆地～源流部）木津川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

●環境保全・再生の取り組み 
 
【観点】琵琶湖・淀川水系の生態系の固有性および多様性の
価値に関する保全状況 
［指標］オオサンショウウオの生息・繁殖に適した河川環境の
再生・創出方策の検討内容  
・人工巣穴について 

平成22年度は、平成21年度に試験的に設置（２地点６
基）した人工巣穴のモニタリング調査を実施している。

人工巣穴(2地点) 
河川名 設置年度 設置数 
川上川 平成21年度 3 

前深瀬川 平成21年度 3 
 

・移動路について 
平成22年度は、移動路を2基追加設置し、計4地点のモ

ニタリング調査を実施している（一部の移動路において
個体遡上状況をビデオ撮影している。）。 

移動路(4地点) 
河川名 設置年度 設置数 
川上川 平成20年度 2 
川上川 平成22年度 1 

前深瀬川 平成22年度 1 
 
・保護池について 

平成 22 年度は、オオサンショウウオの保全のため自然河
川を模したオオサンショウウオの保護池において、工事に
伴う個体の一時保護、行動・生態の観察、保全対策に関す
る試験を行っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オオサンショウウオ保護池 
 

・移動試験について 
移転先での定着状況を把握するための移転試験を学識者

等の指導・助言のもと実施している。平成 22 年度は、移転
先でのオオサンショウウオの定着状況や生息環境について
の追跡調査は継続的に実施している。 
 

 

 
 
 
 
 
 

人工巣穴のモニタリング調査でオオサ
ンショウウオの生息を確認している。 
 
移動路を設置した河川横断工作物の下

流から上流への個体の移動を確認してい
る。 
 
今後、引き続きモニタリング調査を継続

し、効果を確認する。 
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点 検 項 目 類型区分 【上流域】（盆地～源流部）木津川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

・川上ダム建設事業における環境影響及び保全対策について
 平成 21年度には、動植物、水質などを含めた川上ダム建
設事業における環境影響及び保全対策を総合的にとりまと
めた環境保全への取り組みについて、報道関係者を対象と
した説明会（平成 21年 7 月 2 日実施）及び地元での報告会
（平成 21年 7月 5 日実施）を開催し、その内容をホームペ
ージで公表した。なお、平成 22 年度は、平成 21年度に公表
した「川上ダム建設事業におけるオオサンショウウオ調査及
び環境保全への取り組み」の中からオオサンショウウオに関
する取り組みについてホームページで公表した。 
 
点検項目「多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承」の［指

標］オオサンショウウオの生息・繁殖に適した河川環境の再生・創出方策の検

討内容と重複掲載 

 
●治水・利水等の取り組みによる環境への影響 
 
【観点】生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工状
況 
［指標］生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工の
実施内容・箇所数  
平成 22 年度においても以下の取り組みを実施。 
・河川工事における使用機械については全て低騒音・低振
動対策型機械及び排ガス規制対応型機械を採用し工事中の
振動や騒音等を 小限に抑えている。 
・伐木における自然環境への配慮 
樹木伐採について、野鳥や植物などへの影響に関して専

門家や木津川上流河川環境研究会の指導・助言を受けてか
ら施工するとともに、必要以上に生物の生息・生育・繁殖
環境を踏み荒らさないよう配慮している。 
樹木伐採予定箇所で発見された植物の重要種「コブシ」

の保全方法（移植場所・時期）や樹木伐採の事前調査の時
期について木津川上流河川環境研究会で指導・助言を得た。
・上野遊水地周辺の護岸工事についても植生に配慮した護
岸工事を実施している。 
 
点検項目「流域管理に向けた継続的な施策展開」の［指標］生物の生息・生

育・繁殖環境に配慮した工事の施工の実施内容・箇所数 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生物の生息・生育・繁殖環境に配慮し工
事を進めている。また、植生に配慮した護
岸工事を実施している。 
 
今後とも木津川上流河川環境研究会等

の指導・助言を得ながら生物の生息・生
育・繁殖環境に配慮し適切に工事を施工し
ていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●環境保全・再生の類型区分毎の点検結果

当該類型の河川環境について、治水・利
水等の取り組みを含め、環境の保全・再生
に向けて、施策の実施や配慮に努めてい
る。 
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布目ダム 

【笠置大橋付近】 

【岩倉大橋付近】

【黒田橋付近】 

【夏秋橋付近】 

当該類型区分 

室
生
ダ
ム 

青蓮寺ダム 比奈知ダム

高山ダム

桂川                 琵琶湖                                     

     宇治川 

                                                              柘植川 

淀川        木津川       相楽取水堰     大河原取水堰                         

                                                                 服部川 

                                                                上野遊水地 

                                                                     木津川

 

               布目川         ナルミ井堰        名張川            

                                                                       

        宇陀川                                    高岩井堰               川上川

             キトラ井堰                 鹿高井堰 

                                                                    前深瀬川

                    内牧川                            青蓮寺川      名張川 

川上ダム【大内橋付近】

点 検 項 目 類型区分 【上流域】（山間部）名張川・宇陀川・青蓮寺川 

１．現況の分析 
①現状と歴史的変遷 

[現状] 
 名張川・宇陀川・青蓮寺川のセグメントはＭから 1 で、平均河床勾配は約 1/400 以上となっている。 
【高山ダム湛水域付近】高山ダムの流域は 615km2 であり、青蓮寺・室生・比奈知ダムの流域を含んでおり、
三重県中西部に位置する高見山脈にその源を発し名張盆地を経て高山ダムに至る。ダム周辺の植生は湖
岸周辺の急斜面にコナラなど落葉広葉樹が多く占め、谷間や斜面の一部にスギ・ヒノキの植林が見られる。
【高山ダム湛水域上流付近から夏秋橋（25.5km）付近】川幅は 50m 程度と狭く河床材料は岩盤上に岩・巨石
が多く早瀬と大規模な淵が分布する。水際に自然裸地があり、ツルヨシ群落と河畔林が局所的に分布し、陸
域は山地が迫る場所が多くササ類の群落や竹林が散在する。大きく蛇行を繰り返して山地を流下している。
【夏秋橋（名張川 25.5km）付近～比奈知・青蓮寺ダム堤体付近】川幅は 150m 程度と広く河道形状は複断面
で、河床材料は砂礫を主体に砂が混じり平瀬・淵が連続的に分布する。水際には自然裸地が殆ど無くツルヨ
シ群落が広く分布する。高水敷にはオギなどの高茎の多年生草本群落が分布し低木が散在する。大きく蛇
行しつつ市街地を流下しており、アユ釣りなどの利用が見られ、一部が人工的な護岸となっている。 
【比奈知ダム湛水域付近】比奈知ダムの流域は 75.5km2 であり、国内でも有数の多雨地である大台ヶ原に近
接している。また、ダム周辺の植生はスギﾞ・ヒノキの植生の他コナラ林等の代償植生が多くを占める。 
【青蓮寺ダム湛水域付近】青蓮寺ダムの流域は 100km2 であり、源流部は「室生・赤目・青山国定公園」や
「三重県立赤目一志峡自然公園」の区域に指定されており、美しい渓谷などの自然景観を有している。ダム
湖周辺は、スギ・ヒノキ植林やコナラ林等の代償植生が多くを占める。流域からの栄養塩の流入負荷量は、
他の貯水池に比べて低いものの、リン濃度が若干高いため淡水赤潮、アオコの発生が見られる。 
【黒田橋（宇陀川 0.0km）付近から室生ダム堤体付近】川幅は 50m 程度と狭く、河床材料は砂礫を主体とし巨
石が交じり早瀬と淵が連続的に分布し、灌漑用の鹿高井堰とナルミ井堰により湛水域と流水域が交互に連
続する。水際の自然裸地は殆ど無く、河畔林が混雑した形でツルヨシ群落が広く分布する。支川で特別天然
記念物オオサンショウウオの生息・繁殖が確認されている。 
【室生ダム湛水域付近】室生ダムの流域は直接流域が 136km2、間接流域が 33km2 の計 169km2 であり流
域の約 8 割が森林で占める。また、ダム周辺は古くから開けているところであり、スギ・ヒノキ植林の一部に
代償植生がある里山の環境を成している。流域からの栄養塩の流入負荷量が多く富栄養化が問題となって
おり、アオコの発生が見られる。またダムサイト付近の低層において DOがほぼ 0mg/lの状態が続いている。
［環境の特徴と歴史的変遷］ 
鹿高井堰、高岩井堰、ｷﾄﾗ井堰、ﾅﾙﾐ井堰は明治期以前より石造りにて築造されていたが、明治期に高岩井

堰が、昭和 35～36 年の間に鹿高井堰、ｷﾄﾗ井堰、ﾅﾙﾐ井堰がコンクリート化された。昭和 44 年に高山ダム、昭
和 45 年に青蓮寺ダム、昭和 49 年に室生ダム、平成 10 年に比奈知ダムが建設され、用水補給や洪水調節が
実施されている。また、これらの河川横断工作物により湛水域と流水域が交互に連続する環境となっている。 
②課題 

ダムや堰等の河川横断工作物により、縦断方向の連続性が不連続になり、魚類等の遡上・降下を阻害して
いるところがある。（図－１）また、ダム等による中小洪水の貯留等が流況の平滑化を招き川本来の水位変動
や攪乱を減少させている。このため、ダム下流では、アユ等の餌料となる藻類の生育が妨げられているなど生
態系に影響を与えているところがある。また、ダム湖では、滞留時間の長期化や流入負荷に伴う富栄養化現
象、深層部での貧酸素化現象が見られるほか、放流水の下流環境への影響等が問題となっている。（写真―
１）また、ダム貯水位の変化によりダム貯水池の斜面において裸地が露出し景観を損ねているところもある。 
③対応 

魚類等の遡上・降下ができるよう、既設の河川横断工作物について、効用や効果、その影響を点検し、撤去
や魚道の設置・改善など改良方策を検討する。既設ダムにおいては、流況の平滑化等に伴う河川環境に対す
る影響を改善するために、水位変動や攪乱の増大を図る試験操作を実施し、適切な運用に向けて検討する。
また、下流河川環境への影響を調査した上で、必要に応じて下流への土砂供給を実施するなど、その障害を
軽減するための方策を実施する。ダム貯水池の水質保全対策については、汚濁メカニズムの調査検討をふま
え、各種の対策を継続的に実施する。アオコ・淡水赤潮による水質障害や、放流水温・水質に起因すると考え
られる生物の生息・生育・繁殖環境への影響を軽減するため、曝気装置や選択取水設備等による水質保全対
策を実施する。また、ダム貯水池の斜面における水位変動域の裸地対策として緑化等を行うとともに、ダム周
辺における構造物等の景観対策について検討する。 
 

図－１ 類型区分【上流域】名張川・宇陀川・青蓮寺川の位置図 

写真－１ 室生ダムのアオコ発生状況 

（平成 20 年 11 月） 
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点 検 項 目 類型区分 【上流域】（山間部）名張川・宇陀川・青蓮寺川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

●環境保全・再生の取り組み 
【観点】ダム貯水池の斜面裸地対策、ダム周辺における構造
物等の景観対策の実施状況 
［指標］ダム貯水池の斜面裸地対策、ダム周辺における構造
物等の景観対策の実施内容・対策箇所数  
・室生ダムにおいて構造物等の景観対策として平成 21 年度
は貯水池中流の曝気設備上屋の形や配色について景観を配
慮して実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

室生ダム曝気設備上屋（貯水池中流） 
・平成 22 年度は、ダム周辺における構造物等の景観対策を
実施していない。 
 
点検項目「多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承」の［指

標］ダム貯水池の斜面裸地対策、ダム周辺における構造物等の景観対策の

実施内容・対策箇所数と重複掲載 

 

【観点】横断構造物（貯水ダム・砂防ダム・井堰など）による遮
断対策の実施状況 
[指標]既設の堰・落差工の改良内容・魚道設置数  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

類型区分【上流域】（山間部）名張川・宇陀川・青蓮寺川
では、魚類等の遡上・降下ができるよう、既設の河川横断
工作物について、効用や効果、その影響を点検し、撤去や
魚道の設置・改善など改良方策を検討する。 
 平成 22年度は、木津川上流河川環境研究会の指導・助言
を得ながら、点検結果を踏まえて宇陀川ナルミ井堰魚道の
簡易改良を実施した。 
 
点検項目「河川の連続性の確保」の［指標］既設の堰・落差工の改良内容・魚

道設置数と重複掲載 

 
 
 
 
 
 
 

室生ダムにおいて曝気設備上屋の景観
対応を行うなど取り組みは着実に進めら
れている。 
 
今後も引き続き取り組みを進めていく。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今後も、魚道の改善など魚類等の遡上・降
下について、木津川上流河川環境研究会の
指導・助言を得ながら検討する必要があ
る。 
 

木津川 

名張川 

青蓮寺川 

内牧川 

宇陀川 

布目川 

① ② 

③
④ 

⑤ 

⑥ 

三重県

奈良県 

京都府 凡  例 

 

：整備中 

：整備済 

：整備残 

 

①：相楽取水堰 

②：大河原取水堰

③：高岩井堰 

④：鹿高井堰 

⑤：ナルミ井堰 

⑥：キトラ井堰 

魚道整備状況平面図 

布目ダム 

高山ダム 

室生ダム 

比奈知ダム

青蓮寺ダム 

遊水地 

木津川上流河川の横断工作物の設置状況 
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点 検 項 目 類型区分 【上流域】（山間部）名張川・宇陀川・青蓮寺川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】地形変化を促すための検討状況 
［指標］既設ダムにおける弾力的運用等の検討内容・魚類確認数
各ダムにおいて下流河川環境改善のために洪水期への移

行操作方法としてフラッシュ放流等を実施している。 
 
・高山ダム（平成 14 年度～フラッシュ放流） 
平成 22 年度は、これまでと同じ 大放流量（40m3/s）に

よるフラッシュ放流を行い、平瀬等においてフラッシュ放
流による付着物の剥離効果を確認している。 
 
・青蓮寺ダム(平成 20 年度～フラッシュ放流、平成 21 年度
～土砂供給試験） 
 平成 22年度は、前年度同様、 大放流量（30m3/s）によ
る土砂の供給試験（置土 50m3）を実施した。青蓮寺ダム下
流において、河床材料の変化についてモニタリングを行っ
た結果、置土地点の直下流で土砂の堆積が確認されたが、
ダム下流 600m 地点では、フラッシュ放流の前後で大きな変
化はみられなかった。 
 

・比奈知ダム(平成 16 年度～フラッシュ放流、平成 20 年度
～土砂供給試験) 
 平成 22年度は、前年度同様、 大放流量（30m3/s）によ
る土砂の供給試験（置土 30m3）を実施した。比奈知ダムの
下流において河床材料や河床形状のモニタリングを行った
結果、フラッシュ放流の前後で大きな変化はみられなかっ
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
各ダムでフラッシュ放流を行うなど地

形変化を促す取り組みが進められている。
今後も河川環境改善対策については継続
実施していくとともに、併せてモニタリン
グも実施し、これらの対策効果についての
検証を行っていく。 
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点 検 項 目 類型区分 【上流域】（山間部）名張川・宇陀川・青蓮寺川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

・室生ダム（平成 18年度～フラッシュ放流・土砂供給試験）
 平成 22年度は、前年度同様、 大放流量（13m3/s）によ
る土砂の供給試験（置土 280m3）を実施した。室生ダム下流
において河床材料の変化についてモニタリングを行った結
果、フラッシュ放流の直後では、細粒化が確認されたが、
出水後には元に戻った。調査地点と調査結果を以下に示す。
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砥取川
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№9〔逢瀬大橋〕（2.6㎞）

№7-1（1.1㎞）

№8〔大野橋〕

（1.3㎞） №7〔大野寺〕（1.0㎞）

№6（0.9㎞）

№5〔室生路橋〕（0.8㎞）
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土砂供給

河川外観調査地点

室生ダム下流の河床材料調査地点図
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点 検 項 目 類型区分 【上流域】（山間部）名張川・宇陀川・青蓮寺川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点検項目「川本来のダイナミズムの再生」の［指標］既設ダムにおける弾力的

運用等の検討内容・魚類確認数と重複掲載 
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出水期後調査  (H21.12.28)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10

面
格

子
内

面
積

割
合

(%
)

20cm～

5～20cm

～5cm

室生川

室生川

室生川

置土

置土

置土

№２

4

6

8

10

12

14

0 10 20 30 40 50

距離［ｍ］

高
さ
［ｍ

］

№２-1

4

6

8

10

12

14

0 10 20 30 40 50

距離［ｍ］

高
さ
［
ｍ
］

№６

4

6

8

10

12

14

0 10 20 30 40 50

距離［ｍ］

高
さ
［ｍ

］

5月13日（フラッシュ前）

5月18日（フラッシュ後）

11月25日（出水後）

・河川横断形状の大きな変化は確認できなかった。 

・フラッシュ放流後に変化が見られたのは No.6 まで

であった。 

・自然出水後には全体的に砂礫分が減少していた。 
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点 検 項 目 類型区分 【上流域】（山間部）名張川・宇陀川・青蓮寺川 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】水質負荷と環境影響についての流域的な現状把握状況 
［指標］ダム貯水池の水質保全対策の取り組み内容・対策実施数
 ダム貯水池の水質保全対策については、汚濁のメカニズ
ムの調査検討をふまえ、下記の対策を継続的に実施してい
る。 
 
高山ダム（曝気設備４基、分画フェンス、表層浄化設備

２基） 
青蓮寺ダム（分画フェンス） 
室生ダム（副ダム、浅層曝気設備２基、深層曝気設備１

基） 
比奈知ダム（選択取水設備，貯水池分画フェンス，深層

曝気設備１基） 
 
点検項目「流域の視点にたった水循環・物質循環系の構築」の［指標］ダム貯

水池の水質保全対策の取り組み内容・対策実施数と重複掲載 

 
●治水・利水等の取り組みによる環境への影響 
 
【観点】生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工状況
［指標］生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工の
実施内容・箇所数  

平成 22 年度においても以下の取り組みを実施。 
・河川工事における使用機械については全て低騒音・低振
動対策型機械及び排ガス規制対応型機械を採用し工事中の
振動や騒音等を 小限に抑えている。 
・伐木における自然環境への配慮 
樹木伐採について、野鳥や植物などへの影響に関して専

門家や木津川上流河川環境研究会の指導・助言を受けてか
ら施工するとともに、必要以上に生物の生息・生育・繁殖
環境を踏み荒らさないよう配慮している。 
 樹木伐採の事前調査の時期について木津川上流河川環境
研究会で指導・助言を得た。 
 
点検項目「流域管理に向けた継続的な施策展開」の［指標］生物の生息・

生育・繁殖環境に配慮した工事の施工の実施内容・箇所数と重複掲載 

 

 
 
 

各ダムにおいて貯水池への栄養塩の流
入防止や曝気によるアオコ対策を行うな
ど、貯水池水質保全対策を実施している。
 
今後も引き続き各ダムにおいて効果を

検証しながら貯水池水質保全対策を実施
していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生物の生息・生育・繁殖環境に配慮し工
事を進めている。 
 
今後とも木津川上流河川環境研究会等

の指導・助言を得ながら生物の生息・生
育・繁殖環境に配慮し適切に工事を施工し
ていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
●環境保全・再生の類型区分毎の点検結果

当該類型の河川環境について、治水・利
水等の取り組みを含め、環境の保全・再生
に向けて、施策の実施や配慮に努めてい
る。 
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点 検 項 目 類型区分 【下流域】（感潮区間）猪名川  

１．現況の分析 

①現状と歴史的変遷 

[現状] 

猪名川の感潮区間は、神崎川合流点（猪名川 0.0k）から猪名川、藻川合流点(猪名川 0.6k)を経て猪名川上

津島床固(猪名川 2.4k)と藻川大井井堰(藻川4.0k)までの区間で、セグメントは２－１、河床勾配は約 1/600であ

る。 

【神崎川合流点(猪名川 0.0k)～今在家地区(猪名川 1.8k)付近】低水路幅は約 75ｍ程度であり高水敷

もほとんどない単断面に近い河道形状となっている。水際に植生は発達しておらず、護岸根固部に帯

状にヨシ群落が見られる程度である。猪名川 3.0ｋ付近に水質環境基準地点（利倉）があり、BOD 年平

均値は、8～9ｍｇ／ｌ程度でここ 5 年程度大きな変化がない。 

【今在家地区(猪名川 1.8k)付近～上津島床固(猪名川 2.4k)猪名川･藻川合流点(藻川 0.0k)～大井井堰

(藻川 4.0k)】猪名川の上津島床固までの低水路幅は約 85ｍ程度で高水敷もほとんどない単断面に近

い河道形状となっており捨て石や根固めブロックといった人工的な護岸が続く。藻川の大井井堰まで

の低水路幅は約 100ｍ程度で高水敷は一部の箇所がグランドなどに利用されている。両河川ともに中

州や水際部ではヨシ群落が見られ、水面をカイツブリ類などが利用している。 

[環境の特徴と歴史的変遷］ 

かつて猪名川では湿地環境が形成され広い範囲でヨシ群落が存在していたが、昭和２７年以降、藻川河川

改修により低水路の拡幅が実施されるとともに、昭和３４年からは戸の内捷水路（蛇行した河川を直線化す

る）工事が実施され現在の位置で藻川と合流した。近年冠水頻度の減少により干陸化が進み、ヨシ群落が減

少しオギ原等への遷移や外来植物の侵入がみられる。 

②課題   

戸の内捷水路工事や低水路の拡幅などにより、低水路の固定化や比高差の拡大等が生じ冠水頻度が減

少し河川敷の干陸化が進行した。そのことによりヨシ等の抽水性植物が衰退するとともに、(図-1)アレチウリを

はじめとして、ナガエツルノゲイトウ、オオカワヂシャなどの外来種の繁茂が見られるなど汽水域の河川特有

の植生が減少している。猪名川の水質は、高度経済成長期に悪化した後、流域下水道の整備及び工業排水

規制等により向上し、近年はほぼ横ばい状態である。しかし、一部において環境基準（BOD 値）を超える箇所

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③対応  

水辺に棲む生物の生息・生育・繁殖に重要な水陸移行帯の良好な水辺環境の保全・再生を図るため、堤防

の緩傾斜化や河川敷から水辺への形状をなだらかにする干陸化した河床の切り下げを実施する。 

水質の改善をはかるため、また、琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）設置に向けた検討を進める為に
住民と行政が連携して河川への流入負荷量の低減、河川水質のイメージ改善を図る普及啓発の取り組みを
実施する。 
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点 検 項 目 類型区分 【下流域】（感潮区間）猪名川  

２．進捗状況 ３．点検結果 

●環境保全・再生の取り組み 
 
【観点】外来種対策の実施状況 
［指標］外来種問題の啓発内容・啓発活動参加者数 
・猪名川では河川環境と植生の関係を知り、外来植物対策
の必要性や、対策実施後の目標植生に関する知識を身につ
け、今後、外来植物対策のリーダーとして活躍してもらう
ことを目的に、「猪名川の外来植物対策」勉強会を地域住民、
ＮＰＯ法人の方々を対象に実施した。 
平成 22 年度の実施状況を以下に示す。 
第 1 回：7 月 10 日(土)・北伊丹河原再生工事箇所   
参加者数 20 名(事務局 6名含む) 

第 2 回：11 月 3日(水)・北伊丹河原再生工事箇所   
参加者数 27 名(事務局 7名含む) 

  第 3回：1月 29 日(土)・国土交通省猪名川河川事務所
参加者数 20 名(事務局 5名含む) 

 

点検項目「多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承」の

［指標］外来種問題の啓発内容・啓発活動参加者数と重複掲載 

 
【観点】水質負荷と環境影響についての流域的な現状把握状況
［指標］河川の水質保全対策の取り組み内容 

H21 年度末には猪名川流域をテストケースとして発足した、
神崎川水質対策連絡協議会の下部組織、猪名川分科会（行政
と NPO により組織）により、猪名川流域の水質改善にかかる
目標設定について合意をしたところである。 
第1回：平成22年2月17日(水)・池田市保険福祉総合センター

参加者数 24 名(事務局 4名含む) 
第２回：平成22年9月8日（水）・池田市保険福祉総合センター 

参加者数 22 名(事務局 4名含む) 
第３回：平成23年3月21日（月）・池田市保険福祉総合センター 

参加者数 26 名(事務局 4名含む) 
 
点検項目「流域の視点にたった水循環・物質循環系の構築」の［指標］河川の

水質保全対策の取り組み内容と重複掲載 

 

●治水・利水等の取り組みによる環境への影響 
 
【観点】生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工状況 
[指標] 生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工の
実施内容・箇所数 

平成 22 年度においても以下の取り組みを実施。 
河川工事における使用機械については、全て低騒音・低

振動対策機械及び排ガス規制対応型機械を採用し、工事中
の振動や騒音等を 小限に抑えている。 
・猪名川での護岸工事において、覆土ブロック等植生の生
息・生育・繁殖環境に配慮した施工を行っている。 
 平成 20年度 5 件 
平成 21 年度 2件 
平成 22 年度 7件 
 

点検項目「流域管理に向けた継続的な施策展開」の［指標］生物の生息・生

育・繁殖環境に配慮した工事の施工の実施内容・箇所数 

 
 
 
 
 
勉強会を通じて意識の啓発が進められ

ている。今後も様々な機会を通じて積極的
に外来種問題の啓発活動を拡大していく。
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生物の生息・生育・繁殖環境に配慮し工

事を実施している。 
 
今後とも猪名川環境委員会等の指導・助

言を得ながら生物の生息・生育・繁殖環境
に配慮し適切に工事を施工する必要があ
る。 
 

●環境保全・再生の類型区分毎の点検結果
当該類型の河川環境について、治水・利

水等の取り組みを含め、環境の保全・再生
に向けて、施策の実施や配慮に努めてい
る。 
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点 検 項 目 類型区分 【中流域】猪名川  

１．現況の分析 
 

①現状と歴史的変遷 

[現状] 

猪名川中流域は、上津島床固(猪名川 2.4k)から古江地区上流(12.6k)付近までの区間で、セグメントは２－１

及びセグメント１、河床勾配は、約 1/300 ～1/600 となっている。 

【上津島床固(猪名川 2.4k)、大井井堰(藻川 4.0k)～旧池田井堰(10.4k)付近】低水路幅は約 120ｍ程度で河

道は緩やかに蛇行し高水敷は主に運動公園に利用されている。河床材料は砂礫質となっており交互砂州

が形成され水際にはヨシ群落が広がっている。下河原地区には広く自然の高水敷が残され、また、小規模

なワンドやたまりなどが点在している。 

【旧池田井堰(10.4k)付近～古江地区上流(12.6k)付近】川幅が１００ｍ程度と狭くなり、コンクリートの低水

護岸の単断面に近い河道が続く。河床材料は砂礫質となっており、井堰などによる流水域と湛水域が交

互に連続する環境になっている。 

[環境の特徴と歴史的変遷］ 

猪名川の中流域では、かつて河原環境が形成され、広い範囲でヨシ群落が存在していたが、昭和 40 年以

降、利倉捷水路工事等の河川改修に伴う低水路整備や付替工事が行われた。また、昭和５７年以降、高水敷

の造成が行われた。近年冠水頻度の減少により干陸化が進み、ヨシ群落が減少し、オギ原等への遷移や、外

来植物の侵入がみられる。 

また、農業取水用の井堰設置により河川の連続性が遮断されており、過去に遡上が確認されていたアユな

どの回遊魚が井堰付近で停滞している。 

 

②課題   

利倉捷水路工事や高水敷の造成などにより低水路の固定化や比高差の拡大等が生じたことにより冠水頻

度が減少し、河川敷の干陸化が進行した。そのことによりヨシ等の抽水性植物が衰退するとともに、アレチウリ

等をはじめとした外来種の繁茂が顕著になっている。 

河川横断構造物により縦断方向に不連続になっている。(図-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③対応 

水辺に棲む生物の生息・生育・繁殖に重要な水陸移行帯の良好な水辺環境の保全・再生を図るため、堤防

の緩傾斜化や河川敷から水辺への形状をなだらかにする干陸化した河床の切り下げを実施する。 

魚類等の遡上・効果が出来るよう既設の河川横断工作物について、撤去や魚道の設置・改善など改良方法

を検討する。 

  
  

 ： 現在の天然アユ遡上域 ： 整備後の天然アユ遡上域 

直轄管理区間 凡 例 

    整備済 

    未整備 

    湛水域 

図-1 猪名川における河川横断構造物位置図 
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点 検 項 目 類型区分 【中流域】猪名川  

２．進捗状況 ３．点検結果 

●環境保全・再生の取り組み 
 
【観点】横断構造物（貯水ダム・砂防ダム・井堰など）による遮
断対策の実施状況 
[指標]既設の堰・落差工の改良内容・魚道設置数 

河川名 改良した堰・落差工名 供用年度 
猪名川 大井井堰 

（簡易魚道設置） 
平成 20 年度 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

猪名川では平成 20 年度に大井井堰の魚道改良を実施し
た。 

平成 22 年度に猪名川大井井堰（藻川 4.0k）魚道のモニタリ
ングを実施した。 

モニタリング結果を以下に示す。 
【アユ】 

5 月 21 日～6 月 15 日（26 日間）に 304 個体の遡上が確認さ
れた。 
【モクズガニ】 

5 月 21 日～6 月 15 日（26 日間）に 6 個体の遡上が確認され
た。 
 

点検項目「河川の連続性の確保」の［指標］既設の堰・落差工の改良内容魚

道設置数と重複掲載 

 
【観点】外来種対策の実施状況 
［指標］外来種問題の啓発内容・啓発活動参加者数 
・猪名川では河川環境と植生の関係を知り、外来植物対策
の必要性や、対策実施後の目標植生に関する知識を身につ
け、今後、外来植物対策のリーダーとして活躍してもらう
ことを目的に、「猪名川の外来植物対策」勉強会を地域住民、
ＮＰＯ法人の方々を対象に実施した。 

平成 22 年度の実施状況を以下に示す。 
第 1 回：7 月 10 日(土)・北伊丹河原再生工事箇所   
参加者数 20 名(事務局 6名含む) 

第 2 回：11 月 3日(水)・北伊丹河原再生工事箇所   
参加者数 27 名(事務局 7名含む) 

  第 3回：1月 29 日(土)・国土交通省猪名川河川事務所
参加者数 20 名(事務局 5名含む) 

 
点検項目「多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承」の

［指標］外来種問題の啓発内容・啓発活動参加者数と重複掲載 

 
 
 

 
魚道の設置や構造物の改良により生物

の遡上環境が着実に改善されている。  
 
今後も取り組みを進めるとともに、改良

された横断構造物ではモニタリング等を
行い、効果を検証していく。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勉強会を通じて意識の啓発が進められ
ている。今後も様々な機会を通じて積極的
に外来種問題の啓発活動を拡大していく。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

猪名川の横断構造物設置状況 

    

 

直轄管理区間 

： 現在の天然アユ遡上域 ： 整備後の天然アユ遡上域 

凡 例 

   整備済 

   未整備 

   湛水域 

直轄管理区間 

71



 

 

点 検 項 目 類型区分 【中流域】猪名川  

２．進捗状況 ３．点検結果 

［指標］駆除対策・予防的措置の実施内容・駆除数量 
・猪名川中流域では平成 22 年度にレキ河原再生工事を行っ
た。また、平成 22 年度に同箇所においては、アレチウリな
ど外来植物の駆除を約 4,600m2実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点検項目「多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承」の

［指標］駆除対策・予防的措置の実施内容・駆除数量と重複掲載 

 
●治水・利水等の取り組みによる環境への影響 
 
【観点】生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工状
況 
[指標] 生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工の
実施内容・箇所数 

平成 22 年度においても以下の取り組みを実施。 
河川工事における使用機械については、全て低騒音・低

振動対策機械及び排ガス規制対応型機械を採用し、工事中
の振動や騒音等を 小限に抑えている。 
・猪名川での高水護岸工事においては、覆土ブロックの採
用により堤防植生に配慮した工事を実施している。 
 平成 20年度 ５件 
平成 21 年度 ２件 
平成 22 年度 ７件 

 
点検項目「流域管理に向けた継続的な施策展開」の［指標］生物の生息・生

育・繁殖環境に配慮した工事の施工の実施内容・箇所数と重複掲載 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

護岸工事で覆土ブロックによる植生に
配慮した施工を行うなど、環境に配慮した
工事を施工している。 
今後も猪名川環境委員会等の指導・助言

を得ながら引き続き環境に配慮した工事
を施工する。 
 
 
 
 
 
 
●環境保全・再生の類型区分毎の点検結果
当該類型の河川環境について、治水・利

水等の取り組みを含め、環境の保全・再生
に向けて、施策の実施や配慮に努めてい
る。 
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容  

4.2 河川環境 
河川整備計画の 

該当箇所 

4.2.2 多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承 

点 検 項 目 多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承 

１．施策の概要 

水辺にワンドやたまりが数多く存在し、水位の変動によって冠水・攪乱される区域が広範囲に存在
し、変化に富んだ地形と固有種を含む多様な生態系が残されていた頃の河川環境を目標とする。その
目標のもとで、琵琶湖や淀川等に生息・生育・繁殖する固有種や天然記念物等、特徴ある種をはじめ、
多様な在来生物を保全するため、清らかな水と生物の生息・生育・繁殖環境の保全・再生の取り組み
を順応的に実施し、多様な生態系を有する淀川水系を次世代に適切に引き継げるよう努める。 
特に、淀川水系の約 47%の面積を占める流域を有し、水系全体の環境、治水、利水に大きな役割を

果たしている琵琶湖の保全と再生に積極的に取り組む。 
また、「「川が川をつくる」のを手伝う」との認識のもとで、徹底した河川の連続性の確保、川本来

のダイナミズムの再生、環境、治水、利水にわたる健全な水循環・物質循環系の構築を進める。 
 
（１） 良好な生物の生息・生育・繁殖環境の保全・再生 

淀川水系には特別天然記念物のオオサンショウウオ、天然記念物のイタセンパラをはじめとして、
多くの希少生物が生息している。特にイタセンパラについては近年その生息環境の悪化が強く懸念
されている。そのため、淀川水系に生息する我が国固有の生物を中心として在来生物の生息・生育・
繁殖環境の保全・再生を図る取り組みを、関係機関とも連携し積極的に実施する。 
１） 生息・生育・繁殖環境の保全・再生を実施する。 

①イタセンパラ（ワンド倍増計画） 
②ナカセコカワニナ 
③オオサンショウウオ 
④アユモドキ 

２） 水質に顕著な改善傾向が見られないことや外来種の増加等の課題を抱えている琵琶湖の南湖
再生を目的として、「琵琶湖・淀川流域圏の再生計画」に基づく「南湖の再生プロジェクト」
を推進し、湖底の耕うんや窪地の埋め戻しなどを行う「南湖湖底改善事業」により水質や底質
の改善を進め、琵琶湖固有種で重要な漁獲対象であるセタシジミ等の生息・繁殖環境の回復に
ついて関係機関の連携のもと取り組む。 

 
（２） 在来種を脅かす対策の推進 

侵略的外来種の実態調査を継続し、関係機関や住民・住民団体(NPO 等)と連携しながら駆除等の
対策を推進するとともに、持ち込みの自粛やペットの適切な飼育を呼びかけるなどの啓発活動を実
施する。なお、外来種の減少を目的とした自治体の条例制定に向けた調整や協議を実施する。 
 

（３） 良好な景観の保全・創出 
川や湖が持つ自然の変化や、川や湖と人の暮らしとの歴史的なつながりによって形成されてきた

淀川水系を特徴づける景観等に配慮し、コンクリート護岸の覆土や堤防の緩傾斜化により川らしい
景観を復元するとともに、生物の生息・生育・繁殖環境の保全・再生を図る。 
また、都市域を流れる淀川の特性をふまえ、清らかな水や多様な生物とのふれあいなど、人々が身

近な自然を体感できる河川空間の創出を図る。 
１） 瀬田川の水辺のあり方について検討するため、河川管理者、河川利用者や周辺自治会の代表

者等で構成される瀬田川水辺協議会からの提言「瀬田川のあるべき姿」にもとづき、緑の連続
性に配慮するなど周辺環境と調和した河川施設とするよう、構造物の形状や色彩について検討
を行い改善する。 

２） 河川の景観を特徴づけている樹林等の保全について、治水上の影響・効果を考慮しつつ実施
する。この際、河川景観を損ねている河道内樹木については、地域の景観や生物の生息・生育・
繁殖環境に配慮した上で、河川維持管理計画（案）に基づき、計画的に伐採を実施する。 

３） ダム貯水池の斜面における水位変動域の裸地対策として緑化等を行うとともに、ダム周辺に
おける構造物等の景観対策について検討する。 

４） 河川景観を損ねている不法工作物の計画的な是正やゴミの不法投棄の防止に努める。 
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点 検 項 目 多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承 

１．施策の概要 

 
 ＜観点と指標＞ 
  

 
「多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承」に関する進捗状況の点検については、以

下に示す【観点】を取り上げ、それぞれに[指標]を設定し実施した。 
 
【観点】琵琶湖・淀川水系の生態系の固有性および多様性の価値に関する保全状況 

［指標］イタセンパラを目標種とした淀川中下流域での環境再生の実施内容・個体数 〔下流域（湛
水区間）、下流域（流水区間）、中流域（木津川）〕 

［指標］ナカセコカワニナの生息・繁殖環境として望ましい河川環境の再生方策の検討内容〔中流
域宇治川〕 

［指標］オオサンショウウオの生息・繁殖に適した河川環境の再生・創出方策の検討内容〔上流域
（盆地～源流部）木津川〕 

［指標］アユモドキの生息環境として望ましい河川環境の再生方策の検討内容・確認箇所数 〔中
流域宇治川〕 

      
【観点】生態系・生物群集多様性の維持・回復に向けた取り組み状況 
  ［指標］関係機関が連携した取り組み内容 〔全域〕 
     
【観点】外来種対策の実施状況 

［指標］外来種の現状把握と対策必要箇所の選定内容 〔全域〕 
［指標］駆除対策・予防的措置の実施内容・駆除数量 〔全域〕 
［指標］外来種問題の啓発内容・啓発活動参加者数 〔全域〕 
［指標］外来種の駆除効果についての科学的検証内容 〔全域〕 

      
【観点】琵琶湖・淀川水系の歴史・文化多様性の価値の保全状況 

    ［指標］瀬田川の水辺のあり方に関する取り組み内容・整備延長 〔上流域（山間部）宇治川～瀬田
川、上流域（湛水区間）瀬田川（野洲川含む）〕 

 
【観点】ダム貯水池の斜面裸地対策、ダム周辺における構造物等の景観対策の実施状況 

    ［指標］ダム貯水池の斜面裸地対策、ダム周辺における構造物等の景観対策の実施内容・対策 
箇所数 〔上流域（山間部）宇治川～瀬田川、上流域（山間部）名張川・宇陀川・青蓮寺川〕 

 
【観点】河川景観を損ねている不法工作物の計画的な是正やゴミの不法投棄の防止対策の実施状 

況 
［指標］河川景観を損ねている不法工作物の計画的な是正やゴミの不法投棄の防止内容・対策 

箇所数 〔全域〕 
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点 検 項 目 多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】琵琶湖・淀川水系の生態系の固有性および多様性の
価値に関する保全状況 
［指標］イタセンパラを目標種とした淀川中下流域での環境再
生の実施内容・個体数 〔下流域（湛水区間）、下流域（流水区
間）、中流域木津川〕 
イタセンパラについては、淀川環境委員会等の指導・助

言を得ながら、 も多くの生息数が確認されていた淀川下
流の城北地区だけでなく、赤川地区、楠葉地区等において
もワンドの再生等、生息・生育・繁殖環境の整備を行って
いる。また、琵琶湖・淀川流域圏再生推進協議会において、
関係機関とともにワンドの再生等の内容や効果・課題等を
とりまとめ公表している。 
以下には、淀川下流域におけるイタセンパラの稚魚の個

体数調査結果を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 18 年度以降、イタセンパラの稚魚が確認されてい

ない。このことを受け、イタセンパラの野生での再定着に
向けた対策として、平成 21 年度に淀川へのイタセンパラ
の再導入を試行的に実施し、平成 22年度は、133 匹を確認
した。 
木津川では平成 22 年度の稚魚調査でイタセンパラが確

認されていない。 
 
 
［指標］ナカセコカワニナの生息・繁殖環境として望ましい河

川環境の再生方策の検討内容 〔中流域宇治川〕 
ナカセコカワニナの模式産地がある宇治川において平

成 20 年度に三川合流付近から天ヶ瀬ダム下流までの間で
分布範囲の調査を行った。結果を以下に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平成 22 年度は工事箇所（宇治橋下流右岸）で、ナカセ
コカワニナの移植を実施した。 

 
 
 
 
 
イタセンパラは、城北地区での稚魚調

査において平成 18年度以降確認されて
いない。そのため、イタセンパラを含め
た在来生物の生息・生育・繁殖環境の改
善についてワンド整備の優先順位や整
備形状などを淀川環境委員会等の指
導・助言を得ながら検討し、また、再導
入を試行的に実施するなど、積極的な取
り組みが進められている。 
 
今後も引き続き淀川環境委員会等の

指導・助言を得ながらワンド整備を行う
と共に、再導入したイタセンパラの定着
状況をモニタリングし結果を踏まえて
生息・生育・繁殖環境の保全・再生が必
要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ナカセコカワニナについては、宇治川

での生息範囲調査の結果、淀大橋から天
ヶ瀬ダム下流まで分布が確認されてい
る。 
 
今後、生息が確認されている箇所で河

川整備を行う際は、淀川環境委員会等の
指導・助言を得ながら十分配慮する必要
がある。 
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点 検 項 目 多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承 

２．進捗状況 ３．点検結果 

［指標］オオサンショウウオの生息・繁殖に適した河川環境の
再生・創出方策の検討内容 〔上流域（盆地～源流部）木津川〕 
・人工巣穴について 

平成22年度は、平成21年度に設置（2地点6基）した人
口巣穴のモニタリング調査を実施している。 

人工巣穴(2地点) 
河川名 設置年度 設置数 
川上川 平成21年度 3 

前深瀬川 平成21年度 3 
 

・移動路について 
平成22年度は、移動路を2基追加設置し、計4地点のモ

ニタリング調査を実施している（一部の移動路において
個体遡上状況をビデオ撮影している。）。 

移動路(4地点) 
河川名 設置年度 設置数 
川上川 平成20年度 2 
川上川 平成22年度 1 

前深瀬川 平成22年度 1 

 

・保護池について 

平成 22 年度は、オオサンショウウオの保全のため自然

河川を模したオオサンショウウオの保護池において、工事

に伴う個体の一時保護、行動・生態の観察、保全対策に関

する試験を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・移転試験について 

移動先での定着状況を把握するための移転試験を学識

者等の指導・助言のもと実施している。平成 22 年度は、

移転先でのオオサンショウウオの定着状況や生息環境に

ついての追跡調査は継続的に実施している。 

 

・川上ダム建設事業における環境影響及び保全対策について
平成 21 年度は、動植物、水質などを含めた川上ダム建

設事業における環境影響及び保全対策を総合的にとりま

とめた環境保全への取り組みについて、報道関係者を対象

とした説明会（平成 21 年 7 月 2 日実施）及び地元での報

告会（平成 21 年 7 月 5 日実施）を開催し、その内容をホ

ームページで公表した。平成 22 年度は、平成 21年度に公表

 
 
人工巣穴のモニタリング調査でオオ

サンショウウオの生息を確認している。
 
移動路を設置した河川横断工作物の

下流から上流への個体の移動を確認し
ている。 
 

今後、引き続きモニタリング調査を継
続し、効果を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オオサンショウウオ保護池 
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釣りによる捕獲

トラップによる捕獲 0
H20.5.27～H20.5.28
H20.8.4～H20.8.6

潜水による目視確認

0H20.8.4タモ網による捕獲

0H20.6.24稚魚ネットによる捕獲

確認個体数調査日調査方法

釣りによる捕獲

トラップによる捕獲 0
H20.5.27～H20.5.28
H20.8.4～H20.8.6

潜水による目視確認

0H20.8.4タモ網による捕獲

0H20.6.24稚魚ネットによる捕獲

確認個体数調査日調査方法

点 検 項 目 多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承 

２．進捗状況 ３．点検結果 

した「川上ダム建設事業におけるオオサンショウウオ調査及

び環境保全への取り組み」の中からオオサンショウウオに関

する取り組みについてホームページで公表した。 
 

 

［指標］アユモドキの生息環境として望ましい河川環境の再生
方策の検討内容・確認箇所数 〔中流域宇治川〕 

宇治川向島地区において、平成 20 年度に潜水による目
視とトラップでの生息確認調査を行った。アユモドキにつ
いては、現地点で直轄管理区間では生息が確認されていな
い。 

 
 
 
 
 

 
 

アユモドキの生息確認調査結果 
（※ H21、22 年度は調査未実施） 

 
 
 
【観点】生態系・生物群集多様性の維持・回復に向けた取り組
み状況 
［指標］関係機関が連携した取り組み内容 〔全域〕 

平成 18 年に設置された南湖再生ワーキンググループによ
り、課題抽出、事業実施の連携など、関係機関と調整・情報
共有を行うとともに、平成 19～22 年度に、「南湖湖底改善
事業」によりセタシジミ等の生息環境の回復を進めるため、
建設発生土をヨシ帯前面の覆砂を行う南湖砂地回復事業（水
産庁）に供給した。 
平成 22 年度は、建設発生土約 1,300m3を供給した。 
 
平成 11 年より近畿地方イタセンパラ保護増殖事業連絡会

議とその下部組織である城北わんどイタセンパラ協議会に参
画し、事業実施の連携など、関係機関と調整・情報共有を行
うとともに、仔稚魚の浮出期における城北わんど群の密漁防
止パトロールを関係機関と共に実施している。 
 
 
 

密漁防止パトロール実施状況（過去 5 ヵ年） 
 
平成 22 年度は１回のパトロールを実施した。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

在来生物の生息・生育・繁殖環境の調
査や繁殖環境の改善に、淀川環境委員会
等の指導・助言を得ながら取り組んでい
る。 

 

それらの結果の分析や効果の確認を
さらに行っていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南湖再生ワーキンググループ及び近
畿地方イタセンパラ保護増殖事業連絡
会議と城北わんどイタセンパラ協議会
に参画することにより、課題抽出、事業
実施の連携など、関係機関と調整・情報
共有が図れた。 
 
今後も引き続き、ラムサール条約や生

物多様性条約の批准国として生態系・生
物群集多様性の維持・回復に貢献するた
め、関係機関との連携調整を図り、事業
実施の確認や情報交換を実施する 
 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
7回 4回 4回 1回 1回
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点 検 項 目 多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】外来種対策の実施状況 
［指標］外来種の現状把握と対策必要箇所の選定内容 〔全
域〕 
河川水辺の国勢調査等により河川環境情報図を作成し外来

種の現状把握を実施している。 
平成 22 年度は現地状況調査を実施していない。 
また、淀川（本川、桂川、宇治川、木津川下流）では、ボ

タンウキクサによるワンド内の生物の生息・生育・繁殖環境
への影響を考慮し、対策必要箇所を選定して駆除を実施した。
 
木津川上流域では、確認種数に対して外来種数の割合が概

ね 15％程度で安定しており変化は少ない傾向にある。 
 
野洲川では、確認種数に対して外来種数の割合が 24％程度

であり、前回の調査（平成 14年度）と比較すると、概ね同等
の値となっている。 
 
 瀬田川では、確認種数に対して外来種の割合が 18％程度で
ある。前回の調査（平成 17 年度）と比較すると、南郷地区で
約 15％から約 23％程度と増加が見られるものの、他の地区で
は若干減少した。 
 
 猪名川では特定外来植物のウリ科アレチウリが平成 10 年
度の猪名川 5.0k～5.7k 地区、7.9k～8.8k 地区、藻川 0.0k～
1.0k 地区、4.0k～4.8k 地区の４地区から、平成 21 年度には
猪名川 7.2k～8.0k 地区、11.6k～11.9k 地区の２地区で増え
ている。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
今後も、現地調査により外来種の現状

を把握し、対策を必要とする箇所では効
果的な対策を淀川環境委員会等の指導・
助言を得ながら検討して実施する必要
がある。また継続して啓発活動も実施す
る必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

淀川(本川、桂川、宇治川、木津川下流）での特定外来生物の変化（植物）

(11地区)

H5 H10 H14 H21 H5 H10 H14 H21

アカウキクサ科 外来アゾラ ○ 0 0 0 3
ヒユ科 ナガエツルノゲイトウ △ ○ 0 0 0 4
ウリ科 アレチウリ ○ ○ ○ ○ 7 8 10 9
アリノトウグサ科 オオフサモ ○ ○ ○ ○ 1 5 8 2
ゴマノハグサ科 オオカワヂシャ ○ ○ ○ 1 0 11 10

サトイモ科 ボタンウキクサ ○ ○ 0 0 7 2
キク科 ミズヒマワリ ○ 0 0 0 1

オオキンケイギク ○ ○ ○ 1 0 2 7
△：植物相調査地区内での確認はないが、群落組成調査地点で確認されている。

全地区

(12地区)
確認地区数

科名 種名
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H10 H14 H21 H10 H14 H21

ウ 外来 ゾウリ科 アレチウリ
○ ○ ○ 3 4 3

アリノト
ウグサ科

オオフサモ
○ ○ ○ 1 1 2

ゴマノハ
グサ科

オオカワヂ
シャ ○ ○ ○ 4 5 4

キク科 オオキンケイ
ギク ○ ○ 0 1 1

科名 種名
全地区 確認地区数

点 検 項 目 多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承 

２．進捗状況 ３．点検結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

瀬田川での特定外来生物の変化（植物） 

野洲川での特定外来生物の変化（植物） 

H12 H17 H21 H12 H17 H21

ウ 外来 ゾウリ科 アレチウリ
○ ○ ○ 4 5 3

アリノト
ウグサ科

オオフサモ
○ ○ ○ 1 3 3

ゴマノハ
グサ科

オオカワヂ
シャ ○ ○ ○ 3 5 3

サトイモ
科

ボタンウキク
サ ○ 0 1 0

キク科 オオキンケイ
ギク ○ ○ 0 1 3

確認地区数
科名 種名

全地区

猪名川での特定外来生物の変化（植物） 

H10 H14 H21 H10 H14 H21
ウリ科 アレチウリ

○ ○ ○ 4 4 4

アリノト
ウグサ科

オオフサモ
○ ○ ○ 1 2 2

ゴマノハ
グサ科

オオカワヂ
シャ

○ ○ ○ 1 3 2

木津川上流域での特定外来生物の変化（植物）

科名 種名
全地区 確認地区数

 

H10 H16 H21 H10 H16 H21

ウリ科 アレチウリ ○ ○ ○ 4 4 6

キク科
セイタカア
ワダチソウ

○ ○ ○ 4 4 6

イネ科
セイバンモ
ロコシ

○ ○ ○ 4 4 6

確認地区数全地区
種名科名
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点 検 項 目 多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承 

２．進捗状況 ３．点検結果 

［指標］駆除対策・予防的措置の実施内容・駆除数量 〔全域〕

・淀川下流ではボタンウキクサの爆発的な増加により、水
面を水草が覆い尽くすことで光や水中の酸素が不足し、水
生生物の生息環境への悪影響が懸念されるため、その駆除
方法を検討し、回収作業を実施している。 
 平成 20 年度から早期回収（５月から）を実施し、繁茂
抑制が図られている。 
 平成 22 年度は、ボタンウキクサの駆除に引き続き、ナ
ガエツルノゲイトウに着手し 87t 駆除している。 
 平成 22 年度には約 1.2ｔのボタンウキグサの駆除を実
施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・猪名川中流域では平成 22 年度にレキ河原再生工事を行
った。また、平成 22 年度に同箇所においては、アレチウ
リなど外来植物の駆除を約 4,600m2実施した。 
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点 検 項 目 多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承 

２．進捗状況 ３．点検結果 

［指標］外来種問題の啓発内容・啓発活動参加者数 〔全域〕 
・滋賀県高島市において在来魚を増やす啓発を目的として、
毎年、自然観察会を実施し、在来魚を保護するための取り組
みなどに理解を深めている。 
平成 22 年度 参加者数： 261 人 
平成 18～22 年度 延べ参加者数： 1,890 人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・猪名川では河川環境と植生の関係を知り、外来植物対策の
必要性や、対策実施後の目標植生に関する知識を身につけ、
今後、外来植物対策のリーダーとして活躍してもらうことを
目的に、「猪名川の外来植物対策」勉強会を地域住民、ＮＰＯ
法人の方々を対象に実施した。 

平成 22 年度の実施状況を以下に示す。 
第 1 回：7 月 10 日(土)・北伊丹河原再生工事箇所 
 参加者数 20 名(事務局 6 名含む) 
第 2 回：11 月 3日(水)・北伊丹河原再生工事箇所 
 参加者数 27 名(事務局 7 名含む) 
第 3 回：1 月 29 日(土)・国土交通省猪名川河川事務所
 参加者数 20 名(事務局 5 名含む) 

 
［指標］外来種の駆除効果についての科学的検証内容 〔全
域〕 
・ボタンウキクサの駆除の検討 
 ボタンウキクサの駆除について、学識者からの意見をいた
だき検討を加え、主な発生源の特定やワンドでの実証実験の
実施などにより発生メカニズムを一定解明した。また、小さ
な株の段階から駆除を実施することで繁茂量をかなり抑える
ことができた。 
 
 
【観点】琵琶湖・淀川水系の歴史・文化多様性の価値の保全
状況 
［指標］瀬田川の水辺のあり方に関する取り組み内容・整備
延長 〔上流域（山間部）宇治川～瀬田川、上流域（湛水区間）
瀬田川（野洲川含む）〕 
・瀬田川では、水辺のあり方について検討するため、河川
管理者、河川利用者や周辺自治会の代表者等で構成される
瀬田川水辺協議会の提言「瀬田川のあるべき姿」に基づき、
緑の連続性に配慮するなど周辺環境に調和した親水性の
ある水辺の散策路整備を継続して実施している。 
平成 22 年度 完成延長：0.7km  
平成元年～平成 22 年度まで延べ完成延長：4.2km（内平

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
水辺の散策路整備により、市民がより

瀬田川の水辺に親しむ機会が増加して
いる。 
 
今後も引き続き景観に配慮し瀬田川

散策路の整備を進める。 
また、琵琶湖・淀川流域圏再生推進協

自然観察会参加者数
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点 検 項 目 多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承 

２．進捗状況 ３．点検結果 

成 18 年～平成 22 年度までの完成延長：1.7km） 
左岸：大津市瀬田 5 丁目地先～大津市黒津 1 丁目地先 
右岸：大津市石山寺 1 丁目地先～大津市南郷 1丁目地先

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

瀬田川散策路整備状況 
（大津市稲津 1丁目地先） 

 
 
【観点】ダム貯水池の斜面裸地対策、ダム周辺における構造
物等の景観対策の実施状況 
［指標］ダム貯水池の斜面裸地対策、ダム周辺における構造
物等の景観対策の実施内容・対策箇所数 〔上流域（山間部）
宇治川～瀬田川、上流域（山間部）名張川・宇陀川・青蓮寺川〕 
・天ヶ瀬ダムにおいてダム貯水池斜面における水位変
動域の裸地対策として、平成 20 年度にダム貯水池内
5 箇所において、さし木や播種による緑化対策試験施
工を実施し、平成 21 及び 22 年度は定着を確認するた
め 1 回/月の観測を実施し、経過を観察した。 
 

・室生ダムにおいて構造物等の景観対策として、平成 21
年度は初瀬水路の曝気設備上屋の景観対応（形や配色）を
実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

室生ダム曝気設備上屋（貯水池中流） 

 
・平成 22年度は、ダム周辺における構造物等の景観対策は
実施していない。 
 
 
 

議会においても、関係機関と広域的な水
辺の散策路ネットワークの整備につい
て調整を図り、利用者の活用推進方法に
ついて検討していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
天ヶ瀬ダムにおいては試験施工の状況

を踏まえて、より確実な緑化工法を検討し
ている。 

今後とも、近畿地方ダム等管理フォロー
アップ委員会の助言に基づき適切なダム
周辺の景観対策等を実施する必要があ
る。 
 
 
室生ダムにおいて曝気設備上屋の景

観対応を行うなど取り組みは着実に進
められている。 
 

今後も引き続き取り組みを進めてい
く。 
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点 検 項 目 多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】河川景観を損ねている不法工作物の計画的な是正や
ゴミの不法投棄の防止対策の実施状況 
［指標］河川景観を損ねている不法工作物の計画的な是正や
ゴミの不法投棄の防止状況 〔全域〕 
・不法投棄対策実施状況 
不法投棄対策として、不法投棄防止のための啓発看板を

不法投棄多発箇所を中心に設置した。またゴミマップを公
開し、啓発を実施した。 
不法投棄を警告するための看板設置箇所数（総数）（更

新を含む）について以下に示す。 
 平成 22年度は 52 箇所で看板を設置した。 
 

特に青蓮寺ダムについては、ダム周辺の不法投棄対策と
して、監視強化のための不法投棄警告看板を 23 箇所増設
した。 

延べ（H18～H22） 373 箇所 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

点検項目「河川区域等の管理」の［指標］ゴミの不法投棄の状況及

び処分内容・処理量と重複掲載 

 
・不法耕作に対し是正看板設置や現地指導を行い、警告看
板を設置した後に現地の整地を実施している。以下に不法
耕作面積を示す。 
平成 22 年度の不法工作面積は約 150,000m2 となり、減

少傾向となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点検項目「川らしい利用の促進」の［指標］違法行為の是正内容・不法耕作

面積と重複掲載 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

不法投棄物の処分や不法係留、不法耕
作の防止看板の設置など、対策を着実に
進めており、不法耕作面積は減少傾向と
なっている。 
 
今後、不法耕作、及び工作物に対し継

続した是正の取り組みを行っていく。 
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点 検 項 目 多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承 

２．進捗状況 ３．点検結果 

・不法係留船及び投棄船の現地調査結果を関係機関へ情報
提供し連携した取り組みを実施している。 
平成 22 年度は、平成 18年度に比べて 8隻の不法係留船

が減少した。 
 
不法係留船数の推移を以下に示す。 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
点検項目「川らしい利用の促進」の［指標］秩序ある河川利用に向け

ての取り組み内容・誘導、規制数と重複掲載 

 

・河川管理行為として処理したゴミの量と地域への啓発活
動（美化活動含む）の回数について以下に示す。 
 ゴミ処理量では、平成 22 年度は約 2,320m3 処理した。

    延べ（H18～H22） 約 15,400m3 
 
 啓発活動回数では、平成 22 年度は 69回実施した。 
      延べ（H18～H22） 329 回 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点検項目「河川区域等の管理」の［指標］ゴミの不法投棄の状況及び処分内

容・処理量と重複掲載 
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点 検 項 目 多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承 

２．進捗状況 ３．点検結果 

・不法投棄の抑止効果にもつながる空間監視用 CCTV の設
置台数について以下に示す。 

延べ（H19～H22） 15 台 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点検項目「河川区域等の管理」の［指標］ゴミの不法投棄の状況及び処分内

容・処理量と重複掲載 

 

 

 

 

 

 

空間監視用CCTVの設置台数（累計）
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容  

4.2 河川環境 
河川整備計画の 

該当箇所 

4.2.3 河川の連続性の確保 

点 検 項 目 河川の連続性の確保 

１．施策の概要 

今後の河川整備は、「「川が川をつくる」のを手伝う」との認識のもと、「多自然川づくり基本指
針」（平成 18年 10 月）に基づき、山から海までのつながり、流水・流砂や生物・生態系のつなが
り、川や湖と人の暮らしとのつながりを回復するため、河川の横断方向及び縦断方向の連続性、
湖や河川と陸域との連続性を徹底して確保することを目指す。  
そのため、瀬と淵、砂州や狭窄部等の自然が創り出した河川形状はできるだけ保全する。 

 
（１） 水辺や河原の保全・再生 

水辺に棲む生物の生息・生育・繁殖に重要な水陸移行帯等の良好な水辺環境の保全・再生を図
るため、堤防の緩傾斜化や河川敷から水辺への形状をなだらかにする切り下げ、ワンドやたまり
の整備を実施する。 
淀川下流においては、平成 20 年 3 月現在 51 個あるワンドを概ね 10 年間で 90 個以上とするワ

ンド倍増計画等を進める。干潟については、昭和 20 年代に存在していた全ての地点において、検
討の上、再生を図る。また、木津川の上野遊水地においては、遊水地内の生物の生息環境と河川
との連続性の維持・回復を目指す。 
また、他の地点において河川工事を実施する場合にも水系内の類似の河川を参考にして横断方

向の連続性を確保する。 
①干陸化した河川敷の切り下げ等によりワンド群やワンド・たまりの保全・再生を実施する。 
②横断方向の河川形状の修復方法等について検討して実施する。 
③干潟を保全・再生する。 
④ヨシ原の保全・再生を図る。 
⑤河道内砂州の掘削等を行い、かつての砂河川の再生並びに現存する良好な砂州の保全を図る。
⑥砂礫河原を再生する。 
⑦琵琶湖とつながる川のヨシ帯を再生する。 
 

（２） 魚がのぼりやすい川への再生 
魚類等の遡上・降下が容易にできるよう、既設の河川横断工作物（堰・落差工）について、効

用や効果、その影響を点検し、撤去や魚道の設置・改善など改良方策を検討する。大阪湾から桂
川嵐山地区まで、支川芥川の淀川本川合流点から塚脇橋地点までの区間においては、関係機関と
連携・調整して概ね 10年間で必要な対策を実施する。また、許可工作物については、施設管理者
に対して指導・助言等を行う。なお、小規模な改良で改善が見込める箇所は早期に実施する。 
①既設の堰・落差工の改良 
②既設ダムの改良 
③本川と支川合流部等との連続性の確保と修復 
④府県等が管理する区間の構造物の改良 
 

（３） 水域と陸域との連続性の確保と修復 
琵琶湖周辺の水田と湖辺のヨシ帯をつないでいる河川や内湖、水路が、湖岸堤により分断されて

いることから、湖辺で産卵・成育する魚類を保護するため、湖岸堤の内外に湖面水位が低下した場
合でも水が流れる水路を整備する。実施にあたっては、住民団体（NPO 等）、農業、漁業の関係者、
滋賀県、水資源機構等の関係機関と連携・調整を図り、調査及び試験施工を実施する。なお、他河
川等においても水田等の陸域との連続性について点検し改善計画を作成する。 
木津川の上野遊水地においては、住民と連携しながら遊水地内の生物の生息環境と河川との連続

性の維持・回復を目指す。 
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点 検 項 目 河川の連続性の確保 

１．施策の概要 

 
 ＜観点と指標＞  
 

 
「河川の連続性の確保」に関する進捗状況の点検については、以下に示すの【観点】を取り上げ、それ

ぞれに[指標]を設定し実施した。 
  

【観点】河岸-陸域の連続性の確保状況 
[指標]ワンドやたまりの保全・再生内容・整備箇所数  〔下流域（湛水区間）、下流域（流水区間）、

中流域木津川〕 
[指標]干潟・ヨシ原の保全・再生内容・面積 〔下流域（感潮区間）、下流域（流水区間）、中流域宇治

川、上流域（湛水区間）瀬田川（野洲川含む）〕 
【観点】内湾-汽水域-河川の連続性の確保状況 

[指標]既設の堰・落差工の改良内容（淀川大堰） 〔下流域（湛水区間）〕 
 

【観点】横断構造物（貯水ダム・砂防ダム・井堰など）による遮断対策の実施状況 
[指標]既設の堰・落差工の改良内容・魚道設置数 〔全域〕 

 
【観点】琵琶湖-内湖・流入河川間の連続性の確保状況 

[指標]水域と陸域との連続性の確保と修復内容・箇所数 〔上流域（湛水区間）瀬田川（野洲川含
む）〕 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87



 

点 検 項 目 河川の連続性の確保 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】河岸-陸域の連続性の確保状況 
[指標]ワンドやたまりの保全・再生内容・整備箇所数 〔下流域
（湛水区間）、下流域（流水区間）、中流域木津川〕 
平成18年度末時点で46個あったワンドを平成22年度末

現在 62 個まで増加した。 
平成 22 年度は 2個のワンドを整備した。また、現在ある

ワンド、たまりを保全するため周辺の樹木の伐採を実施し
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[指標]干潟・ヨシ原の保全・再生内容・面積 〔下流域（感潮区
間）、下流域（流水区間）、中流域宇治川、上流域（湛水区間）瀬田
川（野洲川含む）〕 
 ・干潟特有の生物の生息・生育・繁殖環境の保全・再生の
ために平成 16 年からの５年間で汽水域の干潟を約 10ha 再
生した。平成 22年度は干潟再生を実施していない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・鵜殿地区においては干陸化しつつあるヨシ原の保全を図
るために、高水敷の切り下げを実施。 
平成 22 年度実施面積：約 0.13ha 
平成 18～22 年度実施面積：約 8ha 

 
・野洲川河口部において、琵琶湖とつながる川のヨシ帯の
再生を実施。 
平成 21 年度 実施面積：約 0.9ha 
平成 22 年度 実施面積：0.0ha（基盤整備のみ実施） 
延べ   実施面積：約 0.9ha 
 
 
 

 
 
 
淀川下流において平成20年3月現在

51個あるワンドを概ね10年間で90個
以上とするワンド倍増計画を着実に実
施している。以上のように河岸-陸域の
連続性の確保が着実になされている。
 
今後は、ワンド整備、干潟やヨシ原

の再生について淀川環境委員会等の指
導・助言を得ながら、効果測定も行い
ながら実施する必要がある。 
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点 検 項 目 河川の連続性の確保 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】内湾-汽水域-河川の連続性の確保状況 
[指標]既設の堰・落差工の改良内容（淀川大堰） 〔下流域（湛水
区間）〕 
①魚類や底生生物の遡上・降下を容易にし、河川の連続性
を確保するために淀川大堰の階段式魚道について平成 19
年から 21年度に改良を行った。 

 平成 22年度は、淀川支川芥川の１号井堰において、上下
流の分断が生じていた箇所に魚道を設置した。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

淀川大堰アユ遡上期における遡上実態調査結果を以下
に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 19 年度から平成 21 年度まで淀川大堰の魚道改良工

事のため片側交互の利用であったが、平成 22年度は、左右
岸で 91,831 尾のアユの遡上が淀川大堰で確認されている。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
淀川大堰、芥川 1 号井堰については、

モニタリング調査等を進め、魚道改良
の効果を把握していく必要がある。 
 
今後も他の横断構造物の改良を淀川

環境委員会等の指導・助言を得ながら
進め河川の縦断方向の連続性の確保を
図っていく必要がある。 
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H15年度：64,872尾（3/21～7/2の内56日間）

H17年度：14,949尾（3/9～6/8の内57日間）

H18年度：148,845尾（3/13～6/16の内56日間 左右岸計 1242時間）

H20年度：16,120尾（4/17～6/9の内40日間 左右岸計 948時間）

H21年度：31,983尾（4/8～6/13の内47日間 左右岸計 531 時間）

H22年度：91,831尾（4/13～6/17の内43日間 左右岸計 714 時間）
H22年度調査結果

5月11日4月11日 5月21日5月1日4月21日 6月10日5月31日 6月20日 6月30日

（※）遡上計測実数（尾）：
目視（10分目視・10分休憩の繰り返し）により遡上尾数を計測した実測値

淀川大堰アユ遡上期における遡上実態調査結果 
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点 検 項 目 河川の連続性の確保 

２．進捗状況 ３．点検結果 

②内湾－汽水－河川の連続性の確保状況を示す資料とし
て、淀川で確認された回遊魚の種類を以下に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（※ 平成 21、22年度は調査未実施） 
 
 

【観点】横断構造物（貯水ダム・砂防ダム・井堰など）による遮
断対策の実施状況 
[指標]既設の堰・落差工の改良内容・魚道設置数 〔全域〕 
魚類や底生生物の遡上・降下を容易にし、河川の連続性

を確保するために平成 19～22 年度にかけて堰・落差工の改
良を 6 箇所実施した。なお、淀川大堰の魚道改良において
は淀川環境委員会の指導・助言を得ながら進めた。 
 
河川名 改良した堰・落差工名 供用年度 
淀川 淀川大堰左岸 

  〃  右岸 
平成 19 年度 
平成 21 年度 

芥川 1 号井堰 平成 22 年度 
野洲川 落差工（7.2k） 平成 20 年度 

宇陀川 ナルミ井堰 
（簡易改良） 

平成 22 年度 

猪名川 大井井堰 
（簡易魚道設置） 

平成 20 年度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
魚道の設置や構造物の改良により生

物の遡上環境が着実に改善されてい
る。   
 
今後も淀川環境委員会等の指導・助

言を得ながら取り組みを進めるととも
に、改良された横断構造物ではモニタ
リング等を行い、効果を検証する必要
がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

淀川における回遊魚の確認種数
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点 検 項 目 河川の連続性の確保 

２．進捗状況 ３．点検結果 

淀川水系の河川横断工作物（堰・落差工）の設置状況及
び魚類等の遡上・降下対策実施状況を以下に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・桂川 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 22 年度までに、桂川では既設の堰・落差工の改良は

実施していない。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

桂川の横断工作物の設置状況
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点 検 項 目 河川の連続性の確保 

２．進捗状況 ３．点検結果 

・野洲川 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野洲川の直轄管理区間において、魚類等の遡上・降下が
困難な横断工作物は、野洲川落差工（7.2k 付近）１箇所で
ある。平成 20 年度に野洲川落差工の魚道改良を実施した。
平成 22 年度は、野洲川落差工魚道のモニタリングを実施

した。 
 モニタリング結果を以下に示す。 

 
【アユ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 魚道改築後、中央魚道(新魚道)で多くのアユの遡上が確
認できた。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野洲川の横断工作物の設置状況 

魚道の設置状況 

左岸魚道

(S57 設置)

中央魚道 

(H21 設置) 

落差工 
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点 検 項 目 河川の連続性の確保 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【ビワマス】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 魚道改築後、中央魚道(新魚道)で多くのビワマスの遡上
を確認できた。 
 
【ウツセミカジカ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ウツセミカジカについては、調査期間中(平成21,22年度)
左岸魚道(旧魚道)で確認されただけであった。左岸魚道を
利用する理由としては、本種は礫間を好む種であり、左岸
魚道内に堆積している礫が遡上を促進した可能性が考えら
れる。 
 
・木津川 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木津川上流河川の横断工作物の設置状況 

木津川 

名張川 

青蓮寺川 

内牧川 

宇陀川 

布目川 

① ② 

③ 
④ 

⑤ 

⑥ 

三重県

奈良県 

京都府 凡  例 

 

：整備中 

：整備済 

：整備残 

 

①：相楽取水堰 

②：大河原取水堰

③：高岩井堰 

④：鹿高井堰 

⑤：ナルミ井堰 

⑥：キトラ井堰 

魚道整備状況平面図 

布目ダム 

高山ダム 

室生ダム 

比奈知ダム

青蓮寺ダム 

遊水地 
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点 検 項 目 河川の連続性の確保 

２．進捗状況 ３．点検結果 

類型区分【上流域】（山間部）木津川では、魚類等の遡上・
降下ができるよう、既設の河川横断工作物について、効用
や効果、その影響を点検し、魚道の改善など改良方策を検
討している。 
 平成 22年度は、木津川上流河川環境研究会の指導・助言
を基に、相楽及び大河原取水堰下流において採捕したアユ
の耳石分析を行った結果、44 検体の中で海産系のアユの特
性を有する個体は見られなかった。 
 類型区分【上流域】（山間部）名張川・宇陀川・青蓮寺川
では、魚類等の遡上・降下ができるよう、既設の河川横断
工作物について、効用や効果、その影響を点検し、魚道の
改善など改良方策を検討している。 
ナルミ井堰については点検の結果、灌漑用として江戸時

代中期より数回の改修を経て現在も機能しており、魚道を
有しているが老朽化等により魚類等の遡上・降下に支障が
あることがわかっている。 
 平成 22年度は、木津川上流河川環境研究会の指導・助言
を得ながら、宇陀川ナルミ井堰魚道の簡易改良を実施した。
 
 
・猪名川 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

猪名川では平成20年度に大井井堰の魚道改良を実施した。
平成 22 年度は猪名川大井井堰（藻川 4.0k）魚道のモニタ

リングを実施した。 
モニタリング結果を以下に示す。 

【アユ】 
5 月 21 日～6 月 15 日（26 日間）に 304 個体の遡上が確認

された。 
【モクズガニ】 
5 月 21 日～6 月 15 日（26 日間）に 6 個体の遡上が確認さ

れた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 ： 現在の天然アユ遡上域 ： 整備後の天然アユ遡上域 

直轄管理区間 

（水質汚濁で遡上不可） 

猪名川の横断構造物設置状況 
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点 検 項 目 河川の連続性の確保 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】琵琶湖-内湖・流入河川間の連続性の確保状況 
[指標]水域と陸域との連続性の確保と修復内容・箇所数 〔上流
域（湛水区間）瀬田川（野洲川含む）〕 
琵琶湖及び周辺河川環境に関する専門家グループ制度

水陸移行帯ワーキングにて検討されている。 
・平成 16 年度より高島市において、うおじまプロジェクト

を実施。高島市針江及び深溝において、琵琶湖と陸域と
の連続性の検討の資料を得るため試験施工を実施した。

・針江地区では、分断された湿地奥部と琵琶湖及び琵琶湖
に流入する水路を繋ぎ、流入する水路を堰上げ導水し連
続性を確保する試験施工を実施した。 

・深溝地区では、分断された湿地奥部と琵琶湖及び琵琶湖
に流入する水路を繋ぎ、流入する水路からポンプアップ
により導水し連続性を確保する試験施工を実施した。 

 平成 16～19 年度 延べ整備箇所数：２箇所（針江・深溝）
平成 22 年度は、試験施工の効果を検証するため、モニタ
リングを実施した。 
 

【モニタリング結果】 
○ 針江地区 
仔稚魚調査の結果、取り残され干出した仔稚魚はごく

僅かであった。（平成 17年：0.0%、平成 18 年度：0.0%、
平成 19 年度：0.0%、平成 20 年度：0.8%、平成 21 年度：
1.7%、平成 22 年度：0.0%） 
○ 深溝地区 
仔稚魚調査の結果、仔稚魚の成長は確認されたものの

琵琶湖への回帰は確認できなかった。これは、仔稚魚の
推定生息数が少なかった（平成 20 年： 大 43,077 個体、
平成 21 年： 大 1,119 個体、平成 22 年： 大 2,190 個
体）ことから、回帰個体もわずかであったためと考えら
れる。 

 
 
うおじまプロジェクトの実施によ

り、琵琶湖と陸域との連続性の確保が
進められている。 
 
今後も引き続きモニタリングを実施

し、効果を検証しつつ、取り組みを進
めていく。 
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容  

4.2 河川環境 
河川整備計画の 

該当箇所 

4.2.4 川本来のダイナミズムの再生 

点 検 項 目 川本来のダイナミズムの再生 

１．施策の概要 

河川の流水中に生息・生育・繁殖する水生生物や水辺等に生息・生育・繁殖する陸生生物にとっ
て、水位や流量の変動などの川のダイナミズムによって生じる水辺の冠水や攪乱などが重要なこと
から、堰による水位操作の改善やダムの運用の改善など必要な方策を関係機関と協議・調整をした
上で実施する。 

 
（１） 水位変動リズムの回復 

治水への影響や水需要の抑制をふまえた利水への影響を考慮した上で、淀川大堰や瀬田川洗堰等
の試行操作を行い、自然の水位変動に近づける。 
一方、琵琶湖の水位低下の長期化による湖内環境の変化を予防することも必要であり、自然の水

位変動も考慮した上で、できるだけ琵琶湖の水位は保持することとし、淀川大堰や瀬田川洗堰等の
運用を試行するとともに、新たな施設による容量確保を調査・検討する。 
堰の水位操作の見直しに際しては、生物及び生物の生息・生育・繁殖環境の調査を実施し、問題

点等実態を把握の上、試験操作を行いながら、モニタリング及び評価を実施する。 
１）淀川大堰による水位操作の改善 

淀川大堰湛水域の取水施設を改良し、春季から夏季にかけての平常時水位を現行の OP+3.0m か
ら OP+2.5m に概ね 50cm 低く維持した上で、自然の水位変動に近い水位操作を行い、概ね 10 年以
内を目途に操作方法を確立する。 
また、淀川大堰下流の汽水域の生物に配慮した放流量やアユ等の遡上を促す放流量及び有効な

堰の操作方式等について検討する。 
   
２）瀬田川洗堰による水位操作の改善 

琵琶湖周辺で産卵・成育する魚類を保護するために、洪水期前については、降雨による水位上
昇後、湖辺のヨシ帯が冠水する時間を増加させるなど自然の水位変動をふまえた弾力的な水位操
作を行っており、さらに洪水期間においても琵琶湖周辺域及び下流の治水リスクを増大させない
範囲で、治水・利水・環境の調和のとれた弾力的な操作方法の確立を目指す。 

 
３）琵琶湖における水位低下緩和方策の検討 
洪水期を迎える前に行う急速な水位低下操作と下流での水利用によって生じる水位低下の長

期化を緩和する方策を検討する。 
①他ダムとの統合運用を含めた瀬田川洗堰の水位操作  
②関係者と連携した水需要の抑制 
③琵琶湖からの放流量を補う琵琶湖への流入水量の確保 
 

４）既設ダムにおける弾力的運用等の検討 
流況の平滑化等に伴う河川環境に対する影響を改善するために、全ての既設ダムにおいて水位

変動や攪乱の増大を図る試験操作を実施し、適切な運用に向けて検討する。また、逃げ遅れによ
る魚類のへい死を招かないよう、急激な水位低下が生じないダム等の運用操作を実施する。 
 

（２） 河川環境の保全・再生のための流量の確保 
水位変動や攪乱の増大を図り川のダイナミズムを再生させるために、治水、利水への影響を考慮

した上で、できるだけ自然流況に近い流量が流れるようダム・堰等の運用を試行しモニタリング及
び評価を行う。 
特に、淀川大堰下流や琵琶湖に流入する河川等において、流量が生物の生息・生育・繁殖環境の

保全・再生にとって重要な要因となっていることから、各河川特性に応じ、周辺の地下水や伏流水
への影響を含めた河川環境上必要な流量を検討する。 

１）流水の正常な機能を維持するため必要な流量の確保 
淀川における流水の正常な機能を維持するため必要な流量（以下、「正常流量」という。）は、

淀川本川の高浜地点における下流の水利に必要な流量と旧淀川等への維持流量から成り立って
いる。 
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点 検 項 目 川本来のダイナミズムの再生 

１．施策の概要 

２）適切な水量の検討 
①淀川大堰下流の汽水域の生物に配慮した放流量やアユ等の遡上を促す放流量及び有効な堰の
操作方式等について検討する。 
②流況の平滑化等に伴う河川環境に対する影響を改善するために、全ての既設ダムにおいて水
位変動や攪乱の増大を図る試験操作を実施し、適切な運用に向けて検討する。また、逃げ遅れ
による魚類のへい死を招かないよう、急激な水位低下が生じないダム等の運用操作を実施する。
③周辺の地下水や伏流水への影響を含めた河川環境上必要な流量を検討するとともに、確保可
能な流量を把握するために必要な諸調査を実施する。淀川大堰下流、大川（旧淀川）、神崎川、
寝屋川については継続して調査する。 

 
 ＜観点と指標＞  
 

「川本来のダイナミズムの再生」に関する進捗状況の点検については、以下に示す【観点】を取り上げ、
それぞれに[指標]を設定し実施した。 
 
 

【観点】流況・位況（流量・水位の変動様式）の改善状況 
［指標］淀川大堰による水位操作の改善内容 〔下流域（湛水区間）〕 
［指標］瀬田川洗堰による水位操作の改善内容 〔上流域（湛水区間）瀬田川（野洲川含む）〕 
［指標］琵琶湖における水位低下緩和方策の検討内容 〔上流域（湛水区間）瀬田川（野洲川含む）〕 

      ［指標］流水の正常な機能を維持するために必要な流量の確保内容・正常流量確保日数 〔全域〕 
 

【観点】地形変化を促すための検討状況 
［指標］既設ダムにおける弾力的運用等の検討内容・魚類確認数 〔上流域（山間部）木津川、上流域

（山間部）名張川・宇陀川・青蓮寺川、猪名川〕 
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点 検 項 目 川本来のダイナミズムの再生 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】流況・位況（流量・水位の変動様式）の改善状況 
[指標]淀川大堰による水位操作の改善内容 〔下流域（湛水区
間）〕 

淀川大堰上流のワンドの浅場域を増大させ、コイ・フナ
類やタナゴ類などの繁殖・成育環境を改善するため、淀川
大堰上流の水位 O.P.+2.8m を目標に水位操作可能な範囲
で、以下の期間について試験的に淀川大堰の運用を行っ
た。 
城北ワンド群では水位がO.P.+3.0mからO.P.+2.8mにな

ると浅場（50cm 以下）面積が約 1割（約 1,000m2）拡大し
たと推定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コイ・フナ類の孵化する時期に城北ワンド群の浅場域で
は、多数の産卵が確認されている。また、平成 22 年度の
稚魚調査でも城北地区 34 号北・35 号北ワンドにおいて、
100 匹以上のコイ・フナ類の稚魚が確認された。一方、シ
ロヒレタビラなどタナゴについては、確認が少なかった。
 
 
［指標］瀬田川洗堰による水位操作の改善内容 〔上流域（湛
水区間）瀬田川（野洲川含む）〕 
琵琶湖周辺で産卵・成育する魚類を保護するために、洪

水期前において、治水・利水に影響を与えない範囲で平成
15 年度から瀬田川洗堰の試行操作を行っている。 
 
平成 22 年度は、以下の瀬田川洗堰の試行操作を行った。

・降雨による琵琶湖水位上昇後の急激な水位操作の改善を
行った。 
魚卵の干出を緩和するため、草津市新浜、高島市針江、

湖北町延勝時のいずれかの調査地点で 10 万個以上の魚
類の産着卵を確認した場合、または予測された場合、5
日間の水位維持を行うことを操作方針として、操作の改

 
 
 
在来魚の孵化する時期に淀川大堰の

運用を行ったことで、城北地区の実験ワ
ンドにおいては、浅場域が拡大し、生物
の繁殖・成育環境が改善したと考えられ
る。 
 
淀川大堰上流のワンド全体での効果

や効果の継続性については十分把握出
来ておらず、今後、淀川環境委員会等の
指導・助言を得ながら、淀川大堰による
水位操作の改善について検討する必要
がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
瀬田川洗堰の水位操作において、急激

な水位変動の改善を行うことにより、魚
類の卵の干出は低く抑えることができ
たものと考えられる。5 月 31 日以降の
産卵環境の改善については、極力 B.S.L
±0cm 以上の保持を行ったものの 10 万
個以上の産卵を確認することはできな
かった。 
 
今後も引き続き試行操作を行い水位

操作の改善を検討するとともに、洪水期
における降雨後の水位上昇後の急速な

 城北地区実験ワンドにおける稚魚確認個体数 

淀川大堰上流（毛馬水位観測所）水位変動図 
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O.P.＋2.8m

O.P.＋3.0m

○　試験運用期間

34号北ワンド 35号北ワンド
カネヒラ 0 4
シロヒレタビラ 0 3
タイリクバラタナゴ 0 1
コイ・フナ 100以上 100以上
モツゴ 100以上 100以上
オオクチバス 0 0
ブルーギル 0 0
カダヤシ 10以上 10以上
カムルチー 1000以上 1000以上

34号北ワンド 35号北ワンド
カネヒラ 2 7
シロヒレタビラ 2 75
コイ･フナ 3 100以上
モツゴ 100以上 50以上
オオクチバス 0 0
ブルーギル 0 0
カダヤシ 50以上 2

（調査日：H21.5.11） 
（調査日：H22.5.15）
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点 検 項 目 川本来のダイナミズムの再生 

２．進捗状況 ３．点検結果 

善に取り組んだ。 
・水位移行期の急激な水位操作の改善を行った。 
５月中旬頃から約１ヶ月の間に、洪水期に備え琵琶湖水
位を B.S.L+30cm から B.S.L-20cm まで約 50cm の急激な
水位低下となる操作を、6 月 8 日までの間は B.S.L±0cm
以上を目標とした緩やかな水位低下となる操作の改善
に取り組んだ。 

・産卵環境の改善 
5 月 31 日以降に 10 万個以上の産卵が確認できないこ

とから、できる限り B.S.L±0cm 以上を保持し、産卵環
境の改善に取り組んだ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 22 年度の試行操作の結果、コイ・フナ類の産着卵
の干出率は、調査地点である針江で約 5％、延勝寺で約
11％、新浜町で約 2％、3地点合計で約 4％と低い干出率に
抑えることができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 

水位低下については、弾力的な操作方法
の確立を目指し、操作方法の改善を検討
していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産着卵の干出率
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点 検 項 目 川本来のダイナミズムの再生 

２．進捗状況 ３．点検結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平成 21,22 年度は、5月 31 日以降の産卵環境の改善に取
り組んだが、10万個以上の産着卵は確認できなかった。 
 
 
［指標］琵琶湖における水位低下緩和方策の検討内容 〔上流域
（湛水区間）瀬田川（野洲川含む）〕 
日常管理においてダムと連携して琵琶湖の水位低下緩

和に努めている。 
平成 22 年度も引き続き、琵琶湖の水位及び各ダムの残

容量・河川の流況・下流での水利用を把握し、琵琶湖の水
位低下を緩和するよう瀬田川洗堰から下流へ用水補給の
ためのきめ細かな操作を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今後も引き続き、ダム群との統合運用

を含めた瀬田川洗堰の水位操作に努め
ていく。 
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高島市針江 1 84,474 3,373 8,949 15,110 32 49 

湖北町延勝寺 26 135 3 3 2,084 58,302 5,561 

草津市新浜町 159 1 15 1 1 
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点 検 項 目 川本来のダイナミズムの再生 

２．進捗状況 ３．点検結果 

［指標］流水の正常な機能を維持するために必要な流量の確保
内容・正常流量確保日数 〔全域〕 
淀川においては、平成 13 年から平成 22 年の 10 年間の

高浜地点の日平均流量の約 41％が正常流量を満している。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

猪名川においては、平成 13 年から平成 22 年の 10 年間
の小戸地点の日平均流量は約 70％が正常流量を満してい
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 木津川上流域においては、平成 13 年から平成 22 年の 10
年間の岩倉地点の日平均流量は約 95％が正常流量を満た
している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成13～22年全体

正常流量180m3/s以上（かんがい期）

正常流量170m3/s以上（非かんがい期）

平均渇水流量120m3/s以上正常流量未満

平均渇水流量120m3/s未満

欠測日

平成22年

高浜地点日流量の状況

正常流量以上

平均渇水流量1.04mg/s以上正常流量未満

平均渇水流量1.04m3/s未満

欠測日

平成13～22年全体 平成22年

小戸地点日流量の状況 H21,22 は暫定値

H21,22 は暫定値

平成13年～22年全体

正常流量4.90m3以上(4/1～6/30)

正常流量1.84m3以上(7/1～3/31)

平均渇水流量3.69m3以上正常流量未満

平均渇水流量3.69m3未満

欠測日

平成22年

H21,H22は暫定値岩倉地点日流量の状況
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点 検 項 目 川本来のダイナミズムの再生 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】地形変化を促すための検討状況 
［指標］既設ダムにおける弾力的運用等の検討内容・魚類確認

数〔上流域（山間部）木津川、上流域（山間部）名張川・宇陀
川・青蓮寺川、猪名川〕 

・一庫ダムでは、猪名川本川合流点までの 5km 区間の一部
について減水区間が発生することがあったため、平成 18 
年度から下流の流況改善を図り、かつダム貯水位低下速度
の緩和により上流部での魚類の産卵床の造成を目的とし
て弾力的運用試験を実施している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一庫ダム下流において環境改善の指標種としているオ

イカワについては稚魚も含めて確認個体数が増加してい
る。 
 
また、各ダムにおいて下流河川環境改善のために洪水期

への移行操作方法としてフラッシュ放流等を実施してい
る。 
・一庫ダム（平成 14年度～フラッシュ放流・土砂の投入）

前述のように下流河川の環境改善として徐々にではあ
るが対策効果が現れ始めている。 
 
・高山ダム（平成 14 年度～フラッシュ放流） 
平成 22 年度は、これまでと同じ 大放流量（40m3/s）に

よるフラッシュ放流を行い、平瀬等においてフラッシュ放
流による付着物の剥離効果を確認している。 
 
・青蓮寺ダム(平成 20 年度～フラッシュ放流、平成 21 年
度～土砂供給試験） 
平成 22 年度は、前年度同様、 大放流量（30m3/s）によ

る土砂の供給試験（置土 50m3）を実施した。青蓮寺ダム下
流において、河床材料の変化についてモニタリングを行っ
た結果、置土地点の直下流で土砂の堆積が確認されたが、
ダム下流 600m 地点では、フラッシュ放流の前後で大きな
変化はみられなかった。 
 
・比奈知ダム(平成 16 年度～フラッシュ放流、平成 20 年
度～土砂供給試験) 
 平成 22年度は、前年度同様、 大放流量（30m3/s）によ
る土砂の供給試験（置土 30m3）を実施した。比奈知ダムの
下流において河床材料や河床形状のモニタリングを行っ

 
 
 
 
各ダムでフラッシュ放流を行うなど

地形変化を促す取り組みが進められて
いる。 
 
今後も河川環境改善対策について継

続実施していくとともに、併せてモニタ
リングも実施し、これらの対策効果につ
いての検証を行っていく。 
 

 

オイカワ個体数経年変化（一庫新橋～ダム下実験区）
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点 検 項 目 川本来のダイナミズムの再生 

２．進捗状況 ３．点検結果 

た結果、フラッシュ放流の前後で大きな変化はみられなか
った。 
 
・室生ダム（平成 18 年度～フラッシュ放流・土砂供給試
験） 
 平成 22年度は、前年度同様、 大放流量（13m3/s）によ
る土砂の供給試験（置土 280m3）を実施した。室生ダム下
流において河床材料の変化についてモニタリングを行っ
た結果、フラッシュ放流の直後では、細粒化が確認された
が、出水後には元に戻った。調査地点と調査結果を以下に
示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№10〔道の駅〕

鳴海井堰 仮屋川

砥取川

北川

大野川

室生川

№9-1〔簡易水道〕（3.2㎞）

№9〔逢瀬大橋〕（2.6㎞）

№7-1（1.1㎞）

№8〔大野橋〕

（1.3㎞） №7〔大野寺〕（1.0㎞）

№6（0.9㎞）

№5〔室生路橋〕（0.8㎞）

№4（0.5㎞）

№1（0.1㎞）

№2-1（0.23㎞）
№2（0.2㎞）

№3（0.3㎞）

土砂供給

河川外観調査地点

№10〔道の駅〕

鳴海井堰 仮屋川

砥取川

北川

大野川

室生川

№9-1〔簡易水道〕（3.2㎞）

№9〔逢瀬大橋〕（2.6㎞）

№7-1（1.1㎞）

№8〔大野橋〕

（1.3㎞） №7〔大野寺〕（1.0㎞）

№6（0.9㎞）

№5〔室生路橋〕（0.8㎞）

№4（0.5㎞）

№1（0.1㎞）

№2-1（0.23㎞）
№2（0.2㎞）

№3（0.3㎞）

土砂供給

河川外観調査地点

103



 

 

点 検 項 目 川本来のダイナミズムの再生 

２．進捗状況 ３．点検結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・河川横断形状の大きな変化は確認できなかった。

・フラッシュ放流後に変化が見られたのは No.6 ま

でであった。 

・自然出水後には全体的に砂礫分が減少していた。

フラッシュ放流後  (H22.5.18)
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出水期後調査  (H21.12.28)
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5月13日（フラッシュ前）

5月18日（フラッシュ後）

11月25日（出水後）
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点 検 項 目 川本来のダイナミズムの再生 

２．進捗状況 ３．点検結果 

・布目ダム（平成 16 年度～土砂供給試験） 
平成 22 年度は、土砂供給試験（置き土 500m3）を実施し、

出水により約 120m3流出したが、下流への影響は確認され
なかった。 
 
布目ダム土砂供給試験の概要 

年   度 置土時期 流出時期 置土量 流出量 

H16 年度 2004/9/28 2004/9/29 190m3 190m3

H17 年度 2005/8/9 2005/10/4,5 540m3 80m3

H18 年度 - 2006/7/19,21 (460m3) 370m3

H19 年度 2007/8/9 2007/8/23,29 720m3 810m3

2008/6/27 2008/7/8 100m3 35m3

2008/8/7 
2008/9/5 

2008/9/19 
100m3 100m3H20 年度 

2008/11/12   500m3 0m3

- 2009/8/2 (500m3) 500m3

H21 年度 
2009/10/2 2009/10/7,8 500m3 500m3

H22 年度 2010/8/4 2010/8/10 500m3 120m3

※（ ）は昨年度置土量の流出残 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

布目ダム出水後の土砂状況 
 
 

 

平成22年度

流出量　約１２０m3
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容  

4.2 河川環境 
河川整備計画の 

該当箇所 

4.2.5 流域の視点に立った水循環・物質循環系の構築 

点 検 項 目 流域の視点に立った水循環・物質循環系の構築 

１．施策の概要 

（１） 流域対策と連携した水質の保全 
これまでの流域における社会活動、河川の整備が淀川の水質に与えている影響を真摯に受け止

め、河川やダム貯水池及び沿岸海域の水質及び底質の改善には、河川内での浄化対策に加えて、流
域から河川へ流入する汚濁負荷を減少させる対策等、流域全体での取り組みを強力に進めることに
より、「琵琶湖・淀川流域圏の再生」や「大阪湾の再生」の実現を目指す。 
このため、現在の水質汚濁防止連絡協議会をさらに発展させ、自治体、関係機関、住民・住民団

体(NPO 等)と連携して、河川へ総流入負荷量の管理を図る「琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮
称）」を検討して設立する。 
また、河川、湖及びダム貯水池における水質環境基準の達成を目標とすることにとどまらず、生

物の生息・生育・繁殖環境から見て望ましく、安心して水辺で遊べ、水道水源としてより望ましい
など、平常時における河川水質の新たな目標（生物指標による目標を含む）を設定し、監視地点、
測定頻度や監視項目を増加させる等、平常時における監視を強化するとともに、自治体、関係機関、
住民・住民団体(NPO 等)が行う水質保全活動について支援を行い、流域をも対象としたデータの共
有化を図る。 
油やその他の化学物質の流出事故などを早期に発見するため、即時的な水質監視体制の強化や住

民・住民団体(NPO 等)による細かな水質モニタリングの支援体制を確立する。また、重金属、ダイ
オキシン類等の有害化学物質に関する水質及び底質モニタリングを実施し、生物の生息・生育・繁
殖環境にも配慮した改善対策を実施する。 
琵琶湖、ダム貯水池、河川の水質及び底質の改善についても、汚濁メカニズムの調査検討をふま

え、各種の対策を継続的に進める。 
さらに、ダム貯水池の水質についても、下流への放流の影響を勘案して改善対策を検討して実施

する。 
 

１）琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）の設立の検討 
現在の水質汚濁防止連絡協議会における主な取り組みは、①点源負荷の削減（工場排水規制、

下水道事業及び農業集落排水事業等の推進）、②各関係機関における水質情報等の交換、③油や
その他の化学物質の流出事故等における緊急時連絡体制の確立等である。 
流域全体として水循環をふまえた統合的な流域水質管理システムの構築を目指すものとして、

水質汚濁防止連絡協議会の従来の委員に加え、厚生労働省、農林水産省、環境省等の関係機関並
びに水質特性に詳しい学識者や住民活動・水質等に詳しい有識者が参加した「琵琶湖・淀川流域
水質管理協議会（仮称）」を設立することとし、「琵琶湖・淀川流域圏の再生協議会」の水環境に
関する分科会の中で具体の枠組み等について引き続き検討を進める。 
「琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）」では、以下の項目について検討する。 
・ 河川の特性に応じた、わかりやすい水質目標の設定 
・ 関係機関等との情報共有の強化 
・ 住民連携強化のための一層の取り組み 
・ 油やその他の化学物質の流出事故の防止・対処の取り組みの強化 
・ 具体的なアクションプログラムの作成とフォローアップ体制の確立 

この「琵琶湖・淀川流域水質管理協議会（仮称）」に先立ち、河川管理者として実行可能な以下
の施策について実施する。 
①水質管理体制の強化 

   ②淀川流域の水物質循環に係る調査 
③住民連携 

 
２）琵琶湖の水質保全対策 
①水質に顕著な改善傾向が見られないことや外来種の増加等の課題を抱えている琵琶湖の南湖
再生を目的として、「琵琶湖・淀川流域圏の再生計画」に基づく「南湖の再生プロジェクト」
を推進し、湖底の耕うんや窪地の埋め戻しなどを行う「南湖湖底改善事業」により水質や底質
の改善を進め、琵琶湖固有種で重要な漁獲対象であるセタシジミ等の生息・繁殖環境の回復に
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点 検 項 目 流域の視点に立った水循環・物質循環系の構築 

１．施策の概要 

ついて関係機関の連携のもと取り組む。 
②琵琶湖の水質調査を継続実施するとともに、水上オートバイから発生するベンゼン、トルエン、
キシレン等有害化学物質の調査について関係機関と連携して取り組む。 

③自然の浄化能力等を生かした新たな水質浄化の取り組みや流域全体での物質循環を含めた水
質汚濁メカニズムの解明に関する調査研究について、滋賀県、水資源機構、住民団体と連携し
て取り組む。 

 
３）河川の水質保全対策 
①大阪府が管理する寝屋川の水質改善のために、淀川本川の流況を勘案しながら、淀川からの導
水を継続して運用するとともに、さらなる改善に向けた検討を行う。 

②水を介して病原性微生物が体内に侵入し病気を引き起こす水系感染症の不安回避など安心し
て水が飲める暮らしを確保するため、河川水と都市排水の分離や植生等による自然浄化などを
流水保全水路の活用を含め検討し、事業の効果、負担の考え方等を整理した上で水質保全対策
を実施する。 

③河川の水質調査及び自治体と連携した地下水水質調査を継続実施する他、河川水質のみなら
ず、沿岸海域の水質をも視野に入れた総負荷量削減のため関係機関や住民との連携を図る。 

④淀川の汽水域、淀川大堰の湛水域において底質モニタリングを実施し、ダイオキシン類等の有
害化学物質対策や底質改善対策等について必要に応じて実施する。 

 
４）ダム貯水池の水質保全対策 

ダム貯水池の水質保全対策については、汚濁メカニズムの調査検討をふまえ、各種の対策を継
続的に実施する。 
ダム貯水池でのアオコ・淡水赤潮による水質障害や、放流水温・水質に起因すると考えられる

生物の生息・生育・繁殖環境への影響を軽減するため、曝気装置の新増設や選択取水設備等によ
る水質保全対策を実施する。 
なお、曝気装置などの水質保全設備が導入されているダムにおいては、その効果を調査しなが

ら、より効果的な運用改善を図る。 
①新たに深層曝気および循環曝気設備等の設置を行い貯水池内の水質の改善を図る対策を実施
する。 

②放流水質等が下流河川へ与える影響を調査し、新たな選択取水設備等について検討する。 
③底層水における貧酸素化現象の発生が、ダム貯水池及び下流河川へ与える影響を調査し、必要
な対策について検討して実施する。 

④既設の選択取水設備の活用を継続するとともに、より効果的な運用改善を図る。 
⑤既設の深層曝気設備を継続して活用するとともに、より効果的な運用改善を図る。 
⑥既設の循環曝気設備を継続して活用するとともに、より効果的な運用改善を図る。 
⑦水質保全等を目的とした既設の副ダムの機能を維持する。 
⑧ダム湖の水質調査や底質モニタリングを継続実施し、ダイオキシン類等の有害化学物質対策や
底質改善対策等について必要に応じて実施する。 

  
（２） 土砂移動の連続性の確保 

川底、水辺や河原、河川敷などの河川空間は、上流部などから洪水の度に繰り返し運ばれる土砂
が堆積・移動することによって形成されることから、洪水に含まれる土砂の粒径分布や、その堆積
場所や堆積量が変化することは、流水中や水辺等に生息・生育・繁殖する生物にとっても環境変化
を生じさせることになる。このため土砂移動を分断しているダム等の河川横断工作物について、土
砂移動の連続性を確保するための方策を、山地流域から沿岸海域に至るまで総合的に検討する。 
特に土砂移動の障害となっている既設ダムを対象に、下流河川環境への影響を調査した上で、必

要に応じて下流への土砂供給を実施するなど、その障害を軽減するための方策を実施する。 
なお、土砂流出防止機能を有する森林の保全・整備の検討について、関係機関との連携を図る。
 
１）既設ダム 

ダムの堆砂の進行に伴う貯水容量の減少によるダム機能の低下、ダムに起因する土砂供給の遮
断による下流河川の河床低下や粗粒化、および生物環境への影響が指摘されている。 
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点 検 項 目 流域の視点に立った水循環・物質循環系の構築 

１．施策の概要 

そのため、河床材料や形状等に関する調査及び河床変動等の土砂動態のモニタリングを実施し、
その調査結果をふまえ、山地流域から沿岸海域に至るまでの総合土砂管理方策について、関係機
関と連携し検討して実施する。 

 
２）砂防施設 

土砂災害防止を目的として設置される砂防施設については、土砂供給の遮断が下流河川の河床
低下や粗粒化を招いていることから土砂を下流へ流すことができる砂防えん堤の設置について
検討して実施する。 

 
 
 ＜観点と指標＞ 
 
 

「流域の視点に立った水循環・物質循環系の構築」に関する進捗状況の点検については、以下に示す
【観点】を取り上げ、それぞれに[指標]を設定し実施した。 
 

【観点】水質総量規制の制度や対策の計画立案状況 
［指標］水質総量規制の実施体制の検討内容 〔全域〕 
    

 
【観点】水質負荷と環境影響についての流域的な現状把握状況 
 ［指標］琵琶湖の水質保全対策の取り組み内容・効果 〔上流域（湛水区間）瀬田川（野洲川含む）〕 
［指標］河川の水質保全対策の取り組み内容 〔全域〕 
［指標］ダム貯水池の水質保全対策の取り組み内容・対策実施数 〔全域〕 
 

 
【観点】流域視点による水質対策の実施状況 

［指標］南湖の再生プロジェクト取り組み内容 〔上流域（湛水区間）瀬田川（野洲川含む）〕 
［指標］新たな水質浄化の取り組み状況、流域全体での物質循環を含めた水質汚濁メカニズム

の解明に関する調査研究内容 〔全域〕 
 

【観点】流域の土砂生産・移動・堆積の実態把握状況 
［指標］河床変動等の土砂動態のモニタリング、総合土砂管理方策の検討内容（既設ダム） 

〔全域〕 
［指標］土砂を下流へ流すことができる砂防えん堤の設置内容・設置数（砂防施設） 

〔上流域（山間部）宇治川～瀬田川、上流域（山間部）名張川・宇陀川・青蓮寺川〕 
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点 検 項 目 流域の視点に立った水循環・物質循環系の構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】水質総量規制の制度や対策の計画立案状況 
［指標］水質総量規制の実施体制の検討内容 〔全域〕 

現在の水質汚濁防止連絡協議会をさらに発展させ、自治
体、関係機関、住民・住民団体（NPO 等）と連携して、河
川への総流入負荷量の管理を図る「琵琶湖・淀川流域水質
管理協議会（仮称）」の設立に向けた検討を行っており、そ
のテストケースとして都市部の猪名川流域、上流部の木津
川上流域それぞれで水質管理体制強化に向けた住民連携を
図る取り組みを実施している。 
 
・テストケース１（都市部）：猪名川における取り組み 
平成 17 年度から NPO と共同調査・勉強会、行政機関との

意見交換を実施しており、「猪名川流域水環境管理ワークシ
ョップ」を３回、「猪名川勉強会」を９回、「猪名川流域水
質管理行政意見交換会」を７回、「猪名川流域水質管理検討
会」を２回実施した。 
 また、平成 21年度には、猪名川流域の水循環をふまえた
統合的な流域水質管理システム構築をめざし、猪名川流域
の河川管理者、自治体及び住民・住民団体等が連携し行動
することを目的とし、行政関係者 15 団体、住民団体等 7団
体により猪名川分科会を設立し、これまでに３回開催した。
 
・テストケース２（上流部）：木津川上流における取り組み

平成 17 年度から W.S.や学習会等による検討を実施して
おり、「木津川上流域水環境管理ワークショップ」を４回、
「水質学習会」を３回実施し、平成 20 年度には NPO と行政
機関関係者で「木津川上流域水質管理検討会」を２回実施
した。 
 
・NPO、行政関係者らとの情報共有ツールとして水質マップ

を作成した。 
 
・猪名川流域水質マップ  ・木津川上流域水質マップ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

水質の課題・対策が異なると考えら
れる都市部の猪名川と上流部の木津川
で、テストケースとして組織運営等の
課題抽出や目標設定について NPO や関
係行政機関との情報の共有化による共
通認識を図りつつ、協議会の設置に向
けて取り組んでいる。 
総量規制制度による汚濁負荷抑制に

習い、河川水質の現状を踏まえた、管
理目標の設定等の取組をすべくテスト
ケース毎の検討・分析を進め、流域全
体の水質管理体制強化を目指す。 
 
引き続き、協議会設置に向けた取り

組みを継続していく。 
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点 検 項 目 流域の視点に立った水循環・物質循環系の構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

※水質総量規制制度 
水質総量規制制度は、水質汚濁防止法等に基づき、人口、

産業等の集中による汚濁の著しい広域的な閉鎖性海域（東
京湾、伊勢湾及び瀬戸内海）で水質改善を図るため、昭和
54 年以来６次にわたり、ＣＯＤ、窒素、リンを対象（窒素、
リンは５次から）に実施され、現在まで汚濁負荷の削減が
図られている。 
 
制度の体系 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・現在、第 6 次水質総量規制について平成 18年 11 月 21日
環境大臣により総量削減基本方針の策定がなされている。
 
・これを受け、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県は平成 19
年 6 月に削減計画の公告・告示を行っている。 
 
・平成 21年度目標の計画削減量 

府県名：COD；窒素；リン（㌧/日） 
大阪府： 76； 67 ； 4.3 
京都府： 20； 17 ； 1.2 
兵庫県： 21； 22 ； 1.2（大阪湾に係る量） 

奈良県他： 18； 12 ； 0.9 
大阪湾計：133；116 ； 7.5 
※生活系、産業計、その他の合計値 

 
平成 21 年度を目標年度とする「第６次水質総量削減」、

に引き続く「第７次水質総量削減」について、平成 22 年 3
月に中央環境審議会から、平成 26年度を目標年度として実
施することが適当との答申がなされた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象水域：東京湾、伊勢湾、瀬戸内海（大阪湾含む）
対象項目：ＣＯＤ、窒素、リン 

【総量削減基本方針】 
・対象水域毎に環境大臣が策定 
・目標年度、削減目標量、削減に関する基本的事項

【総量削減計画】 
・総量削減基本方針に基づき都府県毎に知事が策定
・発生源別の削減目標量、削減の為の方策等 

【事業の実施】 

・下水道の整備 

・屎尿処理施設

の整備 等 

【総量削減基準による規制】 

・排水量 50m3/日以上の工場、

事業所が対象 

・排水濃度×排水量の規制 

【削減指導等】

・小規模事業場

・畜産、農業 

・一般家庭 等 
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点 検 項 目 流域の視点に立った水循環・物質循環系の構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

これまでの経緯 
 基本方針策定  目標年度  指定項目 
第１次  昭和 54 年 6 月  昭和 59 年度 ＣＯＤ 
第２次  昭和 62 年 1 月  平成元年度  ＣＯＤ 
第３次  平成 3 年 1 月  平成 6 年度  ＣＯＤ 
第４次  平成 8 年 4 月  平成 11 年度  ＣＯＤ 
第５次  平成 13年 12 月  平成 16 年度  ＣＯＤ、窒素、

りん 
第６次  平成 18年 11 月  平成 21 年度  ＣＯＤ、窒素、

りん 
 
・水系全体としての対応組織はなく、環境省の基本方針を
受け、各府県が総量削減計画を策定し、実行することとな
る。 
 
 
【観点】水質負荷と環境影響についての流域的な現状把握状況 
［指標］琵琶湖の水質保全対策の取り組み内容・効果 〔上流域
（湛水区間）瀬田川（野洲川含む）〕 
琵琶湖における水質調査は滋賀県・水資源機構・国土交通
省で連携して実施しており調査結果を共有している。 
平成 22 年度も引き続き、水質調査を連携して実施し、調
査結果を共有した。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     滋賀県（琵琶湖）における水質調査 (位置図) 
 
・琵琶湖水質保全対策行動計画の一環として、流入河川対
策事業のうち草津川放水路の浄化対策（COD 等の削減）を
平成 9 年度から平成 18年度まで実施した。 

 
 
 
河川水質の調査は関係機関が連携し

取り組み、関係機関による下水道整備
の促進、排水水質監視等により水質が
少しずつ改善されている。また、水質
汚濁防止・対策連絡協議会において、
流域的な水質管理方法及び汚濁対策に
ついて検討が進められている。 
 
今後も引き続き関係機関が連携し河

川の水質調査と水質保全対策を実施す
るとともに、水質汚濁防止・対策連絡
協議会を開催し流域的な水質管理方法
及び汚濁対策について検討を進める必
要がある。 
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点 検 項 目 流域の視点に立った水循環・物質循環系の構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

［指標］河川の水質保全対策の取り組み内容 〔全域〕 
・河川水質の監視地点・測定項目・測定方法 
水質汚濁防止法の規定に基づいた各府県の水質測定計画

及び水文観測業務計画により、府県内の公共用水域の水質
を環境基準に照らし合わせて監視している。 
淀川、木津川、桂川の BOD 年平均値は、近年、2.0mg/l

を下回っており、徐々に水質が改善している。猪名川の BOD
年平均値は、近年、5.0mg/l 未満を維持している。 
 
・重金属、ダイオキシン類等の有害化学物質の測定 
ダイオキシン類の測定（平成 11 年から平成 22年） 
環境ホルモン等の測定（平成 10 年から平成 22年） 
ダイオキシン類等の有害物質について調査を行ってきて

いるが、基準値を超過したデータは観測されていない。ま
た、環境ホルモン等も異常値は観測されていない。 

 

・流水保全水路の活用 
現在上流側 10.4km の水路が完成しており、下水処理水の

一部が通水されている。 
 
・流域の関係機関と連携した施策の実施状況 
「琵琶湖・淀川流域圏再生推進協議会」「寝屋川流域協議

会」における議論を踏まえ平成17年度から平成19年度にか
けて「淀川下流域の河川環境上望ましい流量に関する検討
会」により、試行(ﾌﾗｯｼｭ)放流のモニタリング調査ならびに
神崎川、大川 (旧淀川)・寝屋川、新淀川の維持流量につい
て、検討を行っている。 
 淀川水系においては「淀川水質汚濁防止連絡協議会」「神
崎川水質汚濁対策連絡協議会」が組織されており、関係自
治体・関係機関・学識者と共に連携しながら、流域的な水
質管理方法及び汚濁対策について検討し、水質に関する情
報の収集・交換、相互の連絡調整を図っている。また、突
発的な水質事故での情報・対策を河川・環境・水道の各部
局が連携した情報を交換するとともに、災害の拡大防止・
低減にむけた緊急連絡体制を確立している。また、住民と
連携したデータ収集も行われている。 
平成 21 年度末には猪名川流域をテストケースとして発

足した、神崎川水質対策連絡協議会の下部組織、猪名川分
科会(行政と NPO により組織)により、猪名川流域の水質改
善にかかる目標設定について合意をしたところである。 
 
・水生生物調査 
住民と連携しながら簡易的な水質測定を行っている。 
沿川の中学生等が水生生物を調査し、結果から水質階級

(Ⅰ～Ⅳ)を判定した。 
 
平成 22 年度は、淀川水系内の 10箇所において、延べ 421

人の沿川の中学生等が水生生物の調査を行った。 
河川別の実施箇所及び参加人数は以下の表のとおりであ

る。 
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点 検 項 目 流域の視点に立った水循環・物質循環系の構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

河川名 実施年月日 場  所 参加人数 

淀川 H22.8.26 穂谷川合流点 23 人

桂川 H22.7.23 渡月橋 21 人

H22.7.19 稲広橋 90 人

H22.8.24 玉水橋 22 人木津川 

H22.7.24 依那古橋 100 人

H22.8.3 信楽川・瀬田川合流点 9 人

H22.8.9 信楽川・瀬田川合流点 12 人瀬田川 

H22.8.18 信楽川・瀬田川合流点 9 人

野洲川 H22.8.20 落差工上流付近 8 人

こんにゃく橋 42 人

池田床固下流 44 人猪名川 H22.7.25 

桑津橋 41 人

 
 
［指標］ダム貯水池の水質保全対策の取り組み内容・対策実施数
〔全域〕 

平成 22 年度は、布目ダムの水質保全対策として深層曝気
設備を１基追加した。また、ダム貯水池の水質保全対策に
ついては、汚濁のメカニズムの調査検討をふまえ、下記の
対策を継続的に実施している。 
 
高山ダム（曝気設備４基、分画フェンス、表層浄化設備

２基） 
青蓮寺ダム（分画フェンス） 
日吉ダム（選択取水設備、浅層曝気、深層曝気） 
布目ダム（副ダム、浅層曝気循環設備１基、深層曝気設

備２基、選択取水設備） 
比奈知ダム（選択取水設備，貯水池分画フェンス，深層

曝気設備１基） 
一庫ダム（選択取水設備、分画フェンス、浅層曝気、深

層曝気） 
室生ダム（副ダム、浅層曝気設備２基、深層曝気設備１基）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各ダムにおいて貯水池への栄養塩の

流入防止や曝気によるアオコ対策を行
うなど、貯水池水質保全対策を実施し
ている。 
 
 今後も引き続き各ダムにおいて効果
を検証しながら貯水池水質保全対策を
実施していく。 
 
 
 
 
 
 

 
 

水生生物調査参加者数

0

200

400

600

800

1000

H19 H20 H21 H22

年度

参
加

者
(人

）

113



 

 

点 検 項 目 流域の視点に立った水循環・物質循環系の構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※浅層曝気は平成 18年 6月より運用開始 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【観点】流域視点による水質対策の実施状況 
［指標］南湖の再生プロジェクト取り組み内容 〔上流域（湛水区
間）瀬田川（野洲川含む）〕 
平成 19～22 年度に、湖底の耕耘や窪地の埋め戻しを行う

「南湖湖底改善事業」により水質や底質の改善を進めるた
め、南湖再生ワーキンググループで検討を行い、南湖砂地
回復事業（水産庁）に治水事業による建設発生土（約 2 万
ｍ３）を供給した。 
 平成 22 年度は建設発生土約 1,300m3 を供給した。 
 
［指標］新たな水質浄化の取り組み状況、流域全体での物質
循環を含めた水質汚濁メカニズムの解明に関する調査研究内
容 〔全域〕 

国、滋賀県、水資源機構が琵琶湖・淀川水質浄化共同実
験センターにおいて水質浄化効果検証実験（平成 18 年度→
9 回、平成 19年度→13回、平成 20 年度→7回、平成 21 年
度→8 回、平成 22 年度→6 回）を行い、自然の浄化能力等
を生かした新たな水質浄化の取り組みに関する実験成果に
ついて国、滋賀県、水資源機構で共有化を図っている。 
平成 22 年度実施： 6回 
平成 18～22 年度延べ実施： 43 回 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南湖湖底改善事業など水質対策が進

められている。今後も引き続き関係機
関との連携のもと、取り組みを進める。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一庫ダム浅層曝気稼働前後のアオコの原因となるﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ細胞数の変化
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点 検 項 目 流域の視点に立った水循環・物質循環系の構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】流域の土砂生産・移動・堆積の実態把握状況 
［指標］河床変動等の土砂動態のモニタリング、総合土砂管理
方策の検討内容（既設ダム）〔全域〕 

淀川水系全体の総合土砂管理方策については、淀川水系
全体の土砂収支を把握するための長期シミュレーション、
土砂動態マップの検討など土砂管理方策について淀川水系
総合土砂管理検討委員会の指導・助言を得ながら、既設ダ
ムを管理する水資源機構と連携し検討を進めている。 
 
 平成 21年の台風 18号の出水において、木津川 37ｋ付近
において砂州が形成されたことを確認した。 
当該砂州の粒径調査等を実施したところ、 大粒径が

53mm～37.5mm であった。一方、布目ダム等の土砂供給試験
での置土の粒径は、 大粒径が 26.5mm～4.75mm であった。
このことから、現時点では、置土が明らかに下流の砂州に
効果をもたらしたとは言えない。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 22 年度は、土砂動態の実態把握のためのモニタリン

グを継続した。 
 
 
点検項目「土砂対策」の[指標] 河床変動等の土砂動態のモニタリング、

総合土砂管理方策の検討内容（既設ダム）と重複掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
淀川水系総合土砂管理検討委員会の

指導・助言を得ながら、実態把握に努
めている。 
 
今後も、引き続きモニタリングを行

い、淀川水系総合土砂管理検討委員会
の指導・助言を得ながら、総合土砂管理
方策の検討を進める 

 

H21 台風 18 号出水後 

木津川 37k 付近河道状況

H21 台風 18 号出水前 

木津川 37k 付近河道状況 

砂州が形成されている 
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点 検 項 目 流域の視点に立った水循環・物質循環系の構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

［指標］土砂を下流へ流すことができる砂防堰堤の設置内容・
設置数（砂防施設）〔上流域（山間部）宇治川～瀬田川、上流域
（山間部）名張川・宇陀川・青蓮寺川〕 

平成 22 年度の設置は、 

瀬田川：0 箇所 

木津川：0 箇所 
 

点検項目「土砂対策」の[指標] 土砂を下流へ流すことができる砂防堰

堤の設置数（砂防施設）と重複掲載 
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容  

4.2 河川環境 
河川整備計画の 

該当箇所 

4.2.6 流域管理に向けた継続的な施策展開 

点 検 項 目 流域管理に向けた継続的な施策展開 

１．施策の概要 

（１） モニタリングの実施・公表 
河川整備にあたって、事業実施前後にモニタリングを実施し、生物の生息・生育・繁殖環境に

関する評価を行い、数多くの知見を集積してより良い河川環境の創出につなげる。 
 

１）「多自然川づくり」の評価の実施 
河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が

本来有している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出するために河川管
理を行う「多自然川づくり基本指針」（平成 18年 10 月）に基づき、川づくりの評価を実施する。
評価の実施にあたっては、各地域に設置する「淀川環境委員会」・「琵琶湖及び周辺河川環境に

関する専門家グループ制度」・「木津川上流河川環境研究会」・「猪名川自然環境委員会」等の専門
家の助言を得る。 
 

２）河川環境のモニタリングの実施 
河川環境の保全と再生を図る取り組みや治水、利水のために行う河川整備について、河川環境

の変化をできるだけ客観的に評価できるように努め、事業実施前後にモニタリングを実施すると
ともに、必要に応じ専門家の指導助言を得て、生物の生息・生育・繁殖環境に関する予測・評価
を行い、工事の実施内容等を検討する。 

また、モニタリングにあたっては、河川整備の内容の見直し、改善、及び新たな箇所の整備実
施のための基礎資料とするため、5 年、10 年といった年限を区切って適宜・適切に河川と流域の
状況を把握し、データの集積、整理・統合化を行い、実施箇所とその周辺環境の変化についての
原因や現象を分析する。 

なお、調査にあたっては、住民・住民団体(NPO 等)と協働した調査を実施するとともに、調査
の実施方法、分析・評価結果を公表する。 

 
（２） 生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工 

河川環境の保全と再生、治水や利水のために行う河川工事の施工を行うにあたっては、個々の地
区ごとに生物の生息・生育・繁殖環境を十分考慮して工事の実施時期や範囲を検討するとともに、
従来の工法について検証を行う。 
特に、長期間にわたる水際部の大規模な工事を実施する場合は、形状変更による環境への影響が

大きいことが考えられるため、事業の実施前後にモニタリングを実施することとし、専門家の指導
や助言を得て、生物の生息・生育・繁殖環境に関する予測・評価を行い、工事の実施内容等を検討
した上で、急速に実施するのではなく工事による河道への影響を把握しながら順応的に進める。 
全ての工事において、原則として次の事項を考慮して実施することとする。 
①魚類等の遡上・降下時期や産卵・成育期、鳥類や昆虫等の繁殖期、植物の結実期等に配慮する。
②仮締切、工事用道路等の仮設の計画、施工機械の選定、施工時期の設定などにあたっては、生
物の生息場所や繁殖時期あるいは濁水の発生等に十分配慮して検討を行う。 

③必要 小限の道路幅、ルートとなる工事用道路を設置し、現況の植生に配慮する。 
④土砂仮置場の河川敷以外での確保、河川敷内の工事資材等の仮置き箇所・面積の縮小等を図る
とともに、現況の植生に配慮する。 

⑤土砂の輸送手段として、船舶と緊急用河川敷道路を活用する。 
⑥工事中の振動や騒音等を 小限に抑える施工機械を使用する。 
⑦護岸工事等の実施にあたっては、縦断方向及び横断方向の河川形状、湖と河川や陸域との接続
形状がなだらかに連続するよう施工し、特に河岸部については覆土等によりコンクリートが見
えないようにする。 

⑧水衝部等で河岸の保持のため護岸を施工する場合には、生物の生息・生育・繁殖環境に配慮し
た工法を採用する。 
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点 検 項 目 流域管理に向けた継続的な施策展開 

１．施策の概要 

（３） 関係機関との連携による河川環境や景観の保全・再生 
河川環境や景観の保全・再生にあたっては、地域が持つ多様な地理的・自然的特性や風土、長

い間培われてきた歴史的な経緯や文化的特性などに応じた方法で、それぞれの場所に相応しい取
り組みを行う。また、外来種対策や水質保全対策などは、流域全体の視点に立ち、あらゆる関係
者が、連携協働して取り組んでいく。 
取り組みにあたっては、住民・住民団体(NPO 等)との連携や、各地域に設置する「淀川環境委員

会」・「琵琶湖及び周辺河川環境に関する専門家グループ制度」・「木津川上流河川環境研究会」・「猪
名川自然環境委員会」など専門家の助言を得るとともに、都市計画を始めとした住民と地域に密
着した総合行政を担う自治体及び農林・水産など関連する国の行政機関など関係機関と情報や問
題意識を共有しながら日常的な信頼関係を築き、計画の検討段階から積極的に連携協働した取り
組みを実施する。 
また、河川管理施設等の新設または改築にあたっては、滋賀県「ふるさと滋賀の風景を守り育て

る条例」や三重県「景観づくり条例」、京都府「景観条例」、大阪府「景観条例」、兵庫県「景観の
形成等に関する条例」など法律や条例に基づき景観保全措置を行っている関係自治体と連携し、河
川景観や河川周辺の景観との調和を図る。 

 
（４） 河川管理者以外の者が管理する施設に対する働きかけ 

河川管理者以外の者が管理している施設についても、河川管理施設と同様、河川環境の改善の
観点から、施設管理者に対して施設の改善等について指導・助言等を行う。また、住民・住民団
体(NPO 等)と連携し、情報共有の場を設け、施設管理者に協力を依頼する。 
また、河川管理者以外の者が行う橋梁整備や河川敷利用施設等の許認可に際しては、その事業者

に対して、河川景観保全の観点からの助言を行う。 
 
（５） 河川環境の保全と再生のための人材育成 

河川環境の保全と再生を適切に進めていくため、生物や生物の生息・生育・繁殖環境等に関す
る専門知識の習得に向け、職員研修の充実等を図る。 
 

（６） 流域管理に向けた環境情報に関する調査研究の推進 
4.2.1 の河川環境の保全と再生の基本的な考え方で述べたように、データ不足等により、科学的

にはまだ解明されていない現象があることや、流域の総合的な環境評価や目標設定を行うために
必要な流域全体の視点に立った環境データや環境像の把握・整理が必要なことから、関係省庁、
自治体、学識者と協力しながら、継続的な調査研究を推進する。 
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点 検 項 目 流域管理に向けた継続的な施策展開 

１．施策の概要 

 
  ＜観点と指標＞ 
 

 
「流域管理に向けた継続的な施策展開」に関する進捗状況の点検については、以下に示す【観点】を

取り上げ、それぞれに[指標]を設定し実施した。 
 

【観点】モニタリングの実施状況 
[指標]河川環境のモニタリングの実施内容 〔全域〕 

 
【観点】生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工状況 

[指標] 生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工の実施内容・箇所数 〔全域〕 
 

【観点】関係機関との連携による河川環境や景観の保全・再生の実施状況 
[指標] 関係機関との連携による河川環境や景観の保全・再生の実施内容 〔全域〕 

 
【観点】河川管理者以外の者が管理する施設に対する働きかけ状況 

[指標] 河川管理者以外の者が管理する施設に対する働きかけの実施内容・河川保全利用委 
員会開催数 〔全域〕 

 
【観点】河川環境の保全と再生のための人材育成状況 

[指標] 河川環境の保全と再生のための人材育成の実施内容・回数 〔全域〕 
 

【観点】流域管理に向けた環境情報に関する調査研究の実施状況 
[指標] 流域管理に向けた環境情報に関する調査研究の推進の実施内容 〔全域〕 
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点 検 項 目 流域管理に向けた継続的な施策展開 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】モニタリングの実施状況 
[指標]河川環境のモニタリングの実施内容 〔全域〕 

事業の実施にあたっては「淀川環境委員会」・「琵琶湖及
び周辺河川環境に関する専門家グループ制度」・「木津川上
流河川環境研究会」・「猪名川自然環境委員会」等の専門家
の助言を得ながら行い、事業実施前後にモニタリングを実
施している。 
 
・淀川の中下流部では河川環境の整備と保全のため、必要
な指導・助言を行う有識者による「淀川環境委員会」を設
置し、河川環境の保全上影響が大きいと考えられる工事に
ついて、委員会の指導助言を受けながら進めていくことと
しており、重要性の判断と指導・助言の方向性についても
委員会の中で決定している。 
平成 22 年度は環境委員会（スクリーニング会議）に 57

件の案件を諮った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工事実施にあたって助言を求めた案件数 
（環境委員会（スクリーニング会議）に諮った案件） 

 
・猪名川では河川環境の整備と保全のため、必要な指導・
助言を行う有識者による「猪名川自然環境委員会」を設置
し、河川環境の保全上影響が大きいと考えられる工事につ
いて、委員会の指導助言を受けながら進めていくこととし
ており、重要性の判断と指導・助言の方向性についても委
員会の中で決定している。 
平成 22 年度は自然環境委員会に 11 件の案件を諮った。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
・瀬田川では平成 15 年より、環境（コイ・フナ類の産卵）
に配慮した瀬田川洗堰の試行操作を実施している。 
 

 
 

各事業の実施にあたってはモニタリ
ングを実施し、専門家による評価を行
っている 
 

今後とも専門家からの指導助言を得
ながらモニタリング・評価を適切に実
施する必要がある。 
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点 検 項 目 流域管理に向けた継続的な施策展開 

２．進捗状況 ３．点検結果 

平成 22 年度は琵琶湖内の産卵調査地点において、10 万
個以上の産着卵が予測された日、または現地調査での 10 万
個以上の産着卵が確認された日を｢大産卵日｣とし、非洪水
期において、その翌日から極力琵琶湖の水位を 5 日間、極
力維持し水位低下による卵の干出死を防ぐ試行操作を実施
した。 
 試行操作の実施に際し、モニタリングによりコイ・フナ
類の産着卵の干出率を算出し評価している。平成 22 年度の
干出率は、調査地点である針江で約 5％、延勝寺で約 11％、
新浜町で約 2％、3 地点合計で約 4％と低い干出率に抑える
ことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【観点】生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工状況
[指標] 生物の生息・生育・繁殖環境に配慮した工事の施工の
実施内容・箇所数 〔全域〕 
 平成 22年度においても以下の取り組みを実施。 
 
・河川工事における使用機械については、全て低騒音・低
振動対策型機械及び排ガス規制対応型機械を採用し、工事
中の振動や騒音等を 小限に抑えている。 
 
・野洲川での伐木における野鳥への配慮 
野洲川での樹木伐採について、伐採時期は野鳥の繁殖期

（４月頃～８月頃）を避けるとともに、伐木基準を設けて
野鳥の生息・生育・繁殖環境を保護するように努めている。
又、実施の際には野鳥に関する専門家の指導を受けてから
施工するとともに、必要以上に生息・生育・繁殖環境を踏
み荒らさないよう配慮している。 
 
・淀川、宇治川、桂川、木津川での伐木における自然環境
への配慮 
樹木伐採について、伐採時期は野鳥の繁殖期を避けるな

ど、生物の生息・生育・繁殖環境を保護するように努めて
いる。又、実施の際には野鳥や植物などへの影響に関して
専門家の指導を受けてから施工するとともに、必要以上に
生息・生育・繁殖環境を踏み荒らさないよう配慮している。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生物の生息・生育・繁殖環境に配慮

し工事を実施している。 
 
  
今後とも淀川環境委員会等の指導・

助言を得ながら生物の生息・生育・繁殖
環境に配慮し適切に工事を施工する必
要がある。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産着卵の干出率

0

10

20

30

40

50

60

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

コ
イ

・
フ

ナ
類

産
着

卵
干

出
率

(%
)

高島市針江

湖北町延勝寺

草津市新浜町

121



 

 

点 検 項 目 流域管理に向けた継続的な施策展開 

２．進捗状況 ３．点検結果 

・木津川上流域での伐木における自然環境への配慮 
樹木伐採について、野鳥や植物などへの影響に関して専

門家や木津川上流河川環境研究会の指導・助言を受けてか
ら施工するとともに、必要以上に生物の生息・生育・繁殖
環境を踏み荒らさないよう配慮している。 
 樹木伐採予定箇所で発見された植物の重要種「コブシ」
の保全方法（移植場所・時期）や樹木伐採の事前調査の時
期について木津川上流河川環境研究会で指導・助言を得た。
・福町、姫島地区の堤防強化工事では、淀川環境委員会の
スクリーニング会議において指導・助言を受けながら環境
に配慮して工事を実施している。 
・庭窪地区の取水施設築造工事では、淀川環境委員会のス
クリーニング会議での指導・助言により、庭窪ワンドの影
響についてモニタリング調査を実施するなど環境に配慮し
て工事を実施した。 
・塔の島地区の河道掘削工事ではナカセコカワニナの繁殖
環境の再生・保全に配慮して施工しており、工事箇所（宇
治橋下流右岸）でナカセコカワニナの移植を実施した。 
・木津川下流での堤防強化対策（浸透対策）を実施する際
に、堤防上に生育する貴重植物などの移植や復元を実施す
るとともに、工事実施後のモニタリングにより生育状況を
確認した。 
移植（復元）状況 
平成 20 年度 ｲﾇﾅｽﾞﾅ(京都府 RDB：準絶滅危惧種)  
平成 21 年度 ｵｵﾊﾞｸｻﾌｼﾞ(京都府 RDB：絶滅寸前種)、ｱﾏﾅ 
平成 22 年度 ﾚﾝﾘｿｳ(京都府 RDB：絶滅寸前種) 

・上野遊水地周辺の護岸工事についても植生に配慮した護
岸工事を実施している。 
・瀬田川での河道内工事におけるセタシジミ等への保全措
置 
瀬田川河道内での工事において施工区間内においては施

工前に生物調査を実施し影響区間にセタシジミ等を見つけ
た場合影響区間外へ移殖し施工を実施している。 
 
セタシジミの移殖状況（移殖実施工事件数） 
平成 22 年度  2 件 
平成 18～22 年度 延べ 12 件 

 
・瀬田川散策路施工での捨石護岸の施工及び船舶による捨
石の運搬 
瀬田川散策路低水護岸部には捨石を採用し、動植物の生

息環境に配慮している。また、捨石護岸施工時に台船を使
用し環境に配慮している。 
 平成 22年度の工事においても、捨石を採用し、また、施
工時には台船を使用し環境に配慮した。 
 
・猪名川での護岸工事において、覆土ブロック等植生の生
息・生育・繁殖環境に配慮した施工を行っている。 
 平成 20年度 5 件 
平成 21 年度 2件 
平成 22 年度 7件 
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点 検 項 目 流域管理に向けた継続的な施策展開 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】関係機関との連携による河川環境や景観の保全・再生
の実施状況 
[指標] 関係機関との連携による河川環境や景観の保全・再生
の実施内容 〔全域〕 
・塔の島地区の改修について、塔の島付近の景観や自然環
境に十分配慮するとともに、新たな景観創出も含めた防災
や地域社会に貢献できる整備案の検討を目的とした学識経
験者や地元関係者による塔の島地区河川整備に関する検討
委員会を設立し、平成 17 年度以降で報告会も含め 7 回開催
している。 
平成 21 年度にはこれまで検討された事業計画を踏まえ

構造やデザインに関する詳細について検討することを目的
とした塔の島地区景観構造検討会を設立し、3 回開催して
いる。 
平成22年度も引き続き塔の島地区景観構造検討会を1回

開催している。 
 
 
【観点】河川管理者以外の者が管理する施設に対する働きか
け状況 
[指標] 河川管理者以外の者が管理する施設に対する働きか
けの実施内容・河川保全利用委員会開催数 〔全域〕 

河川保全利用委員会の審議を踏まえ、秩序ある淀川利用
に向けての誘導又は規制などを検討している。 
 
平成 22 年度は、計 12 回開催した。公園等施設の更新に
おいて、以下のような意見をいただいた。 

・占用者・利用者・管理者・市民の 4 者が望ましい川に
ついて話し合うことなど、情報共有を図ること。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
点検項目「川らしい利用の促進」の[指標]河川保全利用委員会の取り組

み内容・回数と重複掲載 
 
 
 
 
【観点】河川環境の保全と再生のための人材育成状況 
[指標] 河川環境の保全と再生のための人材育成の実施内容・
回数 〔全域〕 
近畿地方整備局の組織並びに個々の職員の技術力の保

持・伝承・向上を図ることを目的とする技術スペシャリス
ト会議 河川環境技術研究会を運営(平成 19 年度→２回、平
成 20 年度→1 回、平成 21 年度→3回、平成 22 年度→3 回）
した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地元観光協会、学識経験者、地元自
治体と連携し、河川環境や景観に配慮
し、地域社会に貢献できる整備案につ
いて検討を進めている。 
 

引き続き連携して検討する必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
川らしい河川敷利用に向け、河川保

全利用委員会の意見を踏まえた取り組
みが進んでいる。 
 
今後も周辺環境・地域特性を考慮し

つつ、川らしい河川敷利用に向けて取
り組んでいく。 
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点 検 項 目 流域管理に向けた継続的な施策展開 

２．進捗状況 ３．点検結果 

 
琵琶湖のことをよく知るため、琵琶湖河川事務所職員を

対象（平成 19､20 は一般に開放）に外部より講師を招き琵
琶湖講座を開催した。 
平成 22 年度は実施していない。 
平成 22 年度 琵琶湖講座開催数：0 回 
平成 18～22 年度 延べ開催数： 27 回 

 
猪名川では、外来植物対策を行うにあたり、市民や既存

の団体からのリーダーの育成および、活動の拡大を目的と
した合同調査会を実施した。 
平成 22 年度 合同調査会開催数：3 回 

 
 
 
【観点】流域管理に向けた環境情報に関する調査研究の実施
状況 
[指標] 流域管理に向けた環境情報に関する調査研究の推進
の実施内容 〔全域〕 

河川管理者、生態学と河川工学の研究者がこれまで知見
の少なかった変動する環境下での生物の生活と集水域を含
めた河川生態系の機能と構造が河川環境に及ぼす影響を明
らかにしつつ、河川の本質の理解を深めることが重要であ
るという認識のもと、生態学的な観点より河川を理解し、
川のあるべき姿を探ることを目的とした研究会を立ち上
げ、木津川をフィールドとして研究を進めている。 
 

・河川生態学術研究会木津川研究グループ 
生態学的な観点より河川を理解するための研究活動を実施
し、川のあるべき姿を探ることを目的とした「生態学術研
究会」が木津川を研究フィールドとして木津川に特有な河
川特性を把握するため活動を行っている。 
 
平成 22 年度は調査検討を実施していない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
河川環境の保全と再生のため、技術

力の保持・伝承・向上を図る取り組み
を実施している。 
 
 

引き続き人材育成に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境情報に関する調査研究の推進が
木津川を研究フィールドとして進めら
れ、平成 21 年度までに砂河川である木
津川の樹林化のメカニズムなど一定の
成果を得た。 
今後も引き続き調査研究を進めてい

く必要がある。 
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容 

4.3.治水・防災 河川整備計画の 
該当箇所 

4.3.2.淀川水系における治水・防災対策 
(1)危機管理体制の構築 

点 検 項 目 危機管理体制の構築 

１．施策の概要 

いかなる洪水に対しても氾濫被害をできる限り 小化するため、施設能力を上回る洪水の発生を
想定し危機管理体制を構築・強化する。このため、河川管理者、自治体、住民等から構成される「水
害に強い地域づくり協議会（仮称）」を設置し、関係者の連携のもと、 

1)自分で守る（情報伝達、避難体制整備） 
2)みんなで守る（水防活動、河川管理施設運用） 
3)地域で守る（まちづくり、地域整備） 

の観点から、危機管理施策を検討して実施する。 
 
１）自分で守る（情報伝達、避難体制整備） 
①防災意識の啓発 
過去の災害の状況を体験者から直接聴き、その生の声を記録に残し、広く伝えるとともに、地

域で伝承された洪水に対する心がけや知恵、工夫等を聴き、災害時の行動に活かしていく。 
 

②洪水情報等の収集及び提供 
 
③情報伝達に関する基盤整備 
自治体、水防団並びにマスメディア等と情報の共有化を進めるため、情報伝達の迅速化や大容

量化に対応可能な光ファイバー網の整備を行う。 
 

④避難誘導等体制の整備 
○浸水実績・浸水想定の表示、ハザードマップの作成・支援 
日常生活の中で洪水の恐ろしさを実感として理解していただくため、近年に発生した洪水等

について、浸水実績水位及び発生原因、浸水想定区域や避難経路、避難場所等を看板等により
わかりやすく表示する「まるごとまちごとハザードマップ」を推進する。 
浸水想定区域に対する予測精度の向上を図るとともに「浸水想定区域図」が未公表の河川に

ついては、速やかに浸水想定区域を指定・公表する。これに応じて、避難場所や避難経路をわ
かりやすく示したハザードマップの作成支援・周知を進め、平成 21 年度末までに浸水想定区
域内全自治体の作成完了を目指す。なお、ハザードマップの作成にあたっては、市町村界付近
の住民がより近い避難所に向かえるよう、「水害に強い地域づくり協議会」において関係自治体
間の連携、調整を行う。 
○避難訓練等の実施 
○災害時要援護者への対応 
自律移動が困難な災害時要援護者も迅速な避難行動ができるよう、自治体が行う避難勧告・

指示の発令基準の明確化や周知体制の整備について支援する。 
 

⑤地下空間における浸水被害への対応 
地下空間の利用者及び管理者に対して洪水に関する情報が特に迅速かつ確実に伝達されるよう

体制の整備を図るとともに、地域防災計画に地下空間管理者への情報伝達が定められ適切に実施
されるよう、市町村防災会議等において必要な助言等を行う。 
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点 検 項 目 危機管理体制の構築 

１．施策の概要 

２）みんなで守る（水防活動、河川管理施設運用） 
①水防活動、水防訓練への支援 
水防団員の高齢化等の課題をふまえた支援方策を

検討する。 
 

②防災ステーション、水防拠点の整備 
水防活動や物資輸送等の拠点となるヘリポート、

予備発電設備、情報発信端末を備えた防災ステーシ
ョンの整備を、猪名川出在家地区、草津川放水路に
おいて継続して実施する。他の地区についても自治
体と連携して防災ステーションの整備について検討
する。 
なお、整備にあたっては、基盤整備を河川管理者

が実施し、水防活動を実施するための水防センター
等の施設は自治体等が整備する。また、水防拠点を
18 箇所で整備し、水防活動に利用する土砂等を備蓄
する。 
なお、淀川本川においては、整備済の点野地区を

含めた 8 地区について、高規格堤防整備とあわせて
整備する。 
 

③緊急復旧体制の整備 
 
④非常用資機材の備蓄 
 
⑤排水ポンプ場の運用の検討 
 

３）地域で守る（まちづくり、地域整備） 
①公共施設等の耐水化 
水道や電気等のライフライン施設や重要公共施設の 

耐水化（建物の高床化、遮水構造等、浸水に耐える 
施設とする）の促進については、自治体や各管理者 
に対して各地域の浸水被害に対する危険度を示すな 
ど洪水に関する情報提供等を行い、市町村による建 
築物の耐水化に関する条例の制定等を促す。 
 
②水害に強いまちづくり 
浸水想定区域の開発抑制等適正な土地利用への誘導、ピロティ方式住居の推奨、地下空間の建

設規制や建設する場合の水害に強い構造への誘導等を推進するため、関係機関や自治体等に対し
て技術的支援を行うとともに、道路等の盛土構造物等を二線堤として活用する方策等についても
検討する。 
 

③流域内における保水機能・貯留機能の保全・強化 
森林等が有する保水機能、貯留機能の保全及び新規・既開発地の保水機能・貯留機能の保全・

強化について、自治体等の検討を支援する。 
 
・ 新規・既開発地における調整池等の設置 
・ 公共施設における地下貯留施設の設置 
・ 家庭における雨水マスの設置 
・ 民間施設における貯留施設の設置    等 
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完 成（1ヶ所）

計 画（ー）

水防拠点 防災ST
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水防拠点 防災ST
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北河原水防拠点(木津川）
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点 検 項 目 危機管理体制の構築 

１．施策の概要 

４）災害対応プログラム 
施設能力を超える大洪水の発生や地震、高潮等との同時生起による甚大な被害が発生した場合に

おいても、人的被害の回避・軽減を図るとともに、社会・経済活動への影響を小さくするため、防
災関係機関、企業、ライフライン管理者、住民等の各主体が共通の被害想定シナリオに沿って、相
互に連携の取れた具体的な行動計画（アクションプラン）を定め、各機関と連携して、これらを｢災
害対応プログラム｣としてとりまとめる等、危機管理体制の構築、強化を図る。 

 
 
 ＜観点と指標＞  
 

「危機管理体制の構築」に関する進捗状況の点検については、以下に示す【観点】を取り上げ、それ
ぞれに［指標］を設定し実施した。 

 
【観点】破堤氾濫に備えた被害の軽減対策、避難体制の整備状況 

［指標］災害体験者からの災害状況の聞き取り及びその情報発信内容 
［指標］自治体、水防団、マスメディア等との情報共有のための情報伝達体制の基盤整備内容・

情報共有団体数 
［指標］ハザードマップの作成内容・作成済み市町村数 
［指標］まるごとまちごとハザードマップ、浸水実績及び想定表示看板設置内容・設置数 
［指標］災害要援護者に配慮した避難勧告・指示の発令基準の明確化及び周知体制整備の内

容 
［指標］地下空間の利用者及び管理者への情報伝達体制整備内容 
［指標］水防団の高齢化に対する支援の内容・講演、出前講座実施回数 
［指標］水防拠点整備の内容・箇所数 
［指標］公共施設の耐水化の内容 
［指標］災害対応プログラムの作成内容 
［指標］水害に強い地域づくり協議会実施内容・開催回数 

 
【観点】河川に集中させてきた洪水エネルギーの抑制／分散対策の実施状況 

［指標］流域における保水・貯留機能確保の内容・貯留量 
［指標］洪水氾濫時被害軽減のための土地利用規制・誘導施策の内容 
［指標］河川整備計画と都市計画との調整の内容 
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点 検 項 目 危機管理体制の構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】破堤氾濫に備えた被害の軽減対策、避難体制の整備
状況 

［指標］災害体験者からの災害状況の聞き取り及びその情報
発信内容 

災害体験者からの災害状況の聞き取りは、平成１５年度
～平成１９年度にかけて、淀川水系における過去の水害被
害地域を対象に、地域の水害体験者を発掘し、担当者や地
域のこども達が直接聞き取り調査を行い、さらに、収集し
た資料を活用して、次世代への継承をはかるために、地域
自治会や子どもを対象としたワークショップを開催した。

 
 

［指標］自治体、水防団、マスメディア等との情報共有化のため
の情報伝達体制の基盤整備内容・情報共有団体数 

自治体、水防事務組合、テレビ局、地元ケーブルテレビ
等へ光ファイバー等を接続し、河川情報や画像情報を提供
している。 
情報提供している団体数について平成 22 年度までの累

計を以下に示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年度は、流域全体で新規に 1 団体へ情報提供を始
めた。 
平成 22 年度までの累計では、39団体と増加している。 

また、平常時から危機管理能力の向上を図るため、堤防
の決壊を想定したシミュレーション訓練、総合防災演習及
び陸閘の操作訓練を自治体や水防団と連携して実施した。

自治体や水防団と水防連絡会を開催し、沿川の危険箇所
や災害時の連絡体制等について情報交換を行った。 

 

点検項目「洪水・災害時の人と川とのつながりの構築」の［指標］自治

体、水防団、マスメディア等との情報共有化のための情報伝達体制の基

盤整備内容・情報共有団体数と重複掲載 

 
 

［指標］ハザードマップの作成内容・作成済み市町村数 
 平成 22 年度までに直轄管理区間に関連するハザードマ
ップは 50 市町村中 47 市町村において、作成済みである。
平成 22 年度までに作成した市町村数の累計を下記に示す。
 

 
 

 
 
これまでの災害状況の聞き取りとワ

ークショップの開催により自治会や子
供を対象とした防災意識の啓発が図ら
れている。 
 
今後も引き続き聞き取りの記録を活

用するため聞き取り結果をわかりやす
く表現し、地域と連携して啓発活動を
進めていく必要がある。 

 

 

 
関係機関へ光ファイバー等を接続す

ることにより、河川情報や画像情報を
確実に提供でき、情報提供している団
体数も増加している。 
また、訓練や連絡会を通じて、関係

機関との連携が図られている。 
 

今後も関係自治体等と連携してさら
に避難体制の基盤整備の支援や情報共
有の促進及び関係機関との連携に取り
組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハザードマップの作成が進んでお
り、平成 22 年度は 3 河川作成され、作
成済み市町村数はのべ 47 となり、ソフ
ト対策が着実に実施されている。 
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点 検 項 目 危機管理体制の構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 22 年度は、１市（伊賀市（木津川、柘植川、服部川））

でハザードマップの作成を行った。 
 
 

［指標］まるごとまちごとハザードマップ、浸水実績及び想定表
示看板設置内容・設置数 

平成 22 年度末時点での浸水想定区域表示看板やまるご
とまちごとハザードマップの設置箇所数を以下に示す。 

 
浸水想定区域表示看板(26 箇所) 
（大阪市、京都市、草津市(試行)等） 

まるごとまちごとハザードマップ(104 箇所) 
（八幡市（4）、宇治市（57）、大山崎町(4)、長岡京市

(6)、尼崎市(10)、伊丹市(5)、池田市(4)、川西市(14)）
 
平成 22 年度は、八幡市で 3 箇所、長岡京市で 6箇所にま

るごとまちごとハザードマップを設置した。 
 
点検項目「洪水・災害時の人と川とのつながりの構築」の［指標］まる

ごとまちごとハザードマップ、浸水実績及び想定表示看板設置内容・設

置数と重複掲載 

 
 
［指標］災害時要援護者に配慮した避難勧告・指示の発令基準
の明確化及び周知体制整備の内容 
自治体が作成する避難勧告・指示の発令基準等の整備を

府県とも連携し支援を行った事例を以下に示す。 
・「避難勧告等の判断･伝達マニュアル（水害)」（案）-直

轄区間および兵庫県管理区間-作成にあたり支援（平成
20 年度 川西市） 

・「避難準備（要配慮者避難）情報、勧告又は指示の実施
要領」等の策定を支援。（平成 19年度 久御山町） 

・市町村が策定する災害時要擁護者の避難支援プランの
策定を支援（平成20年度～滋賀県湖南流域水害協議会）

・「避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成」について、
大阪市淀川区をケーススタディーとして検討を始め
た。（平成 21 年度 水害協） 

 
 

今後も関係自治体と連携してさらに
ハザードマップの作成を進めていく必
要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
万一の堤防決壊に備え、避難誘導と

危機意識の醸成に資するため、まるご
とまちごとハザードマップ及び浸水実
績表示看板等の設置が進んでいる。 

 

今後も関係自治体と連携してさらに
まるごとまちごとハザードマップ及び
浸水実績表示看板等の設置を進めてい
く必要がある。 

 

 
 

 

 

 

 

 

水害に強い地域づくり協議会におい
て、マニュアル作成に向けて検討を進
めている。 
 
今後も関係自治体等と連携して、検

討を進めていく。 
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点 検 項 目 危機管理体制の構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

平成 22 年度は、水害に強い地域づくり協議会において
「避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成ガイドライン」
を大阪市淀川区及び京都府大山崎町のケーススタディーを
更に精度を向上させ検討を進めることとした。 
滋賀県湖南流域水害協議会において、現在進められてい

る要援護者支援における水害対応での課題に対する対応策
の検討を行った。今後、対応策の具体的な活用方法やモデ
ル地区等においてマニュアル等を作成する予定である。 
猪名川河川事務所では、「避難勧告等の判断･伝達マニュ

アル（水害)」（案）-直轄区間および大阪府管理区間-作成
にあたり支援（豊中市）を実施した。 
 
 

［指標］地下空間の利用者及び管理者への情報伝達体制整備
内容 

地下空間利用者及び管理者が避難・情報伝達体制の整
備を行うにあたり、支援を実施した事例を以下に示す。

・京都市では、平成 18年度に地下街等の施設と情報伝達経
路を地域防災計画に記載。また、施設管理者において、避
難確保計画を作成済み。平成 19 年度には、地下空間にあ
る民間等施設について、避難確保計画を作成する旨指導を
実施した。 

・大阪地下街を管理する大阪地下街株式会社は、淀川堤防
決壊による外水氾濫、集中豪雨による内水浸水に対して避
難の確保をはじめ止水対策等に資するため、平成 18 年 12
月に梅田地下空間避難確保計画を策定した。  
 
平成 21 年度は、淀川河川事務所が作成した浸水想定区域
図を基に京都市交通局において、六地蔵駅での「地下鉄駅
浸水時避難確保計画書」を策定した。 

 
 
［指標］水防団の高齢化に対する支援の内容・講演、出前講座
実施回数 

水防活動に対する意識啓発を目的とした、水防団活動及
び水防工法に関する講演や出前講座について、平成 18 年度
から平成 22 年度の実施回数を以下に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 22 年度は、流域全体で水防団活動や水防工法に関す
る講演や出前講座を 62回行った。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自治体や地下空間管理者と連携して

情報伝達体制整備が進められており、
また、地下空間管理者による避難確保
計画の策定が進められている。 
 
今後も水害に強い地域づくり協議会

を通じて関係自治体等と連携して、検
討を進めていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水防団活動及び水防技術に関する講

演や出前講座、レンジャー活動を平成
21 年度までは年間 20～30 回程度実施
していたが、平成 22 年度は 62 回実施
し、水防活動に対する意識啓発が進め
られている。 
 
水防団員の高齢化等への対策の観点

からも、さらなる普及に努めていく。
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点 検 項 目 危機管理体制の構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

［指標］水防上の拠点整備の内容・箇所数 
平成 22 年度時点の河川防災ステーション、水防拠点の整

備箇所を以下に示す。 
・河川防災ステーション 

完成：名張川、出在家（猪名川） 
・水防拠点 

完成：点野（淀川）、北河原（木津川） 
  
 平成 22 年度は、出在家（猪名川）河川防災ステーション
が完成。 
 
 
［指標］公共施設の耐水化の内容 

建築物の耐水化に関する取り組み事例としては、平成 18
年度に草津市で施行された｢建築物の浸水対策に関する条
例｣がある。 
 平成 22年度は公共施設の耐水化に関する事例はない。 
 
 
 
 
 
 
［指標］災害対応プログラムの作成内容 
平成 21 年度より、水害に強い地域づくり協議会の活動を

中心にして、避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成の
検討を行っている。 

猪名川河川事務所管内においては、猪名川流域総合治水
対策協議会（情報伝達や避難体制の構築に係る専門部会）
の活動として、沿川自治体に避難勧告等の判断・伝達マニ
ュアルの作成について説明を行った。 
 
 
 
 
［指標］水害に強い地域づくり協議会実施内容・開催回数 
・淀川河川事務所管内においては、全 26市町が参画し、毎
年延べ 10回程度協議会及びワーキングを開催している。 
平成 22 年度には、首長会議 2 回、ワーキンググループ

10 回を開催し、各自治体職員の研修会を大阪・京都併せて、
15 回実施し水害に対する各自治体での情報共有を図った。
 
・琵琶湖河川事務所管内においては、滋賀県下において琵
琶湖湖南流域、湖北圏域、東近江圏域、甲賀圏域の 4 ブロ
ック全 19 市町のうち 13 市町で協議会を年に１～2 回開催
している。 
平成 22 年度は湖北圏域、東近江圏域、甲賀圏域で 1 回開

催した。 
 
・猪名川河川事務所管内においては、全 10 市町が参画し、
毎年ワーキングループ(年 1～3 回)、専門部会(年 1 回)を開
催している。 
平成 22 年度はワーキングループ 2 回、専門部会 1 回開催

 
水防上の拠点については、河川防災

ステーション全２箇所のうち、完成が
２箇所、また、水防拠点全 19 箇所のう
ち、完成が２箇所となっており、着実
な整備が進められている。 
 
今後もさらなる整備に向けて地元調

整等を図る。 
 

 

 

公共施設の耐水化については、地域
としての取り組みが行われているが、
さらなる取り組みの拡大が望まれると
ころである。 

 

今後は事例を踏まえながら水害に強
い地域づくり協議会の活動を通じ、自
治体の意向把握等を踏まえ取り組みの
支援を進めていく。 

 

 

災害対応プログラムの作成を進める
ため、避難勧告等の判断・伝達マニュ
アルの作成の検討を開始している。 
 

今後、マニュアル作成を目指すとと
もに、防災機関・企業・住民等が具体
的な行動計画を共有し、危機管理体制
の構築、強化を図ることのできる災害
対応プログラムを作成していく。 

 
 
 
各事務所管内において、水害に強い

地域づくり協議会の設立が進んでお
り、淀川河川事務所では、各自治体職
員の研修会を実施するなど関係機関と
の連携が進められている。 
 
今後も、定期的に各協議会を開催す

ることにより、関係自治体との連携を
強化していく。 
なお、協議会が未設置の地域では、

早期設置を図る。 

 
 
 
 
 
 

131



 

 

点 検 項 目 危機管理体制の構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

した。 

・木津川上流河川事務所管内においては平成 18 年度に２
度、準備会として実施した。 

平成 22 年度は、正式協議会発足に向けて調整を行ってお
り、今後早急に設立すべく準備中である。 

 

点検項目「洪水・災害時の人と川とのつながりの構築」の［指標］協議

会等の設置状況と重複掲載 

 

 

 

【観点】河川に集中させてきた洪水エネルギーの抑制/分散対
策の実施状況 

淀川水系では猪名川において洪水エネルギーを河川及
び流域で配分する総合治水対策を進めている。 

 

［指標］流域における保水・貯留機能確保の内容・貯留量 

大阪府（豊中市、池田市、箕面市）、兵庫県（尼崎市、
伊丹市、宝塚市、川西市、猪名川町）等で構成される猪名
川流域総合治水対策協議会において、公園・校庭・各戸等
の貯留施設を整備している。流域の市街化は、昭和 55 年
時点で 14．2%（小戸上流域）で、想定 25.0%に対して、平
成 23 年 3 月時点で 17.2%となっている。猪名川流域総合
治水対策として、流域分担の進捗は 59.4％まで達した。

猪名川流域総合治水対策における流域整備計画の進捗
状況を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年度は、流域内にて保水・貯留機能を確保するため
に整備された施設はない。 
 

                     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

猪名川流域では、総合治水対策によ
り、流域における保水・貯留機能の確
保や都市計画との調整を行い、市街化
の進捗を上回る流域対策を実施してい
るなど、洪水エネルギーの抑制・分散
対策が進められている。 
また、猪名川流域においては、今後

の整備目標について猪名川流域総合治
水対策協議会において議論が進められ
るなど関係機関との連携が進められて
いる。 
 
今後も引き続き関係機関と調整を図

り、進捗に努める。 
 

 

 

 

 

 

Ｈ２３.３末現在

合　　計

市 町 名 流域整備計画 実 施 状 況

における Ｓ56.1～Ｈ23.3

対策容量(ｍ3) 対策容量 進捗率

池 田 市 15,000 27,650 184.3%

箕 面 市 264,000 0 0.0%

豊 能 町 64,100 39,158 61.1%

大阪府 計 343,100 66,808 19.5%

川 西 市 270,700 350,186 129.4%

猪名川町 415,300 177,370 42.7%

宝塚市 16,433

兵庫県 計 686,000 543,989 79.3%

合　計 1,029,100 610,797 59.4%
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点 検 項 目 危機管理体制の構築 

２．進捗状況 ３．点検結果 

［指標］洪水氾濫時被害軽減のための土地利用規制・誘導施
策の内容 

銀橋上流付近は、遊水地域として、自然遊水機能（10ha）
を保持し、また、上流支川においても地形等により遊水機
能のある区域（98ha）を確保・保持することとしている。
具体的な対策を以下に示す。 
①市街化調整区域の保持：遊水地域については、市街化

調整区域を保持する。 
②盛土の抑制：公共残土の処分については、遊水地域に

処分しないものとし、公共事業の発注に際し、残土処分の
条件を付けるものとしている。 
なお、民間残土等の処分についても許可行為を伴う工事

については、許可申請時に指導を行う。 
 
 
［指標］河川整備計画と都市計画との調整の内容 

大阪府（豊中市、池田市、箕面市）、兵庫県（尼崎市、伊
丹市、宝塚市、川西市、猪名川町）等で構成される猪名川
流域総合治水対策協議会において、都市計画法による計画
時の市街化調整区域を極力保持していくものとしている。
なお、やむを得ず新たに市街化区域の線引きの計画変更

を行う場合は、軽微な変更を除き、有効な保水機能保全対
策の確保について、本協議会において調整を図ることとし
ている。 
 平成 22年度は、調整が必要な都市計画の変更手続きはな
かった。 
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容 

4.3.治水・防災 河川整備計画の 
該当箇所 

4.3.2.淀川水系における治水・防災対策 
(2)堤防強化の実施 

点 検 項 目 堤防強化の実施 

１．施策の概要 

堤防は計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造としなければならない。しかし、
これまでに整備されてきた堤防は、材料として品質管理が十分になされているとは限らない土砂を用い
て、逐次築造されてきた歴史上の産物であること等から、計画高水位に達しない洪水であっても、浸透
や侵食により決壊するおそれがある箇所が多く存在する。 
このため、これまでに実施した堤防の詳細点検の結果や背後地の状況等をふまえ、堤防強化を本計画

期間中に完成させ、計画高水位以下の流水の通常の作用に対して安全な構造とする。また、これらの対
策により堤防の強度が全体として増すことから、決壊による氾濫が生じる場合でも避難時間の確保に寄
与することが期待できる。 
また、あわせて対策効果等のモニタリングを実施する。 
詳細点検の結果、堤防強化を今後実施する必要がある区間は以下のとおりである。 

 
＜各河川における堤防強化の進め方＞ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ＜観点と指標＞  
 

「堤防強化の実施」に関する進捗状況の点検については、以下に示す、【観点】を取り上げ、［指標］
を設定し実施した。 

 

【観点】堤防の強化対策の実施状況 

［指標］ＨＷＬ以下、浸透、侵食対策実施内容・延長 

［指標］堤防天端以下、侵食対策実施内容・延長 
［指標］堤防天端舗装実施内容・延長 
［指標］側帯整備実施内容・延長 

 

 
 
 
 
 
 
 

堤防強化区間一覧

 
●堤防強化対策区間一覧 （単位：ｋｍ）

①優先整備区間 ②人口稠密区間 ③高水位継続区間 ④その他の区間
安全性が特に低くか
つ被災履歴のある区
間

背後地に人口資産
が稠密に集積してい
る区間

琵琶湖後期放流時、
長時間高水位が継
続する区間

①～③以外で、戦後
大洪水で破堤の可能性
がある区間、現堤が高
い区間・人家密集区間
等（緊急区間）

それ以外の区間

整備目標 実施済 概ね３０年
２～３ヶ年
（平成２１年度目途）

５ヶ年を目途 １０ヶ年を目途 １０ヶ年を目途 計画的に順次実施

淀川本川 14.8 17.0 17.0
宇治川 1.1 3.5 0.6 2.9
桂川 1.4 5.1 5.1
木津川下流 6.2 42.0 2.5 9.5 30.0
木津川上流 1.3 1.4 1.4
猪名川 8.9 0.3 0.3
瀬田川 1.6 0.0
野洲川 1.7 7.7 7.7
計 37.0 77.0 3.1 17.0 2.9 9.5 44.5

※H21.3時点

堤防強化を実施
する区間

堤防強化の実施
済区間

区間概要
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点 検 項 目 堤防強化の実施 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】堤防の強化対策の実施状況 
［指標］ＨＷＬ以下、浸透、侵食対策実施内容・延長 
各河川における実施状況を以下に示す。 
ＨＷＬ以下の浸透、侵食対策としては詳細点検結果によ

る必要延長 114km（内優先整備区間 3.1ｋｍ、緊急整備区間
8.8km）の内、平成 22年度まで 44.9km（緊急整備区間 2.9km）
が対策済みである。 
この内、平成 21 年度は 1.8km を整備し、平成 22 年度に

は 6.1km の整備を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
［指標］堤防天端以下、侵食対策実施内容・延長 

各河川における実施状況を以下に示す。 
堤防天端以下の侵食対策としては、堤防の総延長 235km

の内、平成 22 年度までに 41.7km について実施している。
この内、平成 21 年度は 1.3km を整備し、平成 22 年度に

は 5.9 km の整備を実施した。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［指標］堤防天端舗装実施内容・延長 

各河川における実施状況を以下に示す。 
堤防天端舗装については、堤防の総延長 295km の内、平

成 22 年度までに 250.1km について実施している。 
この内、平成 21 年度は 33.2km を整備し、平成 22 年度に

は 7.4km の整備を実施した。 
 
 

 
 

 
 
優先整備区間の整備がほぼ完了する

など堤防の強化対策を着実に実施して
いる。 
 
今後、緊急整備区間については今後

10ヶ年を目処に完成できるよう進捗を
図り、それ以外の区間の堤防強化と併
せて整備の促進に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
堤防天端以下の侵食対策について

は、着実に実施している。 
 
今後も引き続き、堤防強化の一貫と

して整備の促進に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
堤防天端舗装の実施について、各区

間の安全性や緊急性をふまえ着実に進
捗している。 
 
今後も、地元と調整を図りながら計

画に沿った整備を進める。 
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点 検 項 目 堤防強化の実施 

２．進捗状況 ３．点検結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［指標］側帯整備実施内容・延長 

平成 22 年度までに各河川に整備された２種側帯の延長
を以下に示す。 
側帯については、堤防の安全性向上を図るとともに、非

常用の土砂等を備蓄することを目的に整備を行っている。
平成 22 年度の整備箇所は無い。 
平成 22 年度までに６kmの整備を実施している。 
 
淀川：1.2km 
宇治川：0.4km 
桂川：0.3km 
木津川：1.8km 
草津川：0.2km 
木津川上流：1.5km 
猪名川：0.7km 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
側帯整備の実施について、平成 22 年

度は整備実績が無かった。 
 
今後も、地元と調整を図りながら整

備を進める。 

 

堤防天端舗装実施状況

51.8

26.9

12.5

52.8

1.7

24.7 17.1
34.727.8

197.3

12.6

0.0
6.72.8

14.810.4 5.30.3 2.5

25.2

44.8

1.70.34.12.11.6

7.3

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

淀

川

本

川

宇

治

川

桂

川

木

津

川

下

流

木

津

川

上

流

猪

名

川

瀬

田

川

野

洲

川

合

計

延
長

（
ｋ

ｍ
）

～H17 H18-H22 H23以降

136



 

4.河川整備の方針と具体的な整備内容 

4.3.治水・防災 河川整備計画の 
該当箇所 

4.3.2.淀川水系における治水・防災対策                            
(3)川の中で洪水を安全に流下させるための対策 

点 検 項 目 川の中で洪水を安全に流下させるための対策 

１．施策の概要 

１）淀川本川 
戦後 大の洪水である昭和 28 年台風 13 号洪水に対応する河川整備を、桂川、宇治川・瀬田川、

木津川で先行して完了させた場合、計画規模の降雨が発生すると、淀川本川で計画高水位を超過す
ることが予測されるため、上下流バランスを考慮し、淀川本川における流下能力の向上対策及び上
流からの流量低減対策を実施する必要がある。 
淀川本川の淀川大堰下流には洪水の流下を阻害している橋梁が複数存在している。それらのうち、

事業中の阪神電鉄西大阪線橋梁の改築事業を関係機関と調整しながらまちづくりと一体的に完成さ
せる。また、橋梁周辺は家屋等が密集しており、橋梁の改築には関係機関等との調整に多大な時間
を要することから、伝法大橋、淀川大橋、阪急電鉄神戸線橋梁の改築についても、関係機関と順次
調整を図り検討する。 
 
２）宇治川 

山科川合流点より上流の宇治川においては、天ヶ瀬ダムを効果的に運用し宇治川及び淀川本川に
おいて洪水を安全に流下させるとともに、琵琶湖に貯留された洪水の速やかな放流を実現するため、
1,500m3/s の流下能力を目標に、塔の島地区における河道整備及び天ヶ瀬ダム再開発事業による天
ヶ瀬ダムの放流能力の増強を行う。 
これにより、宇治川においては、戦後 大の洪水である昭和 28 年台風 13 号洪水を安全に流下さ

せることが可能となるとともに、淀川水系全体の治水安全度の向上に効果のある大戸川ダム、天ヶ
瀬ダム再開発と合わせ、その結果、降雨確率で概ね 1/150 の洪水に対応できることとなる。 
なお、塔の島地区については、優れた景観が形成されていることに鑑み、学識経験者の助言を得

て景観、自然環境の保全や親水性の確保などの観点を重視した整備を実施する。 
 

３）桂川 
現況の桂川は、三川のうち も治水安全度が低く、地元から河川改修を強く要望されている大下

津地区において継続して引堤を実施するほか、大下津地区並びにその上流区間において、戦後 大
の洪水である昭和 28 年台風 13 号洪水を安全に流下させることを目指して河道掘削を実施する。具
体的な掘削箇所及び方法については、洪水調節施設の整備状況とその効果を検証しつつ、淀川本川
の治水安全度を低下させず、段階的かつ早急に実施する。 
嵐山地区についても、戦後 大洪水である昭和 28 年台風 13 号洪水への対応を目指した整備を実

施する。整備にあたっては、嵐山地区の優れた景観及び伝統的な行事等に配慮するため、学識経験
者の助言を得て、景観、自然環境の保全や親水性の確保などの観点を重視した河川整備の計画につ
いて調査・検討する。 
亀岡地区については、戦後 大洪水である昭和 28 年台風 13 号洪水を安全に流下させることを目

標に、関係自治体と調整する。 
保津峡の部分的な開削については、今後の水系全体の河川整備の進捗を考慮して、関係機関と連

携し、その実施時期を検討する。 
 

４）木津川 
木津川では、狭窄部下流の河川整備が進捗しておらず、また、その整備には長期間を要する。こ

のため、狭窄部上流上野地区の浸水対策として、下流の流量増加を生じる河川改修のみで対処する
ことは困難であることから、現在実施中の上野遊水地と川上ダムを完成させるとともに、木津川、
服部川及び柘植川の河道掘削等の河川改修を併せて実施する。これらの対策を併せて実施すること
によって、戦後 大の洪水である昭和 28 年台風 13 号洪水を狭窄部上流の上野地区において安全に
流下させることができる。また、あわせて戦後 大の洪水を狭窄部下流の木津川において安全に流
下させることができるとともに、河川整備基本方針で対象としている規模の洪水においても狭窄部
下流への流量をほぼ自然状態における流量まで抑えることが可能となる。 
なお、上野遊水地については、関係自治体等と調整しながら管理方法を検討することとし、川上

ダムについては、これまで治水、利水、発電を目的とした多目的ダムとして事業を行ってきたが、
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点 検 項 目 川の中で洪水を安全に流下させるための対策 

１．施策の概要 

利水の一部縮小・撤退、発電の撤退をふまえ、治水及び利水目的の多目的ダムとして早期に実施す
ることとする。 
また、木津川島ヶ原地区では、一部堤防が完成していない箇所において道路整備と一体的に築堤

を実施し一連区間を完成させる。名張川において昭和 28 年台風 13 号洪水を安全に流下させるため
に引堤及び河道掘削を実施する。 

岩倉峡の部分的な開削については、今後の水系全体の河川整備の進捗を考慮して、関係機関と連
携し、その実施時期を検討する。 

 
５）瀬田川 

瀬田川では、琵琶湖の後期放流に対応するため、大戸川合流点より下流において 1,500m3/s の流
下能力を確保する。このため、大戸川合流点から鹿跳渓谷までの河床掘削を継続実施する。優れた
景観を形成している鹿跳渓谷については、学識経験者の助言を得て、景観、自然環境の保全や親水
性の確保などの観点を重視した河川整備について検討して実施する。 
さらに、瀬田川洗堰については、琵琶湖の高水位時における放流操作の信頼性をより高めるため

に瀬田川洗堰の改築、バイパス水路の活用等について関係機関と検討し、必要な施設改良等を実施
する。 
 
６）琵琶湖及び琵琶湖流入河川 

琵琶湖周辺においては、甚大な被害を生じさせた実績洪水である明治29年9月洪水を念頭に置き、
今後同程度の規模の洪水が発生した場合においても人命を失うような深刻な被害を生じさせないよ
う、下流への被害を増大させない範囲でハード・ソフト両面にわたる対策を関係機関等と連携して
検討した上で、適切な役割分担のもと必要な対策を実施する。具体的には、水害に強い地域づくり
協議会等を活用し、琵琶湖の管理者である滋賀県をはじめ、関係市町、住民と連携し、住民自らが
被害を軽減する方策、土地利用の規制方策、避難経路の確保策等の検討を引き続き行う。 
一部の地域の犠牲を前提としてその他の地域の安全が確保されるのではなく、流域全体の治水安

全度の向上を図る観点から、宇治川・瀬田川における対策及び大戸川ダムの整備を行った後、下流
に影響を及ぼさない範囲で、原則として瀬田川洗堰の全閉操作は行わないこととし、洪水時におい
ても洗堰設置前と同程度の流量を流下させることとする。ただし、下流河道で堤防の決壊による甚
大な被害のおそれがある場合など、真にやむを得ないときに限って瀬田川洗堰の全閉操作、川沿い
の内水排除の規制などについて検討し、流域が一体となって的確な対策を講じる。 
このため、今後の宇治川及び瀬田川の河川整備並びに洪水調節施設の進捗状況をふまえ、全閉操

作を行わないこととした場合の流出増分への対応方法について検討を行い、必要な対策を講じた上
で、瀬田川洗堰操作規則の見直しを検討する。 
さらに、大津市の中心部を流下する 8 河川の流域における浸水被害の軽減を目的にトンネル放水

路として瀬田川から盛越川まで整備されている大津放水路において、未着手である盛越川から諸子
川までの延伸について実施時期を検討する。 
 
７）神崎川、猪名川 

猪名川では、総合治水対策特定河川事業として川西・池田地区における築堤・護岸及び河道掘削
を継続して実施するとともに、戦後 大洪水である昭和 35 年台風 16 号洪水を安全に流下させる河
道掘削を国が管理する区間において実施する。実施にあたっては、府県管理区間である神崎川にお
いて、3,400m3/s の流下能力を確保できるよう河道掘削を実施する計画となっていることから、河道
掘削の実施時期や方法について整合を図る。 
銀橋周辺の狭窄部上流については、既設の一庫ダム以外の洪水調節施設を整備する適地がないた

め、下流の治水安全度を現況よりも低下させない範囲で、狭窄部の開削を実施する。あわせて一庫
ダムの操作方法を見直すことにより、狭窄部上流においても昭和 35 年台風 16 号洪水を安全に流下
させることが可能となる。なお、狭窄部の開削については、狭窄部上流が浸水常襲地帯となってい
ることに鑑み、川西・池田地区の築堤・護岸及び河道掘削が完了次第、これに応じた部分開削を実
施するとともに、その後の更なる開削については、神崎川及び猪名川直轄管理区間における河川整
備の進捗状況に応じて、その段階的な実施（実施時期、方法）について関係機関と調整する。   

なお、猪名川における戦後 大洪水に対応した治水対策は、引き続き流域協議会など総合治水対
策の枠組みの活用により実施することとし、流域からの流出抑制等を図ることとする。 
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点 検 項 目 川の中で洪水を安全に流下させるための対策 

１．施策の概要 

 
 ＜観点と指標＞  
 

「川の中で洪水を安全に流下させるための対策」に関する進捗状況の点検については、以下に示す
【観点】取り上げ、それぞれに［指標］を設定し実施した。 

 

【観点】上下流バランスの状況 

［指標］実績降雨、計画規模降雨における上下流水位の変化内容 

 

【観点】河道流下能力の増大、洪水調節の効果的な実施による洪水位の低減状況 
［指標］実績降雨、計画規模降雨における越水及びＨＷＬ超過内容・超過延長 
［指標］新設ダムの効果内容・洪水位低下量 
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点 検 項 目 川の中で洪水を安全に流下させるための対策 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】上下流バランスの状況 

［指標］実績降雨、計画規模降雨における上下流水位の変化
内容 

平成 22 年度は、計画規模降雨における上下流水位の変化
を抑えるため、治水安全度の低い中上流部において、以下の
整備を行った。 
・桂川の大下津地区等において流量増加による下流への
影響を確認しながら桂川の樹木伐採を実施し、河道掘
削にも着手し、順次、河積拡大に向けて掘削を継続す
ることとしている。 

・宇治川の塔の島地区において河道掘削に着手し、順次、
河積拡大に向けて掘削を継続している。 

・瀬田川については、下流の改修状況を踏まえつつ、大
戸川合流点から鹿跳渓谷までの河床掘削を継続実施し
ている。 

・上野遊水地については、４つの遊水地のうちの木興・
小田・新居遊水地の排水門が完成した。 
 
 

 

 
上下流バランスを考慮し、安全度の

低い中上流部の治水対策を段階的に進
めている。 
 
今後も上下流の水位変化を確認しな

がら河積拡大等の整備を実施する。 

【観点】河道流下能力の増大、洪水調節の効果的な実施による
洪水位の低減状況 

［指標］実績降雨、計画規模降雨における越水及びＨＷＬ超過
内容・超過延長 
平成 22 年度は、計画規模降雨における HWL 超過延長を削

減するため、治水安全度の低い中上流部において、以下の
整備を行った。 
・桂川の大下津地区等において流量増加による下流への
影響を確認しながら桂川の樹木伐採を実施し、河道掘
削にも着手し、順次、河積拡大に向けて掘削を継続す
ることとしている。 

・宇治川の塔の島地区において河道掘削に着手し、順次、
河積拡大に向けて掘削を継続している。 

・瀬田川については、下流の改修状況を踏まえつつ、大
戸川合流点から鹿跳渓谷までの河床掘削を継続実施し
ている。 

 ・上野遊水地については、４つの遊水地のうちの木興・
小田・新居遊水地の排水門が完成した。 

 
［指標］新設ダムの効果内容・洪水位低下量 

平成 22 年度は、大戸川ダムでは、これまで進捗してきた
県道大津信楽線の付替工事について、交通機能を確保でき
る必要 小限のルート及び道路幅員に見直し、コスト縮減
した上で継続実施している。 
川上ダムは、ダム検証の対象事業（「転流工」の段階）の

ため、平成 22 年度は、平成 21 年度に引き続き、仮排水路
トンネル工事、付替県道工事等を実施した。 
丹生ダムは、ダム検証の対象事業（「生活再建工事」の段

階）のため、平成 22 年度は、既存資料の整理を行うととも
に、場内道路の保全等を実施した。 
天ヶ瀬ダム再開発は、トンネル式放流設備及び橋梁架替

の工事に必要となる工事用道路の整備を継続実施してい
る。 

 
 
 
 
洪水位の低減のための整備を着実に

進めている。 
 
 
今後も上下流の水位変化を確認しな

がら河積拡大等の整備を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大戸川ダム、川上ダム、丹生ダムに

ついては、「今後の治水対策のあり方
に関する有識者会議」より平成 22年 9
月 27 日に示された「今後の治水対策の
あり方について 中間とりまとめ」に沿
ってダム事業の検証を実施している。
３ダムとも「関係地方公共団体から

なる検討の場」を平成 23 年 1 月 17 日
に設置し、それぞれの第１回幹事会を
以下の日程で開催した。 
・大戸川ダム 平成 23年 1 月 20 日 
・川上ダム 平成 23年 1 月 19 日 
・丹生ダム 平成 23年 1 月 18 日 
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容 

4.3.治水・防災 河川整備計画の 
該当箇所 

4.3.2.淀川水系における治水・防災対策 
(4)高規格堤防（スーパー堤防）の整備 

点 検 項 目 高規格堤防（スーパー堤防）の整備 

１．施策の概要 

 背後に人口、資産等が高密度に集積した淀川の下流部において、洪水による壊滅的な被害を未然
に防止するため、計画を上回る洪水に対しても、堤防が決壊しないよう高規格堤防を整備する。あ
わせて、耐震性の向上を図るとともに、眺望の優れた快適なまちづくりを推進する。 
 
整備にあたっては、淀川と大和川に挟まれた大阪の中枢部を防御する堤防の区間を重点整備区間

とし、積極的に調整を進め事業を実施する。また、重点整備区間以外の区間においても、まちづく
りとの一体的整備など合意の得られた地区から事業を実施する。 
 
現在整備中の高見、海老江、大庭地区において、早期の完成を目指すとともに、下島、津之江、

大宮、淀川左岸線地区などにおいては、早期の事業着手を目指し引き続き関係機関と十分協議する。
(図 4.3.2-29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜観点と指標＞  
 

「高規格堤防（スーパー堤防）の整備」に関する進捗状況の点検については、以下に示す、【観点】を
取り上げ、［指標］を設定し実施した。 

 

【観点】ハードによる超過洪水対策の実施状況 

［指標］高規格堤防の整備内容・延長 
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図 4.3.2-29 淀川高規格堤防重点区間 
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点 検 項 目 高規格堤防（スーパー堤防）の整備 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】ハードによる超過洪水対策の実施状況 

［指標］高規格堤防の整備内容・延長 
平成 22 年度までに 21 地区で整備した高規格堤防の整備

延長の累計を以下に示す。 
平成 21 年度までに 4.85km 整備し、平成 22年度は高見地

区において 0.08km 整備した。 
平成 22 年度まで整備済み延長は 4.93km となっており、

全体の整備率は 5.5％である。なお、重点区間内における整
備率は 3.6%である。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成22年度は、現在整備中の４地区において、早期の完
成を目指し、以下の取り組みを行っている。 
 １）高見地区：高規格堤防盛土の整備が完了。 
 ２）海老江地区：高規格堤防盛土に着手。 

 ３）大庭地区：共同事業者（大阪府庭窪浄水場）による
改築事業を継続実施。 

 ４）大宮地区：共同事業者（常翔学園高等学校）による
校舎建替事業を実施。 

 

点検項目「日常からの人と川のつながりの構築」の［指標］高規格堤防

の整備内容・延長と重複掲載 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
高規格堤防の整備により、超過洪水

対策が着実に進められている。 
 
今後、引き続き関係者と調整を進め

るとともに、更なる効率的・効果的な
事業実施方策等の検討を進める。 

 

なお、高規格堤防整備事業について
は、「高規格堤防の見直しに関する検討
会」において、事業の抜本的な見直し
を行っており、今後、検討会の結果を
踏まえ実施する。 

 

高規格堤防整備延長（累計）

0
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6
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容 

4.3.治水・防災 河川整備計画の 
該当箇所 

4.3.2.淀川水系における治水・防災対策 
(5)土砂対策 

点 検 項 目 土砂対策 

１．施策の概要 

洪水の流下を阻害する河床上昇防止やダム貯水池に流入する土砂の抑制、かつ集中豪雨に起因し
て発生する土石流等の直接的な土砂災害から地域を保全するため、砂防堰堤および山腹工の整備を
継続して実施する。また、森林の保全・整備について地域の森林組合等の関係機関との連携を図る。
また、流域の土砂収支のバランスを図るため、土砂移動のモニタリングを実施し、その結果をふま
えた対策を行う。 

１） 瀬田川 砂防堰堤および山腹工の整備 
２） 木津川 砂防堰堤および山腹工の整備 

 
 
 

 ＜観点と指標＞  
 

「土砂対策」に関する進捗状況の点検については、以下に示す【観点】を取り上げて［指標］を設定し

実施した。 

 

【観点】土砂移動の制御の実施状況 
［指標］土砂移動抑制策（砂防堰堤，山腹工）の実施内容・箇所数 
［指標］土砂を下流へ流すことができる砂防堰堤の設置内容・設置数（砂防施設） 
 

【観点】流域の土砂生産・移動・堆積の実態把握状況 
［指標］河床変動等の土砂動態のモニタリング、総合土砂管理方策の検討内容（既設ダム） 
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点 検 項 目 土砂対策 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】土砂移動の制御の実施状況 
［指標］土砂移動抑制策（砂防堰堤，山腹工）の実施内容・箇所
数 
・水系的指標：下流及びダムへの堆砂抑制 
 平成 22 年度は、 

瀬田川では、砂防堰堤２基を継続して整備。 

木津川では、砂防堰堤２基を継続して整備。 

  
・土石流への対応指標：土石流危険渓流への着手率 

瀬田川：着手率 12.9％  （土石流危険渓流Ⅰ） 

木津川：着手率 11.9％ （土石流危険渓流Ⅰ） 

 

・大規模禿しゃ地対策：瀬田川における山腹工の実施 

瀬田川では、平成 19 年度に山腹工 約 1,963ha を完成 

木津川では、平成 18 年度に山腹工 約 2,549ha を完成 

 
 
［指標］土砂を下流へ流すことができる砂防堰堤の設置内容・
設置数（砂防施設） 

平成 22 年度の設置は、 

瀬田川：0 箇所 

木津川：0 箇所 
 
点検項目「流域の視点に立った水循環・物質循環系の構築」の[指標] 土砂を

下流へ流すことができる砂防堰堤の設置内容・設置数（砂防施設）と重複掲載

 
 
 
【観点】流域の土砂生産・移動・堆積の実態把握状況 
［指標］河床変動等の土砂動態のモニタリング、総合土砂管理
方策の検討内容（既設ダム） 

淀川水系全体の総合土砂管理方策について淀川水系全体
の土砂収支を把握するための長期シミュレーション、土砂
動態マップの検討など土砂管理方策について淀川水系総合
土砂管理検討委員会の指導・助言を得ながら、既設ダムを
管理する水資源機構と連携し検討を進めている。 
平成 22 年度は、土砂動態の実態把握のためのモニタリン

グを継続した。 
 

 
平成 21 年の台風 18 号の出水において、木津川 37ｋ付近

において砂州が形成されたことを確認した。 
 
なお、当該砂州の粒径調査等を実施したところ、 大粒

径が 53mm～37.5mm であった。一方、布目ダム等の土砂供給
試験での置土の粒径は、 大粒径が 26.5mm～4.75mm であっ
た。このことから、現時点では、置土が明らかに下流の砂
州に効果をもたらしたとは言えない。 
 

 

 
 
 
山腹工の整備が完成するなど土砂移

動抑制策が着実に進められている。 
 
 
今後も引き続き、砂防堰堤の整備を

進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
排砂及び砂防堰堤のスリット化につ

いては流域全体の土砂移動の連続性を
考慮し、実施について検討していく。

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 淀川水系総合土砂管理検討委員会の
指導・助言を得ながら、実態把握に努
めている。 
 
今後も、引き続きモニタリングを行

い、淀川水系総合土砂管理検討委員会
の指導・助言を得ながら、総合土砂管
理方策の検討を進める 
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点 検 項 目 土砂対策 

２．進捗状況 ３．点検結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点検項目「流域の視点に立った水循環・物質循環系の構築」の[指標] 河

床変動等の土砂動態のモニタリング、総合土砂管理方策の検討内容（既

設ダム）と重複掲載 

 

H21 台風 18 号出水後 

木津川 37k 付近河道状況 

H21 台風 18 号出水前 

木津川 37k 付近河道状況 

砂州が形成されている 
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容 

4.3.治水・防災 河川整備計画の 
該当箇所 

4.3.2.淀川水系における治水・防災対策 
(6)既設ダム等の運用検討 

点 検 項 目 既設ダム等の運用の検討 

１．施策の概要 

既設ダムの容量を 大限に活用するため、既設ダム等の再編、運用の変更、放流設備の増強等
による治水・利水機能向上について検討する。 
瀬田川洗堰、高山ダム、青蓮寺ダム、室生ダム、布目ダム、比奈知ダム、日吉ダム、一庫ダム 
 

 ＜観点と点検＞  
 

「既設ダム等の運用の検討」に関する進捗状況の点検については、以下に示す、【観点】を取り上げ、
［指標］を設定し実施した。 
 

【観点】河道流下能力の増大、洪水調節の効果的な実施による洪水位の低減状況 
［指標］既設ダムの効果内容・洪水位低下量 
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点 検 項 目 既設ダム等の運用の検討 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】河道流下能力の増大、洪水調節の効果的な実施による洪
水位の低減状況 

［指標］既設ダムの効果内容・洪水位低下量 
平成 18 年度～平成 22 年度において、高山ダム・青蓮寺

ダム・室生ダム・布目ダム・比奈知ダム・一庫ダム・日吉
ダムの７ダムで計 16 回洪水調節を行った。 
平成 21 年度は、近畿地方に上陸した台風 18 号洪水に対

し、名張川の上流３ダム（青蓮寺ダム、比奈知ダム、室生
ダム）において、通常操作では、下流の名張市街地におい
て、氾濫の恐れがあったため、名張川の水位や雨の予測及
び３ダムの洪水容量を慎重に勘案し、操作を臨機に行うな
どの連携操作を実施した。その結果、名張地点での水位を
推定で 1.5m 低減させ、名張市街地の約 1,180 戸の浸水被害
を回避した。 
 
平成 22 年度は、日吉ダムで１回洪水調節を行った。 
日吉ダムでは、平成 22年 7 月 12 日から 15 日かけて、日

吉ダム上流域で梅雨前線の活発化により、総雨量 170 ㎜（流
域平均）を観測した。 
その際、日吉ダム下流の亀岡地点における洪水調節によ

る水位低減効果は、約１ｍと推定される。 
 
 

 
 
 
平成 18 年、19 年、21 年、22 年は洪

水調節により、下流河川の水位低減に
大きく寄与した。 

 
今後、引き続き既設ダムの容量を

大限に活用するため、弾力的な運用に
努める。 
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容 

4.3.治水・防災 
河川整備計画の 

該当箇所 

4.3.3.高潮対策 

点 検 項 目 高潮対策 

１．施策の概要 

①橋梁対策 
事業中の阪神電鉄西大阪線橋梁の改築事業について、関係機関と調整を図りながら完成させる。

引き続き、高潮対策のため陸閘が設置されている淀川大橋、伝法大橋の改築について、関係機関
と調整を図りながら検討する。 
 

②陸閘操作・水門操作の迅速化 
ア）陸閘操作 

高潮に関する予測精度を向上させるなど、その他の陸閘（伝法陸閘（伝法大橋）、阪神陸閘（阪
神電鉄西大阪線橋梁））も含めて更なる閉鎖時間の短縮化に努める。 

イ）水門操作 
伝法水門、西島水門の操作を安全かつ迅速に行うために、関係機関との連携の強化や緊急時

の遠隔操作に向けた集中管理センターの活用などを図る。 
 
③ソフト対策 
大阪湾高潮対策協議会の検討をふまえ、不測の事態における被害軽減に向けた減災対策のための
具体的なシナリオとして、「計画規模以上の高潮の発生」、「施設機能の低下・消失」等による浸水
被害を想定し、減災上の課題を抽出した上で、関係機関と連携し被害 小化に向けた取り組みを
検討する。 
 
注）西大阪線は、現在阪神なんば線に変わっている。 

 
 ＜観点と指標＞  
 

「高潮対策」に関する進捗状況の点検については、以下に示す【観点】を取り上げ、［指標］を設定し
実施した。 

 
【観点】高潮被害軽減策の実施状況 

［指標］橋梁の嵩上げ内容・箇所数 
［指標］陸閘操作の改善内容・箇所数 
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施 策 名 高潮対策 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】高潮被害軽減策の実施状況 

［指標］橋梁の嵩上げ内容・箇所数 
平成 19 年度に、高潮対策の堤防が未施工であった西島地

区の築堤 0.3km を実施し、全川において高潮堤防の設置が
完了しているが、一部橋梁（阪神なんば線、伝法大橋、新
伝法大橋、淀川大橋、阪急神戸線、阪急宝塚線、阪急京都
線）において必要な桁下高を満足していない。 
平成 22 年度は、 も桁下高が不足している阪神なんば線

橋梁の架け替えに向け調査検討を行い、関係機関と調整を
進めた。 
 

 
［指標］陸閘操作の改善内容・箇所数 

昭和 52 年度から毎年、淀川・神崎川・左門殿川筋にか
かる防潮扉の開閉操作訓練を関係機関の参加のもと実施し
ている。 

また、平成 16 年度に淀川陸閘の機械設備の改造（油圧
ポンプ能力を向上）により操作時間を従来の 30分から約 20
分に短縮した。 

平成 22 年度は、関係機関の参加のもと防潮扉の開閉操
作訓練を実施した。 

 
点検項目「地震・津波対策」の［指標］陸閘操作の改善内容・箇所数と

重複掲載 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

も桁下高が不足している阪神なん
ば線橋梁の架け替えについて調査検討
及び関係機関との調整が進んでいる。
 
今後とも、阪神なんば線を始め、高

潮に対して阻害となる橋梁の架け替え
に向けて調整を図っていく。 
また、一部橋梁で陸閘となっている

箇所について、引き続き適切な管理に
努める。 
さらに、計画規模を越える高潮に対

しても被害を 小に押さえるため、大
阪湾高潮対策協議会（平成 19 年度設
立）が関係府県と共同して策定した「大
阪湾高潮対策危機管理行動計画ガイド
ライン」（平成 22 年 3 月）を踏まえ
て関係機関が取り組むべき危機管理方
策を検討していく。 
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容 

4.3.治水・防災 
河川整備計画の 

該当箇所 

4.3.4.地震・津波対策 

点 検 項 目 地震・津波対策 

１．施策の概要 

（１） 地震対策 
①河川管理施設の耐震対策 
淀川大堰は、レベル１地震動（供用期間中に１～２度発生する地震動）及びレベル２地震動（現

在から将来にわたって考えられる 大級の地震動）に対する耐震対策を継続して実施する。 
上記以外の河川管理施設は、耐震点検を実施の上、対策を検討して実施する。 
また、許可工作物についても耐震点検及び対策を実施するよう施設管理者に対して助言を行う。

②地震等総合的防災対策 
ア）緊急用河川敷道路 
左岸は淀川大橋（国道 2 号）から木津川大橋（国道 1 号）までの区間、右岸は淀川大橋（国

道 2 号）から大山崎（国道 171 号）までの区間を連続的に通行できるよう継続して実施する。
なお、通常時においては歩行者等の一般に開放するが、看板の設置等により緊急用・管理用で
あることの周知を行う。 
イ）船着場・停泊地 
整備が完了した船着場・停泊地について、日常的な保守・管理の方策及び利用について、具

体策を検討する。また、枚方及び大塚船着場から上流については、航路確保等の必要な整備の
進捗状況を見つつ、新たな船着場の設置について検討する。 
ウ）地域防災拠点 
舟運のための船着場・停泊地、緊急用河川敷道路及び広域的な活用が可能な水防拠点や防災

ステーションについて、関係機関の地域防災計画において防災機能として位置付けられるよう
各機関と調整する。 

③淀川大堰閘門 
地震による陸上輸送の遮断に対応する代替ルートとして船舶が淀川大堰の上下流を行き来でき

るよう淀川大堰に閘門を設置する。設置にあたっては、右岸河川敷に設置する案について環境影
響への調査検討を実施する。 
④防災拠点 
広域的な活用が可能な水防拠点や防災ステーションの整備促進を図る。 
 

（２） 津波対策 
①ソフト対策 

津波による危険性を河川利用者や住民に周知するために、津波来襲の危険性と対処の仕方など
を示した津波ハザードマップの作成を支援するとともに、住民への広報･啓発を実施する。また、
津波情報が発表された場合における河川利用者への呼びかけのための施設整備を完成させる。 
②淀川大堰の津波対応 
予備ゲートの転倒防止対策を実施する。 

③陸閘・水門操作の迅速化 
ア）陸閘操作 

これまで淀川陸閘（淀川大橋）においては機械設備の改造により操作時間の短縮化を図って
きたが、その他の陸閘（伝法陸閘（伝法大橋）、阪神陸閘（阪神電鉄西大阪線橋梁））も含めて
更なる閉鎖時間の短縮化に努める。 

イ）水門操作 
伝法水門、西島水門の操作を安全かつ迅速に行うために、関係機関との連携の強化や緊急時

の遠隔操作に向けた集中管理センターの活用などを図る。 
 
注）西大阪線は、現在阪神なんば線に変わっている。 
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点 検 項 目 地震・津波対策 

１．施策の概要 

 
 ＜観点と指標＞  
 

 「地震・津波対策」に関する進捗状況の点検については、以下に示す【観点】を取り上げ、それぞれ
に［指標］を設定し実施した。 

 
【観点】地震対策事業の実施状況 

［指標］河川管理施設の耐震対策実施内容・箇所数 
［指標］緊急用河川敷道路の整備内容・延長 

 
【観点】 津波対策事業の実施状況 

［指標］津波ハザードマップ作成支援内容・作成市町村数 
［指標］津波情報提供設備の設置内容・設置数 
［指標］陸閘操作の改善内容・箇所数 
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点 検 項 目 地震・津波対策 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】地震対策事業の実施状況 
［指標］河川管理施設の耐震対策実施内容・箇所数 
平成 22 年度時点の各河川についての河川管理施設の耐震

対策の実施状況を以下に示す。 
レベル１（河川構造物の供用期間中に発生する確率が高

い地震動）対応については実施済み。 
レベル２（対象地点において現在から将来にわたって考えら

れる 大級の強さをもつ地震動）対応の点検マニ
ュアルが平成１９年に策定されたことを受
け、順次点検を実施中。 

・堰：要点検箇所 2 箇所のうち、点検済み箇所 2箇所 
点検済み箇所のうち、要対策箇所 2 箇所 
要対策箇所 2 箇所のうち、対策完了 1 箇所、対策実
施中 1 箇所 

・水門・樋門 
：要耐震点検 8箇所のうち、点検済み箇所 2 箇所 
点検済み箇所 2箇所のうち、要対策箇所 2 箇所 
要対策箇所 2 箇所のうち、対策未実施 2箇所 

・堤防 
：要耐震点検 19.4km のうち、点検済み箇所 19.4km 
点検済み箇所 19.4km のうち、要対策箇所 1.0km 

 
瀬田川洗堰は平成 21 年度に対策が完了。 
その他の水門・樋門においては、２箇所において点検を実

施した。 
平成 22 年度は、淀川大堰で対策を実施中である。 
 
堤防においては、要耐震点検 19.4km 全区間の点検が実施

済みとなった。 
 
 
［指標］緊急用河川敷道路の整備内容・延長 
緊急用河川敷道路については、災害時に公共交通機関の

代替えとして人・物の輸送を緊急的に行うことを目的とし
て整備を進めている。 
平成 22年度までに整備した緊急用河川敷道路の整備延長

の累計を下記に示す。 
緊急用河川敷道路の全体計画 73.1km のうち、平成 21 年度

までで 63.5km を整備済み。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 22 年度は、0.7km の整備を実施した。 

 
 

耐震対策については、レベル１対応
については実施済みであり、レベル２
対応についても堰等の重要構造物を優
先し必要な対策を着実に進めている。
また、緊急河川敷道路の整備も着実

に実施してきている。 
 
今後、残る水門・樋門のレベル２対

応の点検を早急に完了させ、対策必要
箇所を把握し、必要な対策を順次進め
ていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
緊急用河川敷道路については、主要

一般道とのアクセスを含め残る整備を
進めていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

緊急用河川敷道路の整備率

8.9k, 12%0.7k
1%2.5k

4%

0.7k
1%

3.0k
4%

57.3k
 78%

～H17
H18
H19
H21
H22
H23以降
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点 検 項 目 地震・津波対策 

２．進捗状況 ３．点検結果 

それにより、緊急用河川敷道路の全体計画73.1kmのうち、
平成 22 年度までで 64.2km 整備済み。  
 
 
 

【観点】津波対策事業の実施状況 
［指標］津波ハザードマップ作成支援内容・作成市町村数 

淀川沿川で、津波ハザードマップの作成が必要となる自治体
は、大阪市、尼崎市である。 

大阪市は作成済みであり、尼崎市も、平成 21 年 3 月に作成し
ている。 
 
 
［指標］津波情報提供設備の設置内容・設置数 

平成 16 年度～平成 19 年度に淀川において整備したスピ
ーカー、情報表示板等の津波情報提供設備の設置数を下記
に示す。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
平成 19 年度までの設置数累計は 18 となっている。 
平成 19 年以降の新規設置は行われていない。 
 
平成 22 年度の津波情報提供設備の設置はない。 
 
なお、平成 23 年 3 月 11 日発生の東北地方太平洋沖地震

では、河川利用者に対して、津波情報提供設備による津波
に関する情報提供を行った。 
 
 
［指標］陸閘操作の改善内容・箇所数 

昭和 52 年度から毎年、淀川・神崎川・左門殿川筋にか
かる防潮扉の開閉操作訓練を関係機関の参加のもと実施し
ている。 

また、平成 16 年度に淀川陸閘の機械設備の改造（油圧
ポンプ能力を向上）により操作時間を従来の 30分から約 20
分に短縮した。 
平成 22 年度は、関係機関の参加のもと防潮扉の開閉操作

訓練を実施した。 

 

点検項目「高潮対策」の［指標］陸閘操作の改善内容・箇所数と重複掲

載 

 

 

 
 
津波発生時における、河川利用者へ

の避難誘導、情報提供を目的としたス
ピーカー、情報掲示板等の設置により、
津波に関する情報提供が行われてい
る。 
今後も順次整備を進め、情報提供手

法の拡充を図る。 
また、一部橋梁で陸閘となっている

箇所について、引き続き適切な管理に
努める。 
 

 

津波情報提供設備設置数
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H２０

凡例凡例

浸透対策もしくは侵食対策（HWLまで護岸）

侵食対策（天端まで護岸）

天端舗装

流下能力向上を目的とした伐採及び河道掘削

H２１ 実施内容H２２

高規格堤防（H22年度実施箇所）

：

：

：

：

：

：
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35

淀川本川 治水事業実施状況図

淀川淀川

※平成23年3月末時点

高見

海老江

大庭

H２０
凡例凡例

浸透対策もしくは侵食対策（HWLまで護岸）
侵食対策（天端まで護岸）
天端舗装
流下能力向上を目的とした伐採及び河道掘削

H２１ 実施内容H２２

高規格堤防（H22年度実施箇所）
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40

宇治川宇治川

37

山科山科川川45

宇治川 治水事業実施状況図

：

※平成23年3月末時点

H２０
凡例凡例

浸透対策もしくは侵食対策（HWLまで護岸）
侵食対策（天端まで護岸）
天端舗装
流下能力向上を目的とした伐採及び河道掘削

H２１ 実施内容H２２

高規格堤防（H22年度実施箇所）

桂川 治水事業実施状況図

桂川桂川

※平成23年3月末時点

0

H２０
凡例凡例

浸透対策もしくは侵食対策（HWLまで護岸）
侵食対策（天端まで護岸）
天端舗装
流下能力向上を目的とした伐採及び河道掘削

H２１ 実施内容H２２

高規格堤防（H22年度実施箇所）
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木津川下流 治水事業実施状況図

※平成23年3月末時点

H２０
凡例凡例

浸透対策もしくは侵食対策（HWLまで護岸）
侵食対策（天端まで護岸）
天端舗装
流下能力向上を目的とした伐採及び河道掘削

H２１ 実施内容H２２

高規格堤防（H22年度実施箇所）

瀬田川
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75k

※平成23年3月末時点

瀬田川 治水事業実施状況図

H２０
凡例凡例

浸透対策もしくは侵食対策（HWLまで護岸）
侵食対策（天端まで護岸）
天端舗装
流下能力向上を目的とした伐採及び河道掘削

H２１ 実施内容H２２

高規格堤防（H22年度実施箇所）
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野洲川
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14k

優先箇所

※平成23年3月末時点

野洲川 治水事業実施状況図

H２０
凡例凡例

浸透対策もしくは侵食対策（HWLまで護岸）
侵食対策（天端まで護岸）
天端舗装
流下能力向上を目的とした伐採及び河道掘削

H２１ 実施内容H２２

高規格堤防（H22年度実施箇所）

木津川木津川

柘植川柘植川

服部川服部川

服部川服部川

※平成23年3月末時点

木津川上流（木津川・服部川・柘植川） 治水事業実施状況図

H20

凡例凡例

浸透対策もしくは侵食対策（HWLまで護岸）

侵食対策（天端まで護岸）

天端舗装

流下能力向上を目的とした伐採及び河道掘削

H21 実施内容H22

高規格堤防（H22年度実施箇所）
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名張川名張川

青蓮寺川青蓮寺川

※平成23年3月末時点

木津川上流（名張川・宇陀川・青蓮寺川） 治水事業実施状況図

名張川名張川

H２０
凡例凡例

浸透対策もしくは侵食対策（HWLまで護岸）
侵食対策（天端まで護岸）
天端舗装
流下能力向上を目的とした伐採及び河道掘削

H２１ 実施内容H２２

高規格堤防（H22年度実施箇所）
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猪名川・藻川 治水事業実施状況図
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H２０

凡例凡例

浸透対策もしくは侵食対策（HWLまで護岸）

侵食対策（天端まで護岸）

天端舗装

流下能力向上を目的とした伐採及び河道掘削

H２１ 実施内容H２２

高規格堤防（H22年度実施箇所）
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容 

4.4.利水 
河川整備計画の該
当箇所 

4.4.2.環境に配慮した効率的な水利用の促進 

点  検  項  目 環境に配慮した効率的な水利用の促進 

１．施策の概要 

環境に配慮した効率的な水利用の促進 

（１） 水需要の精査と水利権の見直し 
現状における水需要および水需要予測を利水者から聴取し、利水者の水需要（水利用実績、需要

予測（水需要抑制策を含む）、事業認可及び事業の進捗状況、水源状況等）について適切な機会を捉
まえて精査確認し、その結果に基づいて適切に水利権許可を行うとともに、その結果を公表する。
農業用水の慣行水利権についても、水利用実態把握に努めるとともに、取水施設の改築、土地改

良事業、治水事業の実施等の機会をとらえ、慣行水利権者の理解と協力を得ながら許可水利化を促
進する。なお、農業用水の水利権見直しにあたっては、地域の水環境の維持・改善機能等に配慮す
るとともに、事業者に対して農業用排水路施設と河川との落差の解消など連続性の確保を促す。 
 

（２） 水需要の抑制 
長期的な気候変動等の不安定要因をふまえ、琵琶湖の水利用による水位低下を緩和し、河川の豊

かな流れを回復するため、節水の啓発、水利用の合理化や再利用の促進により水需要を抑制し、取
水量を減らすことに努める。水需要の抑制にあたっては、従来、渇水時に取水制限等の渇水調整を
行うために開催されてきた渇水対策会議を関係者間で調整し利水者会議として常設化し、平常時か
らの効率的な水利用が図られるよう検討・調整を行うことにより、利水者、自治体等関係機関、住
民との連携を強化し、節水意識の向上、再利用や雨水利用を含めた限られた水資源の有効活用など、
取水量の低減につながる具体的な方策の推進を図る。 
なお、現状の水利用は、これまで長い時間をかけて形成されてきたものであり、さらなる節水型

の社会の実現は、必然的に市民のライフスタイルの変化を伴うことから、水需要の抑制は時間をか
けて継続的に取り組む。 
 

（３） 既存水資源開発施設の環境に配慮した効率的運用 
１） 施設の運用 
取水実態や治水上の必要性、河川環境への影響、近年の少雨化傾向等をふまえ、既存水資源開発

施設の統合操作や再編、運用の見直しによる、より効率的な活用を図る。 
・ 既設ダム群等のより効果的な用水補給を図るため、統合操作・運用の見直しを検討して実施する。 

瀬田川洗堰、天ヶ瀬ダム、高山ダム、青蓮寺ダム、室生ダム、布目ダム、比奈知ダム、日吉ダム 
・ 既設ダム等の再編、ダム間の連携による、より効率的な用水補給について検討する。 

瀬田川洗堰、天ヶ瀬ダム、高山ダム、青蓮寺ダム、室生ダム、布目ダム、比奈知ダム、日吉ダム、一庫
ダム 

・ 渇水が頻発しているダムにおいては、下流の取水実態に応じた効率的な渇水対策を検討すると
ともに、日吉ダムにおいては試行を継続して実施する。 
室生ダム、日吉ダム、一庫ダム 

２） 川のダイナミズムの再生 
河川の流水中に生息・生育・繁殖する水生生物や水辺地等に生息・生育・繁殖する陸生生物にと

って、水位や流量の変動などの川のダイナミズムによって生じる水辺の冠水や攪乱などが重要なこ
とから、ダム、堰の管理については、利水の効率性だけを求めるのではなく、自然流況を意識した
運用に努めるものとし、治水や利水への影響を考慮した上で、水位変動や攪乱の増大を図るために
有効な操作方式や放流量等について検討し、試験操作による効果を確認しつつ、ダム・堰を適正に
運用する。 
３）琵琶湖における水位低下緩和方策の検討 
洪水期を迎える前に行う急速な水位低下操作と下流での水利用によって生じる水位低下の長期化

を緩和する方策を検討する。 
①他ダムとの統合運用を含めた瀬田川洗堰の水位操作 
②関係者と連携した水需要の抑制 
③琵琶湖からの放流量を補う琵琶湖への流入水量の確保 
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点  検  項  目 環境に配慮した効率的な水利用の促進 

１．施策の概要 

（４） 水利権が見直された場合の既存水源の活用 
水利権が見直された場合の既存水資源開発施設等の水源については、水源を保有する利水者にお

ける将来の需要量や利水安全度を考慮した判断をふまえた上で、少雨化傾向を考慮した水系全体の
利水安全度の確保、琵琶湖の水位低下の緩和や河川の豊かな流れ・ダイナミズムの再生、利水者間
の転用など、将来の水系を見据えた水利用への活用に努める。 
 

（５） 安定した水利用ができていない地域の対策 
水需給が逼迫するなど安定した水利用ができていない地域に対して、既存の利水者の水利権を見

直すことによって利用可能となる水源の転用に努めるが、そのような転用がただちに行えない場合
には、新たな水資源開発施設による新規水源の確保を行い、水利用の安定化を図る。 
伊賀地域では、宅地開発・工業団地、各種商業施設等の地域開発の進展により、水需給が逼迫し

ているため、川上ダムにより新規水源を確保する。 
京都府南部地域では、人口増加に対応した水道施設の整備を進めてきており、宇治市、城陽市、

八幡市、久御山町の 3 市 1 町を対象とした水道用水を安定的に供給するため、天ヶ瀬ダム再開発に
より、新規水源を確保する。 

 
 ＜観点と指標＞  
 

 
「環境に配慮した効率的な水利用の促進」に関する進捗状況の点検については、以下に示す【観

点】を取り上げ、それぞれに［指標］を設定し実施した。 
 
  

【観点】水利権の見直し、転用の実施状況 
   ［指標］見直しと転用のためのルール作りの内容・件数 
 

【観点】慣行水利権の許可水利権化の実施状況 
   ［指標］慣行水利権の許可水利権化の内容・件数 
 

【観点】水需要抑制の実施状況 
   ［指標］渇水対策会議の機能拡大、会議構成員拡大及び常設化（利水者会議）の実現に向け

た内容・ヒアリング回数 
［指標］住民・事業所等に対する啓発の内容・回数 
 

【観点】既存水資源開発施設の再編と運用の見直し実施状況 
［指標］見直しによって効果をあげうる事案の調査検討内容 

 
【観点】安定した水利用ができていない地域の対策状況 

   ［指標］新規水源の確保内容 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160



 

点 検 項 目 環境に配慮した効率的な水利用の促進 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】水利権の見直し、転用の実施状況 
［指標］見直しと転用のためのルール作りの内容・件数 
平成 22 年度において、水利権の見直しは無かったことか

ら転用のためのルール作りまでには至らなかった。 
 
 

 
今後、水利権の更新、転用の要請等

の機会を通じて、水需要の精査確認、
関係機関調整を行い、水利用の合理化
に努める。 

【観点】慣行水利権の許可水利権化の実施状況 
［指標］慣行水利権の許可水利権化の内容・件数 
 平成 11 年度以降の許可水利権化件数は、７件である。 

 また、平成 23年 3 月現在の水利権許可の件数は、農業用

水 113 件（内、慣行 45 件）、水道用水 46 件、工業用水 28

件、発電用水 36件、その他用水 10 件である。 

平成22年度における慣行水利権の更新件数は2件であっ

たが、許可水利権化は無かった。 

取水件数 大取水量（m3/s）

許可 68 167.146
慣行 45 36.345
小計 113 203.491

46 120.400
28 27.485
10 0.506
36 688.115

233 1,039.998

その他用水
発電用水

計

目的

農業用水

水道用水
工業用水

 

 【水利権許可件数（平成 23 年 3月現在）】 
 

 
水利権更新時の協議を通じて、許可

水利権化の働きかけを行っているが、
平成 22 年度は許可水利権化を行った
案件はなかった。 
今後も、引き続き水利権更新時の協

議を通じて許可水利権化の働きかけを
行っていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【観点】水需要抑制の実施状況 
［指標］渇水対策会議の機能拡大、会議構成員拡大及び常設
化（利水者会議）の実現に向けた内容・ヒアリング回数 
 平成 22 年度は、渇水対策会議の機能拡大及び利水者会議
の常設化に向けた検討の一環として、淀川水系全体の渇水
調整のあり方についての検討を行った。 
なお、大きな渇水も無かったことから、関係省庁、関係

自治体、主な利水者に対するヒアリング等の実施には至ら
なかった。   
 
［指標］住民・事業所等に対する啓発の内容・回数 

平成 22 年度は、平成 20、21 年度の断水生活体験（社会
実験）を通じて、時間断水を伴う大規模な渇水時には、広
報・啓発、予想および準備の観点において河川管理者・水
道事業者・住民がとるべき行動をとりまとめた。 
また、そのとりまとめ結果を、淀川水系内の関係府県お

よび、自治体の水道事業者に送付した。 
 
 

 

 
 
平成 20 年度に実施したヒアリング

において、会議内容や運営方法等に対
する利水者それぞれの立場及び意見の
相違があり、現時点においても利水者
会議の設立は難航している。 
当面は、従来の渇水対策会議の中で

議論を深めつつ、共通認識が得られる
よう引き続き、調整を続けていく。 
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渇水対策の経過
放流制限 貯水率

新町下確保量※1 上水道 かんがい 9時時点
平成20年
8月18日 4.0m3/s 51.5%
9月10日 3.0m3/s 20% 20% 30.5%
9月17日 2.0m3/s※2 30% 30% 20.9%
9月29日 2.0m3/s※2 20% 30% 51.6%
平成21年
9月16日 4.0m3/s 50.5%
9月28日 2.0m3/s 20% 30% 29.9%
※1　新町下地点確保量 5.0m3/s（通年）

※2　ただし、前年のダム平均流入量+1.0m3/sを上限

取水制限

自主節水

自主節水

点 検 項 目 環境に配慮した効率的な水利用の促進 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】既存水資源開発施設の再編と運用の見直し実施状況 
［指標］見直しによって効果をあげうる事案の調査検討内容 
 桂川の日吉ダムについては、慢性的な渇水状況のため、例
年、貯水位の低下に伴い、渇水調整会議の場において利水
者間でダム放流量の削減や取水制限等の合意を得、ダムの
水を温存する運用を実施している状況。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・毎年取水制限等を行っている実態を受けて、平成 21年
度より、貯水量を温存するための検討・調整を実施し、
平成 22 年度より運用を開始した。 

 

 
 
日吉ダムにおいて、慢性的な渇水状

況の改善のため貯水量を温存するため
の検討・調整を行うなど、既存施設の
運用の見直しが進められている。 
 
今後も、利水者等の協力を得ながら、

状況に応じ適切な既存水資源開発施設
の運用に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【観点】安定した水利用ができていない地域の対策状況 

［指標］新規水源の確保内容 

安定した水利用が確保できていない伊賀地域や京都府南
部地域では、新規水源を確保するため、川上ダム及び天ヶ
瀬ダム再開発の事業が実施されている。 
平成 22 年度は、川上ダムでは、県道青山美杉線の付替工

事を実施し、天ヶ瀬再開発事業では、工事用道路等の整備
を実施した。 

 

 
安定した水利用を確保するため、川上

ダムや天ヶ瀬再開発事業を実施してい
るところである。 

 
今後も、安定した水利用を確保するた

め、必要な整備を進める。 
 
なお、川上ダム建設事業については、

ダム事業の検証における検証対象ダム
として、現在「ダム事業の検証に係る
検討に関する再評価実施要領細目」の
評価軸に基づく検討を行っているとこ
ろである。 
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貯水率　５０％

貯水率　４０％

貯水率　３０％

（千ｍ3）

貯水率　２０％

貯水率　１０％

貯水率　６０％

貯水率　７０％

貯水率　８０％

貯水率　９０％

(検討事例) 
新町下地点確保量の縮減 
通年:5.0m3/s → 6/16～10/15:4.0m3/s 

H22 年度 日吉ダム貯水容量温存比較図

新町 4.0m3/s（実施）
低貯水率 56.2% 

貯水率 50% 

新町 5.0m3/s（従来）
低貯水率 43.3% 

50%以下となった場合実施している 
自主節水を回避することができた。 

:実施
:従来
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容 

4.4.利水 
河川整備計画の該
当箇所 

4.4.3.渇水への備えの強化 

点 検 項 目 渇水への備えの強化 

１．施策の概要 

（１） 渇水調整の円滑化 
近年の少雨傾向に伴う利水安全度の低下をふまえ、渇水時の被害を 小限に抑える対策として、

利水者会議における平常時からの情報交換などにより、渇水時における渇水調整の円滑化を図る。
また、渇水調整において、現状では実績取水量に応じた取水制限を実施しているが、各利水者間

の安定供給確保への取り組みや日頃からの節水に対する努力に応じた取水制限の考え方を検討し、
利水者の意向を確認しつつ渇水調整方法の見直しの提案を行う。 
 

（２） 渇水対策容量の確保 
計画規模を上回る異常渇水に対して、社会経済活動への影響をできる限り小さくするため、渇水

対策容量の確保が必要である。 
丹生ダム建設事業において渇水対策容量を確保することとしているが、ダムで容量を確保する方

法と琵琶湖で確保する方法があることから、 適案について総合的に評価して確定するために調
査・検討を行う。 
 
 ＜観点と指標＞  
 

 
「渇水への備えの強化」に関する進捗状況の点検については、以下に示す【観点】を取り上げ、［指

標］を設定し実施した。 
 
【観点】水需要抑制の実施状況 

［指標］渇水対策会議の機能拡大、会議構成員拡大及び常設化（利水者会議）の実現に向け
た内容・ヒアリング回数 

 
【観点】渇水対策容量の必要性と確保手法の検討状況 

［指標］渇水対策容量を確保することによる想定被害減少の検討内容 
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点 検 項 目 渇水への備えの強化 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】水需要抑制の実施状況 
［指標］渇水対策会議の機能拡大、会議構成員拡大及び常設
化（利水者会議）の実現に向けた内容・ヒアリング回数 
 平成 22 年度は、渇水対策会議の機能拡大及び利水者会議
の常設化に向けた検討の一環として、淀川水系全体の渇水
調整のあり方についての検討を行った。 
なお、大きな渇水も無かったことから、関係省庁、関係自
治体、主な利水者に対するヒアリング等の実施には至らな
かった。 
 
 
【観点】渇水対策容量の必要性と確保手法の検討状況 
［指標］渇水対策容量を確保することによる想定被害減少の検
討内容 

計画規模を上回る異常渇水に対して、社会経済活動への
影響をできる限り小さくするため、取水制限の強化や琵琶
湖湖岸周辺の生態環境への影響等、必要性の検証のための
想定被害減少効果について検討を実施している。 
 
平成 22 年度においては、引き続き、渇水対策容量を丹生

ダムで確保する方法と、琵琶湖で確保する方法があること
から、この両案を総合的に評価して確定するための調査・
検討を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
今後も、水道事業者と連携し早期の

節水協力等の広報・啓発を実施する必
要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
丹生ダム建設事業については、ダム

事業の検証における検証対象ダムとし
て、現在「ダム事業の検証に係る検討
に関する再評価実施要領細目」の評価
軸に基づく検討を行っているところで
ある。 
 
 

 

琵琶湖に確保する方法と丹生ダムに確保する方法

丹生ダム

琵琶湖断面図

琵琶湖（イメージ）

を増大させない対策丹生ダム丹生ダム丹生ダム
渇水対策容量を

丹生ダムで確保

琵琶湖への補給

琵琶湖（イメージ）琵琶湖（イメージ）琵琶湖（イメージ）

琵琶湖周辺の治水リスク

渇水対策容量を確保

琵琶湖で
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容 

4.5.利用 
河川整備計画の 

該当箇所 

4.5.2.川らしい利用の促進 

点 検 項 目 川らしい利用の促進 

１．施策の概要 

（１） 舟運 
淀川本川・宇治川において、河口から伏見までが航行可能となるよう、航路確保等必要な整備

や検討を行う。また、川沿いの自治体や民間との舟運復活に向けた意見交換を実施する。 
 

（２） 水面利用の促進 
水面利用をより活発にするため、利用者が多い箇所では、水辺へのアプローチ整備を実施する

とともに、航行の支障となっている堰等の横断工作物の改善を検討して実施する。 
 

（３） 水面利用の適正化 
水上バイクやプレジャーボート等が守るべき通航方法を定め、その適用区域を指定すること

で、秩序ある水面利用を図る。また、滋賀県域においては、条例に基づき滋賀県と連携して不法
係留対策を行う。 
 

（４） 安全利用のための対策 
川の利用に伴う危険を知った上で川に親しむ河川利用を目指し、河川の利用にあたって、危険

箇所に関する情報提供や、安全な利用の仕方の啓発を、関係機関、住民・住民団体（NPO 等）の
協力を得ながら看板やインターネットなどの広報ツールを用いて実施する。また、水難事故防止
のため、川の危険を知るための教育を徹底するとともに、「水難事故防止協議会（仮称）」を設置
し、河川利用者の代表者とともに、対策方法について検討する。 
 

（５） 環境学習の推進  
河川に係わる人材育成の支援や、住民・住民団体（NPO 等）と連携した環境学習を推進する。
 

（６） 川らしい河川敷の利用 
河川敷利用にあたっては、「川でなければできない利用、川に活かされた利用」を推進すると

いう観点から、現状の利用形態や公園整備のあり方を見直し、グラウンド、ゴルフ場等のスポー
ツ施設のように、本来河川敷以外で利用する施設については、地域と川との関わりをふまえなが
ら縮小していくことを基本とする。 
 

（７） 違法行為の是正 
河川敷で違法に行われている耕作、工作物設置等の行為は、違法行為是正実施計画に基づき是

正に努める。 
 

（８） 水産資源の保護・回復 
水産資源の保護・回復を図る観点から、淀川水系における生物の生息・生育・繁殖環境の保全・

再生を図ることは重要である。このため、「4.2 河川環境」に記載する各施策を積極的に実施す
る。 
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点 検 項 目 川らしい利用の促進 

１．施策の概要 

 
＜観点と指標＞  
 

 
「川らしい利用の促進」に関する進捗状況の点検については、以下に示す【観点】を取り上げ、それ

ぞれに［指標］を設定し実施した。 
 

【観点】水域の秩序ある淀川利用に向けての誘導または規制の取り組み状況（水面利用） 
［指標］舟運の取り組み内容・水制工整備数 
［指標］秩序ある河川利用に向けての取り組み内容・誘導、規制数 
 

【観点】川の安全利用施策の実施状況 
［指標］水難事故防止に向けた取り組み内容・実施数 
 

【観点】陸域・水域移行帯の秩序ある淀川利用に向けての誘導または規制の取り組み状況（川ら
しい河川敷利用） 
［指標］河川保全利用委員会の取り組み内容・回数 
［指標］違法行為の是正内容・不法耕作面積 
 

【観点】「川に活かされた利用」の実施状況 
［指標］環境学習などの実施内容・回数 
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点 検 項 目 川らしい利用の促進 

２．進捗状況 ３．点検結果 

観点】水域の秩序ある淀川利用に向けての誘導または規制の
取り組み状況（水面利用） 
［指標］舟運の取り組み内容・水制工整備数 
沿川自治体とも協働しながらイベントを通じた社会実験等

の取り組みを行っており、アンケート調査を実施しながら、
舟運に対する需要の把握を行っている。 
琵琶湖・淀川流域圏再生推進協議会においては、平成 20 年

度に舟運を活用した社会実験「蘇れ！！淀川の舟運」の内容
や効果・課題等をとりまとめ公表した。 
平成 21 年度は、「淀川舟運整備推進協議会」において、沿

川自治体の首長と舟運復活に向けた意見交換を実施した。 
 
水制工については、枚方地点上流の航路確保や河川環境の

保全に資する水制工の整備を試験的に実施している。 
 平成 18 年度から平成 22 年度にかけて計 7 基の水制工を整
備した。 
平成 22 年度は、堆砂状況についてモニタリング調査を実施

した。 
 

 
［指標］秩序ある河川利用に向けての取り組み内容・誘導、規
制数 
・水上バイクの利用は、全川的に迷惑行為として禁止して
いる。なお、摂津市一津屋地先で自主ルールに基づく利
用の適正化を実施している。 

・不法係留船及び投棄船の現地調査結果を関係機関へ情報
提供し連携した取り組みを実施している。 
 

 平成 22 年度は、平成 18 年度に比べて 8 隻の不法係留船
が減少した。 
 
不法係留船数の推移を以下に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

点検項目「多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承」の

［指標］河川景観を損ねている不法工作物の計画的な是正やゴミの不法

投棄の防止状況と重複掲載 

 
 
 

 
 
 
舟運を活用した地域の活性化に向け、

イベントを通じた社会実験等の取り組
みが継続されている。また、不法係留船
数は H18 年度からは減少しているもの
の、この 2 年間については僅かである
が増加している。 

 
今後も、水面の利用としてより好まし

い舟運について引き続き検討していく
とともに、関係機関と協力し不法係留
船の解消に向け取り組みを実施してい
く。               
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点 検 項 目 川らしい利用の促進 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】川の安全利用施策の実施状況 
［指標］水難事故防止に向けた取り組み内容・実施数 
安全利用のための対策として平成 18 年～22 年度に実技

講習等が 38 件実施されている。 
 
平成 21 年度より、「河川水難事故防止週間（7 月 1 日～7

日）」が設けられ、平成 22 年度は以下の取り組みを行った。
・河川防災スクール：淀川で河川レンジャーと連携し、中
学生を対象に体験学習・応急手当に関する知識・技術習
得のための講習を行った（参加者 736 名） 

・川で遊ぼう魚をとろう：淀川で河川レンジャーと連携し、
夏休み期間の休日、親子を対象に河川の体験学習会。親
水体験と共にライフジャケット装着指導や水辺の安全講
義を行った。（参加者 348 名） 

・美津島わがまちビジョン中学校区避難所開設訓練：淀川
で河川レンジャーと連携し、大阪市淀川区の中学校校区
で実施された地震発生時避難訓練に「水中歩行」「水没ド
ア開閉」の水害体験施設を設置し、水害発生時の避難に
ついて啓発を行った。（参加者 500 名） 
 
 
 

【観点】陸域・水域移行帯の秩序ある淀川利用に向けての誘導
または規制の取り組み状況（川らしい河川敷利用） 

［指標］河川保全利用委員会の取り組み内容・回数 
河川保全利用委員会の審議を踏まえ、秩序ある淀川利用

に向けての誘導又は規制などを検討している。 
 
平成 22 年度は、計 12 回開催した。公園等施設の更新に

おいて、以下のような意見をいただいた。 
・占用者・利用者・管理者・市民の 4 者が望ましい川につ
いて話し合うことなど、情報共有を図ること。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
点検項目「流域管理に向けた継続的な施策展開」の[指標]河川管理者以

外の者が管理する施設に対する働きかけの実施内容・河川保全利用委員

会開催数と重複掲載 

 

 

※ その他河川利用の実態を参考までに以下に示す。 
・国営公園の整備済面積は平成 18年-平成 22 年では拡大し

ておらず、平成 22 年時点の整備率は 18.6%である。 

 

 

実技講習や川の利用者への防災情報
の提供等を通じて、水難事故防止のた
めの活動が着実に行われている。 
 
今後も引き続いてそれらの取り組み

を進めていく必要がある。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
川らしい河川敷利用に向け、河川保

全利用委員会の意見を踏まえた取り組
みが進んでいる。 
 
今後も周辺環境・地域特性を考慮し

つつ、川らしい河川敷利用に向けて取
り組んでいくものとする。 
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点 検 項 目 川らしい利用の促進 

２．進捗状況 ３．点検結果 

・淀川は大都市圏を貫流する河川であり、広い高水敷には
スポーツ施設、広場等が整備され年間を通じて 21,719 千
人(平成 18 年度)の利用者があり、利用形態では散策等が

も多く続いてスポーツ、釣りとなっている。 
・高水敷の形態は平成 18 年-平成 22 年では大きく変化して

いない。平成 22年時点の利用状況と占用面積の経年変化
を以下に示す。 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［指標］違法行為の是正内容・不法耕作面積 
不法耕作に対し是正看板設置や現地指導を行い、警告看

板を設置した後に現地の整地を実施している。以下に不法
耕作面積を示す。 
平成 22 年度の不法工作面積は約 150,000m2 となり、減少

傾向となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

点検項目「多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承」の

[指標]河川景観を損ねている不法工作物の計画的な是正やゴミの不法投

棄の防止状況と重複掲載 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
不法耕作に対する現地指導等により、

不法耕作面積は着実に減少している。
 
今後も不法耕作、及び不法工作物に対

し継続した是正の取り組みを行ってい
く。 
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点 検 項 目 川らしい利用の促進 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】「川に活かされた利用」の実施状況 
［指標］環境学習などの実施内容・回数 
①住民・住民団体（NPO 等）や河川レンジャー等と連携し
た環境学習を行っている。平成 22年度に実施された主な事
例を以下に示す。 
・「芥川・淀川における生態学習会」：捕獲体験を通じて
「川を生かす」ことが「人が生きる」ことにつながると
いうことを考える取り組みを実施した（4 月、6月） 

・「木津川花散策」：河川レンジャーや NPO と連携し、河川
敷の植生に関する学習会を実施した。（5 月×2 回、9 月）

・ 桂川自然観察会」：河川レンジャーや NPO と連携し、野鳥
を取り巻く環境を中心とした学習会を実施した。 （4
月×2 回、5 月×2回、10 月、12 月×2 回、1 月×2 回、2
月、3 月） 

・「親子川の学校」：河川レンジャーや NPO と連携し、河川
を取り巻く様々な環境（水質・植生・魚類・水棲生物）
に視点を当てた親子対象の学習会を実施した。（4 月、
5 月、6 月、8 月、9 月、10 月、11月） 

・「合同調査会」：猪名川外来植物対策リーダーの人材育成
を目的に外来植物対策の必要性及び対策実施後の目標植
生に関する知識を身につけてもらう合同調査会を実施し
た。（7 月、11 月、１月） 

 
②水辺の川らしい利用の啓発に関する主な事例としてクリ
ーン作戦が実施されている。以下に参加者の経年変化を示
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 22 年度は、9,000 人以上方々が参加した。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
河川レンジャー等と連携した環境学

習やクリーン作戦が活発に行われてい
る。 
 
今後も河川に係わる人材育成の支援

や、NPO 等と連携した環境学習の場を
推進していく。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

クリーン作戦参加者

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H18 H19 H20 H21 H22

人

170



 

4.河川整備の方針と具体的な整備内容 

4.5.利用 
河川整備計画の 

該当箇所 

4.5.3.憩い、安らげる河川の整備 

点 検 項 目 憩い、安らげる河川の整備 

１．施策の概要 

（１） 憩い、安らげる河川の整備 
憩い、安らげる河川の整備にあたっては、川らしい利用についての総合的な検討を行う。自然を

楽しむことに加え、子供や高齢者が安心して利用できるよう配慮するとともに、多くの人が利用し
やすく集うことができる工夫を行うこととする。さらには、地元自治体と連携して、 低限必要な
施設の整備を行うとともに、住民団体等が維持管理を行う仕組みづくりや、自治体で行われている
地域住民中心の管理制度について検討する。 
河川利用の施設整備にあたっては、バリアフリー化を進める。また、自転車や車椅子等の快適な

通行を確保するため、河川敷及び堤防上面のバイク止めについては構造・設置方法について検討し
て実施する。 

 
（２） 水辺の整備 

淀川、木津川、桂川、猪名川において、人が水辺に親しめ近づくことができる環境づくりを行う
ため、地元の住民団体、河川レンジャー等の意見を聴きながら、自治体とも協力して、その地域に
応じた自然環境や水辺の風景と調和した水辺の整備を行う。  

 
（３） 河口域における憩い空間の形成（干潟公園等） 

汽水域の生物の生息・生育・繁殖場として貴重な場である河口部において、干潟の再生を行うこ
とにより、都市域の住民が生き物とのふれあいや観察などに利用できる憩いの空間を整備し、都市
域におけるコミュニティーの拠点とする。 

 
（４） 小径(散策路)、「歴史文化の薫る散歩道(仮称)」の整備 

歩行者等が河川に沿って容易に移動でき、安全に水辺に近づけるよう、小径（散策路）の整備を
継続して実施する。なお、自転車と歩行者との安全な利用について検討するほか、河川の距離標の
表示を見やすくするなど利用者の利便性の向上を図る。 
また、変化する水辺の風景を楽しむことや、川沿いの市町村と共同で「歴史文化の薫る散歩道(仮

称)」として、川とまち・地域間の小径（散策路）のネットワークを形成する。 
 

（５） 迷惑行為の是正 
他の利用者や周辺の民家等に迷惑となる行為については、啓発活動実施計画に基づき迷惑行為防

止に努める。 
迷惑ゴルフについては、関係機関と連携し、法的措置も視野に入れ、その是正に努める。バイク

走行については、関係機関と連携し法的措置も含めてその規制に努める。 
 

（６） ホームレスへの対応 
ホームレスに対して洪水等による危険性を周知するとともに、自治体福祉部局等と連携し、自立

支援に向けた情報交換等の対応を図る。 
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点 検 項 目 憩い、安らげる河川の整備 

１．施策の概要 

 
＜観点と指標＞  
 

「憩い、安らげる河川の整備」に関する進捗状況の点検については、以下に示す【観点】を取り上
げ、それぞれに［指標］を設定し実施した。 

 
【観点】憩い、安らげる河川の整備状況 

［指標］バリアフリー化の内容・実施箇所数 
［指標］水辺の整備内容 
［指標］小径（散策路）の整備内容・延長 
［指標］迷惑行為の是正内容・対策箇所数 
［指標］ホームレス対応内容・確認数 
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点 検 項 目 憩い、安らげる河川の整備 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】憩い、安らげる河川の整備状況 
［指標］バリアフリー化の内容・実施箇所数 
憩い、安らげる河川の整備を示す指標として、平成 22年

度までに整備を実施してきたトイレ及びスロープの設置数
の累計を以下に示す。 
平成 22 年度は、トイレの存置数は前年度と同数となって

いる。また、スロープの新規設置は行っておらず、設置数
の変化はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
点検項目「日常からの川と人のつながりの構築」の［指標］バリアフリ

ー化の内容・実施箇所数と重複掲載 

 
 

［指標］水辺の整備内容 
平成 22 年度の水辺の整備実施事例を以下に示す。 

・木津川の堤防強化工事における植生保護対策として、工
事前に剥ぎ取った現地表土を仮置きし、護岸覆土として復
元利用するととともに、可能な範囲で移植などの対策にも
取り組んだ。保全の対象となる貴重植物の選定にあたって
は、地域特性を把握、反映するために、地域のＮＰＯや河
川レンジャーの意見を聴きながら選定した。 
 

・地域住民が水辺に親しみ、学習等に活用できる「水辺の
楽校」整備を、自治体、住民、住民団体(NPO 等)と連携し
て実施している。 

□ 木津川 笠置地区(平成 22 年度完成) 
 
 
 
 
 

 
 
川を子どもや高齢者でも安心して利

用でき、多くの人が気軽に集うことが
できる場となるよう、トイレを 92 箇
所、スロープを 15 箇所設置している
が、平成 22 年度は進捗していない。 
 
今後も河川利用が安心して、気軽に

利用できる場として整備を進めるとと
もに、施設整備にあたってはバリアフ
リー化を進める。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人々が水辺に親しみ近づくことので
きる環境整備が進められている。 
今後も、引き続き地域の方々や河川

レンジャー等の意見を聴きながら、そ
の地域に応じた水辺の整備を進めてい
く。 
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点 検 項 目 憩い、安らげる河川の整備 

２．進捗状況 ３．点検結果 

［指標］小径（散策路）の整備内容・延長 
小径は、水辺の風景や川沿いの文化財をめぐる散策路の

ネットワークによる川とまちをつなぐ連続性の確保を目的
に整備している。 
全体計画 96.7km のうち、宇治川の左岸 37.2～39.2k 等や

瀬田川の右岸 70.6k～71.3k 等で整備を進めてきた。 
小径（散策路）の整備状況を示す指標として、平成 22 年

度までの整備済み延長の累計を以下に示す。 
平成 22 年度は、流域全体で約 0.7km の小径を整備した。
また、琵琶湖・淀川流域圏再生推進協議会において整備

が進められている「みずべプロムナード」ネットワークは、
小径を含め約 571km（H22 現在）が整備されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点検項目「日常からの川と人のつながりの構築」の［指標］小径（散策

路）の整備内容・延長と重複掲載 

 
 

［指標］迷惑行為の是正内容・対策箇所数 
淀川本川では平成 18 年 7 月、河川法施行令第 16 条の 4

第 1 項第 3 号イに基づくバイク等車両の乗り入れ規制を行
う（淀川左右岸約 38km 区間）など迷惑行為の是正の取り組
みを実施している。 
 
平成 22 年度は、バイクの乗り入れを規制する車止めを宇

治川で 3 箇所、桂川で 2 箇所、山科川で 1 箇所、東高瀬川
で 1 箇所、猪名川で 2 箇所設置した。以下は宇治川での設
置事例である。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
小径（散策路）の整備は、平成 21

年度は 2.1km、平成 22年度は 0.7km 実
施し、平成 22 年度末までに 10.3km が
整備され、水辺を散策する人々の姿が
多く見られるようになった。 
今後も、各整備箇所の特性を考慮し

た整備内容を検討し、推進を図り、川
とまち・地域間の水辺のネットワーク
の形成に努めるとともに、琵琶湖・淀
川流域圏再生推進協議会において、関
係機関と広域的な水辺の散策路ネット
ワークの整備について調整を図り、利
用者の視点にたった活用促進方策につ
いて検討していく。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイク走行に対する規制及び車止め
設置等の取り組みが実施され河川利用
者、あるいは近隣住民の安全性が向上
している。 
 
今後も迷惑行為の是正に向け、関係機

関と連携し規制やマナーの向上等に取
り組んでいく。 
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点 検 項 目 憩い、安らげる河川の整備 

２．進捗状況 ３．点検結果 

［指標］ホームレス対応内容・確認数 
治水・環境・利用等の面で河川管理を適切に行う観点か

ら、河川敷等に起居しているホームレスの実態を把握する
とともに不法に設置されている小屋や放置された荷物など
を撤去するよう指導を行っている。併せて、自立支援に向
けた情報交換を関係自治体と行うとともに、洪水等の危険
性について、河川巡回時に周知している。 
以下にホームレスの確認数を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  平成 22 年度は、約 265 人のホームレスが河川敷に居るこ
とを確認した。 
 
 
 

 

ホームレスの確認数は減少している。
 
今後も引き続き、関係機関等と連携を

図りながら指導を行っていく。また、
洪水等による危険性を周知するととも
に、自治体福祉部局等と連携し、自立
支援に向けた情報交換等の対応を実施
していく。 
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容 

4.5.利用 
河川整備計画の 

該当箇所 

4.5.4. まちづくり・地域づくりとの連携 

点 検 項 目 まちづくり・地域づくりとの連携 

１．施策の概要 

（１） 三川合流部の整備 
桂川、宇治川、木津川の三川合流域の豊かな自然や歴史・風土に根ざした景観、歴史的文化資

源を保全しつつ、京阪神都市圏の住民が、人と自然の関わりを総合的に学ぶ環境学習機能等を備
える新しいタイプの地域間交流拠点を整備し、さらには鉄道・道路・舟運等のネットワークを構
築する「淀川三川合流域地域づくり構想」の実現に向け、関係自治体等との協議会で検討して実
施する。 

 
（２） まちづくりや地域づくりと連携した河川の整備 
１）歴史文化と調和した地域の観光に資する河川整備 

宇治川、桂川など、歴史的文化的な地域を流れる河川においては、地域の歴史文化に調和し、
観光等の地域活性化に資するよう自治体等と連携して河川整備を行う。 

２）良好な水辺まちづくり 
淀川において、川沿いの自治体、関係機関と連携し、高規格堤防の整備に併せ水辺に良好な都
市空間を形成していく。 

３）堤防(占用)道路の移設 
淀川において、堤防上の占用道路による人と川、まちと川のつながりの分断を是正するため、
高規格堤防の整備やまちづくりにあわせて、堤防道路の移設について、関係機関と調整する。

４）水と緑のネットワークによる地域拠点の整備 
淀川とまちをつなぐ観点から大阪中心部にせせらぎを設ける「水の路」への導水について、関
係機関と連携して検討する。 

 
 
 
 
 
 
 
＜観点と指標＞  
 

「まちづくり・地域づくりとの連携」に関する進捗状況の点検については、以下に示す【観点】を取り上
げ、それぞれに［指標］を設定し実施した。 

 
【観点】まちづくりや地域連携の取り組み状況 

［指標］三川合流部の拠点の整備内容 
［指標］歴史文化と調和した河川整備内容 
［指標］水辺を活かしたまちづくりの取り組み内容 
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点 検 項 目 まちづくり・地域づくりとの連携 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】まちづくりや地域連携の取り組み状況 
［指標］三川合流部の拠点の整備内容 
平成 19 年 11 月には「淀川三川合流域地域づくり構想」

が策定され、平成 18 年から平成 22 年にかけては、構想で
検討されている舟運や歴史・環境学習といった利用形態を
試験的に再現し、集客人員や住民ニーズを把握するため、
「淀川ふれあい交流イベント」を毎年実施しており、平成
22 年度は 8 月に「第 2 回七夕まつり」として開催している。
平成 21 年 3 月には、「淀川三川合流域地域づくり構想」

の実現に向けた国、府、市町による行動計画が策定され、
行動計画に記載された事業及びその他三川合流域の地域活
性化に資する事業の効果的な事業効果の発現、事業の早期
実現を図るため現場レベルでの調整を行うことを目的に平
成 21 年 10 月「淀川三川合流域事業調整連絡会」を設立。
淀川三川合流域事業調整連絡会では、三川合流活性化に

向けた検討として、５つの検討内容（アクセス・景観・ネ
イチャー・歴史文化観光・イベント）に分けそれぞれのグ
ループ内で事業進捗に向けた検討を行っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点検項目「日常からの川と人のつながりの構築」の［指標］三川合流部

の拠点の整備内容と重複掲載 

 
 
 
［指標］歴史文化と調和した河川整備内容 
宇治川の塔の島地区では改修にあたって世界遺産を擁す

る地域の景観に配慮し、『河川がもたらす自然の作用によっ
て形成された「中洲」としての姿を現代的に考え、歴史的
に蓄積されてきた人と川、人と自然の親密な関係を文化的
環境、文化的景観として再生する。』ことを基本理念に、学
識経験者及び地元の意見を踏まえた事業計画を作成し、実
施している。事業計画作成に当たっては、石張護岸や古典
的土木技法である木工沈床を活用し、地元宇治市の「宇治
茶と歴史・文化の香るまちづくり構想」も踏まえ歴史や景観
との調和に配慮した。 
また、宇治川に相応しい護岸設計のため、平成 21 年度には

「塔の島地区景観構造検討会」を設立し、学識経験者及び地
元と検討を進めている。 
 
平成 22 年度からは、実施した護岸の試験施工結果を基に、

採用する構造の検討を行っているところである。 
 
 

 
 
「淀川三川合流域地域づくり構想」

の実現に向けて、交流活動や関係機関
との調整を着実に実施している。 

 
今後さらに「淀川三川合流域地域づ

くり推進協議会」にて自治体間や地域
との連携を深めつつ、「淀川三川合流域
地域づくり構想」の実現に向け、三川
合流部の整備の具体化に向けて関係自
治体・民間事業者等と連携した実証実
験・意見交換会を実施し、検討を推進
する。 
 
 
 

（事例：三川合流周遊） 
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点 検 項 目 まちづくり・地域づくりとの連携 

２．進捗状況 ３．点検結果 

[指標］水辺を活かしたまちづくりの取り組み内容 
水辺を活かしたまちづくりの主な取り組み事例を以下に

示す。 
 

①平成 22 年度までに 21 地区で整備した高規格堤防の整備
延長の累計を以下に示す。 
平成22年度まで整備済み延長は4.93kmとなっており、整

備率は5.5％である。 
平成22年度は、整備中の４地区において、早期の完成を

目指し、以下の取り組みを行っている。 
 １）高見地区：高規格堤防盛土の整備が完了。 
 ２）海老江地区：高規格堤防盛土に着手。 
 ３）大庭地区：共同事業者（大阪府庭窪浄水場）による

改築事業を継続実施。 
４）大宮地区：共同事業者（常翔学園高等学校）による

校舎建替事業を実施。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点検項目「高規格堤防(スーパー堤防)の整備」の［指標］高規格堤防

整備内容・延長と重複掲載 
 
 
②瀬田川においては大津市による「瀬田川かわまちづくり」
により大津市南部地域の良好な河畔空間の創出による景観
形成、観光並びに地域コミュニティー等、地域振興となる
まちづくりを進めている。 
平成 22 年度は、「瀬田川かわまちづくり」のうち、国が

受け持つ散策路整備の基盤整備を平津地区において 0.7 ㎞
実施した。 
 
 
 
 
 
 
 

 

高規格堤防整備延長（累計）
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容 

4.5.利用 
河川整備計画の 

該当箇所 

4.5.5.水源地域の活性化 

点 検 項 目 水源地域の活性化 

１．施策の概要 

上流山間部の水源地域は、治水、利水、環境面にわたり流域全体の健全な水循環系を支えてきた。
しかし、山間地域の過疎化が急激に進行すると、森林の荒廃等により土砂流出の増加や、森林の水
源涵養機能の低下が懸念される。 
そのため、下流の都市域に暮らす人々は、上流山間部の水源地域の恩恵を継続的に受けているこ

とを鑑み、上流山間部を持続的に健全な状態に保っていく必要性を十分に認識し、水源地域を意識
した流域圏の視点を持つことが重要である。 
淀川水系においては、上流域のダム群や琵琶湖が果たしている治水面、利水面の役割が、下流受

益地域に的確に伝わっているとは言えないことから、上下流が連携しダム等の役割を適切に伝える
活動が求められている。そのため、上下流の交流を一層促進し、水源地域に対する理解を深め、さ
らに交流の恒常化と交流人口の増加を進めるための施策を支援・実施する。具体的には、自然環境
の保全に留意しつつ、交流の基盤となるダム及びダム湖周辺の利活用や利用のための施設の整備と
いったハード対策と交流の受け皿となる地域の催しや環境保全活動などのソフト対策の支援・実施
を関係機関と連携の下、継続的に推進する。 
 
（１）水源地域ビジョンを推進する。 
 
（２）親水性のある護岸や散策路等の整備を行い、公園キャンプ場等のダム周辺施設の利用の促進
を図る。 

 
（３）カヌー等レジャーの水面利用、釣りなどの利用促進に向けたルール策定等について検討し、
観光・レクリエーション資源としての湖面活用の促進を図る。 

 
（４）「ダム水源地ネットワーク」として、ダム水源地の役割や重要性の理解を得るための情報発
信を今後とも継続するとともに、水源地と下流域の人々の交流を促進するため、河川管理者が橋
渡しとなり、下流域の人々にダム水源地での植樹等、水源地域を訪れることのできる機会を設け
る。また、「森と湖に親しむ旬間」等の行事を通じて交流を促進する。 

 
（５）事業中のダムについては、水源地域の活性化に向けた将来の貯水池管理、利活用等を関係機
関等とともに検討し、湖面利用や周辺環境整備等のハード対策と併せ地域イベント等のソフト対
策を支援・実施する。 

 
＜点検方法＞  
 

「水源地域の活性化」に関する進捗状況の点検については、以下に示す【観点】を取り上げ、それ
ぞれに［指標］を設定し実施した。 
 

【観点】水源地域ビジョンの推進状況 
［指標］水源地ビジョン策定とその後の活動内容・回数 
［指標］ダム周辺の施設整備内容 
［指標］湖面活用促進の取り組み内容・活用数 
 
 

 

179



 

点 検 項 目 水源地域の活性化 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】水源地域ビジョンの推進状況 
［指標］水源地域ビジョン策定とその後の活動内容・回数 
水源地域ビジョンは天ヶ瀬ダム、高山ダム、青蓮寺ダム、

室生ダム、布目ダム、比奈知ダム、日吉ダム及び一庫ダム
の８ダムで策定された。また、各々のダムにおいて、水源
自治体、関係行政機関、ダム管理者等から成る協議会ある
いは連絡会が設立され、水源地域ビジョンの実行を図って
いる。 
平成 22 年度の水源地域ビジョンの取り組みとして、貯水

池周辺清掃、施設見学会、ホタル鑑賞会等が行われている。
参加者数を以下に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
水源地域ビジョンを策定し連絡会等

により各施策が実施され、各行事には
多数の参加者が訪れており、水源地域
への理解が深まっているといえる。 
また、ダム周辺では施設整備が進めら

れ利用者の利便性が向上するととも
に、湖面利用が促進されている。 
 
今後も関係機関と連携しダム施設見

学会、ダム湖周辺におけるマラソン大
会、水源地域の植林活動、間伐材の利
用促進、水質保全対策の実施や不法投
棄対策の実施など水源地域ビジョンの
取り組みを継続的に推進する。 
また、ダム周辺施設の整備や湖面利

用促進策を進めていく。 
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点 検 項 目 水源地域の活性化 

２．進捗状況 ３．点検結果 

平成 22 年度の代表事例を以下に示す。 
・一庫ダムにおいて、水源地域ビジョン推進協議会による
廃棄物の有効活用やゴミの減量への意識を高める事を目
的に、ダム湖に流入した流木を利用した美しい猪名川
流木ペインティング大会を実施。（８月） 

・天ヶ瀬ダム水源地域ビジョンでは部会を開催し、今後の
進め方について意見交換を行った。（２月） 
また、天ヶ瀬ダムの観光資源としての活用について、宇
治観光ボランティアガイドクラブとの連携を図るため、
平成２２年１２月に意見交換会、平成２３年２月に現地
勉強会を実施した。 

 
点検項目「上下流の連携の構築」の［指標］水源地域ビジョン策定とそ

の後の活動内容・回数と重複掲載 

 

 

［指標］ダム周辺の施設整備内容 
ダム周辺では、公園、散策路の整備を実施しており、平

成 22 年度は、以下を実施した。 
・堤頂高欄の改修、高欄部位にダム説明パネルの設置（天
ヶ瀬ダム） 

 
 
［指標］湖面活用促進の取り組み内容・活用数 

湖面利用促進の事例として平成 22 年度は以下の取り組
みが実施された。 
・室生ダム：子供の森カヌー教室（7 月） 
・布目ダム：全国つり大会（奈良大会）（9 月） 
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容   

4.6 維持管理 
河川整備計画の 

該当箇所 

4.6.2 河川管理施設 

点 検 項 目 河川管理施設 

１．施策の概要 

堤防等の河川管理施設の機能を維持するための適切な維持管理を行うことにより、洪水・高潮等
による災害の発生の防止や復旧を図る。 
 
１）堤防・護岸 
施設が、常に十分な機能を発揮できるよう、日常の調査、巡視・点検を行い損傷の程度や河川の

状態、周辺の状況等に応じて順次、補修する。さらに、災害時の復旧活動や巡視活動を円滑に行う
ため、管理用通路を確保する。 

 
２）既設ダム 
ダムの機能を維持するため、日常点検を行い必要な維持修繕を継続して実施する。また、計画的

に維持補修・更新を実施することにより、維持管理費の縮減も目指す。 
 

３）その他の河川管理施設 
施設の機能を維持するため、日常の保守点検により機能保全に努めるが、老朽化施設については

各施設のライフサイクルコストの縮減を念頭に、計画的な補修・補強・更新等により施設の機能保
全を図る。 

また、歴史･文化的価値のある河川構造物等は、住民・住民団体（NPO 等）と連携して保存し、後
世に伝承する。 

なお、河川管理施設の操作については、操作の安全性を図るため適切な点検整備・操作訓練を実
施する。また、操作の迅速化や安全性の向上及びコスト縮減のため、遠隔監視等ができるよう情報
通信施設を備えた集中管理センターの整備を行う。 

 
 
 
 

 ＜観点と指標＞  
 

 
「河川管理施設」に関する進捗状況の点検については、以下に示す【観点】を取り上げ、それぞれに

[指標]を設定して点検を実施した。 
 

【観点】堤防等の河川管理施設の機能を維持するための適切な維持管理の実施状況 
 [指標]堤防・ダム・護岸の健康診断内容・補修箇所数 
 [指標]ダム機能の維持内容・堆砂量 
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点 検 項 目 河川管理施設 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】堤防等の河川管理施設の機能を維持するための適切
な維持管理の実施状況 

 [指標]堤防・ダム・護岸の健康診断内容・補修箇所数 

河川維持管理計画（案）に基づき、重要水防箇所、車上
巡視時に異常を認めた箇所、被災履歴がある箇所など必要
が認められる箇所は徒歩による巡視を行っている。 

河川管理施設については出水期前、出水時、出水後に点
検が確実に行われており、特に樋門・水門については、樋
門操作員（淀川水系で 156 名）による定期的な点検も実施
されている。 

堤防の踏み荒らし、樋門等のゲート塗装の割れなどの軽
微な変状は、必要に応じて応急的な対策や経過観測の措置
を取っている。 

なお、堤防の変状を早期に発見する為に、年２回の除草
を実施している。 

 

また、変状の大きなものは、損傷が進行していないか河
川巡視時に変状箇所を確認し、緊急性のあるものから補修
をしている。近年、河川管理施設の老朽化や予算の削減か
ら補修実施箇所数が減少し、要補修箇所数が増加する傾向
となっている。 

 

各事務所においては、沿川住民の方に河川愛護モニター
（淀川水系で 16名）を嘱託し、河川に何らかの異常が認め
られた場合に通報していただける体制をつくり、巡視等だ
けでなく、河川利用者からも広く情報収集を行っている。

 

点検・巡視等により変状確認箇所の数と補修実施箇所数
を以下に示す。 
 

①堤防の点検結果 
 平成 22 年度は、要補修箇所が 47 箇所あり、その内 1 箇
所の補修を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②護岸の点検結果 

平成 22 年度は、要補修箇所が 94 箇所あり、その内 1 箇
所の補修を実施した。 

 

 

河川維持管理計画（案）に基づき日
常の維持管理が実施されている。 

河川管理施設の老朽化や予算の削減
から補修実施箇所数が減少し、要補修
箇所数が増加する傾向にあるが、損傷
の規模や緊急性等を考慮し、補修を実
施している。 

 

引き続き、日常の河川巡視や点検に
おいて継続的な監視を行い、河川管理
上の影響が出るおそれがあると判断さ
れた箇所については優先的に補修を実
施し適正な維持管理に努めていく。 

 

 

堤防の点検結果
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③樋門、閘門、陸閘の点検結果 
平成 22 年度は、要補修箇所が 60 箇所あり、その内 7 箇

所の補修を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④堰、水門、樋門、閘門、陸閘、揚排水機場（機械・電気
設備）の点検結果 

平成 22 年度は、要補修箇所が 19箇所あり、その内 18箇
所の補修を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

堰、水門、樋門、閘門、陸閘、揚排水機場（機械・電気設備 ）
の点検結果
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点 検 項 目 河川管理施設 

２．進捗状況 ３．点検結果 

⑤ダムの点検結果 

平成 22 年度は、要補修箇所は見つからず、補修の実施箇
所もない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[指標] ダム機能の維持内容・堆砂量 

平成 22 年度までの実績堆砂率について以下に示す。    
 高山ダム 60% 青蓮寺ダム 51% 室生ダム 26% 

     布目ダム 24% 比奈知ダム 30% 一庫ダム 34% 
   日吉ダム 10% 天ヶ瀬ダム 72% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高山ダム、青蓮寺ダムでは、完成後 50 年経過していない
にもかかわらず、平成 22年度末で堆砂率が 50％以上となり、
堆砂が進行している。 

布目ダム、室生ダムでは副ダムや水質保全ダムに堆積した
土砂の掘削（H22 は約 14,000m3）を行っている。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堆砂量については、今後も継続的に
監視を行う。 

 

 引き続きダム機能の維持のため排
砂の検討を行っていく。 

 

特に木津川上流ダム群については、
引き続きアセットマネジメントの検
討により、より効率的な堆砂処理を行
い、ダムの延命に努める。 

 

平成２２年度までの実績堆砂率
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点 検 項 目 河川管理施設 

２．進捗状況 ３．点検結果 

完成後 47 年経過する天ヶ瀬ダムでは、平成 22 年度末で
堆砂率が約 70％となり、堆砂が著しく進行している。しか
し、ダム完成後 10 年程度で堆砂が大きく進んだものの、近
年約 20 年間は比較的堆砂量の増加傾向が小さい。 

 

 

・天ヶ瀬ダムでは、平成 22 年度末の堆砂量は約 4,300 千
m3である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

・高山ダムでは、平成 22 年度末の堆砂量は約 4,600 千 m3 で
ある。 

・青蓮寺ダムでは、平成 22 年度末の堆砂量は約 1,700 千 m3 で
ある。 

・室生ダムでは、平成 22 年度末の堆砂量は約 690 千 m3 であ
る。 

・比奈知ダムでは、平成 22 年度末の堆砂量は約 720 千 m3 であ
る。 
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点 検 項 目 河川管理施設 

２．進捗状況 ３．点検結果 

 
・布目ダムでは、平成 22年度末の堆砂量は約 450 千 m3であ
る。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・一庫ダムでは、平成 22年度末の堆砂量は約 850 千 m3であ
る。 
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点 検 項 目 河川管理施設 

２．進捗状況 ３．点検結果 

 

・日吉ダムでは、平成 22年度末の堆砂量は約 840 千 m3であ
る。 
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容 

4.6.維持管理 
河川整備計画の 

該当箇所 

4.6.3.許可工作物（橋梁、水門等） 

点 検 項 目 許可工作物 

１．施策の概要 

許可工作物については、河川管理施設に準じた点検整備及び対策を行うよう施設管理者を指導す
る。 
堤防を横断する水門等は、堤防と同等の機能を有している必要があり、河川を横断する橋梁･取水

堰等は、洪水時の流水に対して支障とならないよう適正な維持管理が常に必要である。 
 

１） 利用されていない施設は、河川管理上の支障や今後の施設利用計画等を調査し、不要なもの
については施設管理者に対し撤去を求める。 

 
２） 施設管理者に定期的な点検整備と計画的な維持修繕を指導する。 
 
３） 洪水時の流水に対して支障とならないよう、特に応急的措置の必要な箇所を改善指導する。
 

 
 
 
 
 

 ＜観点と指標＞  
 

 
「許可工作物」に関する進捗状況の点検については、以下に示す【観点】を取り上げ、それぞれに、

[指標]を設定し実施した。 
 

【観点】許可工作物の点検整備及び対策についての施設管理者への指導状況 
[指標]点検、修繕内容・実施数 
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点 検 項 目 許可工作物 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】許可工作物の点検整備及び対策についての施設管理
者への指導状況 

 [指標]点検、修繕内容・実施数 

河川を横過する橋梁等の大規模工作物や出水時に施設操
作を伴う排水機場、樋門等の重要な許可工作物については、
施設管理者において毎年出水期前に点検を実施し、点検結
果について河川管理者が確認を行っている。 

点検結果を以下に示す。 
①排水機場等の点検結果 
  平成 22 年度 要補修数   28 箇所 
         補修実施数    4 箇所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

※揚水機場を含む 
  
②橋梁の点検結果 
  平成 22 年度 要補修数   182 箇所 
         補修実施数   18 箇所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
③樋門、閘門、陸閘の点検結果 
  平成 22 年度 要補修数   61 箇所 
         補修実施数   11 箇所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

重要な許可工作物については、機能
を維持する必要な補修が行われてい
る。 

今後も定期的な補修などの対応を適
切に行うよう施設管理者を指導してい
く。 
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4.河川整備の方針と具体的な整備内容 

4.6.維持管理 
河川整備計画の 

該当箇所 

4.6.4.河川区域等の管理 

点 検 項 目 河川区域等の管理 

１．施策の概要 

１）河道内樹木の管理 
洪水の流下を阻害するなど河川管理上支障となる河道内樹木については、地域の景観や生物の生

息・生育・繁殖環境に配慮した上で、河川維持管理計画（案）に基づき、計画的に伐採を実施する。
なお、実施にあたっては、住民・住民団体（NPO 等）、学識経験者の意見も聴き、生物の生息・生

育・繁殖環境に配慮して、伐採の方法や時期等を決定する。 
 
２）河道内堆積土砂等の管理 

河道内堆積土砂の除去については、定期的及び大きな洪水後に河床変動状況や河川管理施設、船
舶の航行等への影響及び河川環境への影響等から判断する。実施にあたっては、住民・住民団体（NPO
等）、学識経験者の意見も聴き、生物の生息・生育・繁殖環境に配慮して実施する。 
淀川本川において、概ね枚方より下流のうち、航路を確保する必要のあるところについては浚渫

を実施する。なおその際、砂利採取規制計画に定める範囲内において、砂利採取を認める。 
 
３）河川内ゴミの処理及び不法投棄の防止対策 

「川は地域共有の公共財産である」という共通認識のもと、啓発活動を実施していくとともに、
河川美化と環境保全のための維持管理に努める。 

 
 
 
 

＜観点と指標＞  
 

 
「河川区域の管理等」に関する進捗状況の点検については、以下に示す【観点】を取り上げ、それぞ

れに[指標]を設定し実施した。 
 

【観点】河川区域等の管理状況 
[指標]河道内樹木の伐採内容・伐採面積 
[指標]堆積土砂の除去内容・掘削量 
[指標]ゴミの不法投棄の状況及び内容・処理量 
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点 検 項 目 河川区域等の管理 

２．進捗状況 ３．点検結果 

【観点】河川区域等の管理状況 

[指標]河道内樹木の伐採内容・伐採面積 

河道内樹木の面積は年々増加傾向にあり、淀川水系直轄管
理区域内の樹林化した箇所の面積は、約 232 万㎡（平 22 年 4
月時点）にのぼる。 
河道内樹木の伐採面積を以下に示す。 
 
平成 22 年度については、約 79 万 m2 の河道内樹木伐採を実

施した。 
これにより、平成 22 年度末の樹林化面積は約 153 万 m2 と

なっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[指標] 堆積土砂の除去内容・掘削量 

堆積土砂の掘削量（砂利採取も含む）を以下に示す。 
平成 22 年度については、砂利採取として約 14万 m3 の堆積

土砂の掘削を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
なお、樋門操作の支障になる箇所や砂州がつき始めている

箇所などについては巡視などにより確認され次第、維持作業
等により対応をしている。 
 

 
 
樹木伐採については、改修事業と併

せて、水害や河川利用者への危険性の
高い箇所や管理上支障になる箇所を
対象に計画的に実施している。 
 
今後も、河道内樹木の状況を確認し

計画的に樹木伐採を行っていく。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河道内の堆積土砂の掘削は砂利採
取制度も活用しつつ、改修事業と併せ
て計画的に実施している。   

 

今後も、巡視や定期縦横断測量の結
果などを踏まえ、計画的に堆積土砂の
掘削を行っていく。 
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点 検 項 目 河川区域等の管理 

２．進捗状況 ３．点検結果 

[指標]ゴミの不法投棄の状況及び処分内容・処理量 
河川管理行為として処理したゴミの量と地域への啓発活動

（美化活動含む）の回数について以下に示す。 
  ゴミ処理量では、平成 22 年度は約 2,320m3 処理した。 

      延べ（H18～H22） 約 15,400m3 
 
  啓発活動回数では、平成 22 年度は 69 回実施した。 
         延べ（H18～H22） 329 回 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点検項目「多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承」の

［指標］河川景観を損ねている不法工作物の計画的な是正やゴミの不法投

棄の防止状況と重複掲載 

 

 

次に不法投棄を警告するための看板設置箇所数（総数）（更
新を含む）について以下に示す。 
 

平成 22 年度は、52 箇所に看板を設置した。 
特に青蓮寺ダムについては、ダム周辺の不法投棄対策とし

て、監視強化のための不法投棄警告看板を 23 箇所増設した。

延べ（H18～H22） 373 箇所 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

河川区域内へのゴミ投棄対策とし
て、啓発活動、警告看板設置や空間監
視用 CCTV の増設を進めている。 

しかし、ゴミの処理量は明確な減少
傾向にはないことから、今後も引き続
き、ゴミの不法投棄対策を進めていく
とともに、効果的な対応策の検討を進
めていく必要がある。 
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点 検 項 目 河川区域等の管理 

２．進捗状況 ３．点検結果 

さらに不法投棄の抑止効果にもつながる空間監視用 CCTV
の設置台数について以下に示す。 

延べ（H19～H22） 15 台 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点検項目「多様な生態系を有する淀川水系の再生と次世代への継承」の［指

標］河川景観を損ねている不法工作物の計画的な是正やゴミの不法投棄の

防止状況と重複掲載 

 

 

空間監視用CCTVの設置台数（累計）

105

110

115

120

125

130

135

H18以前 H19 H20 H21 H22

（台）
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